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目  次 
 

部会名 分科会名 管理番号 事務事業名 ページ 備 考 
021-         034 手数料・使用料 １  住民 

（２） 021-         036 延長窓口 ６  
022-         002 町内会連合会事務局事務(町内会長連絡協議会事務局事

務)(駐在員連絡協議会事務局事務) 
８  

022-         004 町内会運営補助金交付事務(自治振興交付金) ８  
022-         005 行政事務委託料交付事務(町内会長報酬等支給事務)(駐在

員設置事業) 
８  

022-         008 町内会長報酬等支給事務(行政事務委託料交付事務)(駐在

員設置事業) 
８  

022-         011 駐在員設置事業(行政事務委託料交付事務)(町内会長報酬

等支給事務) 
８  

022-         015 コミュニティセンター管理運営事業 ８  
022-         016 郊外地域行政連絡業務委託事業  後日配付します。 
022-         028 総合相談窓口設置事業  後日配付します。 
022-         030 消費生活センター設置事業  後日配付します。 
022-         037 斎場管理運営事業  説明資料なし。 

生活 

（１１） 

022-         039 斎場等使用料補助金交付事務  説明資料なし。 
023-         1001 個人住民税の均等割の税率 １０  
023-         2002 都市計画税の税率 １０  

023-         2036 固定資産税不均一課税の税率 

（国際観光ホテル整備法等関係） 
１０ 

 

023-         1001 個人住民税の納期 １５  
023-         2001 固定資産税の納期 １５  
023-         2002 都市計画税の納期 １５  
023-         3008 軽自動車税の納期 １５  
023-         2002 都市計画税の課税区域 １７  
023-         2006 免除及び減免規定（固定資産税） １８  

住民生活 

（３９） 

税務・国保 

（１５） 

023-         3012 免除及び減免規定（軽自動車税） １８  



023-         3017 入湯税の税率及び課税免除 ２３  
023-         3024 国民健康保険税税制（税率・納期） ２５  
023-         5016 検診事業 ２８  
023-         5025 出産育児一時金・葬祭費支給事務  説明資料なし。 

税務・国保 

023-         5204 単独事業の状況(福祉医療)  説明資料なし。 
024-         003 家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業 ２９  
024-         013 ごみ収集事業 ３１  
024-         014 清掃指導事業 ３３  
024-         017 指定ごみ袋作成販売事業 ３４  
024-         018 資源回収事業(報奨金・回収方法) ３５  

環境 

（６） 

024-         019 ごみ減量・リサイクル推進事業 ３６  
025-         011 消防団組織体制維持管理 ３７  
025-         012 消防団員報酬、手当、退職報償金等交付事務 ３７  
025-         020 消防団分団交付金等 ３７  
025-         045 防災行政無線の再構築・防災行政無線保守管理・地域防災

行政無線保守管理 
３９  

住民生活 

消防防災 

（５） 

025-         080 交通災害共済  後日配付します。 
031-         002 妊婦健康診査  後日配付します。 
031-         014 ４か月児健康診査  後日配付します。 
031-         015 ７か月児健康診査  後日配付します。 
031-         016 ９～１０か月児健康診査  後日配付します。 
031-         017 １歳児健康診査  後日配付します。 
031-         018 １歳６か月児健康診査  後日配付します。 
031-         019 ３歳児健康診査  後日配付します。 
031-         037 ツベルクリン・ＢＣＧ接種  後日配付します。 
031-         039 ポリオ予防接種  後日配付します。 
031-         040 三種混合予防接種  後日配付します。 
031-         041 麻しん・風しん・日本脳炎予防接種  後日配付します。 
031-         067 集団基本健診(健診項目、申込方法、対象年齢) ４０  
031-         067 集団基本健診(自己負担金) ４０  

健康福祉 

（４７） 

健康 

（２０） 

031-         067 集団基本健診(免除制度) ４０  



031-         069 消化器検診 ４０  
031-         071 婦人科検診 ４０  
031-         072 人間ドック(対象者) ４０  
031-         072 人間ドック(委託料) ４０  
031-         072 人間ドック(自己負担金) ４０  

健康 

031-         125 高齢者インフルエンザ予防接種事業  後日配付します。 
032-         020 社会福祉協議会運営費等補助事業 ４２  
032-         033 重度障害者介護者激励金支給事業 ４２  
032-         034 重度障害者介護者激励金品支給事業(単独) ４２  
032-         035 せきずい損傷者福祉手当支給事業  後日配付します。 
032-         036 重度心身障害児養育手当支給事業(独自事業) ４２  
032-         036 重度心身障害児養育手当支給事業(特別児童手当非該当特

例) 
４２  

032-         064 紙おむつ支給事業 ４３  
032-         070 福祉タクシー券助成事業 ４３  
032-         071 福祉ガソリン券助成事業 ４３  
033-         302 高齢者長寿祝品等伝達事業 ４３  
033-         303 敬老事業等補助金交付事業(事業) ４３  

福祉 

（１２） 

033-         303 敬老事業等補助金交付事業(特養ホームへの補助) ４３  
033-         025 外出に対する支援サービス ６６  
033-         026 高齢者福祉タクシーの助成 ６８  
033-         041 寝たきり老人紙おむつ支給 ６９  
033--          048 寝たきり老人等介護者激励金支給 ７１  
033-         068 低所得者利用者負担減免 ７３  
033-         210 介護保険料賦課・更正 ７５  
033-         211 介護保険料減免(該当要件)  後日配付します。 

高齢者福祉 

（８） 

033-         211 介護保険料減免(生活困窮者の独自減免)  後日配付します。 
034-         013 認可保育所(公立)管理運営事業 ７７  
034-         029 保育料 ７８  
034-         041 集団保育児童館 ７９  

健康福祉 

社会児童 

（７） 

034-         043 放課後児童対策事業 ７９  



034-         060 遺児教育手当支給事業  説明資料なし 
034-         062 誕生祝金  説明資料なし 

健康福祉 社会児童 

034-         063 小規模災害の一時扶助 ８０  
081-         1224 私立高等学校生徒学費補助金(本体事業) ８１  
081-         1224 私立高等学校生徒学費補助金(朝日村の通学費補助) ８１  
081-         1231 育英奨学金貸付等事業 ８１  
081-         1236 新入学児童ランドセル贈呈事業  説明資料なし 
081-         2201 スクールバス運行管理事務 ８１  
081-         2202 通学対策費補助金交付事務 ８２  
081-         2206 体育文化活動奨励費補助金交付事務 ８２  
081-         2207 国際理解教育関係業務(ＡＬＴ配置形態) ８３  
081-         2208 学校支援職員配置・派遣関係業務 ８４  
081-         2408 幼稚園就園 ８３  

管理・学校教育 

（１１） 

081-         2601 給食の状況 ８３  
082-         027 地域社会教育活動振興 ８５  
082-         063 中央公民館管理運営事業 ８７  
082-         072 地区公民館管理運営事業 ８７  
082-         073 地区公民館運営委託事業 ８７  
082-         083 自治公民館等 ９３  
082-         084 図書館管理運営事業(本館分館・図書館協議会) ９５  

社会教育 

（７） 

082-         084 図書館管理運営事業(利用者サービス) ９５  
083-         047 体育施設使用料(割増対象) ９７  
083-         047 体育施設使用料(料金体系) ９７  
083-         048 体育施設使用料の減免(対象者) １２４  

教育 

（２２） 

ｽﾎﾟｰﾂ 

（４） 

083-         048 体育施設使用料の減免(基準、率) １２４  
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 住民生活部会 分 科 会 名  住民 大項目 住民生活 中項目 住民 小項目 窓口・その他 細項目 窓口事務 

管理番号 ０２１ － ０３４ － 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 手数料･使用料 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

根 拠 法 令 等 
① 地方自治法、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令  ② 鶴岡市手数料条例 

① 同左 ② 藤島

町手数料条例 
① 同左 ② 羽黒

町手数料条例 

① 同左 ② 櫛引

町手数料条例 

① 同左 ② 三川

町手数料条例 

① 同左 ② 朝日

村手数料条例 

① 同左 ② 温海

町手数料条例 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

業務上の課題 事 業 概 要 

・目 的 

特定の者のためにする事務について、手数料

の徴収により、費用負担の公平を図る。 

 

・対象者 

住民票の写し･戸籍謄抄本・印鑑登録手帳･印

鑑証明・税証明等の交付を受ける者、住基台

帳を閲覧する者 

 

・事業概要 

印鑑登録手帳・各種証明書の作成・交付、住

基台帳の閲覧に当たり、対象者から手数料を

徴収する。 

 

・事業期間 

通 年 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

       

1３年度決算額        

１４年度予算額        

備考 
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 様式３－４ 

手数料                                       行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 住民生活 分 科 会 名  住民 大項目 住民生活 中項目 住民生活 小項目 窓口・その他 細項目 窓口事務 

管理番号 ０２１ － ０３４ － 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現                                                       況 

 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事務事業名 

手数料の区分 
手数料・使用料 手数料・使用料 手数料・使用料 手数料・使用料 手数料・使用料 手数料・使用料 手数料・使用料 

身分証明 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

埋火葬許可証明 ４００円 同左 同左 同左 無料 ４００円 同 

登録手帳交付 ５００円 無料 ６００円 無料 ４００円 無料 ６００円 

登録手帳再交付 ５００円 ６００円 同左 同左 ４００円 ６００円 同左 印  鑑 

登録証明 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

住民基本台帳 閲覧 １世帯  ３００円 １人 ４００円 １件  ３００円 １世帯  ４００円 １人 ４００円 同左 １世帯  ４００円 

謄抄本 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

広域交付 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 住民票 

記載事項証明 ３００円 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 

戸籍の附票 謄抄本  ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

住基カード交付 ５００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

外国人登録済証明 ４００円 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

戸  籍  
・戸籍謄抄本 ４５０円   ・戸籍記載事項証明 ３５０円    ・除籍・改製原戸籍謄抄本 ７５０円   ・除籍記載事項証明 ４５０円 

・届書・申請受理証明 ３５０円  （上質紙の賞状版）１,４００円   ・届書記載事項証明 ３５０円   ・届書等閲覧  ３５０円 

手帳交付  1,９００円       1,９００円 
船員手帳 

手帳訂正 ４３０円      ４３０円 

臨時運行許可の審査   ７５０円   同左       ７５０円 

 

� 戸籍・船員関係、臨時運行

許可手数料については、

「地方自治法」 第 228 条第

1 項、「地方公共団体の手

数料の標準に関する政令」 

により、全国一律である。 

 

� 船員手帳事務は、鶴岡市と

温海町のみ取扱い。 

 

� 臨時運行許可は、鶴岡市・

藤島町・温海町のみ取扱

い。 
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県内１３市 窓口手数料 比較表 (他課設定分を除く)               平成 15 年 7月 25 日現在   単位 : 円 

 鶴岡市 山形市 米沢市 酒田市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 平均 

身分証明 ４００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

埋火葬許可証明 ４００ ３００  ４００  ４００ ４００    ４００  ４００ ３８５ 

印鑑登録手帳の 

交付･再交付 
５００ ３００ ４００ ４００ ４００ ５００ ５００ 

４００ 

再６００ 
５００ 

７００ 

再２００ 
６００ ６００ ４００ 

４５０ 

再４４６ 

〃  証明書 ４００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

住民基本台帳閲覧 世帯３００ 世帯３００ 世帯３００ 世帯２００ 世帯４００ 世帯４００ １人４００ 世帯４００ 世帯４００ 世帯４００ 世帯４００ 世帯４００ 世帯４００ ３６１ 

住民票の写 ４００ ３００ ４００ ４００ １人４００＋＠１００ １人４００＋＠５０ ４００ ４００ 1 人400 全 500 ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

〃 広域交付 ４００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 1 人400 全 500 ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

〃 記載事項証明 ３００ ２００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３６９ 

戸籍の附票の写 ４００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

住基カード ５００ ５００ ５００ ４００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 印手兼 ８００ ８００ ５００ ５２７ 

外国人登録原票の写 ４００ ３００  ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

〃 記載事項証明 ４００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ３９２ 

平均値算出時、住民票は、１人として計算。閲覧は、1 人世帯として計算。天童の印鑑手帳、住基カードについては、それぞれ半額として計算した。 

戸籍関係諸証明、船員事務、臨時運行許可事務については、「地方自治法」「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」により全国一律である。 

戸籍関係  �    戸籍の騰抄本 ４５０      �    戸籍の記載事項証明 ３５０      �     除籍の騰抄本 ７５０      �     除籍の記載事項証明 ４５０ 

�    戸籍の届出･申請の受理等の証明書 ３５０ (婚姻等特別様式 １，４００)       �    戸籍届書等の閲覧 ３５０ 

船員手帳関係 [県内で船員事務を取扱っているのは鶴岡市のみ]  �    手帳の交付 １，９００    �    手帳の書換え １，９００    �    手帳の訂正 ４３０ 

臨時運行許可  �    臨時運行許可申請に対する審査 ７５０ 

 



4-1 

全国類似都市等 窓口手数料 比較表         平成 15年 8月 15 日現在   単位 : 円     P1/4 

(類似都市については、各都道府県のうち、当市の人口規模に最も近い都市とし、①9～12 万 ②12～16 万 ③6～9万 ④16～20万の順位で絞った。) 

都道府県 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 

人口規模近似都市 室蘭市 十和田市 北上市 石巻市 大館市 会津若松 土浦市 鹿沼市 桐生市 富士見市 鎌ヶ谷市 昭島市 

H14.3.31 人口 102,156 63,167 92,186 119,006 66,594 116,518 134,371 94,639 114,389 102,420 102,712 106,922 

℡ 0143-22-1111 0176-23-5111 0197-64-2111 0225-95-1111 0186-49-3111 0242-39-1111 0298-26-1111 0289-64-2111 0277-46-1111 049-251-2711 047-445-1141 042-544-5111 

身分証明 200 

埋火葬許可証明 100 
300 300 300 200 200 300 220 350 200 200 200 

印鑑登録手帳交付 無料 無料 

 〃  再交付 
無料 300 

〃  証明書 300 
300 

300 300 

200 

200 300 220 350 200 200 
200 

住民基本台帳閲覧 100 300 300 200 200 200 1h. 5,000 220 350 300 200 30 分 200+@200 

住民票の写 

〃 広域交付 

〃 記載事項証明 

200 300 300 300 200 200 300 220 350 200 200 200 

戸籍の附票の写 200 300 300 300 200 200 300 220 350 200 200 200 

住基カード 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

外国人登録原票の写 

 〃 記載事項証明 
200 300 300 300 200 200 300 220 350 200 200 200 

 



4-2 

全国類似都市等 窓口手数料 比較表         平成 15年 8月 15 日現在   単位 : 円     P2/4 

(類似都市については、各都道府県のうち、当市の人口規模に最も近い都市とし、①9～12 万 ②12～16 万 ③6～9万 ④16～20万の順位で絞った。) 

都道府県 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 

人口規模近似都市 伊勢原市 上越市 高岡市 小松市 武生市 甲府市 飯田市 多治見市 三島市 東海市 伊勢市 彦根市 

H14.3.31 人口 96,546 132,925 172,257 109,307 71,183 190,098 106,161 104,994 111,074 99,941 100,433 107,024 

℡ 0463-94-4711 0255-26-5111 0766-20-1111 0761-22-4111 0778-22-3000 055-237-1161 0265-22-4511 0572-22-1111 055-975-3111 0562-33-1111 0596-23-1111 0749-22-1411 

身分証明 

埋火葬許可証明 
300 350 300 300 300 300 300 300 300 200 200 300 

印鑑登録手帳交付 無料 

 〃  再交付 
200 無料 無料 無料 

〃  証明書 
300 

350 300 

300 

300 

300 

300 300 300 

200 200 

300 

住民基本台帳閲覧 300 350 1h. 1,500 200 30 1h 800+@300 300 300 300 200 20 人 200 200 

住民票の写 

〃 広域交付 

〃 記載事項証明 

300 350 300 
1 人 300 

世帯 600 
300 300 300 300 300 200 

3 人まで 

200 
300 

戸籍の附票の写 300 350 300 300 300 300 300 300 300 200 200 300 

住基カード 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

外国人登録原票の写 

 〃 記載事項証明 
300 350 300 300 300 300 300 300 300 200 200 300 

 



5-1 

全国類似都市等 窓口手数料 比較表         平成 15年 8月 15 日現在   単位 : 円     P3/4 

(類似都市については、各都道府県のうち、当市の人口規模に最も近い都市とし、①9～12 万 ②12～16 万 ③6～9万 ④16～20万の順位で絞った。) 

都道府県 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 

人口規模近似都市 亀岡市 池田市 高砂市 大和郡山 田辺市 米子市 松江市 津山市 尾道市 徳山市 鳴門市 丸亀市 

H14.3.31 人口 94,785 99,779 97,525 94,410 71,258 139,333 147,909 89,054 93,367 103,522 65,464 80,966 

℡ 0771-22-3131 0727-52-1111 0794-42-2101 0743-53-1151 0739-22-5300 0859-22-7111 0852-55-5555 0868-23-2111 0848-25-7111 0834-22-8211 088-684-1111 0877-23-2111 

身分証明 200 300 

埋火葬許可証明 
300 300 300 200 

100 無料 
300 300 300 200 350 350 

印鑑登録手帳交付 無料 無料 無料 

 〃  再交付 
無料 無料 150 

500 
無料 

〃  証明書 

300 300 

300 200 200 
300 

300 

300 

300 200 
350 

350 

住民基本台帳閲覧 30 世帯 300 300 300 200 200 300 200 300 300 200 350 350 

住民票の写 

〃 広域交付 

〃 記載事項証明 

300 300 300 200 200 300 300 300 300 200 350 350 

戸籍の附票の写 300 300 300 200 200 300 300 300 300 200 350 350 

住基カード 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

外国人登録原票の写 

 〃 記載事項証明 
300 300 300 200 200 300 300 300 300 200 350 350 

 



5-2 

全国類似都市等 窓口手数料 比較表         平成 15年 8月 15 日現在   単位 : 円     P4/4 

(類似都市については、各都道府県のうち、当市の人口規模に最も近い都市とし、①9～12 万 ②12～16 万 ③6～9万 ④16～20万の順位で絞った。) 

都道府県 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄  

人口規模近似都市 今治市 南国市 春日市 唐津市 諫早市 八代市 別府市 延岡市  鹿屋市 浦添市  

H14.3.31 人口 117,381 50,166 106,490 79,795 94,095 106,803 124,213 126,305 79,605 104,707  

℡ 0898-32-5200 088-863-2111 092-584-1111 0955-72-9111 0957-22-1500 0965-33-4111 0977-21-1111 0982-34-2111 0994-43-2111 098-876-1234  

46 市平均 

身分証明 300 300 200  272 

埋火葬許可証明 
200 300 

無料 
300 

200 
300 300 300 200 

無料  248 

印鑑登録手帳交付 300 無料 無料  182 

 〃  再交付 500 500 400  248 

〃  証明書 

200 300 

300 300 

300 300 

300 

300 200 200 

 274 

住民基本台帳閲覧 200 300 300 300 300 300 200 300 200 200 1h 40 人 242 

住民票の写  

〃 広域交付  

〃 記載事項証明 

200 300 300 300 300 300 300 300 200 5 人 200 

 

272 

戸籍の附票の写 200 300 300 300 300 300 300 300 200 200  272 

住基カード 500 500 500 500 500 500 500 500 500 無料  489 

外国人登録原票の写  

 〃 記載事項証明 
200 350 300 300 300 300 300 300 200 200 

 
273 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 住民生活部会 分 科 会 名  住民 大項目 住民生活 中項目 住民 小項目 窓口・その他 細項目 窓口事務 

管理番号 ０２１ － ０３６ － 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 
 

 

 
調整方針 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

具体的な調整

内容 

事 務 事 業 名 延長窓口 同左 同左 同左 同左  延長窓口 

根 拠 法 令 等 住民基本台帳法・戸籍法等 同左 同左 同左 同左  住民基本台帳法・戸籍法等 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町  温海町 

□ 合併まで調

整するもの 

□ 経過措置が

必要なもの 

□ 従来通り行

うもの 

(内容) 

業務上の課題 

事 業 概 要 

･目 的 

窓口開設時間内に来庁できない

住民のためのサービス向上 

 

・対象者 

窓口開設時間内に来庁できない

住民 
 

・事業概要 

①事業名称 

休日･夜間等市民窓口サービス 

 

②業務内容 

住民票の写し･戸籍騰抄本の交

付申請を受付ける。(証明書は、

開庁日に郵送) 

 

③実施日･時間 

平日 :  7:00～ 8:30 

       17:00～20:00 

休日 :  8:30～17:00 

 

・事業期間 : 通年 

･目 的 

同左 

 

 

・対象者 

同左 

 

・事業概要 

①事業名称 

休日･夜間等町民窓口サ

ービス 

 

②業務内容 

住民票の写し･戸籍騰抄

本・印鑑証明・税証明の

交付申請受付け。(証明書

は、開庁日に郵送) 

 

③実施日･時間 

平日 : 17:00～20:00 

 休日 :  8:00～17:00 

 

・事業期間 

年末年始を除く 

・目 的 

同左 

 

 

・対象者 

同左 

 

・事業概要 

①事業名称 

窓口延長 

 

②業務内容 

印鑑登録、住民票の写し･戸

籍騰抄本・印鑑証明・税証明

の交付 

 

③実施日･時間 

毎週 木曜日 17:00～18:30 

 

 

 

・事業期間 : 休庁日を除く 

・目 的 

同左 

 

 

・対象者 

同左 

 

・事業概要 

①事業名称 

窓口延長 

 

②業務内容 

住民異動届・戸籍届の受付け、

印鑑登録、住民票の写し･戸籍

騰抄本・印鑑証明・税証明の交

付 

 

③実施日･時間 

毎週 水曜日 17:00～18:30 

 

 

・事業期間 : 同左 

・目 的 

同左 

 

 

・対象者 

同左 

 

・事業概要 

①事業名称 

窓口ナイトサービス 

 

②業務内容 

住民異動届･戸籍届の受付け、

印鑑登録、住民票の写し･戸籍

謄抄本の交付、各種証明書発行 

 

③実施日･時間 

毎月 第２･第４ 金曜日 

17:15～19:00 

 

 

・事業期間 : 同左 

 

・目 的 

同左 

 

・対象者 

同左 

 

・事業概要 

①事業名称 

窓口業務夜間サービス 

 

②業務内容 

印鑑登録、住民票の写し･戸籍騰

抄本・印鑑証明・税証明の交付 

 

③実施日･時間 

毎週 水曜日 17:15～19:00 

 

・事業期間 : 同左 
 

※ 平成14年9月から試行として

実施中であり、16 年度から鶴岡

市の方式とすることで検討中 

業務の形態 
窓口部門・管理

部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

       

1３年度決算額        

１４年度予算額        

備考 
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合併市町村 時間外 窓口対応の状況                                           平成 15.11.12  現況調査から抜粋 電話聞取り 

 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

Ａ 

住民異動届 

� 時間外対応なし。 � 同左 � 同左 � Ｂで開いている時に来

庁者があれば、受付ける。

印鑑登録も。  

� 児童手当や国保等の手

続も必要な場合は、後日 

来てもらう。 

� Ｂで開いている時は、印

鑑登録も含め、同様に受

付ける。外国人登録は除

くが、事前連絡で準備で

きる場合は対応。 

� 国保も同様に受付け。 

� 児童手当については、で

きる範囲内で受付ける。 

� 時間外対応なし。 � 時間外対応なし。 (広報

等で事前に断ってある。)  

Ｂ 

住民票写し・ 

戸籍騰抄本発行 

� 宿直室で 警務員が、 

平日 7:00～ 8:30 

     17:00～20:00 

休日 8:30～17:00 

� 住民票･戸籍騰抄本の交

付請求を受付け。翌日等

開庁後に郵送。 

� 宿直室で、警務員が、 

  平日 17:00～20:00 

   休日  8:00～17:00 

� 住民票･戸籍騰抄本・印

鑑証明・税証明の交付請

求を受付け。翌日等開庁

後に郵送。 

� 税務住民課で 14 年から 

 毎週木曜日 

   17:00～18:30 

 

� 住民票･戸籍騰抄本･印

鑑証明･税証明の発行 

� 住民課で、14 年 4 月か

ら試行、15 年 4 月から本

格実施 

毎週水曜日 

  17:00～18:30 

� 住民票･戸籍騰抄本･印

鑑証明･税証明の発行 

� 町民課で、昭和 55 年か

らの歴史がある。 

毎月 第 2･4 金曜日 

  17:15～19:00 

� 住民票･戸籍騰抄本･印

鑑証明･税証明･各種証明

の発行。 

� 時間外対応なし。 � 町民課で、14 年 9 月か

ら試行中。 

毎週水曜日 

  17:15～19:00 

 

� 住民票･戸籍騰抄本･印

鑑証明･税証明の発行。 

Ｃ 

戸籍届、 

埋火葬許可証発行 

� 宿直室で 警務員が、開

庁時間以外の全日 24 時

間 戸籍届と埋火葬許可

申請を受付け、許可証を

発行する。 

� 20:00 まで守衛室で。 

 その後は、役場に電話が

あると、警備保障会社から

担当者に連絡があり、担当

者が出勤する。 

 この旨を看板に掲示 

� 延長窓口とは、別に、開

庁時間以外は宿直室で夜

警員対応 

� 窓口が開いている時間

は住民課 

� 上記以外は、町民会館

で、施設管理業務員 (教委

所管、嘱託) が対応 

� 窓口が開いている時間

は町民課 

� 上記以外は、夜警員室

で。 

� 「すまいる」で、施設管

理人 (教委所管、民間委託) 

が、対応。 

平日 17:00～22:00 

休日 8:30～22:00 

� 上記以外の 

 平日 8:00～8:30 

       17:15～22:00 

  休日 8:30～17:15  

 庁舎管理室で警備員対応 

� 上記以外は、役場前の文

具店に、戸籍届の受付け

のみ 委託 

Ｄ 

税証明・収納事務 

� 事前連絡等により、必要

に応じ、対応 

� Ｂによる。収納なし。 Ｂと同じ 国保・介護保険料も含め、

B と同様に実施 

Ｂと同じ、住記システムで

出せる範囲で。 

 Ｂと同じ 

備考  � 今年 5 月～7 月、延長窓

口を実施したが、利用度

が低かったので、上記の

形としている。 

� 通常は、転入出届の際、

水道の職員を窓口に呼ん

で手続させている。 

� ケーブルテレビを使い、

ＰＲに努めている。 

  今年度末又は来年度中に、

鶴岡方式に移行を検討し

ている。 

住基ﾈｯﾄ･ﾜｰｸ･ｼｽﾃﾑ 照会･異動、統計 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

住民記録ｼｽﾃﾑ 照会･発行･異動、統計･通知 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

印鑑登録 〃 照会･発行･異動、統計 同左 同左 16 年度移行予定 照会･発行･異動、統計 同左 同左 

外国人登録 〃 照会･発行･異動、統計･報告   照会･発行･異動、統計･報告  照会･発行･異動、統計･報告 同左 

住記副本 〃 照会･発行 同左 同左 同左  照会･発行 同左 

住登者 〃 照会･ｼｽﾃﾑ連携異動 同左  照会･ｼｽﾃﾑ連携異動  照会･ｼｽﾃﾑ連携異動 同左 

住

民

情

報 

住登外 〃 照会･異動 同左  照会･異動  照会･異動 同左 

戸籍情報 〃 照会･発行･異動、統計･報告･通知 同左 同左 同左 15 年度 移行 照会･発行･異動、統計･報告･通知 15 年度 移行 戸

籍 附票情報 〃 照会･発行･異動、通知 同左 同左 同左  照会･発行･異動、通知  

税証明 〃 照会･発行 同左 同左 同左 発行 照会･発行 同左 

電

算

化

の

状

況 

各種通知書 〃 名簿･通知   名簿･通知  名簿･通知 同左 

 



平成１５年１１月２０日
助役調整会議資料【生活分科会】

○　住民自治組織等比較表 ※ 【別紙資料】

藤島町町内会長会
藤島町町内会長連
絡協議会

町内会連絡協議会（４） 地区区長会（３）

町内会連合会（２）

コミュニティ振興会（４） 自治振興会（１０）

コミュニティ協議会（２） 自治会（５）

町内会（１０２） 駐在員（１８７） 町内会（６１） 地区（６９） 地区（２２） 町内会（２８） 集落（４０） 自治会（２９）

組 織 形 態 小学校区単位 小学校区単位 小学校区単位 町内会で異なる 集落ごと 大字単位 集落ごと 集落ごと 集落ごと

活 動 拠 点 施 設 コミュニティセンター
町内会公民館・コミュ
ニティセンター

自治公民館、コミュニ
ティセンター

町内会公民館 集落公民館 自治公民館 町内会公民館 自治公民館 自治公民館

行 政 連 絡 員 報 酬 ・行政連絡員報酬 ・行政事務取扱交付金

行 政 連 絡 業 務 委 託 料 　＠33千円×12ヶ月 　総額に対する割合
行 政 事 務 委 託 料 交 付 金 ・行政連絡業務委託 　＠1,140円×世帯数 ・駐在員報酬20％

行 政 事 務 取 扱 交 付 金 　近隣【6】2,083千円 ・平等割20％

　遠隔【9】3,214千円 ・世帯割52％

【H13決算6,102千円】 ・距離割8％

最多世帯数（世帯） 193 482

最少世帯数（世帯） 15 7

最多交付額(円） 220,020 1,158,400

最少交付額（円） 17,100 138,900
平均交付額（円） 80,899 363,965

駐在員（１８７） 町内会長（６１） 区長（６９）
区長（２２）及び副区
長（２）

町内会長（２８） 部落駐在員（４０）
駐在員・自治会長（２
９）

・均等割38,300円 ・均等割138千円 ・年平均180千円 ・均等割108千円 ・年額143千円 ・年額88千円／人

・世帯割＠685円×担
当世帯割

・世帯割＠1,500円
×担当世帯数

・世帯数割＠1,540
円×担当世帯割

・500千円以内で支
給

・散地・辺地加算10
千円

【 H13 決 算 14,094 千
円】

【H13決算12,908 千
円】

【H13決算12,136千
円】

【 H13 決 算 5,480 千
円】

【 H13 決 算 6,541 千
円】

最多世帯数（世帯） 202 230 102 300 193 112 482

最少世帯数（世帯） 3 10 3 19 15 3 7

最多交付額(円） 176,670 483,000 290,560 570,000 143,000 350,701 88,000

最少交付額（円） 40,355 153,000 130,842 137,260 143,000 88,966 88,000

平均交付額（円） 70,130 212,166 180,000 246,318 143,000 163,524 88,000

個所が、住民自治組織

×

・行政事務委託料

【 H13 決 算 2,204 千
円】

文書配布、事業申込
みとりまとめ等

文書配布、事業申
込みとりまとめ、各
種委員の推薦等

櫛引町区長会

単 位 自 治 会 等
住民会・町内会・自治
会（１５０）

行 政 連 絡 業 務 内 容
文書配布、調査取り
まとめ等

各種証明書交付の取
次ぎ及び文書の配布
事務

各種証明書交付の取
次ぎ及び文書の配布
事務

櫛引町
市街地

藤島町 羽黒町
郊外地

鶴  岡  市

羽黒町区長会
鶴岡市コミュニティ組織
協議会

項　　　　目

地 区 自 治 会 連 合 会 等

鶴岡市駐在員連絡協
議会

鶴岡市町内会連合会
鶴岡市自治振興会連
絡協議会

自 治 会 連 合 会 等

× ×

三川町町内会長連
絡協議会

・予算総額の１／２
を ４ ０ 部 落 で 均 等
割、他の１／２を各
部落の世帯数割とし
て計算し交付する

文書配布、事業申
込みとりまとめ等

×

三川町 朝日村

文書配布、事業申
込みとりまとめ等

文書配布、事業申
込みとりまとめ等

温海町

朝日村部落駐在員
連絡協議会

温海町自治会長会

× ×

×

駐在員・町内会長・区長報酬

× ×

×

8
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助役調整会議資料【生活分科会】

町内会等運営補助交付金 ・均等割37千円 ・平等割50千円 ・平等割100千円 ・年２回交付

集 落 自 治 振 興 交 付 金 ・世帯割500円

町 内 会 自 治 振 興 交 付 金 ・老人世帯割

行 政 運 営 交 付 金

集 落 振 興 運 営 交 付 金

【H13決算18,445千円】 　老人世帯3千円

【H15新規事業】

最多世帯数（世帯） 1,247 300 193 112 482

最少世帯数（世帯） 40 19 15 3 7

最多交付額(円） 866,255 283,000 215,800 336,000 322,700

最少交付額（円） 63,600 62,500 109,000 6,000 33,040

平均交付額（円） 177,947 126,136 146,150 95,800 109,997

町 内 会 連 合 会 補 助 金 ・180千円 ・135千円 ・150千円

駐在員連絡協議会補助金

・＠4,644千円×５CC

・＠5,091千円×１CC ・＠3,660千円×3CC

・＠5,760円×2CC

【H13決算87,500千円】

（郊外地補助金含む）

× × ×

×
コミュニティセンター管理運
営事業費補助金

× × ××

・＠3,528千円×10CC

× × ×

× × × ×

【 H13 決 算 6,541 千
円】

【 H13 決 算 3,909 千
円】

一人暮らし老人世
帯5千円

・均等割＠600円×
世帯数

・１世帯当たり2千円

× ×

【H13決算2,582千円】

×

・自主防組織集落に
は、１世帯当たり１
千円加算

　※最大交付金等の数値は、各市町村より聞取りした数値である。（平成１５年度）

羽黒町 櫛引町 三川町項　　　　目
鶴  岡  市

藤島町

×

・世帯割＠665円×世
帯数

×

温海町
市街地 郊外地

朝日村

9
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［ 税 率 ： 共 通 ］  
資料 Ａ 

 

１ 「近年の合併状況」 

 
〈特例期間→３年間〉          〈特例期間→５年間〉 

新 市 名 合併年月日  人 口 構 成 新 市 名 合併年月日  人 口 構 成 
ひたちなか市 Ｈ 6 . 1 1 . 1 新設 142,402 ２市 さ ぬ き 市 Ｈ 1 4 . 4 . 1 新設 57,773 ５町 
あ き る 野 市 Ｈ 7 . 9 . 1 新設 77,861 ２市 つ く ば 市 Ｈ 1 4 . 11 . 1 新設 191,806 １市１町 
篠 山 市 Ｈ 1 1 . 4 . 1 新設 44,752 １市３町 静 岡 市 Ｈ 1 5 . 4 . 1 新設 706,513 ２市 
新 潟 市 Ｈ 1 3 . 1 . 1 編入 518,374 １市１町 南アルプス市 Ｈ 1 5 . 4 . 1 新設 70,116 ４町２村 
西 東 京 市 Ｈ 1 3 . 1 . 2 1 新設 175,073 ２市 あ さ ぎ り 市 Ｈ 1 5 . 4 . 1 新設 17,751 ２町３村 
さ い た ま 市 Ｈ 1 3 . 5 . 1 新設 968,999 ３市 周 南 市 Ｈ1 5 . 4 . 2 1 新設 157,547 ２市２町 
大 船 戸 市 Ｈ13.11.15 新設 45,159 １市１町 ＊人口の単位：人    

 
 
 
２ 「税率の区分」 
 

  標準税率 制限税率 一定税率 任意税率 摘   要 
個人市町村民税均等割 ○     

〃   所得割 ○     
法人市町村民税均等割 ○ ○   制限：1.2 倍 

〃   法人税割 ○ ○   標準：12.3％ 
固定資産税 ○ ○   制限：2.1/100 
軽自動車税 ○ ○   制限：1.2 倍 
市町村たばこ税   ○   
鉱産税 ○ ○   制限：1.2 倍 

 
 
法 
定
普
通
税 
 
 

特別土地保有税   ○   
入湯税 ○     
都市計画税  ○    
国民健康保険税    ○  

法
定
目
定
税       

 
「標準税率」：地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上の特別の必要があると認

める場合においては、これによることを要しないとして法定されている税率 
 
「制限税率」：地方団体が課税する場合に超えてはならないものとして法定されている税率 
 
「一定税率」：地方団体が課税する場合に、それ以外の税率によることを許さないものとして法定さ

れている税率 
 
「任意税率」：法律上の定めを設けず、地方団体が任意に定めることができるものとされている税率 
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［ 個 人 住 民 税 均 等 割 の 税 率 ］  
資料 Ｂ 

 

１ 地方税法の規定 

（個人の均等割の税率） 
第 310 条 第 294 条〈市町村民税の納税義務者等〉第１項第１号又は第２号の者に対し

て課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる市町村において当該下欄に

掲げる額とする。 
市     町     村 税      率 

（一） 人口五十万以上の市 年額      三千円 
（二） 人口五万以上五十万未満の市 年額    二千五百円 
（三） （一）及び（二）の市以外の市並びに町村 年額      二千円 

２ （略） 
 
※ 道府県民税の税率は一律千円 

 

２ 均等割税率の状況…標準税率 
 市 町 村 名 均等割税率 参  考（所得割税率） 
１ 鶴 岡 市 ２，５００円 
２ 藤 島 町 ２，０００円 
３ 羽 黒 町 ２，０００円 
４ 櫛 引 町 ２，０００円 
５ 三 川 町 ２，０００円 
６ 朝 日 村 ２，０００円 
７ 温 海 町 ２，０００円 

 
〈全市町村標準税率〉 

課税総所得金額の段階 税 率 
200 万円以下 ３％ 
200万円超万円 700万円以下 ８％ 
700 万円超 10％ 
＊700 万円超の税率は特例税率（本則 12％） 

 

３ 合併先進事例 
「特例期間が３年間の時に合併した市」 

＜ひたちなか市＞・＜あきる野市＞…合併する年度及びこれに続く 2 年度は不均一課税 

＜新潟市＞…合併が行われた日の属する年度及びこれに続く３カ年度は不均一課税 

＜大船戸市＞…合併が行われた日の属する年度及びこれに続く３カ年度は不均一課税 

＜さいたま市＞…14 年度以降年額 3,000 円（Ｈ13.5.1 合併） 

 

「特例期間が５年間となった以後に合併した市」 
＜さぬき市＞…標準税率を採用 

＜つくば市＞…合併年度は不均一課税（Ｈ14.11.1 合併） 

＜静岡市＞…16 年度以降年額 3,000 円（Ｈ15.4.1 合併） 

＜周南市＞…合併年度及びこれに続く 5 年度間は現行税率 
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４ 調整上の留意点 
◇現在、全市町村が標準税率を採用しており、合併時に標準税率以外の税率を選択す

ることは考えられない 
◇合併時には、新市の人口によって標準税率が定められている 
◇合併直後に税負担が増加することは回避すべきである 
◇合併特例法第 10 条の適用について…下記の選択が考えられる 

①合併年度に限り不均一課税とする 
②合併年度及び合併翌年度～4 年度間を不均一課税とする…何年と特定する根拠がない 
③特例期間限度年度（5 年度）まで不均一課税とする 

◇平成 16 年度の税制改正を見据える必要がある 
 

５ 調整の結果 

◆個人市民税の均等割税率は標準税率（現行 2,500 円）とする 
◆ただし、合併する年度及びこれに続く５か年度は不均一課税とする 

 
 

※ 不均一課税終了後の増税額の試算（2,000 円→2,500 円） 

◇６町村の平成 14 年度の均等割額納税義務者数 16,790 人×500 円＝8,395,000 円 
参 考：鶴岡市の平成 14 年度の均等割額納税義務者数 33,932 人 

 

※ 平成１6 年度に向けての税制改正動向 

「政府税制調査会」・「与党税制協議会」 
◇均等割を増額する方向で検討 

・人口規模に応じて 3 段階になっているものを統一 
・区分を統一後に増額（市 500 円増額 町村 1,000 円増額） 

 

＊市町村民税 3,000 円＋県民税 1,000 円＝4,000 円 

 
 

＊ 平成１６年度の課税分から統一されれば、基本的に差異は生ぜ

ず調整の必要はなくなることとなります。 
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［ 都 市 計 画 税 の 税 率 ］  資料 Ｃ 
 

１ 地方税法の規定 
（１）都市計画税の課税客体等 

第 702 条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法

に基づいて行う土地区画整理事業に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法

第 5 条の規定により都市計画区域として指定されたもの（以下本項において「都

市計画区域」という。）のうち同法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域（当該年計

画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場

合に合っては、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域）内

に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋

の所有者に都市計画税を課することができる。当該年計画区域のうち市街化調整

区域（同項に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。）において

同法第 34 条第 10 号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計

画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域

のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。 

 

２ 都市計画税の課税状況及び採用税率         ＜都市計画税の税率＞ 
 市 町 村 名 課 税 の 有 無 採 用 税 率 
１ 鶴 岡 市 ○ ０．３０％ 
２ 藤 島 町 ○ ０．２０％ 

第 702 条の４ 都市計画税の税率
は、百分の 0.3 を超えることがで
きない。 

３ 羽 黒 町 － － 
４ 櫛 引 町 － － 
５ 三 川 町 － － 
６ 朝 日 村 － － 
７ 温 海 町 ○ ０．２０％ 

 

 
＊制限税率 
 
 
 

 

３ 採用税率の状況 

（１）県内の状況（Ｈ14.4.1 現在） 
区 分 該当数 0.10％ 0.13％ 0.15％ 0.20％ 0.25％ 0.30％ 

市 １３    １ １ １１ 
町 村 １１ １ １ １ ２ ２ ４ 

計 ２４ １ １ １ ３ ３ １５ 

 
（２）全国の状況（Ｈ15.4.1 現在） 

0.19 以下 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 .0.27 0.275 0.28 0.30 計 
73 250 2 2 5 56 1 15 1 5 371 781 

 

４ 合併先進事例 
＜あきる野市＞…税率 0.27％を採用する。但し、合併する年度は現行の税率を採用 
＜新潟市＞・＜潮来市＞・＜大船渡市＞… 

…合併が行われた日の属する年度及びこれに続く３カ年度は不均一課税 
＜西東京市＞…税率は百分の 0.24 とする。ただし、合併する年度は現行の税率
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５ 調整上の留意点 
◇財政上の観点から都市計画税を課税しないこととする選択肢は考えられない 
◇現行の税率を引き下げることも財政上の観点から懸念される 
◇新市の都市計画区域、課税区域が明らかでないことから、現段階で新市の都市計画

事業を踏まえての新たな税率の設定は困難である（新市の都市計画区域は合併後 3 年内

に設定することで調整中、よって新市の都市計画税の課税区域は、早ければ合併後 2 年内、遅

くとも 4 年内に設定することとなる） 
◇合併により税負担が急増することは回避すべきである 
◇合併特例法第 10 条の適用について…下記の選択が考えられる 

①合併年度に限り不均一課税とする 
②新市の課税区域が設定されるまでの間、不均一課税とする 
③3 年度又は 4 年度、不均一課税とする…何年と特定する根拠がない 

 

６ 調整の結果 

◆都市計画税の税率は鶴岡市の例（0.30％）を基本に調整する 
◆ただし、合併する年度及びこれに続き新市における課税区域が設定されるまでの年

度（５年度内）は不均一課税とする 
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［固 定 資 産 税 の不 均 一 課 税 の税 率 ］  資料 Ｄ 
 

１ 不均一課税の根拠 
［地方税法］…（公益等に因る課税免除及び不均一課税） 
第６条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合において

は、課税をしないことができる。 
２ 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の

課税をすることができる。 
 

「国際観光ホテル整備法」…（ホテルの登録） 
第 3 条 ホテルを営んでいる者は、ホテルごとに国土交通大臣の登録を受けること

ができる。 
 
第 32 条 登録ホテル業又は登録旅館業（以下「登録ホテル業等」という。）の用に

供する建物については、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 6 条第 2 項の規定の適用
があるものとする。 

 
「都市再開発法」…（固定資産税の軽減等） 
第 138 条 高度利用地区内において、当該高度利用地区に関する都市計画に適合し

て建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税について
は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 6 条第 2 項の規定の適用があるものとする。 

 

２ 条例の規定 
「鶴岡市市税条例」…（固定資産税の税率）・（不均一課税による固定資産税の税率） 
第 42 条 固定資産税の税率は、100 分の 1.4 とする。 
 
第 42 条の２ 次に掲げる固定資産税に対して課する固定資産税の税率は、前条の規

定にかかわらず当該各号に定めるところによる。 
(1)国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第３条の規定により登録を受けた

ホテル業又は旅館業の用に供する家屋については、当該家屋が登録された日後
新たに固定資産税が課されることとなった年度から５年分に限り 100 分の 1.0
とする。 

(2)都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 138 条第 1 項の規定の適用を受ける耐火建
築物については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から５年分に
限り 100 分の 0.7 とする。（法附則第 16 条第 5 項の規定の適用を受ける従前の
権利者については、同項の規定による固定資産税額に対応する課税標準額を控
除した額について適用） 

 
「温海町町税条例」…（固定資産税の税率） 
第 50 条 固定資産税の税率は 100 分の 1.4 とする。 
２ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）の規定により登録されたホテル業又

は旅館業の用に供する家屋に対して課する固定資産税の税率は前項の規定にかか
わらず、登録された後最初に固定資産税を課する年から 5 年度に限り前項に定め
る税率に 0.5、5 年度を経過した最初の年度については 0.625、第 2 年度について
は 0.75、第 3 年度については 0.875 を乗じた率とする。ただし、昭和 51 年 1 月
１日現在既存の当該家屋に対しては 7 年度まで 0.5 とし、経過措置については本
文を適用する。 
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３ 不均一課税の状況 
（１）不均一課税の実施状況 

 市 町 村 名 固定資産税率 不 均 一 課 税 摘           要 
１ 鶴 岡 市 １．４％ ○ 国際観光ホテル整備法関係・都市再開発法関係 
２ 藤 島 町 １．４％ －  
３ 羽 黒 町 １．４％ －  
４ 櫛 引 町 １．４％ －  
５ 三 川 町 １．４％ －  
６ 朝 日 村 １．４％ －  
７ 温 海 町 １．４％ ○ 国際観光ホテル整備法関係 

 
（２）現行の採用税率 

＜国際観光ホテル整備法＞関係 ＜都市再開発法＞関係 
市 町 名 当初５年度分 超後１年度目 超後２年度目 超後３年度目 市 町 名 ５年度分 
鶴 岡 市 1.0％ － － － 鶴 岡 市 0.7％ 
温 海 町 0.7％ 0.875％ 1.05％ 1.225％ 

 

温 海 町 － 
 

（３）平成 15 年度の適用件数（軽減額）及び適用最終年度 
・鶴岡市（国際観光ホテル整備法関係）…１件（ 110,600 円） 平成 18 年度まで 
・温海町（国際観光ホテル整備法関係）…３件（7,899,070 円） 平成 18 年度まで 

 

４ 県内他市の状況（平成 15 年度調べ） 
＜国際観光ホテル整備法＞関係 ＜都市再開発法＞関係 

市   名 固定資産税率 不均一税率 対象年 市   名 固定資産税率 不均一税率 対象年 
酒 田 市 1.4％ － － 酒 田 市 1.4％ 0.7％ ３年 
寒 河 江 市 1.4％ 1.0％ ３年 寒 河 江 市 1.4％ － － 
上 山 市 1.4％ 1.0％ ５年 上 山 市 1.4％ 0.7％ ５年 
東 根 市 1.4％ 1.12％ ３年 

 

東 根 市 1.4％ － － 
 

５ その他の市町村（固定資産税率 1.4％）状況（昭和 59 年度調べ） 
＜国際観光ホテル整備法＞関係 税 率 区 分 

市 町 村 名 固定資産税率 不均一税率 対象年 摘     要 税  率 団体数 
北 塩 原 村 1.4％ 1.2％ 無期限  0.6％ １ 
秋 保 町 1.4％ 0.7％ １年  0.7％ ６ 
湯 田 町 1.4％ 0.75％ ５年  0.75％ １ 
松 尾 村 1.4％ 0.98％ ５年  0.84％ １ 
弥 彦 村 1.4％ 0.98％ 無期限  0.9％ １ 
湯 沢 町 1.4％ 1.26％ ３年  0.93％ １ 
雄 勝 町 1.4％ 0.7％ ３年  0.98％ ２ 
六 戸 町 1.4％ 0.7％ ３年  1.0％ ２ 
鳴 子 町 1.4％ 0.84％ 無期限  1.1％ １ 
大 畑 町 1.4％ 1.3％ ３年  1.2％ ２ 
西 郷 村 1.4％ 1.0％ ５年  1.26％ １ 
大 鰐 町 1.4％ 1.0％ 無期限  1.3％ １ 
松 島 町 1.4％ 0.9％ ５年  
猪 苗 代 町 1.4％ 1.1％ ５年  

 

宮 城 町 1.4％ 0.7％ ３年  対 象 年 区 分 
村 上 市 1.4％ 0.7％ 無期限  対象年 団体数 
白 石 市 1.4％ 0.6％ ５年  １年 １ 
大 館 市 1.4％ 0.7％ ３年 ２年目 1.0、３年目 1.1 ３年 ６ 
福 島 市 1.4％ 0.93％ ５年 軽減率縮減の方向 ５年 ８ 
郡 山 市 1.4％ 1.2％ ５年  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ 

無期限 ５ 
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６ 軽減額の試算（評価替えによる変動等は否考慮） 
Ａ：課税標準額→１億円  Ｂ：課税標準額→５千万円  Ｃ：課税標準額→３千万円 

 

（１）現行の鶴岡市の不均一課税                  （単位：千円） 
不均一課税の適用年度 適用年度後   本 則 

1.4％ １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 
計 

税 額 1,400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400 9,200 Ａ 
軽減額  400 400 400 400 400 0 0 0 2,000 
税 額 700 500 500 500 500 500 700 700 700 4,600 Ｂ 
軽減額  200 200 200 200 200 0 0 0 1,000 
税 額 420 300 300 300 300 300 420 420 420 2,760 Ｃ 
軽減額  120 120 120 120 120 0 0 0 600 

（２）現行の温海町の不均一課税                  （単位：千円） 
不均一課税の適用年度   本 則 

1.4％ １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 
計 

税 額 1,400 700 700 700 700 700 875 1,050 1,225 6,650 Ａ 
軽減額  700 700 700 700 700 525 350 175 4,550 
税 額 700 350 350 350 350 350 437.5 525 612.5 3,325 Ｂ 
軽減額  350 350 350 350 350 262.5 175 87.5 2,275 
税 額 420 210 210 210 210 210 262.5 315 367.5 1,995 Ｃ 
軽減額  210 210 210 210 210 157.5 105 52.5 1,365 

＊ ８年間の軽減額比較では、鶴岡市：「１」に対し温海町：「2.275」 
 

７ 調整上の留意点 
◇不均一の税率の基準及び適用期間の基準はない→各団体での政策判断 
◇不均一課税により減収となる分について交付税措置はない 
◇国際観光ホテル整備法関係の県内他市の状況は税率 1.0％以上で、適用期間を３～5

年としている 
◇その他の市町村では、0.7％を採用している団体が最も多いが、1.0％程度の税率が

中間で、適用期間は 5 年間が最も多い 
（データが古く現在は違っている可能性がある、また全国的なデータではない） 
◇他の納税者との均衡を考慮する必要がある 
◇現在適用中のものに対して不利益な影響を与えないよう配慮する必要がある 
◇合併特例法第 10 条の適用について…下記の選択が考えられる 

①無期限に温海町地区については当該税率を採用する…他地区との関連もあり難しい 
②５年度に限り不均一課税を行う 
（5 年度目の平成 21 年度に新たな対象者があった場合は、以後８年度（平成 21 年度～平成 28

年度）不均一を行うこととなり、合併翌年度から実質 12 年度不均一課税を行うこととなる） 
③現在適用中のものに配慮し平成 18 年度まで不均一課税を行う 
（２年度目の平成 18 年度に新たな対象者があった場合は、以後８年度（平成 18 年度～平成 25

年度）不均一を行うこととなり、合併翌年度から実質９年度不均一課税を行うこととなる） 
④現在適用のものに限り不均一課税を行う 

◇新たな不均一課税を設定することも考えられる 
 

８ 調整の結果 

◆固定資産税不均一課税については鶴岡市の例を基本に調整する 
◆ただし、合併する年度及び合併前に適用中のものは旧条例により不均一税率とする 
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［ 納 期 ］  資料 Ｅ 
 

１ 地方税法の規定 
「個人住民税の納期」「固定資産税・都市計画税の納期」「軽自動車税の納期」 
 

「○月、○月、○月、○月中において条例で定める。ただし、特別の事情がある場

合には、これと異なる納期を定めることができる。」と規定…別紙参照 
 

２ 調整上の留意点 
◇基本的には地方税法の規定を遵守しなければならないものである 
◇住民の月々の税負担に配慮する必要がある 
◇賦課事務執行上、繁忙等により課税誤りを招くような納期の設定は避けなければな

らない 
◇現行の納期を著しく変更することは、住民周知や指定金融機関での取扱い、賦課シ

ステムや帳票の変更などの課題が伴う（経費も伴う） 
 

３ 調整結果 

◆「個人住民税」の納期は、法定納期（鶴岡市、羽黒町、三川町、朝日村、温海町の

例）による。ただし、合併年度は旧市町村の例による 
◆「固定資産税・都市計画税」の納期は、５月、７月、12 月及び２月に統一する。た

だし、合併年度は旧市町村の例による 
◆「軽自動車税」の納期は５月（鶴岡市の例）とする 
＊３税目とも合併翌年度の平成 17 年度から統一することとなる 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
個人市民税   ◆  ◆  ◆   ◆   
固定資産税  ◆  ◆     ◆  ◆  
軽自動車税  ◆           
参考：国保税（鶴岡市の例）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 参   考 
『法定納期』 

 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
個 人 市 民 税   ●  ●  ●   ●   
固 定 資 産 税 ●   ●     ●  ●  
軽 自 動 車 税 ●            

『現行の「鶴岡市」・「山形市」・「酒田市」・「米沢市」の納期』 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
個 人 市 民 税   ◎  ◎  ◎   ◎   
固 定 資 産 税 ◎   ◎     ◎  ◎  
軽 自 動 車 税  ◎           

『北部合併協議会分科会での決定納期』 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
個 人 市 民 税   ○  ○  ○  ○    
固 定 資 産 税  ○  ○  ○  ○  ○ ○  
軽 自 動 車 税  ○           
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〔個人住民税の納期〕 

 
『地方税法の規定』 
（普通徴収に係る個人の市町村民税の納期） 
第 320 条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税の納期は、６月、８月、

10 月及び１月中（当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合

にあっては、６月中）おいて、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情があ

る場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 
 

「法定納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
   ●  ●  ●   ●   

 
「南部地区市町村の現行納期」 
市町村名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

鶴 岡 市   ○  ○  ○   ○   
藤 島 町   ○  ○   ○  ○   
羽 黒 町   ○  ○  ○   ○   
櫛 引 町   ○  ○  ○  ○    
三 川 町   ○  ○  ○   ○   
朝 日 村   ○  ○  ○   ○   
温 海 町   ○  ○  ○   ○   

（注１）藤島町の納期は当月の 25 日、他市町村は末日 

 
「県内１２市の現行納期」 
市  名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

山 形 市   ○  ○  ○   ○   
米 沢 市   ○  ○  ○   ○   
酒 田 市   ○  ○  ○   ○   
新 庄 市   ○  ○  ○  ○    
寒 河 江 市   ○  ○  ○  ○    
上 山 市   ○  ○  ○   ○   
村 山 市   ○  ○  ○   ○   
長 井 市   ○  ○  ○  ○    
天 童 市   ○  ○  ○   ○   
東 根 市   ○  ○  ○   ○   
尾 花 沢 市   ○  ○  ○  ○    
南 陽 市   ○  ○  ○  ○    

 
「調整納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
   ◆  ◆  ◆   ◆   

 
「合併先進事例」 
＜あきる野市＞…秋川市の例による。ただし、合併する年度はそれぞれの旧市町村の例 

＜大船渡市＞…合併年度の翌年度から統一 ＜さぬき市＞・＜あさぎり市＞…地方税法に定める納期 

＜南アルプス市＞…八田村、白根町、芦安村、櫛形町の例 ＜周南市＞…徳山市、熊毛町、鹿野町例 
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〔固定資産税・都市計画税の納期〕 

 
『地方税法の規定』 
（固定資産税の納期）：（都市計画税の納期）…第 702 条の２ 
第 362 条 固定資産税（都市計画税）の納期は、4 月、７月、12 月及び２月中におい

て、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これ

と異なる納期を定めることができる。 
 

「法定納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
 ●   ●     ●  ●  

 
「南部地区市町村の現行納期」 
市町村名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

鶴 岡 市 ○   ○     ○  ○  
藤 島 町  ○  ○   ○  ○    
羽 黒 町  ○  ○  ○  ○     
櫛 引 町  ○  ○  ○  ○     
三 川 町  ○  ○    ○   ○  
朝 日 村  ○  ○  ○   ○    
温 海 町  ○  ○  ○  ○     

（注１）藤島町の納期は当月の 25 日、他市町村は末日   （注２）鶴岡市の第１期の納期は、評価替えの年度は５月 

 
「県内１２市の現行納期」 
市  名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

山 形 市 ○   ○     ○  ○  
米 沢 市 ○   ○     ○  ○  
酒 田 市 ○   ○     ○  ○  
新 庄 市  ○  ○    ○  ○   
寒 河 江 市  ○  ○    ○  ○   
上 山 市  ○  ○  ○   ○    
村 山 市  ○   ○   ○ ○    
長 井 市  ○  ○  ○  ○     
天 童 市  ○  ○  ○  ○     
東 根 市  ○   ○  ○  ○    
尾 花 沢 市  ○  ○  ○  ○     
南 陽 市  ○  ○  ○  ○     

 
「調整納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
  ◆  ◆     ◆  ◆  

 
「合併先進事例」 
＜あきる野市＞…秋川市の例による。ただし、合併する年度はそれぞれの旧市町村の例 

＜西東京市＞…保谷市の例による。ただし、合併する年度はそれぞれ旧市の例 

＜さいたま市＞…現行、ただし平成 14 年度以降の納期は、５・７・12・２月で調整 

＜大船渡市＞…合併年度の翌年度から統一 ＜さぬき市＞…地方税法に定める納期 

＜周南市＞…熊毛町、鹿野町の例、ただし第１期の納期は 5 月１日から 5 月 31 日
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〔軽自動車税の納期〕 

 
『地方税法の規定』 
（軽自動車税の賦課期日及び納期） 
第 445 条 （略） 
２ 軽自動車税の納期は、４月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特

別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 
 

「法定納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
 ●            

 
「南部地区市町村の現行納期」 
市町村名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

鶴 岡 市  ○           
藤 島 町 ○            
羽 黒 町 ○            
櫛 引 町 ○            
三 川 町 ○            
朝 日 村 ○            
温 海 町 ○            

（注１）藤島町の納期は当月の 25 日、他市町村は末日 

 
「県内１２市の現行納期」 
市  名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

山 形 市  ○           
米 沢 市  ○           
酒 田 市  ○           
新 庄 市  ○           
寒 河 江 市  ○           
上 山 市 ○            
村 山 市 ○            
長 井 市 ○            
天 童 市  ○           
東 根 市 ○            
尾 花 沢 市 ○            
南 陽 市 ○            

 
「調整納期」 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
  ◆           

 
「合併先進事例」 
＜篠山市＞・＜あさぎり市＞…地方税法及び市町村税条例準則に定める納期 

＜西東京市＞…保谷市の例による。ただし、合併する年度はそれぞれ旧市の例 

＜大船渡市＞…合併年度の翌年度から統一 

＜さぬき市＞…課税客体の把握、事務処理を勘案して５月
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［ 都 市 計 画 税 の 課 税 区 域 ］  資料 Ｆ 
 

１ 地方税法等の規定 
（１）都市計画税の課税客体等 

第 702 条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法

に基づいて行う土地区画整理事業に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法

第 5 条の規定により都市計画区域として指定されたもの（以下本項において「都

市計画区域」という。）のうち同法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域（当該年計

画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場

合に合っては、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域）内

に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋

の所有者に都市計画税を課することができる。当該年計画区域のうち市街化調整

区域（同項に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。）において

同法第 34 条第 10 号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計

画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域

のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。 

 
（２）条例規定 

①「鶴岡市市税条例」 
（都市計画税の課税区域） 
第 117 条 都市計画税を課する区域は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第５条

の規定により指定された鶴岡都市計画区域のうち、別表第１に掲げる区域（農業

振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第８条第１項の規定による

鶴岡市農業振興地域整備計画により認定した農用地を除く。）とする。 
（都市計画税の納税義務者） 
第 118 条 都市計画税は、前条の区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価

格を課税標準として、当該土地及び家屋の所有者に課する。 
 

②「藤島町都市計画税条例」等 
（納税義務者） 
第２条 都市計画税は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第５条の規定により指

定された都市計画区域内のうち規則で定める地域内に所在する土地及び家屋に

対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。 
「藤島町都市計画税を課する地域の設定に関する規則」 
（都市計画税を課する地域） 
第２条 都市計画税を課する地域は、別表に定める地域とする。 

 
③「温海町都市計画税条例」 
（納税義務者） 
第 2 条 都市計画税は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第５条の規定により指

定された都市計画区域内のうち別表に定める地域に所在する土地及び家屋に対

し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。 
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２ 現行の課税市町及び都市計画区域の設定状況 
都市計画税の課税状況  市町村名 

課 税 市 町 収入額：Ｈ14 
都市計画区域 
（Ｈ13／3 現） 

１ 鶴 岡 市  〇（0.30％） 853,551 千円 12,514ha 
２ 藤 島 町  〇（0.20％） 27,360 千円 2,115 ha 
３ 羽 黒 町 ― ― ― 
４ 櫛 引 町 ― ― 1,660 ha 
５ 三 川 町 ― ― 1,475 ha 
６ 朝 日 村 ― ― ― 
７ 温 海 町  〇（0.20％） 38,570 千円 696 ha 

 

３ 調整上の留意点 
◇都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に充てる目的税である 
◇課税の対象区域は、都市計画区域として指定された区域でなければならないが、７

市町村は、①都市計画区域を定め都市計画税を課税している市町 ②都市計画区域

は定めているが課税はしていない町 ③都市計画区域を定めず課税もしていない町

村 とに分けられる（現行では、都市計画事業計画の有無は別として、櫛引町と三川町では

課税できることになり、羽黒町と朝日村では課税できないことになる） 
◇都市計画税の課税の前提となる新市の都市計画区域は、合併後 3 年内に設定するこ

とで調整中であり、当然、新市の都市計画事業も決まっていない 
◇新たに課税する場合は、地区住民に対し説明会を開催するなど、十分な周知と理解

を得ることが必要である 
◇合併と同時に新たに税負担が発生することは回避すべきである 

 

４ 調整の結果 

◆「都市計画税」の課税区域は現行のとおりとする 
◆ただし、合併後に新市における都市計画区域の設定時に新都市計画事業計画を踏ま

え、新市の課税区域を設定する 
 
＊新市の都市計画区域が合併後 3 年内に設定→新市の課税区域は合併後４年内に設定

することとなり、よって現在課税していない町村でも合併後４年内には課税するこ

ととなる地域が発生することも考えられる 
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［ 免 除 ・ 減 免 規 定 ］  資料 Ｇ 
 

１ 地方税法の規定 
（市町村民税の減免） 
第 323 条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免

を必要とすると認められる者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他

特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税

を減免することができる。 
（固定資産税の減免）…都市計画税の減免は第 702 条の８ 
第 367 条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免

を必要とすると認められる者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他

特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税

を減免することができる。 
（軽自動車税の減免） 
第 454 条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免

を必要とすると認められる者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他

特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税

を減免することができる。 
 

２ 免除及び減免規定等の差異 
「市町村民税」 

区    分 差                  異 
免除・減免規定 ◇概ね 7 市町村が同一規定 
減免基準（事項） ◇三川町、朝日村、温海町は基準を定めていない 

◇他の団体は概ね同一基準 
減免基準（割合） ◇基準を定めている市町の中で若干の相違がある 

 
「固定資産税」 

区    分 差                  異 
免除・減免規定 ◇概ね 7 市町村が同一規定 
減免基準（事項） ◇「ゲートボール場」や「私道で公共用の道路」など、基準が

ある団体とない団体がある 
減免基準（割合） ◇生活困窮による私的な扶助で減免割合に若干の相違がある 

 
「軽自動車税」 

区    分 差                  異 
免除・減免規定 ◇鶴岡市には「免除」規定があるが、町村にはない 

◇免除・減免規定の内容については 7 市町村が同一 
減免基準（事項） ◇「本人等以外の者と共有するもの」の基準がある団体とない

団体がある 
減免基準（割合） ◇前事項の基準の有無に伴う減免割合の有無 
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３ 生活困窮者の減免状況 
別  紙 

 

４ 調整上の留意点 
◇免除・減免規定、基準は概ね同一であるが、減免割合に若干の相違がある 
◇減免割合に若干の相違がある減免事項について、現在適用中のものがあるかどうか 

＊生活困窮者で生活保護適用者以外の減免状況は少ない→統一しても影響が少ない 
＊固定資産税で生活困窮者以外の減免状況は、７市町村で相当数あるものと思われ

るが、全ての調整を図ることは現時点では困難である 
 

５ 調整の結果 

◆免除・減免規定及び基準は鶴岡市の例を基本に調整する 
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別  紙 

３ 生活困窮者の減免状況                                            （単位：件数は件、減免額は円） 

生活保護法適用による減免 

（ 件 数 ） 

個 人 市 町 村 民 税 固 定 資 産 税 （ 都 市 計 画 税 ）  

市 町 村 名 

 

上記以外の減免 

（減免額） 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 

生活保護法適用による減免 7 8 8 3 55 57 71 78 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

鶴 岡 市 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活保護法適用による減免 0 1 0 0 5 10 8 6 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 1 2 0 

 

藤 島 町 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 10,600 31,800 0 

生活保護法適用による減免 0 0 0 0 17 15 17 16 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

羽 黒 町 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 50,800 

生活保護法適用による減免 0 0 0 0 7 9 6 5 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

櫛 引 町 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活保護法適用による減免 0 0 0 0 12 11 10 10 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

三 川 町 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活保護法適用による減免 0 0 0 0 6 7 9 11 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

朝 日 村 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活保護法適用による減免 0 0 0 0 13 11 11 10 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

温 海 町 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 0 0 0 

生活保護法適用による減免 7 9 8 3 115 120 132 136 

（ 件 数 ） 0 0 0 0 0 1 2 1 

 

合 計 

 

上記以外の減免 

（減免額） 0 0 0 0 0 10,600 31,800 50,800 

（注） ①「生活保護法適用による減免」は件数のみ  ②「上記以外の減免」は生活困窮によるものに限り  ③Ｈ15 年度の数値はＨ15 年 7 月時点 
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［ 入 湯 税 の 税 率 及 び 課 税 免 除 ］  資料 Ｈ 
 

１ 課税免除又は不均一課税に係る行政実例 
問い 市町村が設置する施設の鉱泉浴場における入湯について、課税免除することは適当か。 
 
回答 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村に特別の財政需要が生じることから、入湯施設と市町村の行政
との間に関連性が強いことに着目し、入湯施設の利用者に対し応分の負担を求めようとする目的税であ
り、行為税的性格と奢侈税的性格を有するものである。 
 入湯税を行為税的性格という観点からみると、入湯行為をした者に課税される場合と課税されない場
合の別が生じることは考えられないこととなるが、しかしながら、行為税としての側面のみによる場合
は、例えば日常生活に必要不可欠な一般公衆浴場への入湯であっても、それが鉱泉浴場であれば課税さ
れることになる等の不適当な場合が生じることがあるので、そのような場合には、これを補完・修正す
るものとして奢侈税的性格をも考慮して、一般的に奢侈性がない、あるいは極めて希薄であると認めら
れるものについては、課税免除又は不均一課税の措置を講じる余地があると考えられている。 
 
 なお、入湯税の課税免除又は不均一課税が適当と考えられるものを例示すれば、次のとおりで
ある。 

(1)年齢 12 歳未満の者の入湯 
(2)共同浴場又は一般公衆浴場における入湯 
(3)地域住民の福祉の向上を図るため、市町村等が専ら近隣の住民に使用させることを目的とし

て設置した施設における入湯 
(4)自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設で、その

料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおけ
る入湯 

(5)学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯 
(6)長期療養者を対象として設けられているへき地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入

湯 
 

 これらの課税免除が適当と考えられる根拠を大別すると、奢侈性がない又は希薄であるものと特定の
政策目的（保険衛生、住民福祉、学校教育）によるものに分けることができる。 
 前記(3)において、課税免除が適当と考えられるのは、地域住民の福祉の向上を図るため、市町村等
が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯については奢侈的性格が
希薄であると認められることや市町村等の行う福祉施策との整合性等からであって、地域住民の福祉の
向上を図るため、市町村が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯等
であれば課税免除することは適当であるが、単に市町村が設置する施設に係る入湯ということのみをも
つて課税免除することは適当でないと考えられる。 

 

２ 各市町村の免除規定の概要 
 市町村名 免 除 規 定 （ 概 要 ） 
１ 鶴 岡 市 (1)年齢 12 歳未満の者 

(2)共同浴場又は一般公衆浴場 
(3)学校教育法に基づく学校の教育活動で児童生徒を引率する教職員 
(4)県総合体育大会、東北･全国体育大会等体育大会に参加する選手、

監督等 
２
３
４ 

藤 島 町 
羽 黒 町 
櫛 引 町 

(1)年齢 12 歳未満の者 
(2)共同浴場又は一般公衆浴場 
(3)義務教育就学中の児童生徒を引率する教職員 

５ 
６ 
 
 

三 川 町 
朝 日 村 
 
 

(1)年齢 12 歳未満の者 
(2)共同浴場又は一般公衆浴場 
(3)義務教育就学中の児童生徒を引率する教職員 
(4)特に町(村)長が必要と認める者 

７ 温 海 町 (1)年齢 12 歳未満の者 
(2)共同浴場又は一般公衆浴場 
(3)義務教育就学中の児童生徒を引率する教職員 
(4)次の施設に入湯する老人（60 歳以上）、母子家庭の母子、身体障

害者等  ァ 山形県福祉休養ホーム「寿海荘」 
(5)次の施設に入湯する者   ァ 温海町在宅老人ﾃﾞｨ･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
(6) 特に町長が必要と認める者 



24-2 

３ 採用税率の状況 

税        率 市 町 村 名 
宿 泊 日 帰 り 木 賃 

１ 鶴 岡 市 １５０円 ７５円 ７５円 
２ 藤 島 町 １５０円 ７５円 ― 
３ 羽 黒 町 １５０円 ７５円 ― 
４ 櫛 引 町 ― ７５円 ― 
５ 三 川 町 １５０円 ７５円 ― 
６ 朝 日 村 １５０円 ７５円 ― 
７ 温 海 町 １５０円 ７５円 ７５円 

＜地方税法＞…（入湯税の税率） 
入湯客１人１日について、百五十円

を標準とするものとする 
 
 
※「木賃（キチン）」とは、「素泊ま

りの客が、煮炊きなどのための薪
代として宿に支払う金銭」（大辞
泉） 

 

４ 調整上の留意点 
◇行政実例により課税免除又は不均一課税の基準が示されている 
◇現行の各市町村の規定上の相違は、温海町の規定の一部を除き概ね同規定である 
◇これまでの各市町村の施策は尊重しなければならない 

 

５ 調整の結果 

◆｢入湯税｣の税率は鶴岡市、温海町の例による 
◆｢入湯税｣の課税免除は鶴岡市の例に第５号として「(5)特に市長が必要と認める者」

を加える 
◆ただし、福祉の向上を図るために温海町町税条例で規定している「寿海荘」での入

湯については従前の温海町の規定による 
 

説明：市町村間での相違は、『特に町(村)長が必要と認める者』の規定の有無と、温
海町に限り規定している『次の施設に入湯する老人（60 歳以上）、母子家庭の母
子、身体障害者等 ァ 山形県福祉休養ホーム「寿海荘」、次の施設に入湯する
者  ァ 温海町在宅老人ﾃﾞｨ･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ』『であるが、「温海町在宅老人ﾃﾞｨ･ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ」については、同様の施設が三川町（三川町在宅老人ﾃﾞｨ･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）と朝
日村（朝日村在宅老人ﾃﾞｨ･ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）にもあり、免除規定は定めていないもの
の事実上免除していることから、当該施設の免除については合併後は「特に市長
が必要と認める者」で対応することとし、「寿海荘」についてのみ温海町の従前
の免除規定を適用することとした。 

  
 
 

※ 「山形県福祉休養ホーム」条例 
（設置） 
第１条 老人、母子家庭の母子、寡婦及び身体障害者の福祉の向上と健康の増進に寄与するため、

山形県福祉休養ホーム寿海荘（以下「休養ホーム」という。）を西田川郡温海町に置く。 
（使用料） 
第２条 休養ホームを使用した者から、別表に掲げる使用料を徴収する。 
２ 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料の額を減免することができる。 
（管理の委託） 
第 3 条 休養ホームの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を社会福祉法人山形県社会

福祉事業団に委託する。 
（委任） 
第 4 条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 
 
別表  休養ホーム使用料（省略） 



Ⅰ　庄内南部地区７市町村　国民健康保健事業状況

①－１　世帯数・被保険者数の状況（平成１４年度末現在） ①－２　被保険者総数（年度末）の推移
 　　　　　　　　　　（単位：人、％）

平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 Ｈ１４対Ｈ９

世 帯 数 被保険者数 若   人 退   職 老   人 老人加入割合 介護２号被保険者 0.7 3.4 3.0 2.1 3.9 2.9 16.3

(世帯)       (人)       (人)       (人)       (人)      (％)      (人) 248 1,150 1,067 762 1,456 1,110 5,545

67.2 62.6 59.9 74.2 63 61.7 鶴　岡　市 34,056 35,206 36,273 37,035 38,491 39,601

1 鶴　岡　市 19,364 39,601 21,131 5,831 12,639 31.9 12,334 -2.6 1.1 -0.6 -0.8 4.5 2.8 7.2

7.6 8.9 9.4 6.7 8.8 9.2 -140 58 -31 -40 234 154 375

2 藤　島　町 2,176 5,604 3,316 530 1,758 31.4 1,830 藤　島　町 5,229 5,287 5,256 5,216 5,450 5,604

6.9 6.9 6.8 5.6 7.8 127.3 -0.6 5.3 1.2 3.6 2.1 3.8 17.0

3 温　海　町 1,987 4,389 2,389 441 1,559 35.5 1,384 -23 199 48 143 87 161 638

5.7 6.8 7.7 4.0 6.4 7.1 温　海　町 3,751 3,950 3,998 4,141 4,228 4,389

4 羽　黒　町 1,637 4,312 2,719 313 1,280 29.7 1,425 -1.8 -1.1 -0.3 0.3 3.1 1.2 3.2

4.7 5.7 6.5 3.8 5.0 6.2 -76 -48 -12 14 128 51 133

5 櫛　引　町 1,340 3,594 2,298 295 1,001 27.9 1,242 羽　黒　町 4,179 4,131 4,119 4,133 4,261 4,312

4.7 5.4 5.9 3.1 5.4 5.4 -2.2 0.1 -0.1 0.8 5.2 3.5 9.7

6 三　川　町 1,357 3,430 2,098 246 1,086 31.7 1,087 -73 3 -2 25 172 120 318

3.3 3.6 3.8 2.6 3.7 3.4 櫛　引　町 3,276 3,279 3,277 3,302 3,474 3,594

7 朝　日　村 949 2,297 1,353 203 741 32.3 687 -1.5 2.9 -0.4 1.5 3.5 -0.1 7.6

100 100 100 100 100 100 -48 94 -13 48 115 -2 242

 ７市町村合計 28,810 63,227 35,304 7,859 20,064 31.7 19,989 三　川　町 3,188 3,282 3,269 3,317 3,432 3,430

-4.4 1.0 5.7 -1.1 9.2 7.4 23.8

（注）　被保険者総数高位順 -86 19 106 -22 180 158 441

　　　　各欄上段：７市町村合計に占める割合（％）　 朝　日　村 1,856 1,875 1,981 1,959 2,139 2,297

-0.4 2.7 2.0 1.6 4.0 2.8 13.9

-198 1,475 1,163 930 2,372 1,752 7,692

合　　　計 55,535 57,010 58,173 59,103 61,475 63,227

0.0 2.1 1.6 1.5 3.7 2.5 12.0

-41 8,863 6,867 6,558 16,281 11,529 50,098

山　形　県 416,863 425,726 432,593 439,151 455,432 466,961

（注）　　　平成１４年末被保険者総数高位順
　 　 　　　各欄中段：対前年比増減　　上段：対前年度比増減比率（％）
  　　　　　網掛欄：対前年比増加年度
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②－１　１人当り医療給付費の状況　(平成１４年度年間ベース) ②－２　１人当り医療給付費（全被保険者・年間）の推移
 　 　　　（単位：円、％）

平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 Ｈ１４対Ｈ９

全被保険者 若   人 退   職 老   人 1.9 5.7 2.9 0.1 0.9 2.6 12.7

（円） （円） （円） （円） 5,434 16,940 9,070 421 2,985 8,451 37,867

109.4 118.2 104.2 96.8 温　海　町 298,138 315,078 324,148 324,569 327,554 336,005

1 温　海　町 336,005 1 207,813 3 350,956 6 524,219 5.6 6.0 2.6 -4.6 0.2 -2.9 1.0

108.7 102.4 93.3 109.7 17,443 19,828 9,254 -16,364 590 -9,897 3,411

2 鶴　岡　市 333,800 2 179,987 5 314,338 1 594,334 鶴　岡　市 330,389 350,217 359,471 343,107 343,697 333,800

100.3 97.7 87.1 103.9 5.1 8.7 9.6 -5.0 1.5 -4.3 10.1

3 藤　島　町 308,009 5 171,796 7 293,424 2 562,761 13,610 24,352 29,286 -16,719 4,888 -13,677 28,130

98.2 98.2 104.9 98.9 藤　島　町 279,879 304,231 333,517 316,798 321,686 308,009

4 三　川　町 301,758 4 172,676 2 353,417 4 535,916 3.8 14.3 2.9 -1.9 1.1 -2.2 14.1

95.2 94.9 115.6 99.2 9,638 37,938 8,739 -6,061 3,341 -6,743 37,214

5 櫛　引　町 292,439 6 166,933 1 389,571 3 537,384 三　川　町 264,544 302,482 311,221 305,160 308,501 301,758

94.9 100.0 91.5 98.0 1.0 4.7 6.4 -2.5 0.4 1.2 10.4

6 羽　黒　町 291,422 3 175,819 6 308,184 5 530,682 2,526 12,476 17,838 -7,427 1,195 3,508 27,590

93.4 88.6 103.5 93.5 櫛　引　町 264,849 277,325 295,163 287,736 288,931 292,439

7 朝　日　村 286,994 7 155,875 4 348,840 7 506,196 0.0 16.3 3.4 3.0 -4.2 -1.1 17.3

　（単純） 100 100 100 100 -13 40,574 9,870 8,965 -13,020 -3,340 43,049

307,204 175,843 336,961 541,642 羽　黒　町 248,373 288,947 298,817 307,782 294,762 291,422

16.2 -4.8 -1.7 -0.7 0.3 -3.3 -9.8

（注）　全被保険者１人当り医療給付費高位順 44,407 -15,201 -5,042 -2,207 1,027 -9,656 -31,079

　　　　医療給付費＝療養の給付等＋療養費等 朝　日　村 318,073 302,872 297,830 295,623 296,650 286,994

　　　　療養の給付等：３～２月ベース 4.9 6.8 3.7 -1.8 0.0 -1.4 7.3

　　　　療養費等：４～３月ベース 　　　（単純） 13,292 19,558 11,288 -5,628 144 -4,479 20,883

　　　　各欄上段：７市町村平均値に対する割合（％）　 ７市町村平均 286,321 305,879 317,167 311,539 311,683 307,204

4.2 3.6 6.4 -2.4 2.7 -1.2 9.2

13,050 11,744 21,419 -8,505 9,392 -4,291 29,759

山　形　県 322,451 334,195 355,614 347,109 356,501 352,210

（注）　　　平成１４年度全被保険者１人当り医療給付費高位順
　　　　　　４～３月ベース（但し平成１４年度の療養の給付費等は３～２月ベース）
　 　　　　　各欄中段：対前年比増減　　上段：対前年度比増減比率（％）
　 　　　　　網掛欄：対前年比増加年度

７市町村平均
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③－１　国民健康保険税（医療給付費分）賦課状況等

 （平成１５年度　賦課期日(4/1)現在における本算定状況）

  国　保　加　入　状　況    １人当り

　 　 １世帯当り  医療給付費 最終税率 応益割合 納  期

世帯数 被保数 被保数 高位順       (円) 改正年度       (円)       (円) ※    (円) （％）

1 鶴　岡　市 19,545 40,057 2.05 2 333,800 1 6.90 2 28.00 3 21,500 4 27,300 Ｈ１５ 1 66,467 2 136,221 1 159,900 47.10 9

2 温　海　町 2,014 4,474 2.22 1 336,005 2 6.40 3 27.00 2 22,000 1 31,000 Ｈ１４ 2 61,142 3 135,825 2 158,800 51.15 10

3 三　川　町 1,392 3,478 2.5 4 301,758 3 5.30 4 26.70 1 22,400 6 24,400 Ｈ１２ 3 57,080 1 142,618 3 141,400 50.65 8

4 藤　島　町 2,230 5,656 2.54 3 308,009 4 5.10 5 25.00 4 21,000 5 26,200 Ｈ１２ 4 52,515 4 133,195 4 137,200 52.78 8

5 朝　日　村 959 2,333 2.43 7 286,994 5 4.70 1 30.00 7 17,500 3 28,000 Ｈ　８ 5 48,986 7 119,171 5 131,000 52.47 8

6 羽　黒　町 1,679 4,402 2.62 6 291,422 7 4.60 7 22.30 5 18,500 2 28,800 Ｈ１１ 6 48,430 5 126,937 6 127,900 53.84 8

7 櫛　引　町 1,359 3,606 2.65 5 292,439 6 4.65 6 24.50 6 18,200 7 23,500 Ｈ１０ 7 47,265 6 125,413 7 123,900 51.35 8

　　　　　合     計 29,178 64,006 2.19 　 　 　

  ７市町村平均 　 単純平均… 2.40 307,204 5.40 26.20 20,157 27,029 　 54,555 131,340 140,014 51.30

　　比    　　　較 17.1% 28.0% 31.9% 40.6% 19.7% 29.1%

0.60 49,011 2.30 7.70 4,900 7,500 19,202 23,447 36,000 6.74

（注）　１人当り調定額高位順
　　　　賦課限度額は７市町村とも５３万円　　応益割合　…　応益割算定額／（算定総額－限度超過額）　　　　　　

　 １人当り医療給付費 … 全被保険者（若人・退職・老人）１人当りの平成１４年間医療給付費（＝療養の給付等3～2月ﾍﾞｰｽ＋療養費等4～3月ﾍﾞｰｽ）

　　　　※ … 庄内南部地区７市町村国保における各単純平均世帯（H15当初賦課）ﾍﾞｰｽでの算出税額
　　　　　　　　　　被保数：２人世帯　　所得割額算定課税標準額：１０４万円　　固定資産税額：６４，０００円

税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率 １人当り １世帯当り １世帯当り

最高値　－  最低値

課税額事例

所得割(％) 資産割(％) 均等割(円) 平等割(円)

応　　能　　割 応　　益　　割 調 定 額 調 定 額
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③－２　所得別国保税課税額（医療費分）の比較
　　　　　（単位：円）

税 　 　 額

所得０ ３３万円以下 ３３万円 ５０万円 ５７．５万円 ５７．５万円 １００万円 １０３万円 １０３万円 １５０万円 ２００万円 ３００万円 ４００万円

1 鶴　岡　市 1 6.90 2 28.00 3 21,500 4 27,300 39,010 39,010 53,070 64,800 69,975 91,065 120,390 122,460 136,520 168,950 203,450 272,450 341,450

2 温　海　町 2 6.40 3 27.00 2 22,000 1 31,000 39,780 39,780 54,780 65,660 70,460 92,960 120,160 122,080 137,080 167,160 199,160 263,160 327,160

3 三　川　町 3 5.30 4 26.70 1 22,400 6 24,400 37,848 37,848 51,688 60,698 64,673 85,433 107,958 109,548 123,388 148,298 174,798 227,798 280,798

4 藤　島　町 4 5.10 5 25.00 4 21,000 5 26,200 36,460 36,460 50,100 58,770 62,595 83,055 104,730 106,260 119,900 143,870 169,370 220,370 271,370

5 朝　日　村 5 4.70 1 30.00 7 17,500 3 28,000 38,100 38,100 50,700 58,690 62,215 81,115 101,090 102,500 115,100 137,190 160,690 207,690 254,690

6 羽　黒　町 7 4.60 7 22.30 5 18,500 2 28,800 34,012 34,012 47,172 54,992 58,442 78,182 97,732 99,112 112,272 133,892 156,892 202,892 248,892

7 櫛　引　町 6 4.65 6 24.50 6 18,200 7 23,500 33,650 33,650 45,630 53,535 57,023 74,993 94,755 96,150 108,130 129,985 153,235 199,735 246,235

15.9 15.9 16.3 21.0 22.7 21.4 27.1 27.4 26.3 30.0 32.8 36.4 38.7

5,360 5,360 7,440 11,265 12,952 16,072 25,635 26,310 28,390 38,965 50,215 72,715 95,215

税 　 額

設定条件 ５００万円 ６００万円 ６７３．３万円 ７１７．０万円 ８７０．２万円 ９０７．２万円 ９８５．８万円 １０１０．３万円 １０１１．２万円

被保険者数　…　２人 410,450 479,450 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

資産税保有額　…　６４，０００円 391,160 455,160 502,072 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

　　　　※ 庄内南部地区７市町村国保における 333,798 386,798 425,647 448,808 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

　　　　　　H15当初賦課における平均保有額　 322,370 373,370 410,753 433,040 511,172 530,000 530,000 530,000 530,000

301,690 348,690 383,141 403,680 475,684 493,074 530,000 530,000 530,000

所得：軽減判定所得 294,892 340,892 374,610 394,712 465,184 482,204 518,360 529,630 530,000

292,735 339,235 373,320 393,640 464,878 482,083 518,632 530,000 530,000

40.2 41.3 42.0 34.6 14.0 9.9 2.2 0.1 0

117,715 140,215 156,680 136,360 65,122 47,917 11,640 370 0

櫛　引　町

比　　較

最高－最低

10,102,473

朝　日　村

羽　黒　町

9,857,660

10,111,043

三　川　町

藤　島　町

8,701,925

9,071,176

鶴　岡　市

温　海　町

6,732,609

7,169,375

比　　較

最高－最低

限度超過到達所得

５割軽減 ２割軽減

所得割(％) 資産割(％) 均等割(円) 平等割(円)

税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率

応　　能　　割 応　　益　　割 ７割軽減

 26-2



④　 国民健康保険税（介護納付金分）賦課状況等

 （平成１５年度　賦課期日(4/1)現在における本算定状況）

　　　　第２号被保険者 税 率 １人当り １世帯当り

　 　 １世帯当り 　　   応　　能　　割 　　   応　　益　　割 最終税率 調 定 額 調 定 額 応益割合

世帯数 被保数 被保数 所得割(％) 資産割(％) 均等割(円) 平等割(円) 改正年度       (円)       (円) （％）

1 朝　日　村 563 775 1.38 1.02 7.50 6,800 4,000 Ｈ１５ 17,922 24,671 49.65

2 鶴　岡　市 9,385 12,599 1.34 1.10 6.50 5,800 3,900 Ｈ１５ 16,985 22,801 47.35

3 温　海　町 1,023 1,427 1.39 0.83 4.60 5,600 4,600 Ｈ１４ 15,549 21,690 52.19

4 三　川　町 812 1,098 1.35 0.67 5.50 5,600 3,400 Ｈ１３ 14,992 20,273 50.41

5 藤　島　町 1,338 1,849 1.38 0.77 4.90 5,600 3,400 Ｈ１２ 14,471 19,998 51.04

6 櫛　引　町 891 1,274 1.43 0.70 4.70 5,500 3,600 Ｈ１３ 13,778 19,700 53.03

7 羽　黒　町 1,039 1,446 1.39 0.63 4.10 5,200 3,200 Ｈ１２ 12,902 17,957 53.48

　　　　　合     計 15,051 20,468 1.36

  ７市町村平均 　 単純平均… 1.40 0.80 5.40 5,729 3,729 15,228 21,013 51.00

　　比    　　　較 30.8% 43.8% 38.9% 37.4%

0.39 3.40 1,600 1,400 5,020 6,714 6.13

（注）　１人当り調定額高位順
　　　　賦課限度額は７市町村とも８万円　　　応益割合 … 　応益割算定額 ／（算定総額－限度超過額）　　　

　介護第２号被保険者１人当たりの介護給付費納付金は全国統一単価※で毎年変更となるもの
　　　※　当該年度概算分　平成12年度：28,915円　13年度：32,425円　14年度：35,019円　15年度：36,515円　16年度：42,000円（H15.11.17厚労省通知予定額）
　　　　　 なお、実績に基づき、翌々年度に精算処理されるもの

最高値　－  最低値
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⑤　財政運営状況　 （平成１４年度決算ベース）

①－③ ④-Ａ-Ｂ＋Ｃ年度末 H14、1ヶ月平均 ②－⑤ ⑦÷被保数 ②÷被保数

被保険者数 収入合計 保険税 給付基金繰入金 繰越金 支出合計 基金積立金 収支差引残 単年度収支 給付基金残高 保険給付費 所要税財源額 １人当り所要税額 １人当り保険税収入実績額

(年間平均) ① ② (千円) Ａ (千円) Ｂ (千円) ③ (千円) Ｃ (千円) ④ (千円) ⑤ (千円) ⑥ (千円) ※ (千円)⑦　(千円) ⑧  (円) *平均値との比較 ⑨  (円) *平均値との比較

62.6 62.2 65.9 　 　 63.3 87,489 6,694 0.4 63.3 　 1.0 　 0.3

1 鶴　岡　市 39,205 7,033,674 2,930,387 0 0 7,052,632 21 -18,958 -18,937 262,450 590,657 2,949,324 75,228 737 74,745 254

8.9 8.7 8.1 　 　 8.6 -27,930 36,927 2.6 8.6 　 -2.6 　 -13.0

2 藤　島　町 5,540 982,678 358,896 40,463 45,486 954,880 15,000 27,798 -43,151 204,573 77,356 402,047 72,572 -1,919 64,783 -9,708

6.9 7.4 7.1 　 　 7.6 -11,574 40,687 2.6 7.3 　 6.1 　 -1.8

3 温　海　町 4,329 837,954 316,772 0 19,379 844,156 60 -6,202 -25,521 176,135 67,078 342,293 79,070 4,579 73,174 -1,317

6.9 6.9 5.9 　 　 6.6 -25,810 57,103 4.1 6.5 　 -5.7 　 -17.9

4 羽　黒　町 4,308 783,915 263,526 0 85,815 738,330 1,000 45,585 -39,230 246,000 59,908 302,756 70,278 -4,213 61,171 -13,320

5.7 5.6 4.7 　 　 5.3 -32,164 46,306 3.4 5.4 　 -5.1 　 -21.3

5 櫛　引　町 3,541 634,458 207,604 40,000 44,573 593,036 474 41,422 -42,677 163,969 48,124 250,281 70,681 -3,810 58,629 -15,862

5.5 5.7 5.3 　 　 5.4 -28,456 65,854 4.8 5.9 　 6.5 　 -8.6

6 三　川　町 3,447 644,081 234,689 0 91,907 597,007 6,000 47,074 -38,833 227,000 47,133 273,522 79,351 4,860 68,085 -6,406

3.6 3.4 3.0 　 　 3.2 -3,808 38,987 3.1 3 　 -14.3 　 -20.1

7 朝　日　村 2,228 385,742 132,565 0 38,001 357,379 0 28,363 -9,638 86,864 28,214 142,203 63,825 -10,666 59,500 -14,991

100 100 100 　 　 100 -42,253 21,838 1.5 100 *平均 　 　 　

62,598 11,302,502 4,444,439 80,463 325,161 11,137,420 22,555 165,082 -217,987 1,366,991 918,470 4,662,426 74,482 　 　 　

（注）　被保険者数高位順
　　　　被保険者数、収入合計、保険税、支出合計、所要税財源額欄上段：７市町村合計に占める割合（％）　　比較欄上段：増加率（％）
　　　　③支出合計：平成１４年度は、療養給付費の支出会計年度区分が４～３月から３～２月に変更されたことに伴い、１１ヶ月分の支出実績となっていることから、決算額に一般被保険者分の
　　　　療養給付費の１ヶ月相当分（実績額／１１）の１／２（国庫負担）を概略的に加算しているもの
　　　　⑤単年度収支欄上段：平成１４年決算（療養給付費１１ヶ月分支出）上の単年度収支
　　　　⑥年度末給付基金残高欄上段：被保険者１人当たり残高（円）
　　　　※Ｈ１４、１ヶ月平均保険給付費：保険給付費の総額を１１、老人保健拠出金及び介護納付金の総額を１２で除した合計値　　
　　　　　　上段：給付基金の保有規模（保険給付費の何ヶ月相当分を保有しているか）

７市町村合計
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Ⅱ 国民健康保険事業(国保税率等)の調整方針について  
 
・現行法上、国保は市町村を保険者単位として運営される医療保険制度であるという性格からして、また、運営の広域化と保険者の統合

が求められている状況にあること等を踏まえた場合、基本的には給付（単独医療給付内容や保健事業等）と負担（国保税率）については、

合併段階時において調整（一元化）することが、より望ましいものとは考えられるところである。  
 
 
・しかしながら、庄内南部地区７市町村の国民健康保険事業の運営状況をみると、給付基金保有規模等の財政状況にかなりの相違がある

中、１人当り医療給付費水準にも格差がみられ、これに連動する形で、国保税率にもかなりの乖離（医療給付費分の１人当たり賦課額で

最高と最低の差が約４割）があり、また、単独医療給付(葬祭費、出産育児一時金)内容や保健事業等（人間ドック助成金等）における相

違もかなり大きいものとなっている。  
 
・なお、合併特例法（第１０条）では平成１７年３月末までに合併した市町村は、合併年度後５年間、負担激変緩和のため国保税につい

て「不均一賦課」の適用が可能とされているところである。  
 
  
・また、平成１４年３月末に決定された医療保険制度改革の基本方針においては、市町村国保の都道府県単位を軸とした再編・統合の方向性                                                                   

が示され、平成２０年度に向け実現を目指すとされたところであり、現在、厚生労働省、総務省、国保関係団体で構成される国保                                                                 再

編・統合推進委員会や社会保障審議会の医療保険部会等において、運営主体の在り方や、保険料負担の平準化促進策などの検討が進めら

れているところであるが、現段階においては、なお、その方向性も不透明な状況に置かれている。  
 
 
・これら庄内南部７市町村国保の運営実態や、国保を取り巻く制度環境等をも踏まえた場合、  
 
 ①新市における国民健康保険税の取り扱いについては、合併特例法の規定に基づく不均一賦課を適用すること 

 とし、また、新市において行う統一国保税率の調整についても段階的に進めるなど、負担の激変緩和を図る  こ

ととする。  
 
 ② なお、不均一賦課適用期間においては、単独医療給付内容等についてもそれぞれ旧市町村の例を引き継ぐ                                                               

  ことを基本とする。  
 
 ③また、不均一賦課期間内における旧市町村単位毎の国保税率管理方式の導入についても検討することとする。  
   



別 紙（検診事業 補足）

検診事業

▼人間ドック

対象年齢 スポット年齢 ３０歳以上 スポット年齢 ３０歳～６９歳 スポット年齢 スポット年齢 ４０歳以上

助成金額

（単独上乗せ分） 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
　（円） 9,800 11,900 6,500 7,200 40未満 17,480 22,520 10,000 11,000 定期 5,000 6,100 １日 9,000 10,000

40以上 4,300 4,300 定期外 7,100 9,200 　　　※1泊ドックなし

若年 10,000

27,900 30,000 　　　1日ドックと同額 40以上 41,880 46,920 　　　1日ドックと同額 　　　※1泊ドックなし 　　　1日ドックと同額

▼その他検診 基本健診 骨粗しょう症 なし

 (1泊ドック)

 (1日ドック)

 (1泊ドック)

胃がん
子宮がん

大腸がん
肝疾患

 (1日ドック)  (1日ドック)

7,000

男女とも

 (1泊ドック)  (1泊ドック)  (1泊ドック)

 定期外希望者
40～69歳

 若年
35歳～39歳

 １日
35,37,39,40,42,

49,53,57,61,65歳

 (1日ドック)  (1日ドック) (1日ドック)  (1日ドック)

１泊
45,50,55,60歳

内　　　容

 41,42,43,46,50,
51,56,59,60,61歳

鶴岡市 藤島町

肝炎ウィルス

温海町羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村

 厄年
42,49,61歳

基本健診
がん検診
総合健診

 節目
45,55,65,66,
67,68,69歳

 定期 40,45,50,
55,60,65歳
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鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町

浄化槽設置補助
排水設備資金斡
旋・利子補給

な　し
浄化槽設置補助
維持管理費補助

町で設置(分担金、
使用料を徴収)

なし
浄化槽設置補助
排水設備資金斡
旋・利子補給

町で設置(分担金、
使用料を徴収)

環境衛生課

環境課
設置届：環境係

浄化槽整備：下水道
係

水道室事業係 建設課環境係 福祉課国保環境係
環境整備課
下水道係

上下水道課
下水道係

設備
国(1/3)・県

(1/4*80%)・市(5/12)
375,000～555,000

国(1/3)・県(1/3*80%)
補助残の1/2

国(1/3)・県(1/3*80%)
補助残の1/2

その他
120万円を限度に融
資斡旋と利子補給

良好な維持管理を
行っている家庭に
年5,000円を補助

100万円を限度に融
資斡旋、工事完了1
年以内に利子全額、
3年以内利子1/2補

助

分担金：299千円/戸
使用料：1,500円/m3

分担金：130千円/戸
使用料： 1,100円/m3

約７割 約9割 ほぼ完了 完了 ほぼ完了

０／１００ ０／１４ ２０／５１ ２８／３６ ０／０ １０４／２５４ １０９／６４０

1億5,000万円 2,000万円 4,650万円 4,500万円 2億2,500万円 7億9,650万円

１７，０６３千円 １００千円 ２１，５１４千円 ７，０２０千円 ６３，０００千円

H16から町設置型
で整備する予定
Ｈ１６．３条例提案

H14　実績なし

公共下水道区域外
において町が浄化
槽を設置し使用料
を徴収している

公共下水H16完成
農集排　 H10完成
他は集合合併処理
浄化槽事業で対応

H16から村設置型
で整備する予定

指定16集落につい
て町で設置(特定
地域生活排水処理
事業)

分担金・使用料

処理計画区域外の
浄化槽設置戸数

Ｈ１４年度予算額

備　　　考

残の整備費(@150万)

処理計画区域整備率

庄内南部７市町村における合併処理浄化槽に対する助成制度等の比較

補助金の額

補助事業等の内容

担　当　課
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具体的な調整内容 

□合併まで調整するもの 

□経過措置が必要なもの 

■従来通り行うもの 

(内容) 

地域の実情やこれまで

の取り組み状況を考慮

しながら、当面従来どお

りとする。 

 

 

 

 

業務上の課題 

根拠条例、設置主体及び 

補助要綱に相違がある。 

 

 

 

業務の形態 

施策部門 

備考 

 

 

 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 環境保全 細項目 浄化槽 

管理番号 ０２４－００３ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  
 
 

調整方針  

部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 

 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

家庭用小型合併処理

浄化槽設置整備事業 

該当なし 合併浄化槽設置整備

事業 

合併浄化槽設置整備

事業 

該当なし 家庭用小型合併処理

浄化槽設置整備事業 

合併処理浄化槽設置

整備事業 

根拠法令

等 

鶴岡市合併処理浄化

槽設置整備事業補助

金交付要綱 

 羽黒町合併処理浄化

槽設置整備事業補助

金交付要綱 

櫛引町処理浄化槽施

設設置及び管理に関

する条例 

 朝日村合併処理浄化

槽設置整備事業補助

金交付要綱 

温海町合併処理浄化

槽設置条例 

事業主体 鶴岡市  羽黒町 櫛引町  朝日村 温海町 

事業概要 ・ 目 的 

合併浄化槽の設置整

備推進により、生活

雑排水による公共水

域の水質汚濁防止を

図る。 

 

・ 対象者 

①合併処理浄化槽設

置整備補助金 

公共下水道認可区域

及び集落排水事業実

施区域外に 10 人槽

以下の合併処理浄化

槽を設置する者 

②排水設備資金融資

利子補給金 

上記と同様 

 

・ 事業概要 

①合併処理浄化槽設

 ・ 目 的 

合併処理浄化槽を設

置する者に対し、そ

の費用の一部を助成

することにより事業

を推進し、生活排水

による公共水域の水

質汚濁防止を図る。 

 

・ 対象者 

①合併処理浄化槽設

置整備補助金 

公共下水道認可区域

及び集落排水事業実

施区域内に 10 人槽

以下の合併処理浄化

槽を設置する者 

②合併浄化槽維持管

理費補助 

合併浄化槽を設置し

良好な維持管理を行

・ 目 的 

合併浄化槽の設置整

備により、生活排水

による公共用水域の

水質保全、生活環境

の改善を図る。 

 

・ 対象者 

公共下水道及び農業

集落排水区域内で事

業区域に入らない区

域の世帯。 

 

・ 事業概要 

・担当は下水道で担 

当 

 

個別排水処理施設を

希望家庭に町が設置

し、事業分担金、使

用料金を徴収する。 

 ・ 目 的 

生活排水による公共

用水域の水質汚濁を

防止 

 

・ 対象者 

公共下水道事業予定

地域と農業集落排水

事業予定地域以外の

村内全域（15集落） 

 

・ 事業概要 

①合併処理浄化槽設

置整備事業補助金 

②下水道排水設備等

改造資金融資斡旋及

び利子補給補助金 

（合併処理浄化槽設

置整備事業の補助残

の工事費と便所の改

造工事費が対象。融

・ 目 的 

生活排水等による河

川等公共用水域の水

質汚濁防止を図る。 

 

・ 対象者 

①合併処理浄化槽設

置整備事業 

公共下水道認可区域

及び集落排水事業実

施区域外に合併処理

浄化槽を設置する者 

 

・ 事業概要 

①合併処理浄化槽設

置整備事業 

国の特定地域生活排

水処理事業に基づ

き、町で戸別に合併

処理浄化槽を設置 

分担金を徴収 
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置整備補助金 

浄化槽の人槽に応じ

て補助金を交付（5

人槽 375,000 円、7

人槽438,000円、10

人槽555,000円） 

②排水設備資金融資

利子補給金 

合併処理浄化槽を設

置する者に、排水設

備工事に伴う120万

円までの融資斡旋と

利子補給を行う。 

 

・ 事業期間 

なっている家庭 

 

・ 事業概要 

①合併処理浄化槽設

置整備補助金 

予算の範囲内で、浄

化槽の人槽に応じて

補助金を交付（国・

県の補助金残の 1/2

を町で補助） 

②合併浄化槽を設置

し良好な維持管理を

行なっている家庭に

年5,000円を補助 

・ 事業期間     

 

・分担金 

１戸当り 

299,000円 

 

・使用料 

 基本料１０m3 

まで  1,500円 

超過量１m３  

1,600円 

 

 

資斡旋限度額は 100

万円。利子補給補助

金は、供用開始告示

から１年以内に工事

を完了した者には金

利の全額、１年を超

え３年以内に工事を

完了した者には、1/2

を補給。但し補給限

度額は年利率２％） 

 

・ 事業期間 

平成4年度から平成

17年度 

②排水路等整備工事 

③道路側溝改良工事

費 

④水洗便所等改造資

金融資利子補給金 

⑤合併処理浄化槽設

置に伴う排水路等整

備事業補助金 

⑥合併処理浄化槽の

設置を推進するため

の支援事業補助金 

⑦合併処理浄化槽維

持管理業務 

 

・ 事業期間 通年 

行 政 設

置・管理

方式と 

個 人 設

置・管理

方式あり

負担割合 

(国・県・

その他) 

合併処理浄化槽設置

整備補助金 

国 １／３ 

県 １／４（調整率

あり） 

市 ５／１２ 

 国１／３ 県１／3 

×30% 

（事業費―（国補助

＋県補助））×１／２ 

町100%  整備事業補助金 

①国 基準額×1/3 

②県 〃1/3×8/10 

③ 村  ( 工 事 費

-①-②)×1/2＋基準

額× 1/3× 1/10 ×

1/2 

利子補給は村単独 

合併処理浄化槽設置

整備補助金 

①国 補助基準額の

1/3（工事費） 

3.5％以内（事務費） 

②町民等 分担金

13万円（2年分割） 

③起債・町 

１３年度

決算額 

収 入 

国庫 4,540千円 

県費 3,064千円 

支 出 

13,825千円 

 100千円 34,537千円  補助金7,107,762円 収入：国15,082千円 

使用料2,486千円 

分担金5,557千円 

起債27,800千円 

諸収入1,339千円 

一般会計繰入金 

2,157千円 

支出：54,421千円 

１４年度

予算額 

収 入 

国庫 5,501千円 

県費 4,125 千円 

支 出 

17,063 千円 

 100千円 21,514千円  補助金7,020,000円 収入：国14,002千円 

使用料3,901千円 

分担金4,664千円 

起債26,800千円 

諸収入1,204千円 

一般会計繰入金  

12,429千円 

支出：63,000千円 



鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町

1,739 111 98 105 81 87 155

町内会 町内会 町内会 町内会 町内会 町内会 町内会

無 有 有 有 無 有

町：1/2 上限5万
衛連:1/4 上限3万
自作は原材料のみ
対象

1/2 上限20万
1/2 上限7万

新設・更新対象
1/2 上限7.5万
新設・更新対象

～49世帯 60%
50～249 40%
250以上 20%

上限20万

指導員(市職員) 環境監視員(委嘱) 地区保健班長(委嘱) 減量推進員(委嘱) 衛生協力員 有線放送での呼び掛け

減量推進員(委嘱) 保健協力員(委嘱) 衛生推進員(委嘱)

補助H15終了

生ごみ処理器及び資源回収運動助成

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町

補助率 1/3 上限2万円 1/2 上限5千円
1/2 上限2万円

（ｺﾝﾎﾟｽﾄは４千円）
1/2 上限 2万円

衛連5千円
1/2 上限1.5万円 1/3 上限2万円 1/2 上限2万円

実績 116 74(内ｺﾝﾎﾟｽﾀｰ70) 5 4 29(内ｺﾝﾎﾟｽﾀｰ15)

団体 5円/㎏ 3円/㎏ 2円/㎏ 5円/㎏ 5円/㎏ 5円/㎏ 2円/㎏

業者 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 1円/㎏ 5円/㎏

2万円(2t以上) 衛連事業として実施

ごみｽﾃｰｼｮﾝ管理状況

ｽﾃｰｼｮﾝ数

管理主体

設置補助の有無

古紙回収衛連助成

備　考

生ゴミ処理器

古紙回収報奨
金(紙・金属

類)

補助の内容

指導体制
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庄内南部７市町村衛生組織の事業概要 平成１５年度予算

収入

団体名 鶴岡市衛生協会 羽黒町保健連絡協議会 温海町衛生組織連合会 計

行政補助金 213,000 360,000 97,000 1,460,000

衛生業務交付金 一般会計 3,200,000
世帯割 220円 国保会計 60,000

6,693,500 衛連会計 5,800
組織割 500円 班長    6,000円
世帯割 25円 協力員 4,300円

879,625 700,400 290,000 3,038,025
指定袋売上 8,965,000 ｴｺﾗｲﾌ講座事業 45,000
雇用特別基金 2,020,000 資源ごみ回収 40,000

その他の収入 200,071 156,157 119 367,553

繰越金 556,804 531,743 17,081 26,428,795

計 8,570,000 1,868,300 411,000 26,428,795

支出

県衛連負担金 164,000 37,000 38,000 379,000

保健所管内衛
連負担金

30,000 7,000 7,000 72,000

事業補助金 6,693,500 0 0 6,693,500

事　　業　　費 1,180,000 1,194,000 232,000 16,919,000

その他経費 502,500 630,300 134,000 2,365,295

計 8,570,000 1,868,300 411,000 26,428,795

衛生功労者表彰 研修会 研修会
衛生協会だより発行 先進地視察研修 川きれﾎﾟｽﾀｰ募集
研修会 健康のつどい 粗大ごみの回収
ﾉｰﾚｼﾞ袋運動 コンポスト普及啓発 ごみｾﾞﾛ運動
ごみ持帰り啓発運動 ごみｽﾃｰｼｮﾝ美化 不法投棄防止啓発
40周年記念事業 コンテスト ごみ分別収集啓発
健康づくり運動 衛生用品共同購入

所管課(事務局) 健康課 保健福祉課 建設環境課建設課 福祉課 環境整備課環境課

10,135,000

239,000

10,422,000

7,000

754,000

10,422,000

40,000

8,000

0

藤島町衛生組織連合会

400,000

0 0 0

事業収入 0

世帯割　100円
296,000

行政交付金等

会　　　　費
360,000

35,000

2,289

世帯割　200円

櫛引町衛生組織連合会

250,000

83,283

3,380,000

392,711

1,090,000

三川町衛生組織連合会

資源売却 30,000

7,000

0

3,208,000

1,090,000

7,000

0

770,000

278,000 131,000

3,380,000

朝日村衛生組織連合会

140,000

資源回
収報償

費
30,000

世帯割　400円

512,000

0

34,000

1,000

4,495

687,495

0

917

450,495

687,495

31,000

6,000

0

200,000

0

世帯割　100円

0

9,989,300

11,100,000

ﾉｰﾚｼﾞ袋運動事業内容

衛生功労者表彰
資源回収助成(1230千円)
ごみ袋作成(5120千円)
環境監視事業(2020千円)

ごみｽﾃｰｼｮﾝ整備補助
研修会

研修会

環境ﾎﾟｽﾀｰ募集
小規模不法投棄
現状回復

資源回収助成(3000千円)

ごみ袋販売委託(60千円)

ｴｺﾗｲﾌ講座(委託事業)

資源ごみ拠点回収
ごみ減量推進運動

川きれﾎﾟｽﾀｰ募集
衛生功労者表彰

不法投棄防止啓発
屋外防除助成

ﾉｰﾚｼﾞ袋運動
粗大ごみの回収

不法投棄処理交付金
ﾉｰﾚｼﾞ袋運動
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具体的な調整内容 

□合併まで調整するもの 

■経過措置が必要なもの 

□従来通り行うもの 

(内容) 

合併後３年以内に委託

形態も含め、効率的な収

集方法に調整するとと

もに、補助制度は廃止す

る。 

 

 

 

 

業務上の課題 

分別・収集体制及び収集

ステーション整備等補

助制度に相違がある。 

 

 

 

 

業務の形態 

施策部門 

備考 

 

 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 廃棄物 細項目 ごみ処理 

管理番号 ０２４－０１３ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  
 
 

調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 
 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

ごみ収集事業 ごみ収集事業 ごみ収集事業 ごみ収集事業 ごみ収集事業 ごみ収集事業 ごみ収集事業 

根拠法令

等 

鶴岡市廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例第

３条 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第 6

条の２ 

櫛引町廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

三川町廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例第３条 

朝日村廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

事業主体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事業概要 ・ 目 的 

廃棄物の適正処理に

より、生活環境の保

全及び公衆衛生の向

上を図るために実施

する 

 

・ 対象者 

事業所、商店等を除

く一般家庭 

 

・ 事業概要 

一般家庭からごみス

テーションに排出さ

れる生活系廃棄物の

収集及び中間処理施

設への運搬及び動物

等死体の回収処理  

○ステーションの設

置管理主体は町内

会、設置に際して行

・ 目 的 

家庭系一般廃棄物を

適正に処理すること

で、生活環境の保全

と公衆衛生の向上を

図る。 

 

・ 対象者 

一般家庭（事業所等

を除く） 

 

・ 事業概要 

①各町内ごみステー

ションに排出された

家庭系一般廃棄物を

収集し、鶴岡市ほか

六箇町村衛生処理組

合処理施設に運び処

理する。 

②各町内会にあるご

みステーションの整

目 的 

廃棄物の適正処理に

より、生活環境の保

全及び公衆衛生の向

上を図るために実施

する 

 

・ 対象者 

事務所、商店等を除

く一般家庭 

 

・ 事業概要 

一般家庭からごみス

テーションに排出さ

れる生活系廃棄物の

収集及び中間処理施

設への運搬 

 

・ 事業期間 

          

・ 目 的 

廃棄物の適正処理に

より、生活環境の保

全及び公衆衛生の向

上を図るために実施

する 

 

・ 対象者 

事業所、商店等を除

く一般家庭 

 

・ 事業概要 

一般家庭からごみス

テーションに排出さ

れる生活系廃棄物の

中間処理施設への収

集運搬委託及び動物

等死体の回収処理 

○ステーションの設

置管理主体は設置地

区、設置に際して行

・ 目 的 

家庭系一般廃棄物を

適正に処理すること

で、生活環境の保全

と公衆衛生の向上を

図る。 

 

・ 対象者 

町内一般家庭（基本

的に事業所は除く） 

 

・ 事業概要 

町内 82 箇所のごみ

ステーションに排出

された家庭系一般廃

棄物を収集し、鶴岡

市ほか六箇町村衛生

処理組合処理施設に

搬入する。 

 

・ 事業期間 

・ 目 的 

廃棄物の適正処理に

より、生活環境の保

全及び公衆衛生の向

上を図るために実施

する 

 

・ 対象者 

事業所、商店等を除

く一般家庭 

 

・ 事業概要 

一般家庭からごみス

テーションに排出さ

れる生活系廃棄物の

収集及び中間処理施

設への運搬及び動物

等死体の回収処理 

○ステーションの設

置管理主体は各部

落、新設更新に際し

・ 目 的   

①一般廃棄物（事業

系を除く）の収集と

運搬 

②自治会でごみ集積

施設を整備する場合

に補助金を交付する 

 

・ 対象者 

①町民 

②自治会 

 

・ 事業概要  

①町で収集運搬車

両２台を購入し、委

託業者に貸付をす

る。その車両で委託

業者が一般廃棄物

を収集運搬する。  

②受益世帯がおお

むね１０世帯以上
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政側の補助制度な

し、ただしカラス除

けの網を提供 

○ごみステーション

数は 14 年４月現在

で1,783箇所 

○独自に一般廃棄物

を収集している団体

に対し補助金を交付

（３団体計 930 千

円） 

 

・ 事業期間 

          

備について、町と衛

連で助成する。 

（助成額 町：１／

２上限50,000円、衛

連 １ ／ ４ 上 限

30,000円） 

 

・ 事業期間 

毎日（土日・祝祭日

を除く） 

政側の補助制度あ

り。 

基準額140,000 円の

１/２以内 

○ごみステーション

数は 14 年４月現在

で１０５箇所 

○ごみ収集予定表・

ごみの分け方、出し

方の家庭配布用チラ

シ作成事務 

 

・ 事業期間 

          

通年（土日・祝日・

年末年始を除く） 

          

て村の補助制度あり

（朝日村ごみステー

ション設置補助金交

付要綱） 

○ごみステーション

数は 14 年４月現在

で１０３箇所、各部

落衛生協力員による

管理 

○ごみ収集予定

表・ごみの分け方、

出し方の家庭配布用

チラシ作成事務 

 

・ 事業期間 

通年（土日・祝日・

年末年始を除く） 

で５万円を越える

ごみ集積施設整備 

（上限200,000円） 

 

・ 事業期間   

通年 

          

負担割合 

(国・県・

その他) 

市100％ 

 

町単独 町100％ 町100％ 町単独 村単独 町 

１３年度

決算額 

77,070千円 ①11,875千円    

②町：330千円   

      

6,493千円 12,128千円 3,191千円 需用費300千円 

委託料10,920千円 

補助金225千円 

委託料25,044千円 

燃料代1,608千円 

車検費用 172 千円

（重量税含） 

１４年度

予算額 

78,984千円 ①12,042千円 

②町：451千円 

7,991千円 12,350千円 3,442千円 需用費300千円 

委託料10,980千円 

委託料16､452千円 

燃料代1,170千円 

車検費用 227 千円

（重量税含） 
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具体的な調整内容 

■合併まで調整するもの 

□経過措置が必要なもの 

□従来通り行うもの 

(内容) 

合併時に鶴岡市の例を

基本に事業内容及び衛

生組織との調整を図る。 

 

 

 

 

 

業務上の課題 

 

推進体制に相違がある。 

 

 

 

 

 

 

業務の形態 

施策部門 

備考 

 

 

 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 廃棄物 細項目 ごみ処理 

管理番号 ０２４－０１４ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  
 
 

調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 
 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

清掃指導事業 清掃指導事務 清掃指導事業 清掃指導事業 清掃指導事務 清掃指導事務 清掃指導事務 

根拠法令

等 

廃掃法第５条３ 町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例第

３条 

 廃掃法第５条３ 三川町廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例第１４条 

朝日村廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

温海町廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

事業主体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事業概要 ・ 目 的 

市民及び事業者等

に、一般廃棄物の減

量と適正排出また、

再生利用を促進する

ため啓蒙・啓発を実

施 

      

・ 対象者 

市民・事業者 

 

・ 事業概要 

一般廃棄物の減量の

ための施策への協力

と、その他の活動を

行う者として廃棄物

減量推進員を委嘱す

る。また、清掃指導

員は、上記目的の達

成のため推進員と連

絡調整を取りながら

・ 目 的 

生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図る

ため、ごみの分別、

ごみステーションの

管理、ごみの処理方

法等について、町内

を巡回しながら指導

等を実施する。 

 

・ 対象者 

町民及び事業者 

 

・ 事業概要 

ごみの適正な分別と

排出等を町民に理解

してもらうため、毎

年「ごみの分け方・

出し方」のポスター

を作成し全戸配布す

る。また、各ごみス

・ 目 的 

町民及び事業者等

に、一般廃棄物の減

量と適正排出また、

再生利用を促進する

ため啓蒙・啓発を実

施 

 

・ 対象者 

町民・事業者 

 

・ 事業概要 

各地区の保健班長、

保健協力員が家庭系

一般廃棄物の分別や

減量の指導、またそ

の他の活動を行なう

ものとして廃棄物減

量等推進員を委嘱す

る。 

 

・ 目 的 

町民及び事業者等

に、一般廃棄物の減

量と適正排出また、

再生利用を促進する

ため啓蒙・啓発の実

施 

 

・ 対象者 

町民・事業者 

 

・ 事業概要 

一般廃棄物の減量の

ための施策への協力

と、その他の活動や

計画を廃棄物減量推

進員、衛生推進員と

連絡調整を取りなが

ら指導にあたる。 

 

・ 事業期間 

・ 目 的 

生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図る

ため、一般廃棄物の

適正分別、ごみステ

ーションへの適正排

出等について啓蒙・

啓発を図る。 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

ごみの適正な分別と

排出等を町民に理解

してもらうため、毎

年「資源・ごみの分

け方・出し方」と「資

源･ごみ収集日一覧

表」のチラシを作成

し全戸配布する。違

・目 的 

朝日村の生活環境の

保全と向上を図るた

め、村民の自主活動

による環境保全活動

を推進し、きれいな

明るい村づくりに努

める 

 

・ 対象者 

村民 

 

・ 事業概要 

各部落衛生協力員の

協力による春の大掃

除実施推進と衛生害

虫駆除（汲取り式便

所防疫）の実施 

防疫薬剤配布事業

（浄化槽設置・下水

道供用開始世帯除

・ 目 的  

清掃思想の普及及び

啓蒙・廃棄物の減量

化、資源化の推進な

ど、廃棄物の処理に

関する職務を行な

う。 

 

・ 対象者    

町民 

 

・ 事業概要  

ごみの種類が多様化

しており、まぎらわ

しいごみが増えてい

る。そんな中で町民

からの問合せが多く

あることからその都

度ごみの分別の仕方

について対応してい

る。 
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指導にあたる 

推進員の任期は２

年。 

 

・ 事業期間 

通年。 

テーションにも曜日

と排出物が一目で分

るプラスチック製掲

示板を設置する。さ

らに、毎日環境監視

員が各町内会のごみ

ステーションを中心

に巡回しており、ル

ールが守られていな

い町内会に対しては

「イエローカード」

をごみステーション

に貼り、文書で町内

会長等に注意を促

す。 

 

・ 事業期間 

通年 

・ 事業期間 

通年 

通年。 反ごみに対してはご

み収集業者が「違反

ごみ表示ステッカ

ー」を貼り、町内会

で責任を持って処理

してもらうようお願

いしている。 

 

・ 事業期間 

通年 

く） 

 

・ 事業期間 

毎年春季 

 

・ 事業期間  

通年 

負担割合 

(国・県・

その他) 

 町単独   町単独 村単独 町 

１３年度

決算額 

3,264千円 140 千円（ポスター

印刷費） 

108千円  205 千円（ポスター

印刷費） 

２６３千円 ０円 

１４年度

予算額 

3,484千円 150 千円（ポスター

印刷費） 

108千円  233 千円（ポスター

印刷費） 

２５０千円 ０円 
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具体的な調整内容 

■合併まで調整するもの 

□経過措置が必要なもの 

□従来通り行うもの 

(内容) 

合併時に新たな基準を

定め統一する。 

 

 

 

 

 

 

 

業務上の課題 

 

指定内容（色、大きさ）、

販売価格に相違がある。 

 

 

 

業務の形態 

窓口部門･管理部門･施策部門 

備考 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 廃棄物 細項目 ごみ減量・リサイクル 

管理番号 ０２４－０１７ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  
 
 

調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 
 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

指定ごみ袋作成販売

事業 

根拠法令

等 

鶴岡市廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

  櫛引町廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第６

条の２第4項 

朝日村廃棄物の処理

及び清掃に関する条

例 

 

事業主体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町衛生組織連合

会 

朝日村 温海町 

事業概要 ・目 的 

ごみの分別を徹底す

ることにより、ごみ

の減量と適正処理を

推進する 

 

・対象者 

    

・事業概要 

不燃系指定ごみ袋の

製造発注と卸売業・

商店等への販売（H14

年度） 

〇ビニール・プラス

チック類 

製造枚数 

2,400,000枚 

製造・仕入単価 

3.906円／枚 

販売単価 

・ 目 的 

生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図る

ため、町指定のごみ

袋を作成し販売す

る。 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

町指定のごみ袋（３

種類）を製造業者に

発注し町内各商店に

卸売りする業務を、

町衛生組織連合会に

委託している。（卸

売り単価１枚17円、

販売単価２０円）な

お、ペットボトル用

・ 目 的 

ごみの分別を徹底す

ることにより、ごみ

減量と適正処理を推

進するために実施す

る。 

 

・ 対象者 

          

・ 事業概要 

羽黒町商工会に製造

発注と卸販売を依頼

している。 

〇もやすごみ袋 

販売枚数（平成 14

年度見込み） 

165,500枚 

仕入れ単価13.6円 

販売価格(小売店へ) 

16.5円 

・ 目 的 

ごみの分別を徹底す

ることにより、ごみ

の減量と適正処理を

推進するために実施

する 

 

・ 対象者 

 

・ 事業概要 

指定ごみ袋の製造発

注と卸売業・商店等

への販売（H14年度） 

○ビニール・プラス

チック類 

製造枚数 

120,000枚 

製造・仕入単価 

6.4円／枚 

販売単価 

・ 目 的 

町独自のごみ収集袋

を作成し、町民にご

みの分別・排出を徹

底させる。 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

作成する指定ごみ袋

は３種類（もやすご

み、金属･ガラス類、

プラスチック類）。作

成販売は町から委託

された三川町衛生組

織連合会が三川町商

業協同組合に委託。

委託料を衛生組織連

合会が支払いする。 

・ 目 的 

ごみの分別を徹底す

ることにより、ごみ

の減量と適正処理を

推進するために実施

する 

 

・ 対象者 

村民・ 

 

・ 事業概要 

村指定ごみ袋の製造

発注・卸売業・商店

等への販売について

の指導、調整。 

①ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・金属ガラ

スごみ用袋の取扱→

Ａコープあさひ 

②燃やすごみ用紙袋

の取扱→朝日村商工

・ 目 的 

ごみ分別を容易に

するため、分別種類

毎に指定袋を作成 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

商工会に委託し、商

工会でごみ袋を発

注し、販売する。 

 

・ 事業期間 

通年 



34-2 

5.500円／枚 

〇金属・ガラス類 

製造枚数 

1,000,000枚 

製造・仕入単価 

2.961円／枚 

販売単価 

4.560円／枚 

〇ペットボトル類 

製造枚数 

製造・仕入単価 

3.203円／枚 

販売単価 

5.000円／枚 

 

袋は衛生処理組合よ

り購入し、各商店に

卸売りする。 

 

・ 事業期間 

通年 

〇ビニール・プラス

チック類 

販売枚数（平成 14

年度見込み） 

52,000枚 

仕入れ単価 8.9円 

販売価格(小売店へ) 

13.5円 

〇金属・ガラス類 

販売枚数（平成 14

年度見込み） 

70,000枚 

仕入れ単価 8.9円 

販売価格(小売店へ) 

13.5円 

〇ペットボトル類 

販売枚数（平成 14

年度見込み） 

8,000枚 

仕入れ単価3.05円 

販売価格(小売店へ) 

5.0円 

 

・ 事業期間 

9.5円／枚 

○金属・ガラス類 

製造枚数 

75,000枚 

製造・仕入単価 

6.4円／枚 

販売単価 

9.5円／枚 

○ペットボトル類 

製造枚数 

－ 

製造・仕入単価 

3.05円／枚 

販売単価 

8.0円／枚 

○燃やすごみ 

製造枚数 

200,000枚 

製造・仕入単価 

13.6円／枚 

販売単価 

18.0円／枚 

 

 

・ 事業期間 

通年 

会 

村指定ごみ袋原版作

成委託（原版変更時

のみ） 

取扱事業者に委託料

は支払わない。 

 

・ 事業期間 

 

負担割合 

(国・県・

その他) 

市100％ 町衛生組織連合会  町100％ 三川町衛生組織連合

会 

 

村単独（原版作成委

託のみ） 

 

１３年度

決算額 

製造発注及び仕入金

額（歳出） 

12,407千円 

販売金額（歳入） 

17,448千円 

4,261 千円（衛連決

算） 

20千円 指定ごみ袋取り扱い

委託料90,000円 

製造発注及び仕入金

額（歳出） 

4,127千円 

販売金額（歳入 

5,515千円 

60千円   

１４年度

予算額 

製造発注及び仕入金

額（歳出） 

14,301千円 

販売金額（歳入） 

15,804千円 

4,030 千円（衛連予

算） 

20千円 指定ごみ袋取り扱い

委託料 

90,000円 

60千円   
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具体的な調整内容 

■合併まで調整するもの 

□経過措置が必要なもの 

□従来通り行うもの 

(内容) 

・合併時に鶴岡市、朝日

村の例を基本に、報奨

金・回収方法を統一す

る。 

・拠点回収の方法につい

ては合併後３年以内に

調整する。 

 

業務上の課題 

報奨金・回収方法に相違

がある。 

 

 

 

 

 

業務の形態 

窓口部門･管理部門･施策部門 

備考 

 

 

 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 廃棄物 細項目 ごみ減量・リサイクル 

管理番号 ０２４－０１８ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  
 
 

調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 
 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

資源回収事業 集団資源回収事業 資源回収事業 資源回収事業 資源回収事業 資源回収事業 資源回収事業 

根拠法令

等 

○鶴岡市集団資源回

収運動実施要綱 

○鶴岡市集団資源回

収運動に係る報奨

金交付要綱 

町資源回収運動に係

る報奨金交付要綱 

羽黒町資源回収運動

に係る報奨金交付要

綱 

○集団資源回収運動

に係る報奨金交付要

綱 

資源回収に係る奨励

金交付要綱 

朝日村資源回収事業

推進報奨金交付要綱 
温海町古紙リサイク

ル事業要綱 

事業主体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町衛生組織連合

会 

朝日村 温海町 

事業概要 ・目 的 

家庭の不要な古紙、

金属類、びん等の資

源回収運動を支援

し、ごみ減量とリサ

イクルを推進する。 

 

・対象者 

資源回収団体（町内

会、子供会等）及び

資源回収業者 

 

・事業概要 

集団資源回収運動の

資源物の回収量に応

じて団体と業者にそ

れぞれ報奨金を交付

する 

・ 目 的 

ごみの減量化・リサ

イクル化を推進する

ことによって、持続

可能な循環型社会の

構築を目指す。 

 

・ 対象者 

町内会及び資源回収

業者 

 

・ 事業概要 

各種団体の集団資源

回収に対し、団体及

び資源回収業者へ回

収量に応じて報奨金

を支給する。（町、衛

連の両方から支給） 

・ 目 的    

家庭の不要な古紙、

金属類、びん等の資

源回収運動を支援

し、ごみ減量とリサ

イクルを推進する。 

また、古紙類の拠点

回収を実施する。 

       

・ 対象者 

資源回収団体（子供

会・ＰＴＡ等）及び

資源回収業者・町民 

 

・ 事業概要 

○集団資源回収運動

の資源物について、

回収団体及び回収業

・ 目 的 

家庭の不要な古紙、

金属類、びん等の資

源回収運動を支援

し、ごみ減量とリサ

イクルを推進する。 

 

・ 対象者 

資源回収団体(町内

会､子供会､婦人会

等)、資源回収業者、

町民 

 

・ 事業概要 

集団資源回収運動の

資源物の回収量に応

じて、回収団体と回

収業者に報奨金を交

・ 目 的 

家庭の不要な古紙、

金属類、びん等の資

源回収運動を支援

し、ごみ減量とリサ

イクルを推進する。 

 

・ 対象者 

資源回収実施団体及

び資源回収業者 

 

・ 事業概要 

資源回収実施団体及

び資源回収業者へ回

収量に応じて奨励金

を交付する。 

奨励金の交付単価は

次のとおり。 

・ 目 的 

家庭の不要な古紙、

金属類、びん等の資

源回収運動を支援

し、ごみ減量とリサ

イクルを推進する。 

 

・ 対象者 

資源回収団体（子供

会育成会、小学校Ｐ

ＴＡ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協

議会、衛生組織連合

会）、資源回収業者 

 

・ 事業概要 

集団資源回収運動の

資源物の回収量に応

じて、回収団体と回

・ 目 的 

資源化できる古紙の

回収を促進するため

報奨金を交付し、及

び再生利用商品を率

先して利用すること

により、資源リサイ

クルに対する町民の

意識の高揚と、ひい

てはごみの減量を図

る。 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

古紙回収業者を決定

し、事業実施団体と
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〇紙類の報奨金 

団体 ５円／kg 

業者 ６円／kg 

Ｈ13度 3,970ｔ 

〇金属類の報奨金 

団体 ５円／kg 

業者 ２円／kg 

Ｈ13度 31ｔ  

〇びん類の報奨金 

団体･業者 １円／本 

Ｈ13度 178千本 

〇団体数 246団体 

このほか、市民が環

境衛生部に古紙を持

ち込んだ場合、無償

で引取りしている。 

 

・事業期間 

通年 

報奨額 

①町 ：回収量㎏当

り３円（団体）、紙類

㎏当り６円・その他

㎏当り２円（業者） 

②衛連：期間内3回

以上回収、3t以上の

団体20,000円 

2回以上回収、2t以

上の団体15,000円 

2回回収、1t以上の

団体10,000円 

収集量30t以上の業

者50,000円 

10t 以上 30t 未満の

業者20,000円 

 

・ 事業期間 

４月～１２月    

者に報奨金を交付す

る。 

資源回収（14年度） 

回収団体25団体【55

万円限度（紙類 1.7

円/㎏・金属類2円/

㎏・ビン類1円/㎏）】 

回収業者  紙類 6

円/㎏・金属類2円/

㎏・ビン類1円/㎏ 

○拠点回収（資源リ

サイクルステーショ

ン、古紙類回収1箇

所） 月2回実施(管

理委託) 

          

・ 事業期間 

       

付する 

〇紙 類 

団体報奨金5円/kg 

業者報奨金6円/kg 

13年度 224,432kg  

〇金属類 

団体報奨金5円/kg 

業者報奨金2円/kg 

13年度 1,027kg 

〇びん類 

団体報奨金1円/kg 

業者報奨金1円/kg 

13年度 19,320kg  

〇団体数 23団体 

・紙資源ごみ拠点回

収事業(衛連に委託) 

4月～12月まで毎月

1 回、役場車庫で受

入、無料。紙類のみ 

○実施団体 

雑誌   ７円／kg 

雑誌以外の古紙・金

属    ５円／kg 

ビン   １円／本 

○回収業者 

古紙   ６円／kg 

金属   ２円／kg 

ビン   １円／本 

発泡スチロール 

180円／kg 

 

・ 事業期間 

通年  

収業者に報奨金を交

付する 

（報奨金：団体５円

/㎏、業者１円/㎏） 

年１回、団体と業者

との調整会議を開催

する。 

また、村独自にﾘｻｲｸ

ﾙｽﾃｰｼｮﾝを２箇所開

設し、月２回程度の

回収日を設けて衛

連の協力を得て回

収を実施する。 

 

・ 事業期間 

回収団体（春・秋） 

ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（6月～

11月、第1・3日曜） 

連絡調整を行なう。

実績報告に基づいて

報奨金を交付する。 

報奨金単価 団体：

２円／kg、業者：５

円／kg 

 

・事業期間 

通年 

 

負担割合 

(国・県・

その他) 

市100％ 町単独及び町衛生組

織連合会 

町100％ 町100％ 町衛生組織連合会

100％ 

村単独 町 

１３年度

決算額 

交付金額 

団体 20,184千円 

業者 22,076千円 

合計 42,260千円 

町  3,195千円 

衛連 1,105千円 

○報奨金交付状況 

団体549,622円 

業者1,564,574円 

合計2,114,196円 

○資源リサイクルステ

ーション（7月から） 

回収実績41,144㎏ 

管理委託40,480円 

手数料43,089円 

報奨金交付金額 

団体1,043千円 

業者1,272千円 

合計2,315千円 

3,143千円 報奨金 

７５７千円 

ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ賃貸料 

８５千円 

計 

８４２千円 

 

団体822,058円 

業者2,055,145円 

１４年度

予算額 

交付金額 

団体 20,361千円 

業者 24,309千円 

合計 44,670千円 

町  3,000千円 

衛連 1,000千円 

○報奨金交付状況 

団体545,491円 

業者1,869,264円 

合計2,414,755円 

○資源リサイクルステ

ーション 

管理委託53,000円 

手数料122,000円 

報奨金交付金額 

団体1,590千円 

業者1,491千円 

合計3081千円 

・拠点紙資源ごみ回

収事業 

衛連委託料60千円、

収集業者108千円 

2,221 千円(増額補

正あり) 

報奨金 

６２５千円 

ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ賃貸料 

１４８千円 

計 

７７３千円 

団体808,050円 

業者2,020,125円 
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具体的な調整内容 

■合併まで調整するもの 

□経過措置が必要なもの 

□従来通り行うもの 

(内容) 

合併時に鶴岡市の例を

基本に調整する。 

環境にやさしい店認定

制度は鶴岡市の制度に

統一する。 

 

 

 

 

業務上の課題 

実施方法、補助制度に相

違がある。 

 

 

 

 

 

業務の形態 

施策部門 

備考 

 

 

 

 

様式３ 

行政現況調査 項目個表 

専門部会名 住民生活 分科会名 環境 大項目 市民生活 中項目 環境 小項目 廃棄物 細項目 ごみ減量・リサイクル 

管理番号 ０２４－０１９ 合併協定項目  ランク  

課題・問題 
 

 
 
 

調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 関連項目 

       

該当する付表がある場合は〇印を記入の上、付

表を作成してください。 
 

現                                                        況 記載事項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事務事業

名 

ごみ減量･リサイク

ル推進事業 

ごみ減量・リサイク

ル推移事業 

ごみ減量・リサイク

ル推進事業 

ごみ減量･リサイク

ル推進事業 

ごみ減量・リサイク

ル推進事業 

ごみ減量・リサイク

ル推進事業 

ごみ減量･リサイク

ル推進事業 

根拠法令

等 

 廃棄物処理法 羽黒町ごみ減量等補

助金交付要綱 

電気式生ごみ処理機

補助金交付要綱 

三川町電気生ごみ処

理機購入補助金交付

要綱 

朝日村の豊かで美し

い自然と環境を守る

条例 

温海町家庭用生ごみ

処理機器購入費補助

金交付規程 

事業主体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事業概要 ・ 目 的 

市民と事業者と行政

が一体となり、ごみ

の減量と資源の節約

のため具体的な行動

の実施及び支援を行

う 

  

・ 対象者 

市民・事業者 

 

・ 事業概要 

・生ごみ処理器購入

補助制度(補助率 3

分の1、上限20,000

円、13年度実績116

基) 

・環境にやさしい店

認定制度(認定店

43) 

・ノーレジ袋デー運

・ 目 的 

ごみの減量化・リサ

イクル化を推進する

ことで、持続可能な

循環型社会の構築を

目指す。 

 

・ 対象者 

町民 

 

・ 事業概要 

①リサイクルデー：

家庭から排出される

紙類ごみについてリ

サイクルするため、

毎月第３土曜日をリ

サイクルデーとして

新聞、雑誌、段ボー

ルの３種類に分け紐

で縛ってごみステー

ションに排出しても

・ 目 的 

町民と事業者と行政

が一体となり、ごみ

減量と資源の節約の

ため具体的な行動の

実施及び支援を行な

う 

 

・ 対象者    

町民 

 

・ 事業概要 

生ごみ処理器購入補

助金制度 

コンポスト（4,000

円を限度に半額助成 

平成 13 年度実績 

70基）  

電気式生ごみ処理器

（20,000 円を限度

に半額助成  平成

・ 目 的 

町民と事業者と行政

が一体となり、ごみ

の減量と資源の節約

のため具体的な行動

の実施及び支援を行

う 

 

・ 対象者 

町民・事業者 

 

・ 事業概要 

・生ごみ処理器購入

補助制度(補助率 2

分の1、上限15,000

円、衛連5,000円13

年度実績５基) 

・衛連 斡旋事業 

・ノーレジ袋デー運

動 

 

・ 目 的 

ごみの減量化・リサ

イクル化を推進する

ことによって、持続

可能な循環型社会の

構築を目指す。 

 

・ 対象者 

町民、事業者 

 

・ 事業概要 

①資源回収の推進：

町内会等で実施する

資源回収を保管する

意味で平成 12 年 10

月に三川町公民館駐

車場に「資源リサイ

クルステーション」

を設置した。毎月第

２．４日曜日に開場

し資源を回収しリサ

・ 目 的 

村民と事業者と行

政が一体となり、ご

みの減量と資源の節

約のため具体的な行

動の実施及び支援を

行う 

 

・ 対象者 

村民・事業者 

 

・ 事業概要 

生ごみ処理器購入

補助制度(補助率 3

分の1、上限20,000

円、13年度実績116

基) 

ノーレジ袋デー運

動推進 

 

・ 事業期間 

・ 目 的  

ごみ減量の一環とし

て家庭の生ごみを自

家処理するためにそ

の処理機及び容器を

購入したときは購入

費用の一部を補助す

る。 

また、７市町村一斉

に毎月０のつく日を

ノーレジ袋デーに

し、買物をするとき

には買い物袋を持参

するよう呼び掛けて

いる。広報にも環境

全般にわたりＰＲに

つとめている。 

 

・ 対象者  

町民 
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動 

・多量排出事業者指

導事務務(対象事業

所5) 

・エコ通信発行事務

(年4回発行) 

・エコピッグシステ

ム推進事業 

 

・ 事業期間 

通年 

 

 

らい回収する。 

②マイバック運動：

マイバックを持参し

たお客にはポイント

カードにスタンプを

押してもらい、いっ

ぱいになったスタン

プカード１枚はごみ

袋３枚と交換する。

（町衛生組織連合会

事業） 

③生ごみ処理器購入

補助：コンポスター

購入者の申請に基づ

いて補助金を交付す

る。（補助率１／２

上限5,000円） 

④リサイクルボッ

クスの設置：町内２

箇所（ふれあいセン

ター、役場）に設置 

 

・ 事業期間 

通年 

13年度実績 24基） 

 

・ 事業期間 

 

・ 事業期間 

通年 

イクルを図ってい

る。（町衛生組織連合

会事業） 

②電気生ごみ処理器

購入補助：機械を購

入した場合、購入者

の申請に基づいて補

助金を交付してい

る。（補助率１／２ 

上限15,000円） 

③環境創世紀２１：

町広報を活用し、町

民及び事業者に対し

てごみ減量等に関す

る情報提供と啓発を

行う。 

 

・ 事業期間 

通年 

通年 ・ 事業概要  

ごみ処理用機器を

購入したときに申

請書を提出し、購入

費用の１／２補助

金交付 

（限度額処理機２

万円、容器４千円） 

 

・ 事業期間 

通年 

負担割合 

(国・県・

その他) 

 町及び町衛生組織連

合会 

 町100% ①町衛生組織連合会

単独 

②③町単独 

村単独 町 

１３年度

決算額 

2,096千円 ①605千円 

②396 千円（衛連決

算） 

③1,549 千円（電気

生ごみ処理機含む） 

④50 千円（衛連決

算）        

737千円 町113千円 

衛連139千円 

①3,143 千円（番号

024-18と同じ） 

②110千円 

③なし 

生ごみ処理器購入補

助金 

６４千円（４件） 

334千円 

処理機   １４基 

コンポスター１５基 

１４年度

予算額 

3,563千円 ①500千円 

②500千円（衛連） 

③100 千円（電気含

まず） 

④50千円（衛連） 

1,000千円 町399千円 

衛連400千円 

①2,221 千円（番号

024-18と同じ） 

②210千円 

③なし 

生ごみ処理器購入補

助金 

１００千円 

200千円 

処理機   ５基 

コンポスター７基 

（１月末現在） 
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新市における消防団組織体制（案） 
◎ 消防団は地域の安全確保のため地域に密着して活動を展開していることから、各消防団

の現状の活動体制を維持しつつ、新市においては団組織の一体的運用と大規模災害等に

おける指揮命令系統の一元化を図るため、連合消防団体制の組織化について検討する。 
 
１．現行の消防団体制 
組織名 市 町 村 長 
消防団 鶴 岡 市 

消防団 
藤 島 町 

消防団 
羽 黒 町 

消防団 
櫛 引 町 

消防団 
三 川 町 

消防団 
朝 日 村 

消防団 
温 海 町 

消防団 
団本部 団本部 団本部 団本部 団本部 団本部 団本部 団本部 
団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

団長 
副団長等 

1６分団 5 分団 6 分団 4 分団 3 分団 4 分団 5 分団 分 団 
分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 

部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
条例定数 1390 名 526 名 500 名 370 名 320 名 296 名 455 名 
 
 
２．合併後の組織体制 
組織名 市    長 
 団    長（連合団長） 
方面団 
(隊) 

鶴岡方面

団（隊） 
藤島方面

団(隊) 
羽黒方面

団(隊) 
櫛引方面

団（隊） 
三川方面

団(隊) 
朝日方面

団(隊) 
温海方面

団（隊） 
団本部 団本部は方面団長（隊長）で組織、各団に方面副団長を若干名おく 

16 分団 5 分団 6 分団 4 分団 3 分団 4 分団 5 分団 方面分団 
分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

分団長 
副分団長 

部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 部・班 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 
部長・班

長・団員 

＊連合消防団長は、方面団長の互選により選出。 
＊消防演習、消防操法大会などは、管轄面積が広いことから、各方面団（隊）ごとに行う。 
＊藤島町の梯子乗り、鶴岡市の纏隊など、その他特色のある団活動は継続する。 
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平成１５年度消防団員報酬及び各種負担金等の事務処理状況 
平成１５年１２月 現在 

 
鶴 岡 市 藤 島 町 羽 黒 町 櫛 引 町 三 川 町 朝 日 村 温 海 町 

報酬 
（金額別紙） 

年３回（８．１２．

４月）で支給 
年 ４ 回 （ ６ ． ９ ． 

１２．３月）で支給 
年 ２ 回 （ ４ . １ ２

月）で支給 
年２回（９．１２

月）で支給 
年２回（９．３月）

で支給 
年３回（７．１１．

３月）で支給 
年３回（７．１１．

３月）で支給 
出動手当 

（金額別紙） 
年３回（８．１２．

４月）で支給 
なし なし その都度支給 年２回（１０．３

月） 
その都度支給 年３回（７．１１．

３月）で支給 
分団交付金等 団本部 

１６万８千円 
各分団 
  １万８千円 

×１６ 

団本部 
  ４万円×２回 
各分団 
  ２万円×２回 

× 

団本部 
１６万円 

各班平等割 
１万５千円 

×２８ 

団本部 
150,000 円 

各分団 
85,000 円×５ 

ポ ン プ 等 の 管

理謝金 
自動車班 8 千円 

積載車班６千円 
小型   3 千円 

団本部 
１１１万１千円 

部長以下団員割 
１４００円×人数 

分団平等割 
８万円×５ 

広報紙発行等 
  ５０万円 

小型ポンプ各班 
５千円 

自動車各班 
１万２千円 

各分団 
２万６千円 

各団員 
１０００円×人数 

消 防 施 設 管 理

交付金 
自動車班１万円 
小型班 ３千円 

団本部 
１５万円 

各分団 
 ３万円×３ 
団 員 確 保 対 策

交付金 
８０００×３３班 
 
 

自動車班 
３万５千円 

積載車班 
３万円 

なし 

退職報償金 口座振込み 現金支給 口座振込み 現金支給 現金支給 現 金 支 給 又 は

口座振込み 
副分団長以上は

現金、部長以下

は口座振込み 
県消防協会費 個人負担 公費負担 公費負担 個人負担 公費負担 公費負担 公費負担 
福祉共済掛金 公費負担 半額 

個人負担 半額 
公費負担 公費負担 半額 

個人負担 半額 
公費負担 公費負担 半額 

個人負担 半額 
公費負担 6 割 
個人負担 4 割 

公費負担 半額 
個人負担 半額 

火災共済掛金 個人負担で全員

加入（報酬引き

去り） 

副 分 団 長 以 上

加入で個人負担 
（報酬引き去り） 

個人負担で全員

加入（報酬引き

去り） 

未加入 副 分 団 長 以 上

加入で本団交付

金から支出 

未加入 副 分 団 長 以 上

加入で個人負担 
（報酬引き去り） 

 



階級別消防団員報酬
（単位；円） (H15.4.1現在）

　　 　階　級

市町村別

団 長 副 団 長 分 団 長 副分団長 部 長 班 長 団 員

鶴 岡 市 127,200 83,200 63,200 51,400 38,200 30,300 17,800 

藤 島 町 161,000 119,100 92,900 75,200 57,900 48,000 19,200 

羽 黒 町 154,000 106,000 77,000 71,000 50,000 41,000 20,000 

櫛 引 町 156,000 99,000 78,000 64,000 45,000 38,000 
22,000～
　33,000

三 川 町 152,000 91,000 73,000 60,000 40,000 37,000 
21,000～
　24,000

朝 日 村 158,000 106,000 84,000 77,000 46,500 40,400 23,800 

温 海 町 220,000 121,000 99,000 81,400 66,000 46,200 23,500 

(H15.4.1現在）

鶴 岡 市

藤 島 町

羽 黒 町

櫛 引 町

三 川 町

朝 日 村

温 海 町
4時間まで 2,000円
4時間超　 4,000円

4時間まで 1,000円
4時間超   2,000円

          1,800円

出 場 手 当 額

－

2,400円 2,400円

          1,800円          1,800円
　　　　（水害）
         1,800円

－ －

－

4時間未満   700円
4時間以上 1,000円

1,300円

－

－

1,800円

－

－

1,800円

－

　　 　  項
目

市町村別

１回当たりの出場手当額

そ の 他訓　　練警　　戒水・火災

1,300円

－
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防災行政無線再構築に関する基本方針について（案） 
 

１ 国の指針  固定系及び移動系に関しても 1 自治体 1 周波数 

 

２ 現  状  ① 固定系及び移動系整備市町村 

           鶴岡市、羽黒町、三川町、朝日村、温海町 

        ② 地域防災無線（移動系）整備 

          藤島町、櫛引町 

３ 再構築方針 

① 固定系無線 

一挙に機器の同一化を図り再構築するには、多大な財源を必要とする。このため、

暫定的な方式として、中央センターに統合制御装置、各支所に末端制御装置を設

け専用線でリモートコントロールすることで統合を図るものとする。その後の措

置としては各支所設備の老朽化に伴う改修や未設置地区の新設を考慮しながら、

国の指針に適合するよう再整備するものとする。ただし、温海町については平成

５～６年度に整備し、機器の設備年度が比較的新しいことや、遠距離地域のため

新たな中継局設備の増設等により、財源負担が大きいことから、将来的にも専用

線によるリモートコントロール方式とする。 

   

  ② 移動系無線 

    移動系無線については、使用特性から統合制御装置はなじまないことから、鶴岡 

    市の周波数に統合することで再構築するが、温海町については、周波数の到達範 

    囲から外れ中継局等の増設等により財源負担が大きいことから将来的にも遠隔制 

    御装置によるリモートコントロール方式とする。統合の方法としては、羽黒町、 

    三川町、朝日村の機器を鶴岡市周波数の同一機器に換える。また、藤島町、櫛引 

    町の地域防災無線は、平成２３年５月で失効することから、国では現状のまま使 

    用してもよい回答した。ただし、全域の連絡体制のため、中央センターに藤島町、 

    櫛引町の無線機器１台を配備し連絡体制を整えるものとする。失効後の体制につ 

    いては今後検討するものとする。 
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健康福祉部会 健康分科会 031-  

 
 
 

031- 成人健康診査事業  

   067   基本健康診査        

069,071 各がん(消化器、婦人科)検診  

072   人間ドック         

 
【事業の概要】 

○ 鶴岡市において基本健診や各種がん検診の自己負担金を低く抑え、また減免

制度も市民税非課税世帯にまで適用するなどして、受診率の向上に努めてきた。 

町村でも工夫をして検診事業を行ってきたが、その結果、実施方法や受診対象

者、住民の費用負担等で市町村間に大きな違いがある。 
 健康福祉部会においては、健康づくりは新市の目玉施策として打ち出していくべ

きだとの意見が出されている。 
 
【調整上の問題点】 

○ 特に、基本健診、婦人科検診の対象者や自己負担金で大きな隔たりがある。 

 鶴岡市においては、基本健診 65 歳以上者の無料制度があり、町村では 70 歳以

上者を有料としているところもあることから、無料化枠の増大に対する支出の増加

が見込まれる。なお基本健診の自己負担は鶴岡市が高く、1,300円の高低差があ

る。婦人科検診は、鶴岡市が一番低廉で、100～500 円の差がある。人間ドックを

除く全検診事業で低所得者の減免枠が町村に拡大し予算増となる。 

○ 実施方法や対象者、自己負担金等を鶴岡の例により 5 年以内の早い段階で行

うことで調整しているが、予算の確保が大きな課題である。(財政試算) 

 ○ 合わせて、消化器検診や人間ドックでも再調整が必要である。 

 
 
【財政試算】 

○鶴岡市の例により実施することとした場合の財政試算による、一般財源への影響

は以下のとおりである。 

・人間ドック事業では、対象年齢の枠拡大による受診者増で行政支出が大幅に

増大する町と、自己負担金の増額設定により一般財源歳出が減少する町村に分
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かれるが、ドック事業全体では、行政の負担が大きくなっている。 

・集団基本健診では、65 歳以上者への自己負担金無料化で支出増となる町村が多

いものの、自己負担金の増額設定と人間ドックへの受診者移行により、全体として、

一般財源支出は減少するものと考えられる。 

 ・婦人科検診では、70 歳者の自己負担金無料化により行政負担増となる町村がある

一方、人間ドックへの移行者増で婦人科検診事業は減少するとみる町村があり

全体として、一般財源支出は減少するものとみられる。 

・消化器検診では、自己負担金が鶴岡・羽黒以外で高い設定であること、自己負担

減免枠が拡大することにより、行政負担が増大する。 

 
【合意した調整方向】 

○人間ドック事業については、受診対象年齢枠の拡大による受診者増により行政

負担が増大する見通しとなっていること、国保分科会施策において国保加入者に

対する助成制度には市町村間で大きな相違があることなどから、国保分科会と連動

して 5 年の経過措置をもって統一を図るものとする。 

 

○基本健診や各種がん検診については、事務処理できるものは合併からの実施と

し、自己負担金額の相違により経過措置 3 年または 5 年を提案してきたものである。 

しかし、 

合併時からの電算システムの統一実施が難かしい状況になっていること、個人情

報保護条例による情報提供の制限に伴う経費負担の増大が生じること、又財政事

情をも考慮し、自己負担金見直しと減免制度の同一実施等、3 年以内の経過措置

を持って、鶴岡市の例により一斉に実施をすることとして調整をする。 

 

 

 
 
 



別紙１

人間ドック事業各市町村比較  (０３１－７２の別紙）

鶴岡 藤島 羽黒 櫛引 三川 朝日 温海

４０歳以上 ４０歳以上
４０～６７歳

国保３５，３７，３９歳
３０歳以上 ４０～６９歳 ４０歳以上

４０，４５，５０
５５，６０，６５歳

27800円 27,8000円 27,780円 27,780円

健康管理センター  27,899
円  協立病院
29,400円                斎藤胃
腸病院       27,800円
宮原病院             31,500円

27,780円 27,899円

32840円 32,840円 32,820円 32,820円

健康管理センター  31,049
円  協立病院
35,700円                斎藤胃
腸病院       34,640円
宮原病院             39,225円

32,820円 31,049円

62,900 62,880円 62,880円

67,940 67,920円 67,920円

一般 10,900円 10,500円 10,300円 10,000円
40,45,50,55,60,65歳

5,500円
以    外      11,100円

11,000円 9,000円

国保
41，42，43，46，50，
51，56，59，60，61歳

1,100円
5,000円

6,000円
４０歳以下 10,300

円

 40,45,50,55,60,65歳
500円

以    外        4,000円
4,000円 無料

一般 13,000円 11,500円 10,300円 11,000円
 40,45,50,55,60,65歳

6,600円
以    外       13,200円

12,500円 10,000円

国保
41，42，43，46，50，
51，56，59，60，61歳

1,100円
6,000円

6,000円
４０歳以下 10,300

円

 40,45,50,55,60,65歳
500円

以    外        4,000円
5,500円 無料

一般 46,000円 30,000円

国保
41，42，43，46，50，
51，56，59，60，61歳

18,100円
21,000円

一般 48,100円 30,000円

国保
41，42，43，46，50，
51，56，59，60，61歳

18,100円
21,000円

対象者

委
託
料

１日

男

女

一泊
男

女

自
己
負
担
金

１日

男

女

一泊

男

女
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別紙２

健康分科会　成人検診財政試算

鶴岡市を基準にした町村負担増減額比較表

(単位：千円）

藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 計

基本健診 480 1,069 102 887 833 2,052 5,423

胃がん検診 359 369 21 156 580 816 2,301

大腸がん検診 117 177 0 49 161 405 909

子宮がん検診 432 103 53 134 285 488 1,495

乳がん検診 151 68 34 119 73 209 654

人間ドック -1,836 -1,193 -936 113 240 -1,168 -4,780

計 -297 593 -726 1,458 2,172 2,802 6,002 A

人間ドック対象者の増加分 平均１８，０００×５００人 9,000

非課税世帯免除分 基本・胃・大腸 ２，８００円×３００人 840

　〃 胃・大腸 １，５００円×１５０人 225

　〃 子宮・乳がん １，４００円×１００人 140

ドック小計 10,205 B

合計  A+B 16,207

・鶴岡市の基準で積算し、自己負担が増額になる場合は委託料の行政負担は減額になる。

・自己負担が減額されれば行政負担が増額となる。
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福祉分科会の事務・事業調整の考え方 

 

健康福祉部会 福祉分科会 

 

【調整すべき課題】  施策の方向性の違いによる、障害者福祉分野における現金・現物給

付施策の金額・水準の差 
            
【調整に当たっての分科会の考え方】 

  合併協議会参加市町村のうち、特に鶴岡市は、現金・現物給付は控えめにして、サービ

ス提供基盤の整備に力を入れてきた経過があり、個別施策の金額等を比較すると概して町

村よりも低めになっているものが多い。（別紙資料あり） 
しかし、その一方、在宅福祉サービス提供基盤の整備は比較的進んでおり、別紙資料（１）

のとおり、障害者一人当たりの障害者福祉サービス提供にかかる予算を見ると、一般財源

ベースで他の町村を大きく上回っている。 
  逆に、現金・現物給付予算を同じく一般財源ベースで比較してみると、特に藤島町や羽

黒町では逆に鶴岡市を上回っており、おしなべて町村は現金・現物給付の充実に力を入れ

てきたことが分かる（別紙資料２）。これは、どちらが優れているという問題ではなく、福

祉施策の進め方に対する方向性の違いがこうした形となって表れていると考えられる。 
少子高齢化が急激に進展し、国、地方とも財政状況が厳しい今日、現金・現物給付の充

実によって福祉を進めることは困難で、また、国の施策の動向を見ても、介護保険制度や

支援費制度に見られるように、今後の福祉施策の方向は現金・現物給付ではなく、サービ

ス提供を中心に整備が進められることとなっている。 
  合併市にとっては、鶴岡市で提供されているような様々な福祉サービスの提供を、全市

的に提供できるようにすること、その提供基盤整備を進めることが大きな課題となる。 
 こうしたことから福祉分科会としては、合併市の福祉施策は、福祉サービス提供を中心

として推進することが適当であり、合併後のサービス提供基盤の整備に備えるため、事務

事業の調整にあたっては、現金・現物給付の水準はもっとも対象者が多く、影響の大きい

鶴岡市の水準を基本に調整をすることとした 

 

 

０３２－０２０ 社会福祉協議会運営費等補助事業 

【事業の概要】 

○各市町村の社会福祉協議会に対して、それぞれ人件費、事業費等の一部を補助している。 

○法により市町村の合併と同時に社協も合併しなければならないことから、社協においても

合併協議会が設置され、合併協議が進められている。 

【合意した調整方向等】
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○社会福祉協議会は各市町村の福祉基盤を支える重要な団体であり、その活動が継続できる

よう、現行の補助水準を維持することを前提に、社協の合併協議と連携しながら新社協へ

の補助基準を作成する。 

 

 

０３２－０３３ 重度障害者介護者激励金品支給事業 

【事業の概要】 

○在宅の重度障害者（身障手帳１～２、療育手帳Ａ）の介護者に年４０，０００円の激励金

を支給する県事業。鶴岡市と三川町は上乗せしていないが他町村は８，０００円から２０，

０００円を上乗せしている。 

○県事業が１６年度で廃止される予定である。 

【合意した調整方向等】 

○上乗せのない鶴岡市、三川町については県事業廃止にともない事業廃止予定。上乗せを実

施している町村は、合併までに事業を廃止する。 

 

 

０３２－０３４ 重度障害者介護者激励金品支給事業（単独） 

【事業の概要】 

○在宅の重度障害者の介護者に激励金品を支給する市町村独自事業だが、県事業と異なり所

得税３万円以上課税世帯も対象としたり、障害年金該当者も対象にしたりしている。三川

町のみが０３３県事業との重複支給となっている。その他の町村は０３３との重複支給は

ない。 

○鶴岡市は花鉢（１，６００円相当）を年一回配布。羽黒町は年５０，０００円、櫛引町は

年６０，０００円、三川町は年８４，０００円、朝日村は年４８，０００円、温海町は年

５２，０００円。 

【合意した調整方向等】 

○１６年度に０３３県事業を肩代わりする町村は、所得税３万円未満世帯（００３県事業対

象世帯）も対象世帯に加え、５年間の経過期間実施する。経過期間中に段階的に金額の調

整を行い、最終的に鶴岡市の例に調整する。（寝たきり老人介護者激励金支給事業と同様の

取り扱い） 

 

 

０３２－０３６ 重度心身障害児養育手当支給事業 

【事業の概要】 

○在宅の重度心身障害児を養育している保護者に手当を支給する制度だが、所得要件がなく、

藤島、三川、朝日、温海は特別児童扶養手当非該当者への支給。鶴岡（年５、０００円）、
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羽黒（年４０，０００円）、櫛引（年６０，０００円）は重複支給。 

○朝日、温海は対象者０人。 

【調整上の課題】 

○鶴岡市の対象者が１４５人と多く、櫛引町の例（年６０，０００円）を導入すると鶴岡だ

けでも８７０万円の一般財源が必要になる。 

○特別児童扶養手当（年６１３，２００円、４０８，３６０円）との重複給付の必要性。 

○所得要件による県事業非該当者への市町村代替え給付の必要性。 

【合意した調整方向等】 

○５年の経過期間を設け、その後、鶴岡市の例を基本とした調整を行う。 

○特別児童扶養手当非該当者への支給（藤島、三川、朝日、温海）は、所得要件による県事

業非該当者への支給となることから、独自実施の意味は薄く現在受給者のみ３年間の経過

期間を置き廃止する。 

 

 

０３２－０６４ 紙おむつ支給事業 

【事業の概要】 

○県事業に各市町村で上乗せしているが、高齢福祉分科会の「紙おむつ支給事業」と似た内

容になっている。 

○月３，６００円から９，０００円まで、所得税課税状況によって区分している。鶴岡市、

櫛引町、朝日村は所得要件で上限を設けて対象を制限しているが、他町は所得税課税世帯

もすべて対象にしている。特に藤島町は所得税額にかかわらずすべてに月９，０００円以

内を支給している。 

【調整上の課題】 

○給付格差を調整する場合、６５歳以上は介護保険対象となることや、事業の内容が似てい

ることなどから、介護保険施策とのバランスをとる必要がある。 

○高齢分科会では、１７年度から新たに検討を行い、１８年度から実施することとしている。 

【合意した調整方向等】 

○介護保険施策の動向を見ながら、１７年度に新たな基準を作成する。 

 

 

０３２－０７０ 福祉タクシー券助成事業  

０３２－０７１ 福祉ガソリン券助成事業  

【事業の概要】 

○対象者、交付基準等に各市町村で大きな相違があり、町村は鶴岡市に比べて対象者が広く、

交付枚数も多くなっている。 

【調整上の課題】
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○給付水準が低い鶴岡市の対象者がもっとも多いことから、水準を上げるためには多額の財

源が必要となる。現行でも鶴岡市の場合２、０００万円規模の事業費であり、藤島町なみ

に倍の年４８枚給付にしただけで事業費も倍近くになる。 

○さらに藤島町、櫛引町、三川町、朝日村は身障４級も対象としている。特に藤島町は障害

によっては６級まで、療育手帳はＢも、さらに養護学校通学者も対象にしており手厚くな

っている。 

○給付差が大きい。 

【調整方向等】 

○５年の経過期間に段階的に引き下げ、最終的に鶴岡市の例に近づけることとし、その条件

として、旧町村区域の交通基盤整備等、障害者の移動支援策の検討を行うこととした。 

 

 

０３３－３０２ 高齢者長寿祝賀品伝達事業 

【事業の内容】 

○各市町村によって対象者、祝い金品、方法等が大きく異なる（別紙）。 

【調整上の課題】 

○高齢化の進行により祝賀対象者が年々増加している。 

【合意した調整方向等】 

○合併までに見直し、大きな節目での祝賀を中心にした新たな基準を作成する。 

    合意案  ７７歳（喜寿）  座布団 

         ８８歳（米寿）  額付賀詞 

         ９９歳（白寿）  記念品、額付賀詞 

         １００歳     額付賀詞、記念品、祝い金１０万円 

         最高年齢者    記念品 

 

 

０３３－３０３ 敬老事業等補助金交付事業 

【事業の内容】 

○鶴岡市と温海町は各町内会等が開催する敬老会への補助金、朝日村は地区公民館に敬老会

の開催を委託して行う。櫛引町、三川町、朝日村、温海町は特別養護老人ホームの敬老会

に補助金を交付している。 

○各町内会、地区の大きな行事となって定着している。 

【合意した調整方向等】 

○各地域の特色ある行事として、当面現行通り実施し、合併市においてその後のあり方を検

討する。ただし、特別養護老人ホーム等施設としての敬老行事に対する補助金は合併まで

に廃止を検討する。 



（別紙１）  障害者福祉サービス提供（基盤整備を含む）事業にかかる予算額（１４年度分） ※一部一般財源が不明なものは決算額を使用

　　　事　　業　　名 ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） 備　考

一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源

032-002 各種福祉団体支援 1,181 1,181 180 180

032-012 知的障害者施設整備負担金 1,673 1,673 325 325 4,514 4,514 282 282 256 256 271 271 335 335

032-024 身障者更生援護施設入所・通所 146,209 36,553 17,953 4,489 5,234 1,309 22,475 5,619 7,395 1,849 24,598 6,150 37,418 9,355

032-027 知的障害者援護施設入所・通所 436,665 217,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 町村は県対応、支出なし

032-039 ※身障居宅生活（ホームヘルパー） 37,530 7,102 664 163 3,626 907 0 0 0 0 0 0 1,445 361 ※１４決算額を使用

032-040 盲人ガイドヘルパー派遣 2,070 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 11

032-041 ※身障デイサービス 35,662 20,232 1,327 333 46 12 0 0 0 0 2,669 713 3,495 1,166 ※１４決算額を使用

032-042 身体障害者短期入所 547 137 0 0 1,404 351 200 50 66 17 1,589 397 586 147

032-048 障害者生活支援事業 14,420 3,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-049 手話通訳設置事業 3,891 1,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-050 手話通訳派遣事業 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-051 声の広報発行事業 604 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-052 重度障害者移動支援（ミニハンディ） 596 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-057 障害者訪問入浴サービス 514 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-059 障害者小規模通所授産施設補助 6,416 1,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-060 身障小規模作業所補助 10,778 6,346 0 0 0 0 50 50 180 180 100 100 0 0 県総合交付金

032-069 身障相談員（県委嘱以外） 0 0 353 353 0 0 168 168 0 0 0 0 0 0

032-079 ※知的居宅生活（ホームヘルパー） 1,932 339 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 ※１４決算額を使用

032-080 ※知的デイサービス 22,357 6,298 0 0 263 263 0 0 118 118 0 0 0 0

032-082 知的障害者日帰りショートステイ 2,821 2,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-083 知的障害者地域生活援助（ＧＨ） 4,765 1,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 町村は県対応、支出なし

032-084 職親委託 326 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 町村は県対応、支出なし

032-086 知的小規模作業所補助 29,146 17,315 0 0 0 0 50 50 180 180 100 100 0 0 県総合交付金

032-088 知的コミュニティハウス援助 1,558 779 780 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-091 知的相談員（県委嘱以外） 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0

032-094 ※児童居宅生活（ホームヘルパー） 406 71 1,084 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※１４決算額を使用

032-095 心身障害児童デイサービス 17,245 8,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-102 ※精神居宅生活（ホームヘルパー） 9,057 2,265 0 0 0 0 0 0 48 31 0 0 0 0

032-103 知的障害者地域生活援助（ＧＨ） 15,900 3,975 0 0 0 0 0 0 0 0 398 100 387 97

032-104 精神小規模作業所補助 39,689 16,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　計     (a) 842,815 357,689 23,667 7,552 15,267 7,536 23,309 6,303 8,246 2,632 29,725 7,831 43,843 11,472

身体障害者手帳所持者　　

療育手帳所持者　　　　　　　　　

精神障害者保健福祉手帳所持者

　　障　害　者　数　合　計 　　(b)

    障害者一人当たりの額 （円） ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源

        (a)/(b) 170,887 72,524 41,089 13,111 34,385 16,973 49,488 13,382 21,530 6,872 95,272 25,099 75,591 19,779

温海町鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町

227

4,932

三川町 朝日村

416 3384,114

591

270

5

490

61 54 39 36 31 75

510 383

7 16 9

576 444 471 383

三川町 朝日村 温海町

11 15

312 580

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町
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(別紙２）  障害者福祉にかかる現金・現物給付等予算額（１４年度分） ※一部一般財源が不明なものは決算額を使用

　　　事　　業　　名 ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） ⑭予算額（千円） 備　考

一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源

032-025 身障施設入所者更生訓練費給付 705 353 102 26 0 0 19 5 0 0 38 10 81 20

032-026 進行性筋萎縮症患者療養等給付 8,658 4,330 0 0 4,440 1,110 0 0 0 0 0 0 0 0

032-029 身障更生医療給付 5,820 3,465 524 131 700 175 300 75 574 144 160 40 60 15

032-030 特別障害者手当 48,348 12,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 県事業、町村は進達のみ

032-031 障害児福祉手当 12,272 3,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 県事業、町村は進達のみ

032-032 福祉手当 3,331 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 県事業、町村は進達のみ

032-033 重度障害者介護者激励金（県） 1,002 2 121 24 50 10 61 21 0 0 96 16 364 84 県事業、町村は進達のみ

032-034 重度障害者介護者激励金品（単独） 106 106 0 0 400 400 180 180 168 168 0 0 0 0

032-035 せきずい損傷者福祉手当 1,306 1,306 432 432 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0

032--36 重度心身障害児養育手当 800 800 144 144 360 360 120 120 60 60 36 36 0 0

032-043 身障補装具給付 14,645 7,323 2,203 551 2,000 500 1,245 311 1,480 370 1,150 288 1,982 496

032-044 身障児補装具給付 4,000 2,000 719 180 200 50 300 75 578 145 150 38 287 72

032-045 重度身体障害者日常生活用具給付 4,215 2,108 553 138 636 159 952 238 200 50 600 150 619 155

032-046 重度身体障害児日常生活用具給付 808 404 200 50 0 0 200 50 0 0 150 38

032-047 ラパック購入補助 0 0 396 396 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0

032-055 自動車免許取得助成 100 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-056 身障者自動車改造助成 700 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032-058 重度身障者介護用車両改造費助成 1,200 600 100 50 400 200 0 0 150 75 20 10 200 100

032-062 人工透析通院交通費助成 270 135 240 240 246 246 250 250 330 330 204 204 26 26

032-063 脳卒中患者リハビリ通院交通費助成 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0

032-064 紙おむつ支給 3,216 2,637 432 432 420 420 600 600 236 236 980 245 735 735 便宜上不明は一財として計算

032-067 通所交通費助成 1,052 1,052 0 0 0 0 0 0 308 308 0 0 0 0

032-070 福祉タクシー券助成 19,975 19,975 5,774 5,774 1,940 1,940 250 250 852 852 183 183 335 335

032-071 福祉ガソリン券 17 17 0 0 250 250 0 0 0 0

032-072 電動三輪車購入助成 0 0 0 0 100 100 0 0 150 150 750 750 300 300

032-074 障害者住宅整備補助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900

032-075 除雪費支給 0 0 140 140 240 240 560 140 0 0 0 0 0 0

032-085 知的障害者日常生活用具給付 80 40 200 50 0 0 599 150 0 0 60 15 0 0

032-113 ※障害者世帯水道料減免 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 １４実績

合　　　　　　　計     (a) 133,060 63,341 12,297 8,775 12,732 6,510 6,536 3,365 5,336 3,138 4,427 1,985 6,039 3,276

身体障害者手帳所持者　　

療育手帳所持者　　　　　　　　　

精神障害者保健福祉手帳所持者

　　障　害　者　数　合　計 　　(b)

障害者一人当たりの額 （円） ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源 ⑭予算額 一般財源

        (a)/(b) 26,979 12,843 21,349 15,234 28,676 14,662 13,877 7,144 13,932 8,193 14,189 6,362 10,412 5,648

温海町鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町

227

4,932

三川町 朝日村

416 3384,114

591

270

5

490

61 54 39 36 31 75

510 383

7 16 9

576 444 471 383

三川町 朝日村 温海町

11 15

312 580

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町
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現金・現物支給等の調べ 注：主に差異の目立つものものを抽出。

    支給水準の概括的比較のための表であり、支給対象などの細部の差異は反映していない。

　　月額支給等のものは比較のため年額換算している場合がある。

管理番号 事務事業名 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 備考

032-002 各種福祉団体支援 根っこ杉運営補助金 草笛の家運営補助（固定資産税）

1,181,000円 180,000円

032-017 民生委員活動費 一般　　　　　　年70,300円 委員　　　　　　年72,300円 委員　　　　　　年80,500円 委員　　　　　　年96,480円 委員　　　　　　年120,600円 委員　　　　　　年60,000円 委員　　　　　　年96,180円

単位会長　　　   76,300円 民協会長　　　年96,480円

単位副会長　  　71,300円

民児協運営費@ 3,100円 2,700円 2,100円 3,360円 4,200円 2,100円 2,100円

地区民協活動費 157,543円（×14) 175,000円 156,000円 249,000円 311,086円 155,543円 155,543円

032-033 重度障害者介護者 年40,000円(11) 年50,000円(4) 年50,000円(1) 年60,000円(1) 年40,000円(0) 年48,000円(4) 年52,000円(5)

激励金（県）

032-034 重度障害者介護者 花鉢年1,600円(37) 年50,000円 年50,000円(8) 年60,000円(3) 年84,000円(2) 年48,000(約12) 年52,000円 県事業の所得制限者

激励金品（単独） 三川町のみ併給可

032-035 せきずい損傷者福祉 年163,320円(8) 年144,000円(3) 年120,000円(5)

手当

032-036 重度心身障害児養育 年5,000円(145) 年144,000円(1) 年40,000円（9) 年60,000円(2) 年60,000円(1) 年36,000円（0)

手当 特児上乗せ 特児非該当への特例(現在17歳） 特児非該当への特例(現在中学）

032-047 ラパック購入補助 年39,600円(8) 年60,000円(10) 日常生活用具支給へ

の上乗せ

032-062 人工透析通院交通費 15km未満　　　　月額1,500円 15km未満　　　　月額1,500円 15km未満　　　　月額1,500円 15km未満　　　　月額3,000円 15km未満　　　　月額2,500円 15km未満　　　　月額1,500円 15km未満　　　　月額1,500円

助成 15～30km未満　月額2,000円 15～30km未満　月額2,000円 15～30km未満　月額2,000円 15km以上　　　　月額4,000円 15～30km未満　月額3,000円 15～30km未満　月額2,000円 15～30km未満　月額2,000円

30km以上　　　　月額3,000円 30km以上　　　　月額3,000円 30km以上　　　　月額3,000円 30km以上　　　　月額4,000円 30km以上　　　　月額3,000円 30km以上　　　　月額3,000円

（７） （７）

032-063 脳卒中患者リハビリ 15km未満　　　　月額3,000円

通院交通費助成 15km以上　　　　月額4,000円

032-064 紙おむつ支給 所得要件有り 所得要件なし　 所得要件なし　 所得要件有り　 所得要件なし　 所得要件有り 所得要件なし　

所得税非課税　月8,000円以内 　　　　　　　　　　月9,000円以内 所得税非課税　月8,000円以内 要介護2以下　月5,500円以内 所得税5万円以下 月8,000円以内 所得税非課税　月8,000円以内 所得税非課税　月7,200円以内

課税～12万円　月4,000円以内 課税～　　　　　　月4,000円以内 要介護3        月6,500円以内 所得税5万円超　  月4,000円以内 課税～8万円　 月4,000円以内 課税～　　　　　　月3,600円以内

要介護4以上　月7,500円以内

032-067 身体・知的・精神障害 市民税非課税　　バス代実費 町民税非課税　　バス代実費

者通所交通費助成 自家用車送迎　　　15円/km

032-069 身障相談員 県委嘱10人 県委嘱2人、町委嘱4人 県委嘱1人 県・町委嘱 県委嘱1人 県委嘱1人 県委嘱2人

年24,500円 県　49,200円 年24,500円 年84,000円 年24,500円 年24,500円 年24,500円

町　63,600円
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管理番号 事務事業名 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 備考

032-070 福祉タクシー券 身障手帳1～3、療育A、精神1 身障手帳1～4(一部6)、 身障手帳1～3、療育A 身障手帳1～4、 身障手帳1～4、 身障手帳1～4、 身障手帳第一種、療育A

療育AB、養護学校通学者 養護学校通学者 療育AB、養護学校通学者 療育A

年24枚（一部30枚）(1,680人） 年48枚(271) 年36枚(96) 年24枚(55) 年48枚(63) 年24枚(25) 年12枚(89)

032-071 福祉ガソリン券 タクシー券との選択 脊損の手帳所持者、生計同一者 タクシー券との選択 タクシー券との選択

年12枚（一部15枚）　800円/枚 月456円×12枚 年12枚　1,000円/枚 年48枚  610円/枚

(433) (2) (54) (12)

032-072 電動三輪車購入助成 65-75の下肢機能1-2級 65-75の歩行障害、同手帳所持者 歩行困難な手帳所持者 65以上、歩行困難な手帳所持者 手帳下肢・内部で歩行困難

1/2以内　15万円限度　(0) 1/3以内　10万円限度　(0) 1/2以内　15万円限度　(1) 1/2以内　15万円限度　(老4、障1) 1/3以内　10万円限度　(2)

032-074 住宅整備補助金 65以上、手帳1-3(下肢・体幹）

住宅改修の1/2以内　30万円限度

032-075 除雪費支給 世帯主手帳所持で市民税均まで 世帯主手帳所持で町民税非課税 老人世帯等。町民税均まで 老人世帯のみ 心身障害者

年1回1万円（0） 人夫代6,000/日(12老含む) 年1回8,000円（18老含む） 6,000円/日(0)

032-078 障害者団体育成補助 鶴岡市福祉団体連合会 社協から補助 羽黒町身体障害者福祉会 身体障害者福祉協会 三川町身体障害者福祉協会 身体障害者福祉協会 温海町身体障害者福祉会

10万円 8万円 17万円 10万円 6万円 26,000円

032-060 小規模作業所補助 身体1・知的5・精神5 知的1

032-086 （身体・知的・精神） A  7,477,500円　重加Ⅰ　864,000円 A  6,058,000円　重加なし

032-104 B  4,985,000円　重加Ⅱ　576,000円 B  4,038,000円　

C  2,492,500円　重加Ⅲ　288,000円 C  2,018,000円　

032-091 知的障害者相談員 県委嘱4人 県委嘱1人 県委嘱1人 県・町委嘱 県委嘱1人 県委嘱1人 県委嘱1人

年24,500円 年24,500円 年24,500円 年84,000円 年24,500円 年24,500円 年24,500円

032-110 生活保護法外援護 し尿くみとり・水道料基本料金1/2

減免（し尿年422件、水道305世帯）

032-113 障害者世帯水道料 水道料基本料金1/2減免

助成 （年間80-90世帯）

033-305 単位老人クラブ活動 39,300円+(85円×会員数） 43,320円 46,600円 24,000円+(400円×会員数） 36,900円+(360円×会員数） 43,320円 43,320円

事業補助

033-303 敬老事業等補助金 数え71歳以上（H19まで75歳に） 桃寿荘の敬老会へ なの花荘の敬老会へ 数え70以上、地区公民館に委託 数え70以上

自治会へ@1,100円 @2,000円 @2,600円 @2,500円+30,000円（アトラクション） @600円

かたくり荘敬老会へ　@2,500円 温寿荘敬老会へ　@600円

033-302 長寿祝賀品等伝達 別　　紙 別　　紙 別　　紙 別　　紙 別　　紙 別　　紙 別　　紙
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 社会福祉 小項目 社会福祉協議会 細項目 社会福祉協議会補助 

管理番号 ０３２ －        ０２０ － 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

 ○   ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 鶴岡市社会福祉協議会運営費等補助事業 藤島町社会福祉協議会運営費等補助事業 羽黒町社会福祉協議会運営費等補助事業 櫛引町社会福祉協議会運営事業 

根 拠 法 令 等 鶴岡市補助金等に関する規則 藤島町補助金の適正化に関する規則 羽黒町補助金等に関する規則 櫛引町補助金交付規則 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

・目 的 

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会に対し、人件費等の一部を助成

し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

社会福祉法人 

鶴岡市社会福祉協議会 

 

・実施方法 

 市社協事務局職員の人件費の一部と事務所建物管理費について、予

算措置により補助する。 

 

※１４年度の人件費分補助の内訳 

 事務局長分５０％、正職員３名分１００％、正職員３名分５０％、

臨時事務員２名分１００％（他に事務局職員として２名市より派遣（派

遣先負担費用については補助対象）） 

 

・目 的 

社会福祉法人藤島町社会福祉協議会に対し、人件費及び事業費を助

成し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

社会福祉法人 

藤島町社会福祉協議会 

 

(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談員分含む1,750千円) 

 

・目 的 

社会福祉法人羽黒町社会福祉協議会に対し、人件費等の一部を助成

し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

社会福祉法人  

羽黒町社会福祉協議会 

 

・実施方法 

町社協事務局正職員の人件費の一部について、予算措置により補助

する。 

 

※14年度の人件費分補助の内訳（定率ではない）事務局長と正職員２

名分 

・目 的 

社会福祉法人櫛引町社会福祉協議会に対し、人件費等の一部を助成

し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

櫛引町社会福祉法人 

社会福祉協議会 

 

・実施方法 

 町社協事務局職員の人件費の一部と社会福祉対策事業費分につい

て、予算措置により補助する。 

 

※１４年度の人件費分補助の内訳 

事務局長は町からの派遣、正職員１名分１００％、正職員１名分５

０％、臨時事務員１名分１００％臨時職員1名分６５％ 

 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０ 町１０／１０  町１０／１０ 

1３年度決算額 
２９，７８３千円 

（うち人件費分27,793千円）（うち建物管理費分1,990千円） 
２０，９６５千円 １０，１８３千円 ２０，１６３千円 

１４年度予算額 
３２，８１８千円 

（うち人件費分30,879千円）（うち建物管理費分1,939千円） 
２１，０９２千円 １０，１４６千円 １６，５０３千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 社会福祉 小項目 社会福祉協議会 細項目 社会福祉協議会補助 

管理番号 ０３２ －        ０２０ － 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

 ○   ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 三川町社会福祉協議会運営費補助事業 朝日村社会福祉協議会運営費等補助事業 温海町社会福祉協議会補助金 

根 拠 法 令 等 三川町補助金等の適正化に関する規則 朝日村社会福祉協議会補助金交付要綱 温海町補助金等に関する規則 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

新社協に対する補助金の取り扱いについて調整を進め

る。（現行の補助水準を維持することを前提とした基準

を作成する） 

社協の合併にあわせた対応を行う。 

業務上の課題 
  社会福祉協議会が市町村に１（社会福祉法109条）と

いうことで、社協の合併の中で補助基準等の調整が必要

である。 

事 業 概 要 

・目 的 

社会福祉法人三川町社会福祉協議会に対し、人件費等の一部を助成

し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

社会福祉法人 

三川町社会福祉協議会 

 

・実施方法 

町社協事務局職員の人件費と事務費の一部を予算措置により補助す

る。 

 

※１４年度の人件費分補助の内訳 

 事務局長分(勤勉手当と共済費等)、正職員１名分(100%－100万円)、

臨時事務員１名分１００％ 

 

・目 的   

民間福祉団体としてのよさを十分に活用し，地域福祉並びに在宅福

祉事業の向上や福祉団体の育成を図るために補助する 

 

・対象   

社会福祉法人 

朝日村社会福祉協議会 

 

・事業概要  

①実施内容  補助金の交付 

②実施方法   

村社協事務局職員の人件費と心配事相談事業、団体運営について、

補助する。 

 

・１４年度の人件費分補助の内訳：常務１名、福祉活動専門員1名、 

地域福祉コーディネータ 1名 

・目 的 

社会福祉法人温海町社会福祉協議会に対し、人件費等の一部を助成

し、同会の運営の安定と充実を図る。 

 

・対象者 

社会福祉法人 

温海町社会福祉協議会 

 

・実施方法 

 町社協事務局職員の人件費と事務費について、予算措置により補助

する。 

 

※１４年度の人件費分補助の内訳事務局長分、正職員３名分の全額補

助 

  

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
町１０／１０ 村１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 ５，７８１千円（うち人件費分  4,867千円、建物管理費分914千円） １１,４８３千円 １１，４５６千円 

１４年度予算額 ６，７２１千円（うち人件費分  6,081千円、建物管理費分640千円） １１,３４３千円 １１，４１０千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度障害者介護者激励金支給 

管理番号 ０３２－０３３－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 重度障害者介護者激励金支給事業 重度障害者介護者激励金支給事業 重度障害者介護者激励金支給事業 重度心身障害者介護手当支給事業 

根 拠 法 令 等 
山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・山形県重度障害者介護者激

励金支給事務取扱要領 

山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・山形県重度障害者介護者激

励金支給事務取扱要領 

山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・ 

山形県重度障害者介護者激励金支給事務取扱要綱 
櫛引町重度心身障害者介護手当支給条例 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

・目 的   

在宅の重度障害者を長期にわたり介護している家族の労をねぎらう

ために激励金を支給し、障害者の福祉の向上を図る。 

 

・対象者   

在宅で全面介助の重度障害者（満２０歳以上６５歳未満で要介護認

定４・５を受けていない者）を介護し、本人及び主たる扶養義務者

の前年の所得税が３万円以下の者 

 

・実施内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し

ている低所得世帯に激励金４０，０００円を年１回支給する。 

 

 

・実施方法  県からの事務委託 

 

・実績 

 件数１１件、支給金額４４０，０００円・事務費１，１００円 

 

 

・事業期間  

９月と翌年の３月が激励金支給時期 

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

 

・対象者   

鶴岡市に同じ 

 

 

 

・実施内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し

ている者に激励金県支給分４０，０００円に、藤島町では１０，０

００円上乗せし、５０，０００円を年１回支給する。 

 

・実施方法  鶴岡市に同じ 

 

・実績 

件数４件、支給金２０千円・事務費４００円 

 

 

・事業期間  

鶴岡市に同じ 

・目 的 

鶴岡市に同じ 

  

 

・対象者 

鶴岡市に同じ 

 

 

 

・事業内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てにお

いて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護してい

る低所得世帯に激励金県支給分４０，０００円に、羽黒町では１０，

０００円を上乗せし、５０，０００円を支給する。(032-034より支出) 

 

 

 

 

・事業実績  １名 

 

 

 

・事業期間 

鶴岡市に同じ 

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

 

・対象者   

藤島町に同じ 

 

 

 

・実施内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で３ヵ月以上継続して介護し

ている者に月額５，０００円(年額６０，０００円)を年２回に分け

て支給する。 

  

 

 

・実績 

件数１件、支給金額60,000円（町20,000円、県40,000円）・事務

費１００円 

 

・事業期間  

10月と翌年の４月が支給時期 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
県１０／１０ 一件につき県４０，０００円、町１０，０００円 県１０／１０ 県６０％ 町４０％ 

1３年度決算額 ４４１千円 ２０１千円 ４０千円 ４１千円 

１４年度予算額 １，００２千円 １２１千円 

１，２３０千円 

（羽黒町障害者介護者激励金支給事業・羽黒町障害児養育激励金支給

事業予算を含む） 

４１千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度障害者介護者激励金支給 

管理番号 ０３２－０３３－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 重度障害者介護者激励金支給事業 重度障害者介護者激励金支給事業 重度障害者介護者激励金支給事業 

根 拠 法 令 等 
山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・山形県重度障害者介護者激

励金支給事務取扱要領 

山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・山形県重度障害者介護者激

励金支給事務取扱要領 

山形県重度障害者介護者激励金支給要綱・山形県重度障害者介護者激

励金支給事務取扱要領 

事 業 主 体 山形県 朝日村 温海町 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

 県事業廃止に伴い、合併までに事業を廃止する。 

業務上の課題 

県補助事業（４０，０００円／年）で、町村で上乗せ 

藤島  ＋１０，０００円 

羽黒  ＋１０，０００円 

櫛引  ＋２０，０００円 

三川  ±０円 

朝日  ＋８，０００円 

温海  ＋１２，０００円    

事 業 概 要 

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

・対象者   

鶴岡市に同じ 

 

 

 

 

・実施内容 

鶴岡市に同じ 

 

 

 

 

 

 

・実施方法  鶴岡市に同じ 

 

 

・実績 

件数０件、支給金額０円・事務費０円 

 

 

・事業期間  

鶴岡市に同じ 

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

・対象者   

鶴岡市に同じ 

 

 

 

 

・実施内容 

 身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し

ている者に激励金県支給分４０，０００円に、朝日村では８，００

０円上乗せし、４８，０００円を年１回支給する。 

 

 

 

・実施方法 鶴岡市に同じ 

 

 

・実績 

 件数４件、支給金額１６０，０００円・事務費４００円 

 

 

・事業期間  

鶴岡市に同じ 

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

・対象者   

鶴岡市に同じ 

 

 

 

 

・事業内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護して

いる者に激励金県支給分４０，０００円に、温海町では１２，０００

円上乗せし、５２，０００円を年１回支給する。 

 

 

 

・実施方法 鶴岡市に同じ 

 

 

・実績 

件数５件、支給金額２６０，０００円、事務費１，０００円 

 

 

・事業期間  

鶴岡市に同じ 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
県１０／１０ 県１０／１０ 県１０／１０ 

1３年度決算額 ０千円 １６０千円  ２６０千円 

１４年度予算額 ０千円 ８０千円 ３６４千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度障害者介護者激励金品等支給（単独） 

管理番号 ０３２－０３４－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 重度障害者介護者激励品支給事業（県事業該当者含） 重度障害者介護者激励金支給事業（県事業該当者含） 羽黒町介護者激励金支給事業（県事業該当者含） 重度障害者介護者激励金品等支給事業(県事業該当者含) 

根 拠 法 令 等    櫛引町重度心身障害者等介護手当支給条例 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

・目 的   
在宅の重度障害者を長期にわたり介護している家族の労をねぎらう
ために激励品を贈呈し、障害者の福祉の向上を図る。 

 
・対象者   
在宅で全面介助の重度障害者を介護している者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・実施内容 
身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに
おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し
ている世帯に激励品として花鉢を年１回贈呈する。 

 
 
 
・実施方法  直営 
 
・実績  件数３７件、花鉢代総額５８，１９７円 
 
・事業期間  １２月に激励品支給 

・目  的 
  鶴岡市に同じ 
 
 
・対象者 
  在宅で全面介助の重度障害者（満２０歳以上６５歳未満で要介護認
定４・５を受けていない者）を介護している者。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・実施内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し

ている世帯に激励金５０，０００円を年１回支給する。 

※県事業対象者には1万円支給。 

 

 

 

・実績  3名  

 

・事業期間  9月に激励金支給 

 

・目 的 
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者 
①身体障害者手帳１級若しくは２級所持者及び療育手帳Ａを所持し
ている２０歳以上６５歳未満の者であって居宅において日常生活の
すべてについて全面介助を要する者 
②居宅において日常生活のすべてについて介助を要する満６５歳以
上の者で、身体障害者手帳１級、２級若しくは３級又は国民年金法
に該当する障害のある者並びにこれと同等と認められる者 
③居宅において知的能力の衰退等精神活動の低下が持続的に認めら
れ、日常生活における問題行動が見られ、介護を必要とする６５歳
以上の者で、問題行動の中度以上が３項目以上ありかつその状態が
継続すると認められる者 

 
・事業内容 
上記対象者に年１回５０,０００円を支給する。山形県重度障害者介
護者激励金に該当する者には上乗せ１０,０００円を支給する。 

 
 
 
 
 
・事業実績：８名 
 
 
・事業期間  ９月と翌年の３月が激励金支給時期 

・目  的 
在宅等で重度障害者を介護している家族等に介護手当を支給し、障
害者の福祉に寄与するもの。 

 
・対象者  
①～②に該当する者を居宅において介護している者 

 ①身体障害者１､2級に該当する６５歳未満のもの（脊髄損傷者につ
いては65歳以上を含む） 

 ②知能指数が概ね３５以下の知的障害者 
    
 
 
 
 
 
 
・事業概要 
①支給内容    該当する介護者に月額5,000円を支給。 
②実施方法    担当地区民生委員をとおして支給する 

 ③利用者負担  無し 
 
 
 
・事業実績 
１３年度支給者数   ３人  

 １３年度総支給額  180千円  
 
・事業期間：通年 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 ８６千円 １５千円 ３６０千円 １８０千円 

１４年度予算額 １０６千円 １５千円 
１，２３０千円（重度障害者介護者激励金支給事業・羽黒町障害児養

育激励金支給事業予算を含む） 
１８０千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度障害者介護者激励金品等支給（単独） 

管理番号 ０３２－０３４－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 介護人手当支給事業（県事業該当者含） 重度心身障害(児)者等介護手当支給事業（県事業該当者含） 重度障害者介護者激励金支給事業（県事業該当者含まず） 

根 拠 法 令 等 三川町介護人手当支給条例 朝日村重度心身障害（児）者介護手当支給規則  

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（5年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

所得税非課税世帯（県事業対象世帯）も対象世帯に加え

経過期間実施する。経過期間中に段階的に金額の調整を

行い、最終的に鶴岡市の例を基本に調整する。 

（寝たきり老人介護者激励金と同様の取り扱い） 

業務上の課題 
市町村単独事業。市町村間の相違が大きい。 

鶴岡  花鉢 

藤島  50,000円 

羽黒  50,000円  

（県事業対象者には10,000円支給） 

櫛引  5,000円／月（60,000円） 

三川  7,000円／月（84,000円） 

朝日  4,000円／月（48,000円） 

（県事業対象者には8,000円支給） 

温海  52,000円（県事業非該当者に支給） 

事 業 概 要 

・目的 

  居宅においてねたきり者等を介護している介護人に対し手当を支給

し、精神的及び経済的負担を軽減する。 

 

・対象者 

  居宅において 6 ヶ月以上継続して下記ねたきり者等を介護している

者で同一世帯の者 

①身体障害者手帳を所持する者で、その障害の原因が脊髄障害によ

る者 

②身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳を所持する満20歳以上65

歳未満で当該障害において日常生活の全てについて全面介護を必

要とする者 

③居宅において日常生活の全てについて介護を必要とする満65歳以

上の者 

④居宅において知的能力の衰退等精神活動の低下が持続的に認めら

れ、日常生活における問題行動がみられ、介護を必要とする65歳

以上のもの 

 

・事業概要 

  ①実施内容 

    支給月額7,000を４～９月分と１０～３月分に分け支給 

（但し入院期間が月の1/2以上の場合は支給対象期間から除く） 

  ②利用実績 

    平成１３年度 ２人 支給述べ月数２４ヶ月 

 

※県事業との重複は現在のところはないが、対象者が発生した場合は 

2重に交付となる。 

・目 的  
朝日村に在住する重度心身障害（児）者を介護している者に介護手
当を支給することにより、障害（児）者の福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。 

 
・対象者 
次に掲げる者を介護している者（現に日常生活の全てにおいて介護
を必要とする障害児（者）を介護し生計を共にする者） 
１．身体障害者程度等級１級、２級又は国民年金法別表に該当する

障害のあるもの又はこれと同等と認められる者 
２．知能指数がおおむね３５以下の精神障害児（者） 
３．６ヶ月を超える期間継続して重度の痴呆状態にあると認められ

る者 
４．６ヶ月を超える期間続してねたきり状態のもの 

 
・実施内容 
 障害（児）者１人につき月額４,０００円 
  県事業該当者には上乗せ８，０００円を支給 
 
 
・実施方法 
 申請により審査し現金支給（半期ごと） 
 
・実績 
件数5件（県激励金該当者上せ分含む）、 
支給金額６４，０００円（1人8ヶ月分、4人県事業上乗せ） 

 
・事業期間  
９月と翌年の３月が介護手当支給時期 

・目 的   

在宅の重度障害者を長期にわたり介護している家族の労をねぎらう

ために激励金を支給し、障害者の福祉の向上を図る。 

 

・対象者   

在宅で全面介助の重度障害者（満２０歳以上６５歳未満で要介護認

定４・５を受けていない者）を介護し、本人及び主たる扶養義務者

の前年の所得税が３万円以上の者 

 

 

 

 

 

 

・実施内容 

身体障害者手帳１～２級または療育手帳Ａを所持し、生活の全てに

おいて介護を要する重度障害者を在宅で６ヵ月以上継続して介護し

ている世帯に激励金５２，０００円を年１回支給する。 

 

・実施方法  町単独事業 

 

・実績  平成13年度 １件  52,000円 

 

・事業期間  

９月と翌年の３月が激励金支給時期 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
町単独事業 村１０／１０ 村１０／１０ 

1３年度決算額 １６８千円 ６４千円 ５２千円 

１４年度予算額  １,９４４千円（ねたきり老人等介護手当含む） ５２千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度心身障害児養育手当支給 

管理番号 ０３２－０３６－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 
重度心身障害児養育手当支給

事業（市単独） 
 

羽黒町重度心身障害児養育 

激励金支給事業（町単独） 

心身障害児童等手当支給事業 

（町単） 
   

根 拠 法 令 等    
櫛引町心身障害児童等手当 

支給条例 
   

事 業 主 体 鶴岡市  羽黒町 櫛引町    

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの(5年) 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

経過期間中に鶴岡市の例を基本

に調整を行う。 

業務上の課題 
市町村独自事業であるが、相違
が大きい 
鶴岡   
年   5,000円  対象者 145名 
羽黒   
年  40,000円  対象者9名 
櫛引   
年  60,000円  対象者2名 
 

事 業 概 要 

・目 的   

在宅の重度心身障害児を養育

している保護者に手当を支給

することにより、障害児の福祉

の向上を図る。 

 

・対象者   

特別児童扶養手当受給者の対

象児童 

 

 

 

 

・実施内容 

池野福祉基金の主旨に基づき、

重度心身障害児を励ますため、

慰問金５，０００円を１月末頃

に支給する。 

 

・実績 

対象児童１４５名、 

支給総額７２５，０００円 

 

・事業期間  

年１回１月末頃に慰問金支給 

 ・目 的 

鶴岡市に同じ 

  

 

 

・対象者 

身体障害者手帳１級及び療育

手帳Ａを所持している２０歳

未満の者を、養育し生計を一に

する者 

 

 

 

 

・事業内容 

上記対象者に年１回４０,００

０円を支給する。 

 

 

・事業実績 

９名 

 

 

・事業期間 

９月と翌年の３月が激励金支

給時期  

・目 的   

鶴岡市に同じ 

 

 

 

・対象者   

満３歳以上２０歳未満の者で

身体障害者手帳の交付を受け

た者及び児童相談所の判定に

より知的障害児として登録さ

れた児童。 

 

 

 

・事業概要 

現にその児童を扶養している

保護者に対し、対象児童１人に

つき月額5,000円を支給する。  

 

 

 

 

 

 

   

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０  町１０／１０ 町１０／１０    

1３年度決算額 ７２５千円  ３６０千円 １２０千円    

１４年度予算額 ８００千円  

１，２３０千円（重度障害者介護

者激励金支給事業・羽黒町介護者

激励金支給事業予算を含む） 

１２０千円    

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当等 細項目 重度心身障害児養育手当支給（特児非該当特例） 

管理番号 ０３２－０３６－１ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名  心身障害児扶養手当支給事業   心身障害児童手当支給事業 心身障害児童等手当 温海町心身障害児児童手当 

根 拠 法 令 等  心身障害児扶養手当支給条例   三川町心身障害児童手当支給条例 
朝日村心身障害児等手当支給条例施行

規則 
温海町心身障害児児童手当支給条例 

事 業 主 体  藤島町   三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの(3年) 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

 経過期間内に事業廃止 

業務上の課題 
 特別児童扶養手当非該当者へ

の特例給付である。藤島町の対

象者は平成 16 年度で非該当と

なる。 

事 業 概 要 

 ・目 的  

在宅の重度心身障害児を養育している保護者に

手当を支給することにより、障害児の福祉の向

上を図る。 

 

・対象者    

３歳以上１８歳未満のもので重度の心身障害の

状態にあるもので、児童福祉審議会で心身障害

児と認めた者で特別児童扶養手当を受給してい

ない者の保護者 

 

・実施内容   

上記の対象者に対し、手当を支給する。 

 

 

・実施方法   

７・１１・３月に支給。 

 

・事業実績   

対象者数・１名（H16年度に対象外となる）   

 

 

・事業期間  通年 

 

 

 

  ・目 的   

藤島町に同じ 

 

 

・対象者   

満３歳以上２０歳未満のもので身体

障害者手帳３級以上の知的障害児（療

育手帳Ａ）のうち特別児童扶養手当を

受給していない者の保護者 

 

・実施内容 

を養育している保護者に月額５，００

０円支給する。 

 

・実施方法  直営 

 

・実績 

対象児童１名、 

支給総額 

６０，０００円 

 

・事業期間  

６月、９月、１２月、３月にそれぞれ

の月までの分を支給。 

 

・目 的  

藤島町に同じ 

 

 

 

・対象者   

 他の法律により手当を受けていない

満３歳以上２０歳未満の者で身体障

害者手帳（４級以上）の交付を受けた

者及び児童相談所長の判定により精

薄児（常時保護者の介護を要する者）

として登録された児童。 

 

・事業概要  

 児童等を養育している保護者に 対

象児童１人につき月額３,０００円支

給 

 

 

 

 

・事業実績   １３年度な し 

 

 

・目的 

  藤島町に同じ 

 

 

 

・対象者 

  特別児童扶養手当の受給を受けてい

ない 20 歳未満の者で、身体障害者手帳

(3級以上)の交付を受けた者及び児童相

談所の判定により知的障害児として登

録された児童 

 

 

・事業内容 

  現にその児童を扶養している保護者

に対し、児童1人につき月額3,500円を

支給する。 

 

 

 

 

・事業実績 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 町１０／１０   町１０／１０ 村１０／１０  

1３年度決算額  １４４千円   ６０千円 ０円  

１４年度予算額  １４４千円   ６０千円 ３６千円  

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当 細項目 紙おむつ支給 

管理番号 ０３２ －    ０６４－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 紙おむつ支給事業 紙おむつ支給事業 おむつ支給事業 重度心身障害者等紙おむつ支給事業 

根 拠 法 令 等 鶴岡市心身障害（児）者紙おむつ支給事業実施要綱 藤島町心身障害者おむつ支給事業実施要綱 おむつ支給事業実施要綱 
櫛引町寝たきり等老人及び重度心身障害(児)者に対する紙おむつ支給

事業実施要綱 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

・目 的    
在宅等で常時失禁状態の伴う全介助の心身障害者に対し、養護の一
助として紙おむつの支給を行い、併せて介護者の経済的負担の軽減
を図ることを目的とする。 

 
・対象者    
在宅において日常生活全般に介助を必要とし、排泄に全介助を必要
とする３歳以上、６５歳未満のもので、常時臥床している身体障害
者手帳１・２級の者、若しくは療育手帳Ａの者、またはこれらと同
等と認められる者で、生活保護を受給していなく、世帯の生計中心
者の前年所得税が１２万円未満の者である。 

 
・事業概要   
上記の対象者に対して、紙おむつの支給を行なう。 

 
・事業実績  
非課税世帯：３６０延月数（月額8,000円以内の枚数） 
課税世帯  ：９６延月数（月額4,000円以内の枚数） 

 
・事業期間  通年 

・目 的 
常時失禁状態にあるねたきり心身障害者に対し、おむつを支給する
ことにより、清潔で心地よい臥床生活を営むことができるよう援助
すると共に、経済的負担の軽減を図る。 

 
・対象者 
在宅において日常生活全般に介助を必要とし、排泄に全介助を必要
とする常時臥床している身体障害者手帳１・２級の者、若しくは療
育手帳Ａの者、またはこれらと同等と認められる者。 

 
 
 
・事業概要  
上記の対象者に対して、紙おむつの支給を行なう。一ヵ月当たり９，
０００円を上限とする。 

   
・事業実績  
平成１３年度 対象者４人 

 
 
 
・事業期間  通年 
 

・目 的 
在宅で常時失禁状態の状態にある心身障害者に対し、清潔で心地よ
い臥床生活を営ませることを目的とする。 

  
 
 
・対象者 
在宅で常時失禁の状態にある心身障害者 

 
 
 
・事業概要 
県心身障害者地域福祉対策促進事業実施要綱および町の関連要綱に
基づき、上記の対象者に対して、紙おむつの支給を行なう。 

 
 
・事業実績  非課税世帯 ３名 
       課税世帯  ３名 
 
・事業期間：通年 

・目 的   
在宅等で常時失禁状態の伴う全介助の心身障害者に対し、養護の一
助として紙おむつの支給を行い、併せて介護者の経済的負担の軽減
を図ることを目的とする。 

 
・対象者    
在宅において日常生活全般に介助を必要とし、排泄に全介助を必要
とする６５歳未満の重度障害者及び重度心身障害者、またはこれら
と同等と認められる者で、生活保護を受給していない者 

 
・事業概要 
上記の対象者に対して、介護度に応じて限度額を定めて紙おむつの
支給を行なう。 

限度額： 
要介護２以下 月5,500円以内   
要介護３     月6,500円以内 
要介護４以上 月7,500円以内 
 
・事業実績    
支給実人員 134人  
延べ支給月数 1,091月 

   1人平均月額 5,278円 
 
・事業期間  通年 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
紙おむつ：非課税分 県費１／４，市費３／４ 課税分 市単独 所得税非課税分 県総合交付金  課税分 町単独  

非課税分 県？ 町？   

課税分 町１０／１０ 
町１０／１０ 

1３年度決算額 ２,４４５千円 ３７８千円 ３７９千円 ５，７５８千円 

１４年度予算額 ３,２１６千円 ４３２千円 ４２０千円 ６，０００千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 医療・手当 細項目 紙おむつ支給 

管理番号 ０３２ －    ０６４－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 紙おむつ支給事業 紙おむつ支給事業 心身障害者おむつ支給事業 

根 拠 法 令 等 三川町おむつ支給事業実施規則 朝日村紙おむつ支給事業実施要綱 温海町心身障害者おむつ支給事業実施要綱 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（3年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

高齢分科会では平成１７年度から新たに検討を行い、平

成１８年度から実施することとしている。６４歳までは障

害で、６５歳から高齢での利用となるため、移行時に大き

な変化が生じないようにバランスをとりつつ、平成17年に

新たな基準を作成する。 

業務上の課題 
県事業への各市町村の上乗せ分の相違がある。 

また、鶴岡市と朝日村には所得要件（鶴岡所得税12万未

満・朝日所得税8万未満）があるが、他町にはない。 

事 業 概 要 

・目 的    
在宅等で常時失禁状態の伴う全介助の心身障害者に対し、養護の一
助として紙おむつの支給を行い、併せて介護者の経済的負担の軽減
を図ることを目的とする。 

 
・対象者    
在宅において日常生活全般に介助を必要とし、排泄に全介助を必要
とする３歳以上、６５歳未満のもので、身体障害者手帳所持者、若
しくは療育手帳所持者、またはこれらと同等と認められる者。 

 
 
 
 
・事業概要 
上記の対象者に対して、紙おむつの支給を行なう。 

 
 
 
・事業実績 
所得税額５万円以下の世帯 
月額8,000円以内の枚数  ２人 
所得税額５万円を超える世帯 
月額4,000円以内の枚数 １人 
 
・事業期間  通年 

・目  的 
常時失禁状態の寝たきり老人、痴呆性老人介護する家族に対しおむ
つを支給し清潔で心地よい臥床生活を営ませることを目的とする。 

 
 
・対象者 
本村に住所を有し、常時失禁の状態にある者で、生計中心者の所得
税が８万円以下の世帯に属するねたきり老人、痴呆性老人及びねた
きり身体障害者で１級及び２級身体障害者手帳所持者を介護する家
族とする。 

 
事業概要 
・所得税非課税世帯 月額８，０００円以内の相当枚数 
・所得税額８万円以下の課税世帯 
 月額４，０００円以内の相当枚数 
 
・実施方法 
業者と単価契約した１３種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の
中から選択し、月末から翌月５日までに各契約業者が自宅等に配達。 

 
・事業実績 
（老人） 
241人(1ヶ月平均支給者数 20人)（身障） 
137人（    〃    11人） 
・13年度総支給額 （老人）1,430,327円 

(１ヶ月平均支給額 119,193円) 
（身障）979,554円  

(１ヶ月平均支給額81,629円 
・事業期間通年 

・目 的   
在宅等で常時失禁状態の伴う全介助の心身障害者に対し、養護の一
助として紙おむつの支給を行い、併せて介護者の経済的負担の軽減
を図ることを目的とする。 

 
・対象者  
在宅において日常生活全般に介助を必要とし、排泄に全介助を必要
とする３歳以上、６５歳未満のもので、常時臥床している身体障害
者手帳１・２級の者、若しくは療育手帳Ａの者、またはこれらと同
等と認められる者で、生活保護を受給していなく、世帯の生計中心
者の前年所得税が１２万円未満の者である。 

 
・事業概要   
上記の対象者に対して、紙おむつの支給を行なう。 

 
・事業実績  
支給延月数：３６０延月数 

 
・事業期間  通年 
 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
町１０／１０ 国１／２、 県１／４、村１／４ 総合交付金 

1３年度決算額 ２２６千円 ２,４１０千円 ５３６千円  

１４年度予算額 ２３６千円 ２,８００千円 ７３５千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 各種事業･身体障害者関係 細項目 福祉タクシー券助成 

管理番号 ０３２－０７０－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 福祉タクシー券助成事業 福祉タクシー券助成事業 重度心身障害（児）者社会参加促進事業（町単独） 心身障害者福祉タクシー利用助成事業 

根 拠 法 令 等 鶴岡市重度心身障害(児)者社会参加促進事業実施要綱 藤島町心身障害者福祉タクシー利用補助金交付要綱 羽黒町重度心身障害（児）者社会参加促進事業実施要綱 櫛引町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給要綱 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 
櫛引町 

 

事 業 概 要 

・目 的  
タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促
進し、福祉の増進を図る。 

 
・対象者  
身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ、精神障害者手帳１級の交付
を受けている者。福祉タクシー券か福祉ガソリン券、どちらか選択
できる。 

 
 
 
 
 
 
・事業概要 
年間２４枚の福祉タクシー券を交付し、１枚につき基本料金の９割
相当額（小型車５４０円、中型車５５０円又は５４０円）を助成す
る。身体障害者手帳１～３級のうち、下肢障害・体幹障害・移動機
能障害・視覚障害者を対象に、６枚増枚して交付している。 

 
・実施方法 
鶴岡市周辺のタクシー会社と協定。毎月基本料金相当額と取扱い手
数料を支払う。取扱い手数料は１枚につき６０～７０円。 

 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数１，６８０人 
 
・事業期間  通年 

・目 的  
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者  
身体障害者手帳下肢機能障害１～４級、体幹１～３級視覚・聴覚・
音声・言語機能障害１～６級、内部障害（心臓、腎臓、呼吸器）１
～４級 
療育手帳の交付を受けている者 
養護学校に通学している者 
町長が①～③と同等と認める者 

 
 
 
・事業概要 
年間４８枚の福祉タクシー券を交付し、１枚につき基本料金相当額
（６１０円）を助成する。近隣市町のタクシー会社と協定。毎月基
本料金相当額を支払う。取扱い手数料はなし。 

 
 
 
 
 
 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数２７１人 
 
・事業期間  通年 
 

・目 的 
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者 
身体障害者手帳１～３級、養育手帳Ａの交付を受けている者。福祉
タクシー券か福祉ガソリン券を選択できる。ただし、福祉ガソリン
券の場合は、自動車税の減免を受けている者のみ。 

 
 
 
 
 
 
・事業概要 
年間３６枚の福祉タクシー券を交付し、１枚につき基本料金を助成
する。 

 
・実施方法 
羽黒町内のタクシー会社と協定。毎月基本料金相当額と取扱手数料
を支払う。取扱手数料は１枚につき１００円。 

 
 
 
・事業実績：９６名 
 
 
・事業期間  通年 

・目 的  
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者  
①身体に重度の障害を有するもので、身体障害者福祉法 (昭和24年法
律第283号)による身体障害者手帳1種の交付を受けている者 
イ下肢及び体幹障害の１級から4級までの者 
ロ視覚障害の1級から4級までの者 
ハ内部障害(心臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう及び直腸又は小腸)の1
級から 4 級までの者②養護学校に通学する者及び療育手帳の所
有者 

③町長が前2号と同等と認めた者 
 
・事業概要 
年間２４枚の福祉タクシー券を交付し、１枚につき基本料金の９割
相当額（５４０円）を助成する。 

 
・実施方法 
櫛引町周辺のハイヤー会社と協定。毎月基本料金相当額と取扱い手
数料を支払う。取扱い手数料は１枚につき７０円。 

 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数 ５５人 
 
・事業期間   通年 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 １３，８０１千円 ４，３３８千円 ２,０３６千円（福祉ガソリン券分も含む）手数料２２６千円 １３６千円 

１４年度予算額 １９，９７５千円（福祉ガソリン券分予算を含む） ５，７７４千円 １,９４０千円（福祉ガソリン券分も含む）手数料２６４千円 ２５０千円 



庄内南部地区合併協議会 
59 

                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 各種事業･身体障害者関係 細項目 福祉タクシー券助成 

管理番号 ０３２－０７０－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 福祉タクシー利用扶助費支給事業 心身障害者福祉タクシー事業 心身障害者福祉タクシー運行委託事業 

根 拠 法 令 等 三川町福祉タクシー利用扶助費支給条例 朝日村心身障害者福祉タクシー事業実施規程 温海町心身障害者福祉タクシー事業実施規程 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（5年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

要協議事項。 

経過措置期間の間に年次的に段階的引き下げを行い、最

終的に鶴岡市の例に近づける。ただし、旧町村区域の交

通基盤整備等、障害者の移動支援策を検討する。 

業務上の課題 
対象者、交付基準等、各市町村に大きな相違がある。対

象者数が多く影響が大きいため、多額の財源が必要とな

る。 

事 業 概 要 

・目 的  
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者  
身体障害者手帳(下肢・体幹・視覚・内部障害)１～４級、療育手帳
の交付を受けている者及び養護学校に通学する者。福祉タクシー券
か高齢者通院等支援サービスのどちらか選択できる。 

 
・事業概要 
事業内容：年間48枚の福祉タクシー券を交付し、１枚につき基本料
金相当額（小型車610円、中型車620円）を助成する。 

 
・実施方法 
近隣市町村５社のタクシー会社と協定。毎月基本料金相当額と取扱
い手数料を支払う。取扱い手数料は１枚につき100円。 

 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数63人 
 
・事業期間  通年 

・目 的  
鶴岡市に同じ 
 
 

・対象者  
身体障害者手帳の下肢・体幹・視覚・内部障害１～４級、療育手帳
Ａ、の交付を受けている者。 

 
 
・事業概要  
１ヶ月につき２枚の心身障害者福祉タクシー利用券を交付し、１枚
につき基本料金（６１０円）を助成する。 

 
・実施方法 
村内と鶴岡市のタクシー会社と協定。毎月基本料金を支払う。 

 
 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数 ２５人 

 
・事業期間  通年 
 

・目 的  
鶴岡市に同じ 
 

 
・対象者  
身体障害者手帳第1種、療育手帳Ａの交付を受けている者。 

 
 
 
・事業概要 
年間１２枚の福祉タクシー券を交付し、基本料金を助成する。 

 
 
・実施方法 
町内２社、鶴岡４社と協定。毎月基本料金相当額と取扱い手数料を
支払う。取扱い手数料は１枚につき６０円。 

 
・事業実績 
平成１３年度タクシー券交付者数 ８９人 
 
・事業期間  通年 
 
 
 業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
町１０／１０ 村１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 ９１８千円 ８９千円 ２９８千円 

１４年度予算額 ８５２千円 １８３千円 ３３５千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 各種事業･身体障害者関係 細項目 福祉ガソリン券助成 

管理番号 ０３２－０７１－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 福祉ガソリン券助成事業 脊髄損傷者自動車用燃料費補助事業 
重度心身障害（児）者社会 

参加促進事業（町単独） 
 

根 拠 法 令 等 鶴岡市重度心身障害(児)者社会参加促進事業実施要綱 藤島町脊髄損傷者自動車用燃料費補助要綱 羽黒町重度心身障害（児）者社会参加促進事業実施要綱  

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町  

事 業 概 要 

・目 的 
ガソリン代金の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促
進し、福祉の増進を図る。 

 
 
 
 
・対象者 
身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ、精神障害者手帳１級の交付
を受けている者。福祉タクシー券か福祉ガソリン券、どちらか選択
できる。福祉ガソリン券を申請する場合は自動車税の減免を受けて
いる人が対象。 

 
・事業概要 
年間１２枚の福祉ガソリン券を交付し１枚につき給油料金の内８０
０円を助成する。身体障害者手帳１～３級のうち、下肢障害・体幹
障害・移動機能障害・視覚障害者を対象に、3 枚増枚して交付して
いる。 

 
・実施方法 
鶴岡市内の給油事業所と協定。 

 
・事業実績 
平成１３年度 
福祉ガソリン券交付者数４３３人 
 
・事業期間  通年 

・目 的 
脊髄損傷者の生活の利便を図るとともに、経済的負担を軽減し、積
極的な社会参加と生活圏を拡大するため、当会社並びに介護者の所
有する自動車の燃料費の一部を補助する。 

 
 
 
・対象者    
脊髄損傷で身体障害者手帳の交付を受けている者、または、その者
と生計を一にするもので障害者のために当該世帯の自動車を使用す
る場合。 

 
 
・事業概要  
１リットルの税額相当分を補助金として交付。一ヵ月につき１０リ
ットル分を限度とした額。ただし、使用量が一ヵ月１０リットルに
満たないときは、その使用量の価格に含まれる税相当額。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・事業期間 
申請・支給月9月、3月 

・目 的 
鶴岡市に同じ 
 

 
 
 
 
・対象者 
身体障害者手帳１～３級、養育手帳Ａの交付を受けている者。福祉
タクシー券か福祉ガソリン券を選択できる。ただし、福祉ガソリン
券の場合は、自動車税の減免を受けている者のみ。 

 
 
・事業概要 
年間12枚の福祉ガソリン券を交付し、１枚につき1,000円を助成す
る。 

 
・実施方法： 
羽黒町内の給油事業所と協定。 

 
 
 
 
・事業実績：５４名 
 
・事業期間   通年 

 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０                  町１０／１０ 町１０／１０  

1３年度決算額  ３，７６２千円 １１千円 ２,０３６千円（福祉タクシー券分も含む）手数料２２６千円  

１４年度予算額 １９，９７５千円（福祉タクシー券分予算を含む） １７千円 １,９４０千円（福祉タクシー券分も含む）手数料２６４千円  
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 様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 障害者福祉 小項目 各種事業･身体障害者関係 細項目 福祉ガソリン券助成 

管理番号 ０３２－０７１－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 重度身体障害者自動車燃料費助成事業   

根 拠 法 令 等 三川町重度身体障害者自動車燃料費助成事業実施要綱   

事 業 主 体 三川町   

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（5年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

要協議事項。 

経過措置期間の間に年次的に段階的引き下げを行い、最

終的に鶴岡市の例に近づける。ただし、旧町村区域の交

通基盤整備等、障害者の移動支援策を検討する。 

業務上の課題 
対象者、交付基準等、各市町村に大きな相違がある。対

象者数が多く影響が大きいため、多額の財源が必要とな

る。 

事 業 概 要 

・目 的 
 鶴岡市に同じ 
 
 
 
 
 
・対象者 
三川町に住所を有しかつ居住している次に該当する障害者が自ら自
動車を運転する場合。 
身体障害者手帳2 級以上の交付を受けている者。福祉タクシー券か
福祉ガソリン券、どちらか選択できる。 

 
・事業概要 
燃料費支払い領収書を添付した申請書を９月、３月に提出してもら
い､月額タクシー基本料金(610円)に４を乗じた額を限度として助成
する。 

 
 
 
 
 
・事業実績 
平成１３年度 
福祉ガソリン券交付者数12人 

 
・事業期間  通年 
 

  

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
町１０／１０   

1３年度決算額 ２８２千円   

１４年度予算額 ２５０千円   

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 敬老事業 細項目 高齢者長寿祝品等伝達 

管理番号 ０３３－３０２－ 合併協定項目  ランク A 

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 高齢者長寿祝品等伝達事業 高齢者祝品贈呈 
敬老会記念品伝達事業・長寿祝金

支給事業 
高齢者長寿祝品等伝達事業 高齢者長寿祝品等伝達事業 高齢者長寿祝品等伝達事業 高齢者敬愛事業 

根 拠 法 令 等    
 

 

長寿祝金の支給に関する規則(祝

金のみ) 
高齢者長寿祝金等支給条例 高齢者祝金等に関する規程 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

要協議事項 

合併までに見直し、新たな基準を

作成する。 

（調整案） 

７７歳（喜寿）座布団 

８８歳（米寿）賀詞 

９９歳（白寿）記念品･賀詞 

１００歳 賀詞･記念品･10万円 

最高齢者 記念品 

業務上の課題 

 対象者・伝達内容・方法に

ついて、別紙のように大きく

差異がある。 

事 業 概 要 

・目 的 
賀詞・記念品等を差し上げ、長
年社会に貢献してきた高齢者
を 敬い、長寿をお祝いする。 

 
・事業概要  別紙のとおり 
 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

・目  的 

鶴岡市に同じ 

 

 

・事業概要  別紙のとおり 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 町１０／１０ 村１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 ３，６４５千円 ７３６千円 １，９７６千円 ５，４８９千円 ６４１千円 ３,６１９千円 ９８７千円 

１４年度予算額 ６，７２４千円 ８２０千円 ２，５５４千円 ３，１６９千円 ９９４千円 ５,８３４千円 １，１３６千円 

備考 
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別紙  各町村における寿賀祝品の支給状況（対象者数は平成13年度実績） 

 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

喜寿 

（77歳） 

記念品（座布団）の贈呈 

１，０１６名 

各町内会等において開催される敬老

会において伝達 

 

 

スリムボトル １１６名 

敬老会にて伝達 

 

祝金（1万円）・賀詞贈呈 

13年度は祝金20,000円 

敬老会において伝達 

 

賀詞を贈呈 

９月に各町内会長に伝達依頼 

賀詞（額縁付）・祝金１万円 

記念品の贈呈  ７０名 

各地区等において開催される敬老会に

おいて村長又は代理の者が伝達 

賀詞・座布団157人 

9 月に主査級の職員が自治会において

開催される敬老会において伝達 

傘寿 

（80歳） 
   

 

 

記念品を贈呈 

４月２９日の敬老会の席上で三役が伝

達 

記念品の贈呈  ４８名 

各地区等において開催される敬老会に

おいて村長又は代理の者が伝達 

 

米寿 

（88歳） 

記念品（花台）の贈呈 

３３４名 

８月下旬に健康福祉部係長以上職員

が自宅を訪問し伝達（随行１名） 

賀詞・記念品の贈呈  ６４名 

４月下旬に開催される敬老会において

町長が伝達 

･花瓶 ３６名 

敬老会にて伝達 

祝金（3万円）・賀詞贈呈 

13年度は祝金50,000円 

敬老会において伝達 

県の賀詞を額入りにして贈呈 

９月上旬に三役が分担し自宅訪問し伝

達（随行１名） 

賀詞（額縁付）・祝金３万円 

記念品の贈呈  ３９名 

伝達方法は喜寿と同様 

祝金(5千円)・賀詞 

座布団56人 

伝達方法は喜寿と同様 

89歳   
座布団 ３４名 

敬老会にて伝達 
    

数え年 

90歳 
     

記念品の贈呈  １７名 

各地区等において開催される敬老会に

おいて村長又は代理の者が伝達 

 

90歳以上   
５千円 １５２名 

敬老会にて伝達 
    

白寿 

（99歳） 

賀詞（額縁付）・記念品（たんす）の

贈呈  １９名 

１月上旬に福祉課長が自宅を訪問し

伝達（随行１名） 

  

祝金（5万円）・賀詞贈呈 

13年度は祝金100,000円 

敬老会終了後町長が自宅を訪問し伝達

（随行２名） 

 

賀詞（額縁付）・祝金５万円 

記念品の贈呈  １名 

１月上旬に村長が自宅を訪問し伝達

（随行１名） 

賀詞（額縁付）・座布団 

祝金(1万円) 4人 

町長が自宅に訪問し伝達 

長寿 

（100歳） 

祝金（１０万円）・賀詞・記念品（手

桶花瓶）の贈呈  １３名 

１月上旬に鶴岡市長が自宅を訪問し

伝達（随行２名） 

祝金（１０万円）・賀詞の贈呈 

１名 

９月上旬に町長が自宅を訪問し伝達

（随行１名） 

３０万円 

町長が自宅訪問 

祝金（3０万円） 

賀詞・記念品の贈呈 

敬老会終了後町長が自宅を訪問し伝達

（随行２名） 

祝金（３０万円）・賀詞を贈呈 

１月上旬に町長が自宅を訪問し伝達

（随行１名） 

賀詞（額縁付）祝金（100万円）記念品

の贈呈  １名 

１月上旬に村長が自宅を訪問し伝達

（随行１名） 

祝金（１０万円） 

賀詞（額縁付）・座布団1人 

町長が自宅に訪問し伝達 

 

数え 

101歳以上 

記念品（陶板額）の贈呈 

２９名 

１月上旬に健康福祉部長が自宅を訪

問し伝達（随行１名） 

  

祝金（1万円）・花束の贈呈 

敬老会終了後町長が自宅を訪問し伝達

（随行２名） 

毎月２万円贈呈 

祝金を毎月口座振込み 

賀詞（額縁付）・記念品の贈呈 

０名 

１月上旬に村長が自宅を訪問し伝達

（随行１名） 

記念品の贈呈0人 

町長が自宅に訪問し伝達 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 各種事業 細項目 敬老会開催助成 

管理番号 ０３３－３０３－ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 敬老事業等補助金交付事業     敬老会事業委託 高齢者敬愛事業 

根 拠 法 令 等 敬老事業等補助金交付要領      高齢者祝金等に関する規程 

事 業 主 体 鶴岡市     朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

■ 従来通り行うもの 

(内容) 

要協議事項 

当面従来どおり実施するが、新

市において単価、年齢、対象等

についての調整を検討する。 

業務上の課題 
各市町村においてそれぞれまっ

たく異なる方法で交付してきて

おり、調整・画一化が困難。 

事 業 概 要 

・目 的 

各町内会等において行われる

敬老事業（敬老会）に対して補

助金を交付し、高齢者に対して

敬老の意を表するとともに、地

域における敬老事業の活動促

進を目的とする。 

 

・補助金対象者 

事業実施年度４月１日におい

て鶴岡市に住民登録のある数

え年７０歳以上の高齢者 

（平成15年度より1歳ずつ段

階的に 75 歳まで引き上げ予

定） 

 

・補助金額 

  上記の対象者に対して 1，100

交付円 

 

 

・事業期間 

通年（敬老会が集中するのは 6

月・9月） 

    ・目 的  

敬老事業（敬老会）を行うこと

により、高齢者に対して敬老の

意を表するとともに、地域にお

ける敬老事業の活動促進を目

的とする。 

 

・対象者 

事業実施年度４月１日におい

て朝日村に住所を有する数え

年７０歳以上の高齢者 

 

・事業概要 

①実施内容  敬老会の開催 

②実施方法  旧地区公民館単

位（8地区）＋施設に対して委託 

③参加者負担 なし 

④実  績  8地区1施設   

 

対象者1,577人＠2,500 

 

・事業期間 

通年（敬老会が集中するのは4月

～6月・施設9月） 

 

・目 的 

賀詞・記念品等を差し上げ、長

年社会に貢献してきた高齢者

を敬い、長寿をお祝いする。 

 

 

 

・対象者及び贈呈物 

数え年７0 歳以上に敬老会費

として各自治会に一人 600 円

を支援 

 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１０／１０     村１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額 
１６，８１６千円 

（対象者17,701人＠950） 
    ３，９４３千円  

１４年度予算額 
２０，９０８千円 

（対象者19,007人＠1,100円） 
    ４，０６８千円  

備考 
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                                                                                                        様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 各種事業 細項目 敬老会開催助成 

管理番号 ０３３－３０３－１ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  調整方針  

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名    敬老会開催助成事業 敬老会開催助成事業 敬老会開催助成事業 敬老会開催助成事業 

根 拠 法 令 等    櫛引町補助金交付規則    

事 業 主 体    櫛引町 三川町 朝日町 温海町 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

特別養護老人ホーム等施設行事

への補助は合併までに廃止を検

討する。 

業務上の課題 

 
事 業 概 要 

   ・目 的 

特別養護老人ホーム桃寿荘に

おいて行われる敬老事業（敬老

会）に対して補助金を交付し、

高齢者に対して敬老の意を表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業期間 

9月～10月 

・目 的 

特別養護老人ホームなの花荘

において行われる敬老事業（敬

老会）に対して補助金を交付

し、高齢者に対して敬老の意を

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目 的 

特別養護老人ホームかたくり

荘において行われる敬老事業

（敬老会）に対して補助金を交

付し、高齢者に対して敬老の意

を表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目 的 

特別養護老人ホーム温寿荘に

おいて行われる敬老事業（敬老

会）に対して補助金を交付し、

高齢者に対して敬老の意を表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の形態 

窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
   町１０／１０ 町１０／１０ 村１０／１０ 町１０／１０ 

1３年度決算額    １００千円    

１４年度予算額    １００千円    

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 介護予防生活支援 細項目 外出に対する 

支援サービス 

管理番号 ０３３ － ０２５ － ００１ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 
 

調整方針 
 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       
該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくださ

い。 

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 外出支援サービス事業 高齢者通院支援サービス事業 通院援助サービス事業 外出支援サービス事業 

根 拠 法 令 等 らくらく移送サービス事業実施要綱 藤島町高齢者通院支援サービス事業実施要綱 羽黒町在宅福祉サービス利用事業実施要綱 櫛引町高齢者外出支援事業実施要綱 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

1, 事業通称   

    らくらく移送サービス事業 
2, 目的 

 送迎手段のない要介護等高齢者の健康維持及び自立した生活の継続を可能

とするとともに、家族の身体的、経済的負担の軽減に資することを目的とする。 
 
 
3, 対象者 

 65 歳以上の者、又は介護保険要介護認定を受けている者、若しくは老衰、心

身の障害及び傷病等の理由により臥床し、又は車椅子を使用している等の為、

一般の交通機関を利用することが困難であり、専用の移送用車輌を利用しなけ

ればならない者 
4, 事業概要 

① 実施内容 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床し、又は車椅子 

         を使用している等の為、移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチ 

         ャー装着ワゴン車等)のタクシーを利用し、医療機関に通院等す 

         る際の基本料金相当額(大型又は小型移送用車輌の初乗運賃)を 

         助成する。(平成14 年度事業開始) 大型750 円、小型610 円の 

         助成額 
  ② 実施方法 移送用車輌を保有する市内タクシー会社に委託して実施 庄内 

          交通観光バスハイヤー㈱ 大型車1 台 ㈱ハイヤーセンター 大 

          型車及び小型車各1 台 前月に使用した利用券の枚数に応じた 

          請求額を、請求月の末日までに支払い、精算 

 

 
 

③ 利用者負担 なし 
④ 事業実績  平成14 年度(12 月現在) 交付者数182 名 利用枚数413 枚 利 

         用      延件数132 件 支出総額299,810 円 
５, 事業期間  通年 

 
 

1, 事業通称   

   高齢者通院支援サービス事業 
2, 目的  

   鶴岡市と同じ 

    
    
 
3, 対象者  

   鶴岡市と同じ 

 

 

 

4, 事業概要 
実施内容 移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)のタク 

       シーを利用し、庄内管内の医療機関等との間を送迎する場合、利 

       用料金の 9 割を助成 

 

 

 
 
実施方法 移送用車輌を保有するタクシー会社に委託して実施 

      庄内交通観光バスハイヤー㈱ 大型車1 台 
      ㈱ハイヤーセンター 大型車及び小型車各1 台 
      余目タクシー㈲ 

           前月に使用した利用券の利用金額に応じた請求額を、請求月の 

              末日までに支払い、精算 
利用者負担 利用料金の 1 割 
事業実績 平成14 年度(12 月現在) 交付者数20 名 利用枚数57 枚 

          支出総額306,566 円 
5, 事業期間 鶴岡市と同じ 
  

1, 事業通称  

     通院援助サービス事業 
2, 目的  

    鶴岡市と同じ 
 
 
 
3, 対象者 

     在宅おおむね６０歳以上の高齢者で移動に車椅子・ストレッチヤーを必要とす

る方を対象に、一般の交通機関を利用することが困難であり、専用の移送用

車輌を利用しなければならない者 
 
4, 事業概要 

① 実施内容 移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等) 
             を利用し、医療機関に通院等する際に月２回を限度に助成 

              する。 

 

 

 
 
② 実施方法 移送用車輌を保有するかみじ荘に委託して実施 
 

 

 

 
 
③ 利用者負担 １往復       1，000 円 
④ 事業実績 平成14 年度(12 月現在) 90 件  支出総額      円 

 
5, 事業期間  鶴岡市と同じ 
 

1, 事業通称  

     コスモスタクシー事業(平成14 年度事業開始)  
2, 目的  

     鶴岡市と同じ 

 
 
 
3, 対象者 

     鶴岡市と同じ 

 

 
 
4, 事業概要 

実施内容 藤島町と同じ 

 

 

 

 

 
 

  実施方法 鶴岡市と同じ 
   

 

 

 

 

  利用者負担 藤島町と同じ 
  事業実績 平成14 年度(12 月現在) 交付者数１２名 利用延件数４４件  

          支出総額 162,000 円 
5, 事業期間  鶴岡市と同じ 

負 担 割 合 
(国・県・その他) 

介護予防・地域支え合い事業費補助金(外出支援サービス事

業)  国1/2、県1/4、市1/4 
鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 

1３年度決算額 なし 112,527円 184千円 なし 

１４年度予算額 予算額 1,390千円 (国:695千円、県:347千円、市:347千円、

利用者負担なし) 
960千円 228千円、利用者負担1千円 ２２１千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 介護予防生活支援 細項目 外出に対する支援サー

ビス 

管理番号 ０３３ － ０２５ － ００２ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 
 

調整方針 
 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       
該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくださ

い。 

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
三川町 朝日村 温海町 

具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 高齢者通院等支援サービス事業  外出支援サービス事業 

根 拠 法 令 等 三川町高齢者通院等支援サービス事業実施要綱  温海町高齢者等生活支援事業 

事 業 主 体 三川町  温海町 

□ 合併まで調整するもの 
■ 経過措置が必要なもの（５年） 
□ 従来通り行うもの 
(内容) 
①現行羽黒町、温海町による社福法人委託は従来通り実施する。

また現在実施されていない朝日村においては、経過期間中に

社福法人委託を検討する。 
②タクシー利用については、運賃総額（介護分含む）から自己負

担基準額１，０００円（介護タクシーにあっては１，１００円）を控

除した額の２分の１を助成する。 
③社福法人委託の自己負担については、概ね必要経費（人件費

等を含む総費用）の２分の１を自己負担とするよう調整する。 

業務上の課題 
 
 ・助成額が異なる。 
  鶴岡市：初乗り運賃相当額 

  藤島町、三川町、櫛引町：費用の９割 

  羽黒町：５００円を除く費用額 

  温海町：燃料費実費 

  朝日村：未実施 

・実施方法が異なる。 

  羽黒町、温海町：社会福祉法人に委託 

  他      ：タクシー会社に委託 

 

事 業 概 要 

1, 事業通称  

     高齢者通院等支援サービス 
2, 目 的   
    鶴岡市と同じ 
3, 対象者   
    鶴岡市と同じ 
4, 事業概要 
・ 実施内容  藤島町と同じ 
 ・ 実施方法  藤島町と同じ 
  

・ 利用者負担 藤島町と同じ  

 ・ 事業実績  平成14 年度(12 月現在) 交付者数12 名 支出総額約100,000 円 

5, 事業期間   鶴岡市と同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1, 事業通称  

   移送サービス事業 
2, 目的   
    鶴岡市と同じ 
3, 対象者   

鶴岡市と同じ  
4, 事業概要 
① 実施内容  鶴岡市と同じ 
② 実施方法  町の移送用車輌を利用して、事業は温海町社会福祉協議会に委 

          託。 
③ 利用者負担  燃料費実費 
④ 事業実績  平成13 年度利用件数163 件 支出総額326,000 円 

5, 事業期間   鶴岡市と同じ 
 
 
 

業務の形態 
窓口部門・  管理部門・施策部門 

負 担 割 合 
(国・県・その他) 

鶴岡市と同じ  鶴岡市と同じ 

1３年度決算額 なし  524千円  (国262千円 県:131千円、町:131千円) 

１４年度予算額 予算額 1,080千円 (国:540千円、県:270千円、町:270千円)  400千円  (国200千円 県:100千円、町:100千円) 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 介護予防生活支援 細項目 高齢者福祉タクシー

の助成 

管理番号 ０３３ － ０２６ －     合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 
 

調整方針 
 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       
該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくださ

い。 

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

具体的な調整内容 

事 務 事 業 名  高齢者福祉タクシー利用助成事業      

根 拠 法 令 等  
藤島町高齢者福祉ﾀｸｼｰ利用助成事業補助金交付規

程      

事 業 主 体  藤島町      

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（３年） 
□ 従来通り行うもの 
(内容) 

 
 ＜継続検討の方向性＞ 

 ３年以内に事業廃止する。 

 ただし、旧町村区域の交通基盤整備等高齢者の移動支援策に

ついて検討を行なう。 

業務上の課題 
 
 ・藤島町のみが実施している。 事 業 概 要 

  

1.事業通称  

   高齢者福祉タクシー利用助成事業 

 

2.目的   

    75 歳以上の後期高齢者を対象に、高齢者がタクシーを利用し積

極的な社会 参加と生活圏の拡大を図ることを支援する。 

 

3.対象者  

    町内に住所を有しかつ居住している 75 歳以上の高齢者で、藤

島町心身障害者福祉タクシー利用補助金又は藤島町高齢者通院

支援サービス事業補助金の交付を受けていない者。 

 

4.事業概要 

 ①実施内容 対象者の申請にもとづきタクシー券を発行する。 

        （一年度12 枚×基本料金相当額） 

 ②実施方法 利用者が降車の際に運転手にタクシー券をわたす。協

力企業（7 社）が前月分の請求を幹事会社に依頼し、幹

事会社が町に請求する。 

         協力企業；㈱ハイヤーセンター、庄内交通観光バス・ハ

イヤー㈱、大和交通㈱、出羽ハイヤー㈱、羽黒タクシ

ー㈱、㈲立川タクシー、余目タクシー㈲ 

         幹事会社；㈱ハイヤーセンター  

 ③利用者負担 1 回乗車につきメーター料金から利用券の使用枚数

分の基本料金相当額を差し引いた額を協力企業に

支払う。（おつりはなし） 

 ④事業実績 平成13 年度申請者数 ７２７人   

 

5.事業期間 通年 

 

     

業務の形態 
窓口部門・ 管理部門・施策部門 

負 担 割 合 
(国・県・その他) 

 町単10/10      

1３年度決算額  ４，０４０千円      

１４年度予算額  5，250 千円      

備考 

 



庄内南部地区合併協議会 
69 

                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 家族介護支援 細項目 
寝たきり老人紙お

むつ支給 

管理番号 ０３３ － ０４１ － ００１ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 寝たきり老人等紙おむつ支給事業 高齢者おむつ支給事業 紙おむつ支給事業 老人紙おむつ支給 

根 拠 法 令 等 鶴岡市寝たきり老人等に対する紙おむつ支給事業実施要綱 藤島町高齢者おむつ支給事業補助金交付規程 羽黒町在宅福祉サービス利用登録事業実施要綱 
櫛引町寝たきり老人等重度心身障害者紙おむつ支給事業実施

要綱 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

1．事業通称：鶴岡市寝たきり老人等に対する紙おむつ支給事業 

 

2．目的：在宅等で常時失禁状態の寝たきり老人等を介護している家族等に対し紙お

むつの支給を行い、介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図る。 

 

3．対象者：６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）で常時失禁状態の高齢者で、

その生計中心者の前年の所得税額が１２万円未満の者 

 

4．事業概要： 

①給付内容 

・所得税非課税で要介護４、５に相当する者：月額8,000 円以内の相当枚数  

・所得税額１２万円未満（課税）で上記  以外の者：月額4,000 円以内の相当枚数 

 ＊内、補助金の対象者は、要介護４、５に相当する在宅高齢者で市民税非課税

世帯に属するものを介護している家族 

 

②実施方法：業者と単価契約した３０種類の紙おむつ（パット・平おむつ・はくパン

ツ含）の中から選択し、月末から翌月５日までに各契約業者が自宅等に配達。 

 

 

③利用者負担：無し 

 

④事業実績： ・１３年度延支給者数    5,901 人  (１ヶ月平均支給者数  492 人) 

 ・１３年度総支給額   29,798,556 円  (１ヶ月平均支給額   2,483,213 円) 

 

 

5．事業期間 

通年 

1.事業通称：高齢者おむつ支給事業 

 

2．目的 

  「鶴岡市に同じ」 

 

3. 対象者：６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）でおおむね 3 ヶ月以上常時

臥床している寝たきり老人又は痴呆性老人で、常時失禁状態にある者 

 

4. 事業概要： 

① 給付内容 

・月額９，０００円以内の相当枚数 

 

 

 

 

② 実施方法：業者と単価契約した２８種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の中

から選択し、毎月上旬契約業者が自宅等に配達。 

 

 

③ 利用者負担：無し 

 

④ 事業実績：・１３年度延支給者数 1,101 人 (1 ヶ月平均し九社数 91 人) 

・１３年度総支給額 9,431,706 円 (1 ヶ月平均支給額 785,975 円) 

 

 

5．事業期間 

    「鶴岡市に同じ」 

1．事業通称： 羽黒町紙おむつ支給事業 

 

2．目的 

  「鶴岡市に同じ」 

 

3．対象者：６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）で常時失禁状態の高齢者 

 

 

 

4．事業概要： 

 ①給付内容 

 ・町民税非課税で要介護４、５に相当する者   月額８，３３３円以内の相当枚数 

 ・要介護認定非該当                 月額６，０００円以内の相当枚数 

 

 

 ②実施方法：業者と単価契約した１８種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の中か

ら選択し、20 日頃に各契約業者が自宅等に配達。 

 

 

 ③利用者負担：無し（要介護認定非該当部分は給付金額の１割） 

 

 ④事業実績： 

 ・１３年度延支給者数   ６０人 (１ヶ月平均支給者数 ５人) 

・１３年度総支給額４２４，１４５円 (１ヶ月平均支給額７，０６９円) 

5．事業期間 

    「鶴岡市に同じ」 

1． 事業通称：櫛引町寝たきり老人等重度心身障害者紙おむつ支給事業 

 

2． 目的 

「鶴岡市に同じ」 

 

3． 対象者：６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）で3ヶ月以上継続して常時

失禁状態の高齢者。3 ヶ月以上継続して常時失禁状態の重度障害者(身障 1､2

級で寝たきり)・重度心身障害者 

 

4．事業概要： 

 ①給付内容；下記限度額内の必要枚数 

・要介護４、５ 月額 7,500 円  

・要介護３      6,500 円 

 ・要介護２以下    5,500 円（未申請含む） 

  

① 実施方法： 

業者と単価契約した４種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の中から選択し、

月の中旬までに指定契約業者が自宅に配達。 

 

 ③利用者負担：無し 

 

 ④事業実績： 

 ・１３年度延支給者数    1,091 人 (１ヶ月平均支給者数 ９１人) 

  ・１３年度総支給額  5,758 千円 (１ヶ月平均支給額 479,833 円) 

 

5．事業期間 

    「鶴岡市に同じ」 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

国１／２、 県１／４、 市１／４ 
※補助金の名称 在宅福祉事業費補助金｛介護予防・地域支え合い事業（家族介

護支援事業費）｝・対象者は４－①＊に記載 
「鶴岡市に同じ」 「鶴岡市に同じ」 町単独 

1３年度決算額 
３０，７１３千円 
国3，560千円、県1，780千円、市25，371千円（国、県分は４－①＊対象分の

み） 
９，４３２千円 ４２４千円 ５，７５８千円 

１４年度予算額 
３２，２６７千円 
国3，286千円、県1，643千円、市27，338千円（国、県分は４－①＊の対象分

のみ） 
１０，８００千円 

６９５千円 
 

６，０００千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 家族介護支援 細項目 
寝たきり老人紙お

むつ支給 

管理番号 ０３３ － ０４１ －００２ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 おむつ支給事業 紙おむつ支給事業 寝たきり老人等紙おむつ支給事業 

根 拠 法 令 等 三川町おむつ支給事業実施規則 朝日村紙おむつ支給事業実施要綱 温海町家族介護者支援事業実施要綱 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（１年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容)  
介護保険事業の横出し「市町村特別給付（０３３－２３５）」

で事業を行なう 

 基準は鶴岡市の例を基本に、次期介護保険事業計画で検

討する。 

 結果として 
・藤島、羽黒、櫛引、三川、温海での給付対象者がせば

まる。 
・朝日での対象者が広がる。 
・藤島、羽黒、櫛引での給付金額が下がる。 
・温海での給付金額が上がる。 

業務上の課題 
・給付基準が異なる。 
○所得要件 

   鶴岡市は、所得税12万円未満を対象としている。 
  朝日村は、所得税８万円以下を対象としている。 
  他は、所得要件がない。 
○対象者年齢 

 櫛引、三川、朝日は、65歳未満の身体障害者等も対象

としている。 
・給付内容が各市町村ごと異なる。 
   月額2800円～9000円 

事 業 概 要 

1.事業通称：紙おむつ支給事業 

 

2．目的 

   「鶴岡市に同じ」 

 

3．対象者：①６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）で常時失禁状態になって

から３ケ月以上経過した高齢者 

②身体障害者手帳又は療育手帳を所持し、常時利用して概ね 3 ヶ月以上経過し、

日常生活において常に他人の介助を必要とする 65 歳未満の障害者 

 

4．事業概要： 

①給付内容 

  同一世帯の主たる扶養義務者の所得税が 5 万円以下の世帯 月額８，０００円以

内の相当枚数 

  5 万円以上の世帯 月額４，０００円以内の相当枚数 

 

②実施方法： 

 業者と単価契約した１８種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の中から選択し、翌

月５日ごろに契約業者が自宅等に配達。 

 

③利用者負担：無し 

 

④事業実績： 

１３年度延支給者数    1,291 人  (１ヶ月平均支給者数 １０８人) 

１３年度総支給額 6,395,882 円  (１ヶ月平均支給額 532,990 円) 

 

 

5．事業期間 

      「鶴岡市に同じ」 

1．事業通称：紙おむつ支給事業 

 

2．目的 

   「鶴岡市に同じ」 

 

3．対象者：本村に住所を有し、常時失禁の状態にある者で、生計中心者の所得税が

８万円以下の世帯に属するねたきり老人、痴呆性老人及びねたきり身体障害者

で１級及び２級身体障害者手帳所持者を介護する家族とする。 

 

 

4．事業概要： 

①給付内容 

・所得税非課税世帯 月額８，０００円以内の相当枚数 

・所得税額８万円以下の課税世帯 月額４，０００円以内の相当枚数 

 

 

②実施方法：業者と単価契約した１３種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の中から

選択し、月末から翌月５日までに各契約業者が自宅等に配達。 

 

 

③利用者負担：無し 

 

④事業実績： 

・1３年度延支給者数（老人） ２４１人(１ヶ月平均支給者数 ２０人) 

            （身障）１３人（  〃  １１人） 

・1３年度総支給額（老人）1,430,327 円(１ヶ月平均支給額 119,193 円) 

          （身障）  979,554 円 (１ヶ月平均支給額81,629 円 

 

5．事業期間 

      「鶴岡市に同じ」 

1．事業通称：寝たきり老人等おむつ支給事業 

 

2．目的 

「鶴岡市に同じ」 

 

3．対象者：６５歳以上の在宅（一般病院に入院中含む）で常時失禁状態の高齢者 

 

 

 

 

4．事業概要： 

 ①給付内容 

 ・町民税非課税で介護度４，５相当  月額７，５００円以内の相当枚数 

 ・所得税非課税              月額５，６００円以内の相当枚数 

 ・所得税課税   月額２，８００円以内の相当枚数 

 

② 実施方法：業者と単価契約した３２種類の紙おむつ（パット・平おむつ含）の

中から選択し、毎月契約業者が自宅等に配達。 

 

 

 ③利用者負担：無し 

 

 ④事業実績： 

 ・１３年度延支給者数   1,994 人 (１ヶ月平均支給者数 １６６人) 

 ・１３年度総支給額  8,403 千円 (１ヶ月平均支給額 ７０１千円) 

 

 

 

5．事業期間 

      「鶴岡市に同じ」 

 業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
全額町費 「鶴岡市に同じ」 「鶴岡市に同じ」 

1３年度決算額 ６，３９６千円 ２,４１０千円 
 ８，４０３千円 

（国561千円、県280千円、町7，562千円） 

１４年度予算額 ６，１８２千円 ２,８００千円 
 ９，３４８千円 

（国810千円、県405千円、町8，133千円 

備考 
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                                                                                                             様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 家族介護支援 細項目 
寝たきり老人等介

護者激励金支給 

管理番号 ０３３ － ０４８ － ００１ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくださ

い。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名  
寝たきり老人介護者激励金支給事業 

介護者激励金支給事業 
寝たきり等老人介護手当支給事業 

根 拠 法 令 等  
寝たきり老人介護者激励金支給事業実施要綱 

羽黒町介護者激励金支給事業条例 
櫛引町重度心身障害者等介護手当支給条例 

事 業 主 体  藤島町  櫛引町 

事 業 概 要 

 １．事業通称 

寝たきり老人介護者激励金支給事業 

 

２．目的 

  ねたきり老人や痴呆性老人を介護している方に対して、その労をねぎらい激励

するために激励金を支給する。 

 

３．対象者 

  在宅で 6 ヶ月を超える期間継続して、ねたきり老人又は痴呆性老人を介護してい

る方。 

次の日常生活の状況の全部が｢一部介助以上｣である 

①着脱衣②食事③入浴④排泄 

 

４．事業概要 

①実施内容 

年額50,000 円 

②実施方法 

年２回（9 月又は3 月支給） 

③支給実績 

13 年度 59 人（県委託分45 名・町単独分14 名） 

 

 

 

 

 

 

５．事業時期 

9 月又は 3 月支給 

 

1．事業通称 

 介護者激励金支給事業 

 

2．目的 

 在宅において寝たきり者等を介護している者に対して激励金を支給し、精神的

及び経済的な負担を軽減することにより、福祉の増進を図る。 

 

3．対象者 

 在宅において６ヶ月を超える期間継続して寝たきり者等を介護している同一世

帯の者 

 

 

 

4．事業概要 

①給付内容 

50,000 円（年一回） ※１５年より３０，０００  

②実施方法 

９月及び３月に支給 

③利用者負担 

無し 

④事業実績 

・13 年度延支給者数 

   50 人 

・13 年度総支給額 

   2,500,000 円 

 

5．事業期間 

 通年 

１．事業通称 

  

 

２．目的   

在宅の高齢者を長期にわたり介護している家族の労をねぎらうために激励金

を支給し、福祉の向上を図る。 

 

３．対象者   

在宅で日常生活全般に介護を要する65 歳以上の高齢者を介護している者 

 

 

 

 

４．事業概要 

 ①実施内容 

   生活の全てにおいて介護を要する高齢者を在宅で３ヵ月以上継続して介護して

いる者に月額5,000 円を年２回に分けて支給する。 

 ②実施方法 

   申請→調査→決定→本人通知→民生委員を通じて支給 

 ③事業実績 

   13 年度 件数８４件、支給金額 60,000 円（町 20,000 円、県 40,000 円）・事務費

2,700 円 

 

 

 

 

５．事業期間  

10 月と翌年の４月が支給時期 

 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 

１４年度から全額町費 町単独 町単独 

1３年度決算額  
2,950 千円 

250 千円 
4,665 千円 

１４年度予算額  3,650 千円 
350 千円 

5,220 千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 家族介護支援 細項目 
寝たきり老人等介

護者激励金支給 

管理番号 ０３３ － ０４８ － ００２ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくださ

い。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 
介護人手当支給事業 重度心身障害(児)者等介護手当支給事業 寝たきり老人等介護者激励事業 

根 拠 法 令 等 
三川町介護人手当支給条例 朝日村重度心身障害（児）者介護手当支給規則 温海町家族介護者支援事業実施要綱 

事 業 主 体 
三川町 朝日村 温海町 

□合併まで調整するもの 

■経過措置が必要なもの（５年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

 三川、朝日、藤島、羽黒、櫛引で事業を段階的に廃止する 

業務上の課題 
 

 ・鶴岡市、温海町が実施していない。 

 

事 業 概 要 

１．事業通称  

 

２．目的 

  居宅においてねたきり者等を介護している介護人に対し手当を支給し、精神的及

び経済的負担を軽減する。 

 

 

３．対象者 

  居宅において 6 ヶ月以上継続して下記ねたきり者等を介護している者で同一世

帯の者 

  ①身体障害者手帳を所持する者で、その障害の原因が脊髄損傷による者 

  ②身体障害者手帳1級、若しくは2級所持者又は療育手帳を所持する満20歳以

上 65 歳未満で当該障害により居宅において日常生活の全てについて全面

介護を必要と認められる者 

  ③居宅において、日常生活のすべてについて介護を必要とする満 65 歳以上の

者 

  ④居宅において知能能力の衰退等精神活動の低下が持続的に認められ、日常

生活における問題行動がみられ、介護を必要とする満65 歳以上のもの 

 

４．事業概要 

①実施内容  

支給月額７，０００円を４～９月分と１０～３月分に分け支給（ただし、入院等期

間が月の１／２以上の場合は支給対象期間から除く。） 

②利用実績 

  平成13 年度支給者数 ４０人 支給延月数３９９月 

 

 

 

5.事業期間 ：通年 

 

１． 事業通称 

 

２．目的 

朝日村に在住する重度心身障害（児）者を介護している者に介護手当を支給

することにより、障害（児）者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 

３．．対象者   

  次に掲げる者を介護している者（現に日常生活の全てにおいて介護を必要とす

る障害児（者）を介護し生計を共にする者） 

①身体障害者程度等級１級、２級又は国民年金法別表に該当する障害のある

もの又はこれと同等と認められる者 

②知能指数がおおむね３５以下の精神障害児（者） 

③６ヶ月を超える期間継続して重度の痴呆状態にあると認められる者 

④６ヶ月を超える期間継続してねたきり状態のもの 

 

 

 

４．事業概要 

 ① 実施内容 

   障害（児）者１人につき 

月額４,０００円 

 ② 実施方法 

   申請により審査し現金支給（半期ごと）  

 ③ 事業実績 

   件数42 件（県激励金該当者上乗せ分含む） 

支給金額６０４，０００円 

 

５．事業期間 ：９月と翌年の３月が介護手当支給時期 

1. 事業通称 

寝たきり老人等介護者激励金  （１４年度で終了） 

 

２．目的 

  長期にわたり介護している家族を労うために激励金支給することで、高齢者を介

護している家族の精神的経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者の在宅生

活の維持・向上を図る。 

 

２． 対象者 

  在宅で常時寝たきり（身障 3 級以上相当）又は痴呆による問題行動が３項目以上

ある高齢者を介護している家族 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業概要 

①実施内容 

激励金年額26，000 円支給 

② 実施方法  

民生委員及び在宅介護支援センター調査による対象者選定 

→激励金の口座振込み 

③ 支給実績  13 年度75 人  

 

５．事業時期 

7 月及び２月 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

町単 村 １００％  一般財源 

1３年度決算額 町２，７９３千円 ６０４千円 ４，２１２千円（県委託料有2,325 千円） 

１４年度予算額 町３，３６０千円 １,９４４千円 ２，３４０千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 介護関連対策 細項目 
低所得者利用者負

担減免 

管理番号 033 － 068 － ００１ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○  ○ 

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 

根 拠 法 令 等 鶴岡市介護サービス利用者負担減免事業費補助金交付要綱 藤島町社会福祉法人等利用者負担減免事業補助金交付規定 羽黒町介護サービス利用者負担減免事業費補助金交付要綱（未整備） 介護サービスに係る利用者負担減免措置補助金交付要綱 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 業 概 要 

1.事業通称 

  社会福祉法人等による利用者負担減免事業 

 

2.目的 

  低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う事

業者が利用者負担を減免することにより、介護保険サービスの利用促進を図る 

 

3.対象者 

  市民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)に属する者 

 

 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

県の補助対象事業(社会福祉法人が行う訪問介護、通所介護、短期入所生活

介護及び介護老人福祉施設における施設サービス)に加え訪問入浴介護も対

象サービスとし、さらに社会福祉法人以外の事業所が行う同様のサービスに

ついても減免対象とし鶴岡市介護サービス利用者負担減免事業として実施す

る。 

②実施方法 

申請により減免確認証を交付した者の利用者負担(1 割分)についてサービス

事業者が 1/2 にして請求し、差額の 1/2 を補助金として交付する(残りの 1/2

は事業者負担) 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数 893 人 

 

5.事業期間 

  通年 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

3.対象者 

  町民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含まない)に属する者であって、年間の

収入金額が老齢福祉年金相当額以下 

 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

県の補助対象事業(社会福祉法人が行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介

護及び介護老人福祉施設における施設サービス) 

 

 

 

②実施方法 

申請により減免確認証を交付した者の利用者負担(1 割分)についてサービス事

業者が1/2にして請求し、差額の1/2を補助金として交付する(残りの1/2は事

業者負担) 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数 15 人 

 

5.事業期間 

  鶴岡市と同じ 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

3.対象者 

藤島町と同じ 

 

 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

藤島町と同じ 

 

 

 

 

②実施方法 

藤島町と同じ 

 

 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数 8 人 

 

5.事業期間 

  通年 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

3.対象者 

  町民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)に属する者で年間収入が 412,000

円以下の者 

 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

藤島町と同じ 

 

 

 

 

②実施方法 

藤島町と同じ 

 

 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数 11 人 

 

5.事業期間 

  通年 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
県補助対象分     国1/2 県1/4 市1/4 

県補助対象分以外  市 1/2 事業者 1/2 
国1/2 県1/4 町1/4 国1/2 県1/4 町1/4 国1/2 県1/4 町1/4 

1３年度決算額 国3,218 千円 県1,609 千円 市1,609+1,973=3,582 千円 国0 千円 県0 千円 町0 千円 193 千円 ２８３千円 

１４年度予算額 国3,164 千円 県1,582 千円 市1,582+2,239=3,821 千円 国500 千円 県 千円 町500 千円 252 千円 ３７５千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 高齢者福祉 小項目 介護関連対策 細項目 
低所得者利用者負

担減免 

管理番号 033 － 068 － ００２ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 社会福祉法人等による利用者負担減免事務 社会福祉法人等による利用者負担減免事業 

根 拠 法 令 等 三川町社会福祉法人等利用者負担減免補助金交付規定 
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額減免

措置事業実施要綱 

温海町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者

負担減免措置実施要綱 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（５年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

 

鶴岡市の例を基本に調整する 

 結果として 

 ・鶴岡市以外での減免対象者数が増加する 
 ・鶴岡市以外での減免対象サービスが拡大する 

 

 家族介護手当（「寝たきり老人等介護者激励金支給（０３

３－０４８）」）の廃止に合わせて実施 

 

業務上の課題 
 
・鶴岡市のみ保険料第２段階まで実施 
・鶴岡市のみ社会福祉法人以外まで実施 
・鶴岡市のみ訪問入浴まで拡大 

事 業 概 要 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

 

3.対象者 

  藤島町と同じ 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

櫛引町と同じ 

 

 

 

②実施方法 

藤島町と同じ 

 

 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数 １１人 

 

5.事業期間 

  通年 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

 

3.対象者 

  藤島町と同じ 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

藤島町と同じ 

 

 

 

②実施方法 

藤島町と同じ 

 

 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度 実績なし 

 

5.事業期間 

  通年 

1.事業通称 

  鶴岡市と同じ 

 

2.目的 

  鶴岡市と同じ 

 

 

 

3.対象者 

 藤島町と同じ 

 

 

4.事業概要 

①実施内容 

藤島町と同じ 

 

 

 

②実施方法 

藤島町と同じ 

 

 

③利用者負担 

無し(減免事業のため) 

④事業実績 

平成13 年度申請者数27 人 

 

5.事業期間 

  通年 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
県補助対象分 国1/2 県1/4 町1/4 

県補助対象分 国1/2、県1/4、村1/4 

県補助対象以外  全額村負担 

介護保険事業費補助金 

 国1/2 県1/4 町1/4 

1３年度決算額 国２４６千円 県１２３千円 町２１５千円 なし 国185 千円 県92 千円 町93=370 千円 

１４年度予算額 国６００千円 県３００千円 町３００千円 なし 国338 千円 県169 千円 町170=677 千円 

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 介護保険 小項目 保険料 細項目 
介護保険料

賦課・更正 

管理番号         ０３３   －   ２１０  －  ００１ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 
 

調整方針 
 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

      〇 

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 介護保険料賦課・更正事務 介護保険料賦課・更正事務 介護保険料賦課・更正事務 保険料賦課更正事務 

根 拠 法 令 等 鶴岡市介護保険規則 第２６～２８条 藤島町介護保険条例 第９・１２条 羽黒町介護保険条例 第１１～１４条 櫛引町介護保険規則 第５９～６２条 

事 業 主 体 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 

 

１．事業通称 介護保険料賦課・更正事務 

 

２．目 的  介護保険事業に要する費用について、公平に負担を求める 

     （介護保険法第４条２項） 

 

３．対象者  鶴岡市介護保険第１号被保険者 ２３，５００人 

 

４．事業概要 

 月１回、６５歳到達者、転入等の住民異動、住民税所得更正等に合わせ、

賦課計算をおこなう 

 納期は、８期（７月～翌年２月：納期は各月１６日～末日／特徴分を除き、

仮算定処理はしていない） 

  平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額 40,236 円で積算中／割合は

不変） 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 

 
３．対象者  藤島町介護保険第１号被保険者 ３，５８６人   
 
４．事業概要  

 月１回、６５歳到達者、転入等の住民異動、住民税所得更正等に合わせ、

賦課計算をおこなう  
 納期は、８期（７月～翌年２月：納期は各月１６日～２５日／特徴分を除

き、仮算定処理はしていない） 
 平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額35,760円で積算中／割合

は不変） 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 

 
３．対象者  羽黒町介護保険第１号被保険者 ２，６００人 
 
４．事業概要 

 鶴岡市と同じ 

 
 
 

 平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額37,200円で積算中／割合

は不変） 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 
 
３．対象者  櫛引町介護保険第１号被保険者 ２，２００人 
 
４．事業概要 
   鶴岡市と同じ 

 
 
 
   平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額 39,360 円で積算中／割合

は不変） 

段 階 １ ２ ３ ４ ５ 段 階 １ ２ ３ ４ ５ 段 階 １ ２ ３ ４ ５ 段 階 １ ２ ３ ４ ５ 
基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

 

金額：円 33,024 16,500 24,800 33,000 41,300 49,500 

  

金額：円 30,960 15,480 23,220 30,960 38,700 46,440 

 

金額：円 33,120 16,560 24,840 33,120 41,400 49,680 

 

金額：円 30,960 15,480 23,220 30,960 38,700 46,440 

 

事 業 概 要 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１００円単位を四捨五入 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１００円単位を

切り捨て 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第３段階を適用 

 
 
５．事業期間 年次 

 毎月１５日通知書発送：当該日が休日の場合は、その直前の開庁日） 
 
６．その他  

  年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月７日頃）時点で、６５歳に

到達している者が対象 
    決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封して

いる 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１０円単位 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１円単位を切り

捨て 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に単身世帯は第２

段階、課税世帯は第３段階を適用 
 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 
 

 

６．その他  
 年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月２日頃）時点で、６５歳に到

達している者が対象 
   決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封してい

る 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１０円単位 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１０円単位を切

り捨て（実質１０円単位までしか発生しない） 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第３段階を適用 

 
 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 
 
 
６．その他  

 年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月初め頃）時点で、６５歳に到

達している者が対象 
 決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封してい

る 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１０円単位 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１円単位を切り

捨て（実質１０円単位までしか発生しない） 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第２段階を適用 

 
 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 
 
 
６．その他  

 年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月３日頃）時点で、６５歳に

到達している者が対象 
   決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封してい

る 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市町村単独 鶴岡市に同じ 鶴岡市に同じ 鶴岡市に同じ 

1３年度決算額 歳入 ５７２，１３７千円 歳入 ７３，４６０千円 歳入 ６３，５９１千円 歳入 ５０，１７４千円 

１４年度予算額 歳入 ７８１，２５７千円 歳入 ９９，０１５千円 歳入 ８５，２８４千円 歳入 ６８，１３８千円 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 健康福祉専門部会 分 科 会 名  高齢者福祉分科会 大項目 健康福祉 中項目 介護保険 小項目 保険料 細項目 
介護保険料

賦課・更正 

管理番号         ０３３   －   ２１０  －  ００２ 合併協定項目  ランク Ａ 

課題・問題点 

 

調整方針 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 介護保険料賦課・更正事務 介護保険料賦課・更正事務 介護保険料賦課・更正事務 

根 拠 法 令 等 三川町介護保険施行規則 第２７～２８条 鶴岡市介護保険規則 第２６～２８条 温海町介護保険条例施行規則 第５８～６８条 

事 業 主 体 三川町 朝日村 温海町 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの（１年） 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 
保険料は、合併市の介護保険事業計画により、１８年度で統一

する 

 事務的なものについては、鶴岡市の例を基本に、合併まで

に調整する。 

 結果として 
 ・温海町の納期が８期になる。 

・藤島、羽黒、櫛引、三川町の保険料の端数処理が 100

円単位になる。 
・櫛引町、朝日村の暫定賦課の保険料段階が第３段階に

上がる。 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 
 
３．対象者  三川町介護保険第１号被保険者 ２，１５０人 
 
４．事業概要 

 鶴岡市と同じ 

 

 

 
   平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額 35,520 円で積算中／割合

は不変） 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 
 
３．対象者  朝日村介護保険第１号被保険者 １，８００人 
 
４．事業概要 

 鶴岡市と同じ 

 

 

 
   平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額 39,072円で積算中／割合

は不変 

 
１．事業通称 鶴岡市と同じ 
 
２．目 的  鶴岡市と同じ 
 
 
３．対象者  温海町介護保険第１号被保険者 ３，３００人 
 
４．事業概要 

 月１回、６５歳到達者、転入等の住民異動、住民税所得更正等に合わせ、

賦課計算をおこなう 
 納期は、10 期（６月～翌年３月：納期は各月１６日～末日／特徴分を除

き、仮算定処理はしていない） 
   平成１４年度介護保険料（１５年度は、基準額 37,500 円で積算中／割合

は不変） 
段 階 １ ２ ３ ４ ５ 段 階 １ ２ ３ ４ ５ 段 階 １ ２ ３ ４ ５ 
基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

基準額 

との割合 

基準額 
２／４ ３／４ ４／４ ５／４ ６／４ 

 

金額：円 32,280 16,140 24,210 32,280 40,350 48,420 

  

金額：円 29,600 14,800 22,200 29,600 37,000 44,400 

  

金額：円 32,700 16,400 24,500 32,700 40,900 49,100 

 

業務上の課題 
・事務処理システムが異なる。 
・温海町の納期が異なる（６～３月の１０期）。 
 他は７～２月の８期。 
・保険料の基準額が異なる。 
 ４０，２３６円（鶴岡市） 
  ～３５，５２０円（三川町） 

・保険料決定額の端数処理が異なる。 
 １００円単位 鶴岡市、朝日村、温海町 
  １０円単位 藤島町、羽黒町、櫛引町、 

        三川町 
・暫定賦課の際の保険料段階が違う。 

 第３段階：鶴岡市、藤島町、羽黒町、三川町、温海町 
 第２段階：櫛引町、朝日村 

事 業 概 要 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１０円単位 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１円単位を切り

捨て 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第３段階を適用 

 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 

 
 
６．その他 

 年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月７日頃）時点で、６５歳に到

達している者が対象 

 決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封してい

る 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１００円単位を四捨五入 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１００円単位を

切り捨て 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第２段階を適用 

 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 

 
 
６．その他  

 年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月１０日頃まで）時点で、６５

歳に到達している者が対象 
 決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封している 

※各段階の保険料決定は、基準額から積算し、１００円単位を四捨五入 
※年度内に異動があった場合は、各段階別保険料から積算し、１００円単位を

四捨五入 
※所得情報不明により保険料を決定できない場合は、暫定的に第３段階を適用 

 
５．事業期間 鶴岡市と同じ 

 
 
６．その他  
   年齢到達賦課については、賦課計算日（毎月 11 日頃）時点で、６５歳に

到達している者が対象 
 決定通知書の他、各パターン（還付、更正通知等）別に添書を同封してい

る 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
鶴岡市に同じ 鶴岡市に同じ 鶴岡市に同じ 

1３年度決算額 歳入 ５０，４４０千円 歳入  ３７，４５７千円 歳入 ７７，４０２千円 

１４年度予算額 歳入 ６５，９３０千円 歳入  ４９，１６０千円 歳入１０３，７５０千円 

備考 



（別紙１）

管理番号３４－０１２事務事業名 認可保育所施設一覧
15.10.31現在

一時 支援 休日 障害 給食
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 受託 保育 ｾﾝﾀｰ 保育 受入 委託

鶴岡市 東部 鶴岡市 鶴岡市 S30.8.10 120 ３ヶ月 7:30̃18:30 10 16 25 28 30 28 137 1 1
西部 鶴岡市 鶴岡市 S52.4.1 100 ３ヶ月 7:30̃18:30 10 9 17 24 24 28 112 1
南部 鶴岡市 鶴岡市 S48.4.1 120 ３ヶ月 7:30̃18:30 11 17 19 28 30 31 136 1
北部 鶴岡市 鶴岡市 S41.4.1 80 ３ヶ月 7:30̃18:30 6 13 15 20 20 23 97 1
かたばみ 鶴岡市 鶴岡市 S23.6.30 100 ３ヶ月 7:30̃18:30 12 13 20 26 23 25 119 1 1
由良 鶴岡市 鶴岡市 S42.4.1 45 １歳 7:45̃18:30 1 3 7 11 11 33
道形 鶴岡市 (福)道形保育会 S50.1.1 90 ２ヶ月 7:30̃18:30 12 17 17 17 17 22 102 1
荘内教会 (福)地の塩会 (福)地の塩会 S23.11.30 60 ２ヶ月 7:30̃18:50 7 10 12 17 14 15 75 1
常念寺 (福)和順会 (福)和順会 S28.2.9 120 ２ヶ月 7:00̃19:00 13 15 22 25 39 30 144
新形 (福)新形愛育会 (福)新形愛育会 S52.6.1 60 10ヶ月 7:30̃18:30 3 9 11 18 16 15 72
大山 (福)大山仏教慈善団 (福)大山仏教慈善団 S23.8.17 150 ２ヶ月 7:30̃19:00 14 21 17 45 73 17 187 2 1
立正 (福)立正会 (福)立正会 S25.6.21 70 ２ヶ月 7:00̃19:00 8 10 18 15 15 17 83 1 1
栄 (福)栄保育会 (福)栄保育会 S44.1.1 45 ５ヶ月 7:30̃18:00 2 6 4 11 16 15 54 1 1
大泉 (福)大泉保育会 (福)大泉保育会 S48.10.1 90 ６ヵ月 7:45̃18:00 1 7 17 23 31 28 107 1 1
湯田川 (福)湯田川保育会 (福)湯田川保育会 S49.4.1 45 ２ヶ月 7:30̃18:30 4 7 4 9 13 10 47 1
民田 (福)民田保育会 (福)民田保育会 S53.4.1 30 ６ヵ月 7:30̃18:00 1 7 4 8 12 5 37
小堅 (福)小堅保育会 (福)小堅保育会 S56.4.1 45 ６ヵ月 7:30̃18:45 1 2 9 18 16 46 1 1
上郷 (福)上郷保育会 (福)上郷保育会 S57.4.1 60 ２ヶ月 7:45̃18:00 1 3 10 11 19 26 70
田川 (福)田川保育会 (福)田川保育会 S58.4.1 30 ６ヵ月 7:00̃19:00 1 4 4 9 7 4 29
三瀬 (福)三瀬保育会 (福)三瀬保育会 S61.4.1 60 ２ヶ月 7:30̃18:30 1 1 7 12 12 21 54 1
黄金 (福)黄金保育会 (福)黄金保育会 S62.4.1 60 ６ヵ月 7:30̃18:00 1 6 10 19 11 22 69
ひばり (福)湯野浜松並保育会 (福)湯野浜松並保育会 H9.4.1 90 ６ヵ月 7:30̃19:00 5 11 17 25 24 21 103 2
ほなみ (福)京田保育会 (福)京田保育会 H11.4.1 80 ６ヵ月 7:15̃18:45 5 13 7 24 16 24 89
ちとせ 羽生充 羽生充 H14.4.1 45 ５ヶ月 7:30̃18:30 1 8 10 12 11 6 48 1 1

藤島町 藤島 藤島町 藤島町 S46.4.1 120 5～6ヶ月 7:30̃19:00 11 18 17 33 33 27 139 1 1 1
羽黒町 大東 羽黒町 羽黒町 S43.4.1 45 １歳 8:00̃17:00 0 0 4 6 1 0 11 1

貴船 羽黒町 羽黒町 S44.4.1 110 ６ヵ月 7:30̃19:00 6 11 27 32 43 1 120 1 1
いずみ 羽黒町 羽黒町 H9.4.1 90 ６ヵ月 7:30̃19:00 6 8 15 26 21 0 76 2 1

櫛引町 くしびき (福)櫛引町社会福祉協議会 (福)櫛引町社会福祉協議会 H9.4.1 90 ２ヶ月 7:30̃19:15 10 23 12 25 21 21 112 4 1 1 1 1 1
三川町 みかわ 三川町 三川町 H13.4.1 100 ６ヶ月 7:30̃19:00 6 11 21 59 0 0 97 1 1 1
朝日村 本郷 朝日村 朝日村 S49.4.1 45 １歳 7:55̃17:15 1 8 10 11 12 42 3 1

朝日 朝日村 朝日村 S62.4.1 90 ６ヶ月 7:55̃17:15 3 2 8 27 18 25 83 3 1
大泉 朝日村 朝日村 S63.4.1 20 ２歳 7:55̃17:15 2 3 1 9 15 1
大網 朝日村 朝日村 S55.4.1 20 ２歳 7:55̃17:15 3 3 6 12

温海町 五十川 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S36.4.1 20 ３ヶ月 8:00̃16:00 0 2 6 1 5 3 17 1
長徳寺 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S41.1.1 60 ３ヶ月 7:45̃17:30 3 6 7 17 10 13 56 1
鼠ヶ関 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S47.7.11 60 ３ヶ月 7:45̃17:30 2 5 13 8 14 15 57 1 1
早田 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S49.3.26 30 ３ヶ月 8:00̃17:00 0 2 6 9 10 8 35 1 1
小岩川 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S53.3.6 30 ３ヶ月 8:00̃17:30 1 2 7 7 5 4 26 1
かもめ (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S54.3.31 45 ３ヶ月 7:45̃17:30 1 2 13 9 13 8 46 1
山戸 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 S55.3.31 45 ３ヶ月 8:00̃17:00 1 2 6 3 11 12 35 1 1
福栄 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 H7.8.31 45 ３ヶ月 8:00̃17:00 0 2 3 6 10 9 30 1 1

計 42箇所 公設16　民設26 公営15　民営27 2,860 180 321 467 726 732 633 3,059

市町村名 保育所名 設置主体 開設時間
入所児童数(Ｈ15.10.1)

運営主体 開設年月日 定員 最少受入
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 (別紙２) 

管理番号 34－13 事務事業名 認可保育所(公立)管理運営事業 

15.10.31 現在 

項  目 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

保育所数 ６ １ ３  １ ４  

入所児童数 ６３４人 １３９人 ２１４人  ９８人 １５２人  

職員数 ５９人 

園長6 保育42 調理11 

10 人 

園長１・保育８・調理１ 

１７人 

園長3 保育11 調理3 

 8 人 

副園長1 保育5 .調理2 

２１人 

園長４保育１２調理５ 

 

臨時職員数 １２６人 

1 日臨時51 パート 75 

17 人 

1 日臨時12・パート 5 

３１人 

1 日臨時24 パート 7 

 １６人 

嘱託（園長）1 

1 日臨時12、パート 3 

１８人 

１日臨時１３人パ－ト５ 

 

職員の勤務形態 ○平日 

早番7:30～16:15 

(時間外15 分) 

普通8:30～17:00 

遅番9:15～18:45 

(時間外1 時間) 

○土曜日 

早番7:30～12:00 

(時間外1 時間) 

普通8:30～13:00 

(時間外1 時間) 

遅番9:15～18:45 

(時間外5 時間) 

月～土 

①  7：30～16：00 

②  7：45～16：15 

③  8：00～16：30 

④  8：30～17：00 

⑤  9：00～17：30 

⑥  9：15～17：45 

⑦ 10：30～19：00 

○平日 

早番  7:30～16:00 

8:00～16:30 

普通  8:30～17:00 

遅番  9:00～17:30 

9:30～18:00 

9:30～19:00＊ 

 中番  8:45～16:15＊ 

○土曜日 

早番  7:30～16:00 

普通  8:30～17:00 

遅番  9:30～18:00 

     10:30～19:00 

  平日 

早番 7：30～16：15 

普通 8：30～17：15 

遅番 9：30～18：15 

延長10：30～19：15 

 土曜日 

 早番8：00～16：45 

 普通8：30～17：15 

 

 

 

 

平日 

 早番 7：50～16：35 

 普通 8：30～17：15 

            

            

土曜日         

 早番 7：50～12：05 

 普通 8：30～12：45    

    

 

賃 金 1 日臨時 

資格あり 6,090 円/日 

資格なし 5,750 円/日   

パート    765 円/時 

1 日臨時 

資格あり 6,200 円/日 

資格なし 6,100 円/日 

パート    800 円/時 

1 日臨時 

6,400～6,700 円/日 
日額者で資格有り 3,000 円/月加算 

178,800～225,700 円/月  

パート            980 円/時 

 1 日臨時  資格あり 6,600 円／日 

資格なし6,500 円／日 

ただし、資格あり者 2 年目以降 6,900

円を限度に100 円/日ずつ加算。 

パート   資格あり825 円／時 

資格なし812.5 円／時 

１日臨時 

 資格有7,050～6,850 円 

 資格無6,650～6,250 円 

 パ―ト  894 円/時 

 

運営費内訳(14 年度) 

国県補助(運営費) 

保育料 

保育料減額分 

一般財源(ﾙｰﾙ分) 

国県補助(特別保育) 

一般財源超過負担 

計 

 

   １９２，３５２千円 

 １６９，３０４ 

  ３３，７４４ 

  ６４，１１７ 

  １８，９９３ 

 ２４０，０７８ 

 ７２５，５５９ 

 

３７，２５２千円 

３１，８０６ 

１４，１３３ 

１２，４１７ 

８，６６５ 

４１，０６９ 

１４５，３４２ 

 

５３，７５４千円 

５４，４１９ 

２７，３３８ 

１７，９１８ 

 ８，５３７ 

６２，６３０ 

２２４，５９６ 

  

１９,５４６千円 

１６,５４０ 

１６,９７３ 

 ６,５１５ 

 ４,１５３ 

３２,１４２ 

９５,８６９ 

            

３７，２０９千円 

２７，６１０ 

２４，６４６ 

１２，４０３ 

 １，３３４ 

１３７，２５４ 

２３７，６５０ 

 

児童1 人当り年間経費 １，１１６千円  １，０３９千円  １，０５０千円  １，１３１千円        １，５６３千円  



(別紙３)

管理番号 34－29 事務事業名 保育料

15.10.31現在
項　　目 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 計

年齢区分 ３(0,1･2,3以上) ２(3未満,3以上) 3(3未満,3,4以上) ３(0,1･2,3以上) ２(3未満,3以上) ２(3未満,3以上) ２(3未満,3以上)

階層区分 10 7 9 10 17 8 7

保育料最高額 国基準

　　　0歳 58,000円 42,600円 47,000円 55,100円 32,300円 39,700円 40,000円 　階層区分　9

　　　1･2歳 52,000円 42,600円 47,000円 49,400円 32,300円 39,700円 40,000円 　保育料

　　　3歳 36,000円 21,700円 32,600円 34,200円 25,730円 29,000円 37,000円 3歳未満80,000円

　　　4歳以上 36,000円 21,700円 28,500円 34,200円 25,730円 29,000円 37,000円 3歳以上77,000円

14年度保育料徴収額 573,789,250 31,806,710 54,419,100 27,028,598 16,540,582 27,610,590 67,649,550 798,844,380

14年度入所延人員 24,715 1,681 2,570 1,301 1,017 1,657 3,800 36,741

14年度平均保育料 23,216 18,921 21,175 20,775 16,264 16,663 17,803 21,743

14年度国徴収基準額 712,714,540 45,939,850 81,757,100 35,063,440 33,514,080 52,257,210 102,242,200 1,063,488,420

保育料減免額 138,925,290 14,133,140 27,338,000 8,034,842 16,973,498 24,646,620 34,592,650 264,644,040

徴収額／国基準 80.5% 69.2% 66.6% 77.1% 49.4% 52.8% 66.2% 75.1%

３人以上の場合、 ３人以上の場合、 ３人以上の場合、 ３人以上の場合、 ①３人以上の場合 ３人以上の場合、

３人目全額免除。 ３人目全額免除。 ３人目全額免除。 ３人目全額免除。 ３人目全額免除。 ３人目全額免除。

※５階層以上の ※５階層以上の ※５階層以上の ②第3子：3歳以上

逆転規程適用せず 逆転規程適用せず 逆転規程適用せず 全額免除。

財政負担試算

鶴岡の保育料を採用 573,789,250 39,026,096 59,665,120 30,204,016 23,610,672 38,468,912 88,220,800 852,984,866

増減　　　　　 0 7,219,386 5,246,020 3,175,418 7,070,090 10,858,322 20,571,250 54,140,486
三川の保育料を採用 401,964,760 27,339,784 41,798,480 21,159,464 16,540,582 26,949,448 61,803,200 597,555,718

増減　　　　　 -171,824,490 -4,466,926 -12,620,620 -5,869,134 0 -661,142 -5,846,350 -201,288,662
平均の保育料を採用 537,368,032 36,549,288 55,878,448 28,287,105 22,112,211 36,027,466 82,621,830 798,844,380

増減　　　　　 -36,421,218 4,742,578 1,459,348 1,258,507 5,571,629 8,416,876 14,972,280 0

減免規程 国基準
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（別紙４）

管理番号34‐40,41 事務事業名 児童館

15.10.31現在

１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 正 臨時

鶴岡市 中央 鶴岡市 (福)鶴岡市社会福祉協議会 自由来館 制限なし

藤島町 藤島 藤島町 藤島町 自由来館 制限なし

長沼 藤島町 藤島町 集団保育 4・5歳 10 9 19 2 1

東栄 藤島町 藤島町 集団保育 4・5歳 18 14 32 1 1

渡前 藤島町 藤島町 集団保育 4・5歳 12 19 31 2 0

八栄島 藤島町 藤島町 集団保育 4・5歳 10 10 2 0

櫛引町 東部 櫛引町 櫛引町 集団保育 3～5歳 17 15 16 48 1 3

西部 櫛引町 櫛引町 集団保育 3～5歳 23 24 25 72 3 2

南部 櫛引町 櫛引町 集団保育 3～5歳 13 14 6 33 1 3

温海町 温海 温海町 (福)あつみ福祉会 集団保育 1～5歳 1 5 5 6 4 21

福栄 (福)あつみ福祉会 (福)あつみ福祉会 自由来館 制限なし

計 １２施設 公設11　民設1 公営9　民営3 1 11 65 109 103 289

2 19,356千円集団保育 8：30～17：00 2～4歳羽黒町 西部 羽黒町 羽黒町

市町村名 児童館名 設置主体 運営主体
公的経費

9：30～19：00

区分 受入年齢

9：00～17：00

開設時間 利用料(円/月)
職員数

委託

入所児童数(Ｈ15.4.1)

8：30～17：00

8：30～17：00

8：00～17：00

8：00～17：00

8：00～17：00

8：00～17：00

8：30～17：00

6 7 10 23 2歳児  10,900円
3,4歳児10,300円

無料

10,700円

～0円

（４段階）

藤島児童クラブに記入

13,000～14,4008：00～16：00

8：30～17：00

19,057千円21,000円

　　"

　　"

20,019千円

18,673千円

3,107千円無料

21,633千円

13,593千円

(14年度)

委託

委託

２人目

以降
半額
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（別紙５）

管理番号３４－０４２事務事業名 学童保育所

15.10.31現在

１年 ２年 ３年 4年̃ 計 正 臨時

鶴岡市 公的施設(中学校校舎跡地) 21 18 13 25 77

公的専用施設(中央児童館) 22 11 23 20 76

公的施設(高校施設跡地) 14 17 20 21 72

民間施設(運営委員会所有) 15 24 11 24 74

民間施設(施設借上げ) 10 8 11 16 45

民間施設(施設借上げ) 5 9 8 6 28

民間施設(施設借上げ) 20 12 8 6 46

公的施設(高校校舎跡地) 2 5 4 5 16

地区公民館 2 0 2 2 6

藤島町 藤島児童館 19 7 7 33 2 0

羽黒町 公的施設（町立幼稚園） 12 7 3 22 2

櫛引町 櫛引町西部児童館 15 10 4 7 36 兼 1 3

櫛引町東部児童館 6 2 1 1 10 兼 1 2

三川町 三川町児童交流センター 6 3 2 4 15

計 公設 11　民間施設 4 173 142 120 146 581

9,00012：00～18：30

5,338千円

12,000

9,000

9,000 委託

11：50～18：30

委託

委託

委託

5,399千円

5,408千円

櫛引町学童保育所　ポケットクラブ

799千円

9,000

9,000

6,513千円

2,107千円

委託

委託

委託

5,162千円

第五学区学童保育所運営委員会 

第六学区学童保育所運営委員会 

三瀬地区留守家庭児童保育事業運営委員会 

藤島町

第五学区学童保育所運営委員会 

大山学童保育所はらっぱ運営委員会 

第一学区学童保育所運営委員会 

鶴岡市社会福祉協議会

第三学区学童保育の会 

第四学区学童保育所運営委員会 

6,000 600千円委託

2,050千円

第一学区学童保育所　星の子

第二学区学童保育所　やまびこ学園

三瀬学童保育所　子どもクラブ

藤島児童クラブ

第五学区学童保育所虹っ子クラブ朝�

大山学童保育所　はらっぱ

第三学区学童保育所　こどもの家

第四学区学童保育所　太陽の子

第五学区学童保育所虹っ子クラブ切添

第六学区学童保育所　ゆりのき

公営　5　民営 10

押切小学童保育所運営委員会

櫛引町学童保育所　ランドセルクラブ

押切小学童保育所

１５クラブ

羽黒学童保育所

4,630千円

5,900 15年度新設

櫛引町

櫛引町 11：30～19：00

5,900

9,000 3,930千円羽黒町

7,500 14,106千円

委託6,000

委託 5,399千円

9,000 4,620千円

11,200

開所時間
公的経費入所児童数(Ｈ15.5.1)

利用料(円/月)
職員数

市町村名 設置場所クラブ名 運営主体

10：30～18：30

12：00～18：30

11：00～19：00

11：00～18：30

14：00～18：30
平日 14:00～18:00

(14年度)

14：30～18：30

10：00～19：00

14：00～19：00

11：30～19：00

12：00～18：30

12：00～18：30

温海町 温海町放課後児童クラブ 公的施設（町施設） 温海町
土曜 8:00～18:00

4 9 3 259 3,500 委託

 79-2



80 

 (別紙６) 

管理番号 34－63 事務事業名 小規模災害の一時扶助 

15.10.31現在 

項  目 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

対象者 弔慰金 

災害によって死亡した者

の遺族 

見舞金 

①住家の全壊、全焼又は

全流失の世帯主 

②住家の半壊、半焼の世

帯主 

③住家の床上浸水の世帯

主 

見舞金 

火災により住宅が全

焼又は半焼の世帯主 

弔慰金 

災害によって死亡した

者の遺族 

見舞金 

①災害による行方不明

者 

②住家の全壊、全焼又

は全流失の世帯主 

③住家の半壊、半焼の

世帯主 

④住家の床上浸水の世

帯主 

制度なし 制度なし 

 

見舞金 

住宅に災害等により

損害を受けた世帯主 

弔慰金 

災害によって死亡した者の

遺族 

見舞金 

①災害によって負傷した者 

②住家の全壊、全焼又は全流

失の世帯主 

③住家の半壊、半焼の世帯主 

④住家の床上浸水、一部焼一

部損傷の世帯主 

⑤非住家の全壊流失 

⑥非住家の半壊 

弔慰金・見舞金

の内容 

弔慰金 

災害によって死亡した

者の遺族へ 30,000 円以

内 

見舞金 

①住家の全壊、全焼又は

全 流 失 の 世 帯 主 へ

50,000円以内 

②住家の半壊、半焼の世

帯主へ20,000円以内 

③住家の床上浸水の世

帯主へ10,000円以内 

 

見舞金 

一律30,000円 

 

弔慰金 

災害によって死亡した

者の遺族へ 200,000 円

以内 

見舞金 

①災害による行方不明

者へ200,000円以内 

②住家の全壊、全焼又

は全流失の世帯主へ

200,000円以内 

③住家の半壊、半焼の

世帯へ100,000円以内 

③住家の床上浸水の世

帯主へ30,000円以内 

  見舞金 

①風水害による住宅

の全壊 100,000円 

②風水害による住宅

の被害が５０万円以

上の損害 30,000

円 

③火災による住宅の

全焼 100，000円 

④火災による住宅の

被害が５０万円以上

の損害 30,000円 

 

弔慰金 

災害によって死亡した者の

遺族へ50,000円 

見舞金 

①災害によって負傷した者

へ 5,000～25,000円以内 

②住家の全壊、全焼又は全流

失の世帯主へ50,000円以内 

③住家の半壊、半焼の世帯主

へ25,000円 

④住家の一部焼、一部損傷又

は床上浸水の世帯主へ 5,000

～15,000円以内 

⑤漁船損壊 3,000～10,000

円以内 

14年度実績 全焼8件400,000円 

半焼1件20,000円 

全焼1件30,000円 なし   全焼１件100,000円 全焼2件100,000円 

その他 社会福祉協議会、日赤に

見舞金の制度あり 

社会福祉協議会、日赤

に見舞金の制度あり 

社会福祉協議会、日赤に

見舞金の制度あり 

社会福祉協議会、日赤

に見舞金の制度あり 

なし なし 日赤に見舞金の制度あり 
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教育部会  管理・学校教育部会 
管理番号 ０８１－１２２４   私立高等学校生徒学費補助金 
 
１ 私立高校に在籍している生徒の保護者に対し、就学に係る学費の一部を補助し、負担の軽減を図る事業。 

現在、鶴岡市のみ、①生活保護世帯、②市民税非課税世帯、③市民税均等割非課税世帯に対して、年間２５千円の補助 
   （１５年度予算 ２５千円×６０人＝１,５００千円） 
   合併初年度から新市全体で実施   １７年度予算  ２５千円×１３０人＝３,２５０千円  （７０人増加） 
 
２ 朝日村の高等学校等生徒学費補助金については、朝日村地域に対して当面現行どおり実施。 

（生活保護世帯、村民税非課税世帯を対象に、公立高校・私立高校・高等専門学校への通学生に対して、通学費補助とし
て年間定期券代の４０％を補助、１５年度予算８０万円） 

 
管理番号 ０８１－１２３１   育英奨学金貸付事業 
 
（現 状）鶴岡市以外で実施、貸付対象、貸付基準、貸付額、償還方法等に違いがある。 

藤島町 基金４３,０５９千円 (15.3.31現在)    １５年度 大学生１７名貸付（４０千円） 
     三川町 １４年度末残額 １４,８３６,７８５円   対象（月額）；高校（１０千円）、高専（１５千円）、大学（５０千円） 
     羽黒町 基本財源（町助成金、秋本育英会、一般寄付金）４７,８８４千円    対象；大学生５４名、短大生６名 
     朝日村  一般財源４,３９６千円 基金２,４４４千円 対象；高校・高専（１５千円）、短大・大学（５０千円）  
     温海町 基金１２,０９６千円   対象；高校・高専（１８千円）、専門校・短大・大学（３５千円）  

櫛引町 町の指定金融機関からの借入に対する利子補給 １００千円 
 

（調 整）当面各町村で実施している制度を旧町村単位で継続実施する。 
 
 
 



　　管理番号081―2201　　スクールバス運行管理事務

(各市町村運行状況)

小　　学　　校 中　　学　　校 運　　　　行　　　　形　　　　態

鶴岡市 ４ｋm（冬季２ｋm）以上 ６ｋm（冬季３ｋm）以上 ㈱庄内交通へ２，３６０円/Ｈの実績時間で支払い

藤島町 ２．５ｋm以上 ４ｋm以上 個人へ運行委託(月額197,800円)

羽黒町 ４ｋｍ（冬季２ｋｍ）以上 ６ｋｍ（冬季３ｋｍ）以上 自動車会社へ委託(月額168,000円）

櫛引町 ６ｋｍ（冬季２．６ｋｍ）以上 ６ｋｍ（冬季３ｋｍ）以上
臨時職員（13,450円／日額）、自動車会社委託（4月～11
月の月額231,000円、12月～3月の月額300,000円）

三川町
１～３年３．５ｋｍ（冬季２．５ｋｍ）
以上、３～６年３．５ｋｍ以上

臨時職員（1,100円／h）

朝日村 ２ｋｍ（冬季２ｋｍ）以上 ４ｋｍ（冬季４ｋｍ）以上 個人（日額9,800円）、自動車会社委託（日額9,800円）

温海町
統合の条件により近隣以外ほと
んど対象

小学校と同じ
自動車会社に委託（実走距離×200円／1km+月額15万
円）とバス会社に委託（実走距離×690円／1km＋廻送距
離×390円／1kmに０．８を乗じた額）
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　管理番号081―2202　　通学対策費補助金交付事務

(各市町村実施状況) 単位：千円

小　　学　　校 中　　学　　校 補　　　　助　　　　内　　　　容 Ｈ１４決算

鶴岡市 ４ｋm（冬季２ｋm）以上 ６ｋm（冬季３ｋm）以上 小学校は定期券購入費の２／３、中学校は全額を補助金交付 14,993

三川町 自転車通学生徒 保護者の通学バス借上に対して補助金交付　(H15から実施) 　－　

朝日村 大平地区 保護者送迎の私有車使用に補助金交付 120

温海町 ２ｋm以上 ６ｋm以上 通学距離、学年で違いがある。(下記参照) 663

15,776
※温海町通学対策補助金交付対象一覧

６Ｋ ４Ｋ ２Ｋ １0Ｋ ８Ｋ ６Ｋ
以上 以上 以上 以上 以上 以上

１年生～
補助期 ３年生

４年生～
６年生

６箇月 12箇月

小　学　校 中　学　校
通学距離

９箇月 ６箇月12箇月 ９箇月

９箇月 ６箇月 ３箇月

合　計
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　　管理番号081―2206　　体育文化活動奨励費補助金交付事務

(各市町村補助状況)

小　　学　　校 中　　学　　校 Ｈ１４決算

鶴岡市

藤島町 なし 県大会以上の参加旅費の全額を補助

羽黒町 なし 県大会以上の参加旅費の全額を補助

櫛引町 なし 県大会以上の参加旅費の全額を補助

三川町 打ち切りで補助 県大会以上の参加旅費の４／５を補助

朝日村 なし
県大会まで５０％、東北大会以上１００％
の旅費を補助

温海町 打ち切りで補助 県大会以上の参加旅費の全額を補助

合　　　　　　計 21,900

小学校・中学校とも、県大会以上の参加旅費について、東北大会までは2/3、全
国大会は3/4を補助

(調整検討案)　　→　合併後３年を目途に、下記調整案で交付基準の統一を図る。

調　　　　整　　　　内　　　　容 試算額 経費増減

調整案 小学生・中学生の全国大会まで4/5 22,784 884
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管理番号 ０８１－２２０７   国際理解教育関係業務 
 
【ＡＬＴ(外国語指導助手)配置形態について】 
・小学校への配置について 

    小学校の国際理解教育の中での英語活動の実績としては、４３校中で３年生が２６校、 ４年生が２５校、５年生が２
５校、６年生が３０校で、英会話を含めた英語活動を実施している。また、文部科学省でも、「英語が使える日本人」の
育成のための行動計画を策定しており、今後、新市としても小学校での英語活動を重視する。このような、視点からも、
全市対応の小学校専任ＡＬＴが必要になる。 

・中学校への配置について 
    １２校に、現有数同様の６人を配置する。（２つの中学校に１人配置） 
 
（調 整）現在の６名の配置数を基本として、現在の一般財源(地方交付税を含む)ベースでの配置とし、充実策については今

後の検討課題とする。 
 
 
管理番号 ０８１－２４０８   幼稚園就園 
 
（現 状）公立幼稚園の設置 
             入 園 料   保 育 料    備    考 

  鶴岡市３園 １１,０００円   ５,９００円 （明倫幼稚園は、１７年３月で廃園） 
羽黒町４園  な し     ９,７００円 （２園を休園予定） 
三川町１園  な し    １０,０００円 
 

 入園料、保育料とも、合併町村内でまちまちであることから、今後検討し、５年以内に調整する。 
 ただし、予算の配分額については、３年を目途に調整する。 



　　管理番号081―2601　　給食の状況

(各市町村運営状況)

調理場の形態 処理能力(食) Ｈ14対象者(人) 対象施設 搬　　　送

鶴岡市 センター方式 14,000 10,076 小学校 ２１、中学校 ６ 委託１０台

小学校 ４、中学校 １、児童館 ４、私立幼稚園 １、

他に保育園、小規模作業所等

羽黒町 自校給食方式 1,500 1,100 小学校 ４、中学校 １、幼稚園 ４ 搬送なし

櫛引町 センター方式 1,200 983 小学校 ４、中学校 １ 直営１台

三川町 自校給食方式 890 890 小学校 ３、中学校 １、幼稚園 １ 搬送なし

朝日村 センター方式 1,000 647 小学校 ４、中学校 １ 委託２台

温海町 センター方式 1,000 1,031 小学校 ５、中学校 １ 直営２台　(H16～)

21,090 16,164

※三川町の処理能力は対象者と同数とした。

1,437 委託２台、直営１台

合　　　　計

藤島町 センター方式 1,500
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育部会 分 科 会 名  管理･学校教育 大項目 教育 中項目 学校教育 小項目 小中学校教育振興 細項目  

管理番号          003 － 081 －2208 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 
 

 
調整方針 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 学校支援職員配置･派遣関係業務 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ なし 鶴岡市と同じ 

根 拠 法 令 等 学校教育支援充実事業実施要項（①）
藤島町アシスタントテ

ィーチャー規則 

  

 

三川町学習補助指導員設置要綱  学校教育支援充実事業実施要領 

事 業 主 体 教育委員会 
鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 鶴岡市と同じ 

なし 
鶴岡市と同じ 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

緊急雇用の補助制度が平成１６

年度に終了し、事業継続には多

額の負担増となることから、現

行の人員配置は困難であるが、

教育現場の重要性に鑑み、必要

最低限の人員確保にとどめるこ

ととして、合併までに人員配置

を検討する。 

業務上の課題 
実施要領等の統一。単独事業の可

否。派遣先，派遣人数，勤務条件，

金額等の調整。現在，全市町村で

２６名派遣している。 

事 業 概 要 

・目 的 
学校教育充実の為，学校ニー

ズに応じ，学校等に教職員補助
者等として配置し，本市学校教
育課題の解決に努める。 

 
・対象者 
 ①学校教育支援充実事業（緊急

雇用）…４名派遣 
 ②児童生徒健全育成事業（教育

サポーター） 
… ３名派遣 

 ③入院療養児童生徒訪問相談
事業 
…２名を荘内病院へ 

④外国人子女等教育支援事業 
…２名派遣 

・事業概要 
  特別支援の必要な学校に対
し，社会人を派遣しその対象と
なる児童･生徒・教職員への支
援を行う。 

・事業期間 
  通年 

※緊急雇用はＨ16年度まで 

・目 的 
学校教育充実の為，
藤島中学校にアシス
タントティーチャー
を配置し，本町学校
教育課題の解決に努
める。 

 
・対象者 
 ①藤島町立藤島中学校

（２名配置） 
 

・事業概要 
  学習指導・生徒指

導・その他校長から
の指示を受けた業務
を行うアシスタント
ティーチャーの任用
と給与事務。 

 
・事業期間  通 年  
   

②緊急雇用による図書職

員・図書パート派遣 

 ４つの小学校に各１

名を派遣 

・目 的 
学校教育充実の為，学校ニ
ーズに応じ，学校等に教職
員補助者等として配置し，
本市学校教育課題の解決に
努める。 

 
・対象者 
 ①学校教育支援充実事業

（緊急雇用） ３名を該
当校には遣 
 

・事業概要 
 特別支援の必要な学校に対

し， 
社会人（有 教員免許状）
を派 

遣しその対象となる児童･
生 

徒・教職員への支援を行う 
・事業期間 

通年  緊急雇用は平成
１６年度まで 

①学校教育支援充実事業
（緊急雇用）    

   
 

・目的 
学校教育充実の為，学校
ニーズに応じ，学校等に
教職員補助者等として配
置し，本町学校教育課題
の解決に努める。 
 

・対象者 
  障害児指導に係る学校教

育支援充実事業（緊急雇
用）    １名を当該
校に派遣 

  
・事業概要 
  障害児指導について特別

支援の必要な学校に対
し，講師を派遣しその対
象となる児童･生徒・教職
員への支援を行う。 

 
・事業期間 
  通年  緊急雇用は平成

１６年度まで 

 

・ 目 的 

学校教育充実の為、学校

ニーズに応じ、小学校に

学習補助指導員を配置

し、本町学校教育課題の

解決に努める。 

・ 対象者 

学習補助指導員（緊急雇

用）   ３名を各小学

校に配置 

・ 事業概要 

三つの小学校に１名ずつ

配置 

・ 事業期間 

通年  緊急雇用は平成

１６年度まで 

 

  
・目 的  学校教育充実の
為，学校ニーズに応じ，複
式学級設置の学校に教職員
補助者等として配置し，本
町学校教育課題の解決に努
める。 

 
・対象者  学校教育支援充
実事業（緊急雇用）（教育サ
ポーター） ２名を当該校
に派遣 

 
・事業概要  特別支援の必
要な学校に対し，社会人を
派遣しその対象となる児
童･生徒・教職員への支援を
行う。 

 
・事業期間  通年   
緊急雇用は平成１５年度ま
で 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

① … 県１００％ 

②③④  市１００％ 
全額町負担 県約８割、他は町 県  １００％ 

県；１０，３３２千円    

町；２千円 （１４年度予算） 
なし 

全額県負担 

1３年度決算額 
①    ６，７６９千円 
②～④  ６，４８３千円 

①７，３４７千円 
 ８０３，９６５円 

 ０円 
13 年度決算  ５１５千

円 

 １，０３１千円（1月～3月雇

用） 

１４年度予算額 
①    ６，２２９千円 
②～④  ６，５３３千円 

①７，５００千円 

 ②５,１９９千円 
７，５４２千円 

６０７千円 

（1月～3月までの３ヶ月間） 
14年度予算  １０，３３４

千円 
 

４，６０３千円 

備考 
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                                                                                                                                                   様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 
教育 

分 科 会 名  
社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 社会教育 細項目 社会教育 

活動振興 

管理番号               ３－  ０８２ － ０２７ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

 ○   ○ ○  

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 地域社会教育活動振興 なし 地域社会教育活動振興 

根 拠 法 令 等 鶴岡市生涯学習推進員に関する規則、鶴岡市地域生涯学習事業費補助金交付規定  （事業概要に記載） 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 
 

羽黒町教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併後調整。 

コミュニティセンター、公民館体制

の整理、各町村の特徴をふまえ、

現行の体制を継続しながら、随時

検討を重ね、合併後検討。 

各市町村で設置している生涯学習

推進員、社会教育推進員等につい

て、役割、設置､配置､報酬等の設

置基準を制定する。 

業務上の課題 
各地域の社会教育振興のための

体制・施策に差異がある。コミュニ

ティセンター（住民主導の地域活

動）と公民館。 

・地域生涯学習事業費補助金交付

規程（鶴岡市） 

・ 生涯学習推進員設置（鶴岡市） 

・ 社会教育推進員設置 

 （羽黒町、櫛引町、三川町） 

・人づくり派遣事業（朝日村） 

事 業 概 要 

（１）鶴岡市生涯学習推進員設置事業 

目 的  生涯学習の振興のために、一定地ごとに生涯学習推進員進を設置する 

対象者  鶴岡市内の全２１小学校区から、教員を含め各６名以内。定数１２６名。 

事業概要 一人あたり７回まで報酬（１回あたり５,３００円税込み）対象とする。生涯学習推進員

の役割（１期２年） 

①コミュニティ推進団体（自治振興会等）の求めに応じて各種生涯学習の推進を援助する②

教育委員会の求めに応じて地域生涯学習の推進に関する情報を収集、整理、提供する ③

活動日誌として報告、生涯学習推進員研修会の開催 年１回 、情報紙の発行 

・ 13 年度決算 １，０４２千円   

・ 14 年度予算 １，９７８千円 

 ②鶴岡市地域生涯学習事業費補助金交付事業 

目 的 各地区・学区の住民主体によるコミュニティ活動の助長を図るため、コミュニティ推進

団体（自治振興会等）の行う生涯学習事業に対して補助金を交付する。 

対象者  コミュニティ推進団体（２１団体） 

事業概要 コミュニティ推進団体による自主的社会教育活動を振興するため、職員の事務要

員費及び生涯学習事業に対し助成する。  

・13 年度決算 ７１，４２７千円 

・14 年度予算 ７１，４２７千円 ※交付基準 別紙 

 ①生涯学習推進員設置事業 

○羽黒町社会教育推進員 

目的 教育長の命により、公民館等社会教育施設において、主として夜間や休日における社会・教育活動の指導に

あたる。 

対象者 奉仕的に社会教育活動の推進にあたろうとする熱意のある者で、概ね２５歳以上、生業を有し、かつ年間２

０日以上活動できる者。定員１０名（各地区公民館２名づつ） 

事業概要 報酬（７４，０００円を６月・９月１２月・３月に分割して支給）及び実費弁償を支給。・    教育委員会

で委嘱し、任期は一期２年。 

○羽黒町青少年育成推進員 

目 的  青少年の健全育成を図るため、公民館等社会教育施設において、地域における青少年及び青少年団体

の育成指導並びに相談活動等を行う。 

対象者  青少年の健全育成に深い理解と熱意を持ち、知識及び技術を有する者。定員１０名（各地区公民館

２名づつ） 

事業概要 報酬（７４，０００円を６月・９月１２月・３月に分割して支給）及び実費弁償を支給。 

事業期間 教育委員会で委嘱し、任期は一期２年。 

②生涯学習推進員連絡会事業 

目 的  社会教育推進員及び青少年育成推進員等の研修および情報交換ならびに推進員全般に関わる事業等を

行うこと 

根拠法令 羽黒町推進員連絡会会則 

対象者  社会教育推進員及び青少年育成推進員（必要に応じ各地区公民館長、主事、社会教育係、社会体

育係） 

事業概要 研修会（年４回）、情報交換、山のつどい、、川で遊ぼう、その他目的達成に必要な事項 

事業期間 通年 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１００％ 

 
推進員負担あり、他は町費 

1３年度決算額 ７２，４６９千円  １，５８２千円（負担金除く） 

１４年度予算額 ７３，４０５千円  １，５８２千円（負担金除く） 

備考 
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                                                                                                                                                       様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 
教育 

分 科 会 名  
社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 社会教育 細項目 社会教育 

活動振興 

管理番号               ３－  ０８２ － ０２７ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 地域社会教育活動振興 地域社会教育活動振興 地域社会教育活動の振興 なし 

根 拠 法 令 等 町社会教育推進員に関する規則 三川町社会教育推進員設置規則 人づくり派遣事業補助金交付要綱  

事 業 主 体 櫛引町教育委員会 三川町教育委員会 教育委員会 
 

□ 合併まで調整するもの 

■経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併後調整。 

コミュニティセンター、公民館体制

の整理、各町村の特徴をふまえ、

現行の体制を継続しながら、随時

検討を重ね、合併後検討。 

各市町村で設置している生涯学習

推進員、社会教育推進員等につい

て、役割、設置､配置､報酬等の設

置基準を制定する。 

業務上の課題 
各地域の社会教育振興のための

体制・施策に差異がある。コミュニ

ティセンター（住民主導の地域活

動）と公民館。 

・地域生涯学習事業費補助金交付

規程（鶴岡市） 

・ 生涯学習推進員設置（鶴岡市） 

・ 社会教育推進員設置 

 （羽黒町、櫛引町、三川町） 

・人づくり派遣事業（朝日村） 

事 業 概 要 

目 的        

青少年及び青少年集団の育成活動、グループ及び

団体運営に関する指導助言、個人学習 

 及び相談業務。 

対象者   社会教育推進員（定員１５名） 

推進員委嘱（任期２年） 

事業概要     

 推進員会議の開催 

（推進員報酬 １回当り 4,700 円） 

趣味の講座運営・視察研修 

事業期間     通年 

三川町社会教育推進員設置 

目 的  

 町の社会教育における民間有志指導者を顕在化し，住民の

自発的・自主的な社会教育活動を促進するため設置する。 

対象者  

 町民。定数１０名。（現在6 名委嘱） 

事業概要 

 公民館等社会教育施設での事業における社会教育活動の

指導にあたる。年報酬67,000 円 

事業期間  通年 

  教育委員会で委嘱し、任期は１年。 

（人づくり派遣研修補助） 

目 的   

朝日村に在住在勤する青年･ 

婦人の個人や団体の国内･海外研修に補助するこ

とにより、地域における活動を活性化させることを目

的とする 

対象者    

朝日村在住在勤の青年･女性･ 

婦人の個人若しくは団体 

事業概要   

補助対象経費（旅費･食糧費･ 

宿泊費及び研修費）の 45％以 

内を補助 

事業期間  通年 

 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
全額町負担 町費１００％ 村費 

 

1３年度決算額 ２５０千円 ４０２千円 680 千円  

１４年度予算額 ２８２千円 ４０２千円 680 千円  

備考 
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社会教育分科会 説明資料 
 
［０８２－０６３ 中央公民館施設運営管理事業 ０８２－０７２ 地区公民館管理運営事業 ０８２－０７３ 地区公民館運営委託事業 関連資料］ 

１ 新市公民館体制整備構想（案） 
     

 現在各市町村においては、社会教育法による公民館を条例で中央公民館、地区公民館等として設置し、それぞれ独自の公民館事業を展開している。ま

た、他方では住民の自治活動の拠点となるコミュニティセンター等を条例設置し、住民活動を社会教育の側面から支援している市町村もある。 
   新市となった場合、これらの住民活動がこれまで以上にその活動内容が豊かになるように、活動範囲や場所において広がりを持ち、住民の交流が様々

出来、情報提供や行政支援がどの地域にも同じように行きわたる体制を整備する必要がある。 
   そのために、現在の鶴岡市中央公民館を新市の中央公民館、現在の町村の中央公民館と地区公民館を新市の地区公民館とする。 

この場合現在の町村の中央公民館若しくは地区公民館等の内１館を、新市の地区公民館の中でも幹事館として位置付ける。 
  また、現在の鶴岡市中央公民館は、新しい組織体制を統括出来るよう、組織・運営・事業について見直しを行うとともに、コミュニティセンターの管理

委託先である公共的団体が行う生涯学習事業を援助するものとする。 
 これは、一般部局に属するコミュニティセンターでの住民活動について、生涯学習の側面から支援するものである。 

 
 ＊ 関連事項 ： 自治公民館について ＊ 
   各市町村で使用している自治公民館という呼称は、社会教育法上では公民館類似施設といい、公民館の設置者が市町村であるのに対し、公民館類似施

設は何人もこれを設置することが出来るとしている。 
   公民館類似施設（自治公民館）は、多くの場合、集落単位・町内会単位で建設し、運営している。 

このことより、行政の関わり方としては公民館と公民館類似施設（自治公民館）とで異なることとなる。 
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［０８２－０６３ 中央公民館施設運営管理事業 ０８２－０７２ 地区公民館管理運営事業 ０８２－０７３ 地区公民館運営委託事業 関連資料］ 

２ 新市公民館体制図（案） 
     業務ライン           
     支援ライン 

 
新市中央公民館 

 
                                                                
                                                               ＊ ○は幹事館 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

Ｃ．Ｃ． 
(小学校区単位 
で２１） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

○藤島公民館 
東栄公民館 
長沼公民館 
八栄島公民館 
渡前公民館 

（中央公民館） 

○Ｃ．Ｃ． 
手向地区公民館 
泉地区公民館 
広瀬地区公民館 
四小地区公民館 

 

○町公民館 

 
 

○町公民館 
押切公民館 

 
 

○中央公民館 
中部地区公民館 
南部地区公民館 
東部地区公民館 

 
 

○ふれあいｾﾝﾀｰ 
第１地区公民館

第２地区公民館 
第３地区公民館 
第４地区公民館 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

鶴岡市 
公民館類似施設

１５７館 
 

町内会数２９０ 

 
 
 
 
 
 

藤島町 
町内会公民館 
５８館 

 
町内会数６１ 

羽黒町 
集落公民館 
５９館 

 
集落会数６９ 

櫛引町 
自治公民館 
２１館 

 
地区会数２２ 

三川町 
町内会公民館 
２６館 

 
町内会数２８ 

朝日村 
自治公民館 
４０館 

 
集落会数４０ 

温海町 
自治公民館 

２９館 
 
集落会数２９ 
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［０８２－０８４ 図書館運営管理事業  関連資料］ 

３ 新市図書館体制図（案） 
      業務ライン           
     

 
新市立図書館 
 

      
 

自動車文庫 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

新市全域 
 

 
 
 
 
 
 
 

町立図書館 
を分館とする 
 
 
 
 

 

Ｃ．Ｃ．の図書室 
を分館とする 

町立図書館 
を分館とする 

 
 
 

町公民館の図書

室を分館とする 

 
 
 

多目的学習施設 
（すまいる）の図

書室を分館とする 
 

ふれあいセンターの 
図書室を分館とする 
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４ 新市における当面の社会教育組織体制図（案） 
         業務ライン 
         支援ライン 
 
     
 
 
 
 

 
  

 
支 所 

(旧藤島町役場) 
支 所 

(旧羽黒町役場) 
支 所 

(旧櫛引町役場) 
支 所 

(旧三川町役場) 
支 所 

(旧朝日村役場) 
支 所 

(旧温海町役場) 
 

 

      
 

 
 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
Ｃ．Ｃ． 
(小学校区 
単位で２１） 
 
 

 

○
藤
島
公
民
館 

（
中
央
公
民
館
） 

東
栄
公
民
館 

長
沼
公
民
館 

八
栄
島
公
民
館 

渡
前
公
民
館 

藤
島
図
書
館 

（
町
立
図
書
館
） 

手
向
地
区
公
民
館 

泉
地
区
公
民
館 

広
瀬
地
区
公
民
館 

四
小
地
区
公
民
館 

○
Ｃ
・
Ｃ
（
図
書
室
） 

○
町
公
民
館 

櫛
引
図
書
館 

（
町
立
図
書
館
） 

押
切
公
民
館 

○
町
公
民
館 

（
図
書
室
） 

中
部
地
区
公
民
館 

南
部
地
区
公
民
館 

東
部
地
区
公
民
館 

○
中
央
公
民
館 

（
図
書
室
） 

第
１
地
区
公
民
館 

第
２
地
区
公
民
館 

第
３
地
区
公
民
館 

第
４
地
区
公
民
館 

○
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

ー(

図
書
室) 

    ＊ ○は、幹事館 
                                     ＊   は、分館 

鶴岡市 
公民館類似施設 

１５７館 
町内会数２９０ 

 
 
 
 

藤島町 
町内会公民館 
５８館 

町内会数６１ 

羽黒町 
集落公民館 
５９館 

集落会数６９ 

櫛引町 
自治公民館 

２１館 
地区会数２２ 

三川町 
町内会公民館 

２６館 
町内会数２８ 

朝日村 
自治公民館 
４０館 

集落会数４０ 

温海町 
自治公民館 

２９館 
集落会数２９ 

新市庁舎 
社会教育 

 
新市中央公民館 新市図書館 
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                                                                                                                                                             様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 
教育 

分 科 会 名  
社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 中央公民館 

管理運営事業 

管理番号 
              ３－  ０８２ － ０６３ 

 
合併協定項目 

 
ランク 

 

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

  ○   ○  

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 施設管理運営事業 施設管理運営事業 なし 施設管理運営事業 施設管理事業 

根 拠 法 令 等 
鶴岡市中央公民館の設置及び管理

条例 

 

藤島町立公民館設置及び 

管理等に関する条例 

 櫛引町農村環境改善センターの設置及び管理に関す

る条例・櫛引町農村環境改善センターの設置及び管理

に関する条例施行規則 

三川町農村環境改善ｾﾝﾀｰ設置及び管理条例・施行規則 

三川町文化交流館設置及び管理条例・施行規則 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会（中央公民館） 中央公民館 
 櫛引町教育委員会 三川町公民館（農村環境改善センタ－） 

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併までに調整 

設置、運営審議会、使用許可、使

用料等の設置基準を制定する。 

現鶴岡市中央公民館を新市の中央

公民館とする。 

業務上の課題 
各町村にある中央公民館の位置付

け。 

設置条例の検討。 

運営審議会の調整。 

事 業 概 要 

目 的 実際生活に即する教育、学

術および文化芸術に関す

る学習の場を提供し、利用

者の教養の向上、健康の

増進、情操の純化を図り、

生活文化の振興、社会福

祉の増進に寄与する 

対象者  特定の政治活動・宗教活

動・営利事業以外  一般市

民 

事業概要  庶務事務・情報発 

信(館だより発行・ホームペー 

ジの管理) 

使用料等  別紙 

休館日 １２／２９～１／３ 

目 的 生涯学習推進体制の充実と事業の総合

化、効率的な事業推進を図る。 

対象者一般町民 

施設状況・昭和５３年 11 月 15 日建設・鉄筋コンクリ

ート２階建・建物面積 1,626.74 ㎡ 

・施設管理状況・開館時間 午前９時～午後１０時・

管理警備体制 職員勤務時間以外は警備保障

会社へ委託 

休館日 毎月第２・４月曜日、12/29～1/3）       

使用料等  別紙 

 

 

 

 

目 的   

櫛引町の総合的な環境改善に努め、産業を振興し、

地域連帯感を醸成する等住みよい農村環境づくりに

資するため櫛引町農村環境改善センターを設置。

又、公民館の目的を達成し、事業を推進せしめる中

核となり、町内公民館活動の指導調整にあたる。 

対象者  一般町民等 

概要 農村文化の向上、農業振興の研修、生活環境の

改善、地域連帯意識の高揚などの関する業務を行い

同センターの管理を行う。又、自治公民館、社会教育

団体に対する、指導助言等まちづくり活動推進のた

めの一般行政と密接な連携を保ち総合的効果と住民

の福祉を図る。 

休館日 

使用料等  別紙 

 

ア 三川町公民館 

目 的  生活環境の改善を図り，地域活動の活発化と住民の連帯

感の育成に努める。 

対象者  一般住民 

事業概要  警備員３人（日直～土曜日・日曜日・祝祭日，宿直～３６

５日） 

使用料等  別紙 

イ 三川町文化交流館 

目 的   文化交流の推進と町民の芸術文化の向上及び生涯学習

の振興を図る。 

対象者   一般住民 

事業概要  嘱託職員１人 ・管理人１人（土曜日・日曜日・祝祭日）  

休館日 毎週月曜日，１2 月29 日～1 月3 日 

使用料等  別紙 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１００％ 町100％ 

 
町 １００％ 町１００％ 

1３年度決算額  46,586 千円 １０７，７２９千円 
 

５０，７５２千円 
 ア ２１,６８２千円 （施設整備費8,956 千円）   イ ６，１８０千円 

（施設整備費1,496 千円）  

１４年度予算額  47,485 千円 １０２，４４２千円  ４２，８７６千円 ア １２,６９６千円   イ ４,９２６千円 

備考 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 中央公民館 

管理運営事業 

管理番号               ３－  ０８２ － ０６３ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

  ○   ○  

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

朝日村 温海町  
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 施設管理運営事業 ふれあいセンター管理運営事業  

根 拠 法 令 等 
朝日村公民館条例 

朝日村山村開発センター設置条例 

①ふれあいセンター設置及び管理条例 

②温海町公民館設置及び管理に関する条例 

 

事 業 主 体 朝日村教育委員会 
温海町教育委員会  

■ 合併まで調整するもの 

□ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併までに調整 

設置、運営審議会、使用許可、使

用料等の設置基準を制定する。 

現鶴岡市中央公民館を新市の中央

公民館とする。 

業務上の課題 
各町村にある中央公民館の位置付

け。 

設置条例の検討。 

運営審議会の調整。 

事 業 概 要 

目 的 

生涯学習の拠点施設としての機能を十分発揮される

よう円滑な運営に努める。 

幅広い学習要求にこたえるべき公民館事業の積極的

な展開を図る。 

対象者 一般 

○施設状況 

昭和58 年7 月建設 建築面積1,089 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ一部2 階 平成13 年12 月増築 128,950 千円 393

㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

○管理状況 

夜間休日：ｼﾙﾊﾞー 及び個人に管理委託 

清掃等業務：業者及びｼﾙﾊﾞー に業務委託 

○年間利用 

921 件 24,500 人 有料使用 28 件 324 千円 

○運営審議会 委員19 名 年2 回開催 

○公民館職員研修 

使用料等  別紙 

 

目的 

町民の文化及び福祉活動、町公民館活動の拠点施設とし

ての有効利用と円滑な運営を図る。 

施設状況 平成元年 10 月 1 日竣工、ＲＣ4 階建て 2,042 ㎡ 

施設管理状況 町直営、開館時間9 時～22 時、17 時～22

時・土日祝祭日管理人1 名、毎月第一・第三火曜日休館日 

利使用料等  別紙 

使用料等  別紙 

②＊公民館運営審議会 

目的 

 公民館事業の企画実施に関する調査、審議。施設設備の

計画に関する審議。 

構成 町公民館長 委員14 名 内会長1 名 副会長1 名 

 平成15 年度から社会教育委員と兼務。 年2～3 回の審議

会開催。 5～6 月と 1～2 月で 1 回づつあとは必要に応じ

て開催 

 

 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

村100％ 

 

①町１００％  

1３年度決算額 19,910 千円 20,637 千円(②265 千円)  

１４年度予算額 15,609 千円 23,727 千円（②252 千円）  

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 地区公民館 

管理運営事業 

管理番号               ３－  ０８２ － ０７２ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

  ○  ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 なし 地区公民館管理 地区公民館管理事業 なし 地区公民館管理運営 地区公民館管理運営 地区公民館運営 

根 拠 法 令 等 
 

町立公民館の設置及び管理

等に関する条例 

①手向地区ふるさとセンター設置及び管理条例②農村環境改

善センター設置条例③羽黒町勤労者研修センターの管理に関

する条例④羽黒町勤労者研修センターの管理に関する条例 

 

三川町社会教育条例 

朝日村公民館条例 朝日村公民館運営審議

会会議規則 朝日村公民館館則 朝日村公

民館活動推進員設置規則 

温海町公民館設置及び

管理に関する条例 

事 業 主 体 
 

藤島町、藤島町教育委員会 
羽黒町教育委員会  

押切公民館 朝日村教育委員会 
温海町教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

公民館体制の整理は、各町村の

特徴をふまえ、現行の体制を継続

しながら、随時検討を重ね、合併

後検討。市町村の中央公民館と地

区公民館との位置付け関係の整

理を行う。条例の制定。 

業務上の課題 
各市町村で条例設置。 

町村において地区公民館体制に

差異がある。設置条例の検討。 

事 業 概 要 

地区公民館に代

わるものとしてコ

ミュニティセンタ

ー 別紙参照 

別紙記載 別紙記載  別紙記載   別紙記載 別紙記載 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 町１００％ 町１００％  町１００％ 村100％ 

町１，００５千円 

その他分館負担 

1３年度決算額  13,519 千円 39,389 千円  ２，７８０千円 8,583千円   3,312 千円 

１４年度予算額  15,865 千円 36,940 千円  ２，０７８千円 6,905千円   3,346 千円 

備考 
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 様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 地区公民館 

運営委託事業 

管理番号 
              ３－  ０８２ － ０７３ 

合併協定項目 
 ラン

ク 

 

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○ ○  

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 なし 地区公民館運営委託事業 なし なし なし なし なし 

根 拠 法 令 等 
 町立公民館の設置及び管

理等に関する条例 

     

事 業 主 体 
 

藤島町、藤島町教育委員会 
     

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

現行体制を維持しながら、随時検

討を重ね、合併後検討。 

業務上の課題 
藤島町の施策（運営を各公民館運

営協議会に委託し住民主導による

公民館活動の実施） 

事 業 概 要 

 目 的 

 各地区（５地区）公民館に

運営委託を行い、事業を

展開している。 

対象者 

事業概要 

 地区公民館の運営につい

て、各公民館運営協議会

に委託し、住民主導によ

る公民館活動の促進を図

る。 

事業期間  通年 

     

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 町１００％ 

 
 

   

1３年度決算額  8,500 千円      

１４年度予算額  8,500 千円      

備考 
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                                                                                                              様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 自治公民館等 

管理番号               ３－  ０８２ － ０８３ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 自治公民館等（公民館類似施設） 自治公民館等 自治公民館等 自治公民館等 

根 拠 法 令 等 

公民館類似施設育成規則、公民館類

似施設建築資金融資あっ旋要綱、公

民館類似施設事業進行費補助金交付

要綱 

町町内会公民館設置費補助金交付規

則 
羽黒町公民館類似施設育成規則 

櫛引町社会教育条例 

櫛引町社会教育条例施行規則 

自治公民館施設及び設備の整備に関する補助規程 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 藤島町、藤島町教育委員会 羽黒町教育委員会 櫛引町教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併後調整。補助要綱の調整。補

助内容の統一。住民公民館活動

の支援体制の調整。 

１建設的事業に対する支援の統

一 

 例：建築資金補助、融資斡旋 

 金額（上限・下限）、率 

２事業振興のための支援 

 事業主体が町内会単位になって

いる各行政単位で行政をすすめ

るための目的をもった交付金が複

数あるため、整理検討し公民館活

動の補助金等の支援策を検討。 

業務上の課題 
組織単位はほぼ同じだが、行政と

の関わり方に差異があり。自治公

民館への支援。 

事 業 概 要 

目 的  町内、集落等における住 

民の自主的な公民館活動の育成を 

図る。 

対象者 登録公民館類似施設１５２ 

館、及びその館長、主事等 

事業概要  

① 地域公民館功労者表彰（通算５

年以上在任し、退任

した者） 

（毎年２０人前後） ②公民館類 

似施設建築資金融資あっ旋事業 

（新築または増改築にかかる総事 

業費の７０％以下で、１００万以 

上２０００万円までの融資限度、 

１０年以内の返済に対し、１/２の 

利子補給） ③公民館類似施設事 

業振興費補助金交付（登録公民館 

１館につき定額13,000 円 

事業期間  通年 

①町内会公民館設置費補助金 

目 的 

 町内会公民館の新築及び改修工事

に対して補助金を交付する。 

対象者  藤島町61 町内会 

事業概要 新築補助対象経費の 3/10

（上限500 万円）増築、改修 補助 

 対象経費の 3/10（下限10 万円） 

（補助交付を受けてから 10 年間は 

同交付を受けられない） 

事業期間  通年 

①公民館類似施設育成補助金 

目 的 各集落の住民主体によるコミュニティ活動

の助長を図る。 

対象者  各集落（６９集落） 

事業概要 各集落による自主的社会教育活動を

振興するため、集落の公民館の新増改築、教

材教具の整備、生涯学習事業に対して補助金

を交付する。 

新  築…補助率５／１０(上限５００万円) 

増改築…補助率５／１０(上限２００万円) 

教材教具の整備…補助率３／１０（上限５万円）生

涯学習推進事業…補助率１／２ 

(上限３万円) 

事業期間 通 年 

 

目的  町内、各地区自治公民館の自主活動の育成を図る。 

対象者 各地区自治公民館 21 館 

事業概要  

① 公民館建設補助金 建築面積に建築単価を乗じた額の１／４とし 

３，０００，０００円を限度とする。② 自治公民館運営費補助金 

町予算額に対して 平等割３０％、人口割３０％、事業活動割３０％、運営

費割１０％をを補助。事業活動費と運営費は事業規模の大きい順に ABC

の三つに分け補助する。③自治公民館施設設備整備補助金 自治公民

館の施設の増改築に係る費用を５０万以上１００万円を上限とする事業費

の１／３を補助する。又設備については３年間の総補助額８１，０００を限

度額として補助する。④自治公民館成人講座 地区内団体や一般地区住

民が教養及び趣味等の講座を自主開催する。講師謝金を１講座８，０００

円定額を補助する。⑤通学合宿交付金 

出来るだけ企画段階から子供たちにやらせ、買い物をし食事メニューを

決めるなど自主性を育てる。１泊につき１０，０００円を交付する。 

⑥親子ふれあい講座 各地区子ども会育成会、寿会などが地区自治公

民館と共催で企画する。講師謝金を１講座８，０００円定額を補助する。青

少年教室 地区子ども会による計画立案、プログラム作成による活動を実

践。講師謝金を１講座８，０００円を補助する。 

事業期間 通年            

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
市１００％ 町１００％ 町１００％ 町 １００％ 

1３年度決算額  ３，４７６千円 5,486 千円 ２，２１１千円 ７５８千円 

１４年度予算額  ３，２３８千円 8,057 千円 ２３５千円 １，６１６千円 

備考  
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                                                                                               様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 公民館 細項目 自治公民館等 

管理番号               ３－  ０８２ － ０８３ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○   

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 自治公民館等 自治公民館活動 自治公民館等 

根 拠 法 令 等 
三川町公民館振興委員設置規則 

三川町町内会公民館等整備費補助金交付規則 
朝日村部落公民館整備事業補助金交付要綱 

温海町公民館設置及び管理に関する条例 

事 業 主 体 三川町教育委員会 教育委員会 
温海町教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

合併後調整。補助要綱の調整。補

助内容の統一。住民公民館活動

の支援体制の調整。 

１建設的事業に対する支援の統

一 

 例：建築資金補助、融資斡旋 

 金額（上限・下限）、率 

２事業振興のための支援 

 事業主体が町内会単位になって

いる各行政単位で行政をすすめ

るための目的をもった交付金が複

数あるため、整理検討し公民館活

動の補助金等の支援策を検討。 

業務上の課題 
組織単位はほぼ同じだが、行政と

の関わり方に差異があり。自治公

民館への支援。 

事 業 概 要 

①公民館振興委員の設置 
目 的 町の教育活動と町内会における社会教育活動との連携

により地域の振興を図る。 
対象者 町内会に１名づつ置く。（２６町内会） 
事業概要 ①三川町公民館事業の実施 ②町行政の啓発的事業

に協力 ③社会教育活動における町民との連絡調整 会議の
開催 ２回，研修会１回，報酬 日額5，400 円 

②公民館類似施設                      

目 的 町内、集落等における住民の自主的な公民館活 

動の育成を図る。 

対象者  登録公民館類似施設 ２６館 

事業概要 町内会公民館等整備費補助金事業 

   ・町内会公民館を増改築する場合，工事費の 1/3 補助（最高

100 万円） 

・新たに自治組織を結成した場合または合併に伴い公民

館を新築したときは，工事費の1/3補助（最高300万円） 

 

 

目 的 村内、集落等における住民の自主的な公民館活動の

育成を図る拠点施設の整備補助 

対象者 村内自治公民館40   

事業概要  ◆自治公民館新築･改修等補助金工事費の

50％、新築の場合補助金 10,000 千円 限度改築の場合補

助金 7,000 千円限度◆自治公民館下水道整備補助金 １．

内部設備基準・補助基準は別記 

②公民館事業 

目 的 部落公民館連絡協議会（8 団体）の活動状況を把握

し、活性化に取り組む。 

対象者 朝日村内の部落公民館連絡協議会 

事業概要 部落公民館連絡協議会活動状況の把握、援 

助。主なものとして部落運動会・村駅伝大会の活動 

費を助成。敬老会、運動会等の手伝い。 

 

①運営交付金等 ・目的 町内、集落における住民の自主的な公民館活動の育成を図る。・対象者 

分館 29 館、及びその館長、主事。・事業概要 ①分館役職員報酬支払分館運営交付金交付 ③分

館行事傷害補償掛金助成交付金の交付 ④分館施設火災保険料 

 

②自治公民館施設整備補助金 

・目的 自治公民館の建設・改修及び備品整備に対して助成することにより、町民の負担軽減を図

る ・対象者 自治公民館 29 館 ・事業概要 ①自治公民館施設の改修 ②備品整備 ③有線放

送施設の整備・改修 ④下水道施設整備工事 

※上記の事業に対して２０％～４０％の補助金を交付する。 

 

③旧菅野代小中学校施設の管理業務。 

・事業概要 施設管理 ・事業期間 通年 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
全１００％ 村１００％ 

町１００％ 

1３年度決算額 ２８６千円  5,684 千円 ①11,193 千円 ②4,299 千円③873 千円 

１４年度予算額 ４２２千円 1,620 千円 ①11,578 千円 ②6,164 千円③877 千円 

備考 
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 様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 図書館 細項目 図書館管理 

運営事業 

管理番号               ３－  ０８２ － ０８４ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

    ○ ○  

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

鶴岡市 藤島町 羽黒町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 管理運営事業 管理運営事業 管理運営事業 

根 拠 法 令 等 図書館設置条例 図書館設置条例 羽黒町公民館管理運営規則 

事 業 主 体 
 

鶴岡市教育委員会 藤島町教育委員会 羽黒町教育委員会 

■１と２は 合併まで調整するもの 

■３は 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

１鶴岡を本館とし，町村は分館として位置付

ける。 

２図書館協議会を統合し，委員数 10 名程

度，任期２年とし調整する。 

３①利用カード，貸出及び返却について

は，電算整備がなされるまでは現行制度で

運用する。②本館にある図書については、

合併後、各分館で速やかに貸し出し利用を

出来るようにする。③分館の整備を年次的

に行う。（図書館機能の整備、電算化等）④ 

図書については、本館において分館のリク

エストをとりまとめ一括購入する。 

業務上の課題 
１図書館と図書室がある。 

２図書館協議会の設置に差異がある。 

３利用者サービスに差異がある。 

事 業 概 要 

①設置場所（等） 鶴岡市立図書館（鶴岡市家中新町１４－７） 単独

施設 ②施設の概要 昭和６０．３．２５竣工（同年７．２４開館） 鉄筋コ

ンクリート造２階建  工事費 ５億３千万円 

③施設の運営及び維持管理  

開館時間及び休館日 火～金 ９：３０～１８：００（土・日 ９：３

０～１７：００） 休館日 ・月曜日 ・ 国民の祝日に関する法律

に規定する休 ・年末年始１２／２９～１／３ ・特別図書整理

期間（２月）・年度末統計処理日３／３１ 館内清掃 民間委託 

１，７６７千円  館警備 民間委託 ６０１千円 館維持経費

（清掃・警備を除く委託） ２，２７８千円 

④ 図書館協議会  図書館の運営に関し、館長の諮問に応じ、意見

を述べる 委員９名 年２回開催 任期２年（Ｈ14．７．１～Ｈ１６．６．３

０） 

⑤利用者サービス 利用カード交付－本市又は庄内地域に居住す

る者 図書の貸出、読書相談、参考相談、コピーサービス、移動図書

館（別紙）⑥電算の利用  イ．図書の貸出・返却 ロ．資料管理（所蔵

の有無・状況）・予約・督促・点検           ハ．利用者登録 

ニ．資料の登録 ホ．発注（インターネット）          ヘ．統計

（日報・月報・年報） ト．目録作製 チ．インターネットＨＰでの情報公

開（発信）－資料情報・仮予約 リ．納品データ・発注データをインタ

ーネットで取得 ヌ．利用者用端末を設置し、情報公開（発信） ル．

インターネットでの情報収集－国立国会図書館・県及び他市町村立

図書館・企業 

目 的   図書、記録その他必要な資料を収集し、整理・保存して一般町

民の利用に供し、その教養・調査・研究等に資することを目的とする 

対象者 一般町民等 

事業概要   

①設置場所（等） 藤島町立図書館（藤島町大字藤島字山ノ前 99 番地） 

東田川文化記念館②施設の概要   平成８年７月開館(東田川文化記念

館)③施設の運営及び維持管理 開館時間及び休館日  9:00～18:00（4

月～9 月） 9:00～16：30（10 月～3 月）休館日 月曜日 年末年始(12/29

～1/3)館維持経費 東田川文化記念館維持管理経費か支出④図書館協

議会 図書館の運営に関し、館長の諮問に応じ意見を述べる 委員５名 

年１回開催 任期２年(H14.5.1～Ｈ16.4.30)⑤職員体制 館長１（教育課長

兼務）同代理１（兼務）司書１（嘱託）臨時職員３（日曜・祝祭日 各1） 

人件費 １３年度 ３，６４０千円※正職員人件費は別途 ⑥勤務時間 通

常勤務 8:30～17:00 時差出勤 9:30～18:00⑦利用者サービス 年度最

初の貸し出しの際に登録 本町又は返却可能な地域に居住している者図

書の貸出、読書相談、参考相談、コピーサービス、リクエスト・予約受付⑧

電算の利用 ・統計（日報・月報・年報）・目録作製・インターネットでの情報

収集 事業期間  通年 

目 的   図書の運営を通し、町民の読書活動を活性化する。 

対象者   全町民 

事業概要   

「羽黒町中央公民館図書室」（羽黒町コミュニティセンター内）の運営を

行う。 

図書の本の貸出業務、図書の選定・案内、図書室の環境整備等 

事業期間  通年 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

市１００％ 
町１００％ 町１００％ 

1３年度決算額 ５３，９８３千円 ５，８１１千円 ４７５千円 

１４年度予算額 ５４，５２７千円 ６，１９０千円 ５１４千円 

備考 
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 様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教育 分 科 会 名  社会教育 大項目 教育 中項目 社会教育 小項目 図書館 細項目 図書館管理 

運営事業 

管理番号               ３－  ０８２ － ０８４ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       

該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してくだ

さい。 

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

櫛引町 三川町 朝日村 温海町 
具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 管理運営事業 管理運営事業 管理運営事業 なし 

根 拠 法 令 等 図書館法 三川町図書室使用規程 朝日村山村開発センター設置条例  

事 業 主 体 櫛引町 三川町教育委員会 朝日村教育委員会 
 

■１と２は 合併まで調整するもの 

■３は 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

１鶴岡を本館とし，町村は分館として

位置付ける。 

２図書館協議会を統合し，委員数 10

名程度，任期２年とし調整する。 

３①利用カード，貸出及び返却につ

いては，電算整備がなされるまでは

現行制度で運用する。②本館にある

図書については、合併後、各分館で

速やかに貸し出し利用を出来るよう

にする。③分館の整備を年次的に

行う。（図書館機能の整備、電算化

等）④ 図書については、本館にお

いて分館のリクエストをとりまとめ一

括購入する。 

業務上の課題 
１図書館と図書室がある。 

２図書館協議会の設置に差異があ

る。 

３利用者サービスに差異がある。 

事 業 概 要 

目 的  読書思想の啓蒙普及を図り、地域の産業と生活、文化の向上に資することを目的とする。 

対象者  一般町民 

事業概要 ①施設の場所  櫛引町情報技術センター兼図書館（櫛引町大字上山添字文栄６０）情

報技術センターと図書館の２つの機能を持つ施設②補助事業名  通商産業省所管 工業再

配置促進費補助金③事業費  80,000 千円 (内国庫補助金 44,480 千円)④施設の概要  

S61/4/1 開館 鉄筋コンクリート造２階建 

⑤施設の運営及び維持管理  開館時間及び休館日月～金 8:30～18:00 土、日 8:30～17:00 

休館日 奇数日曜日、国民の祝日、12/29～1/3、図書整理期間 1 週間 施設の維持管理経費

は情報センター費に一括計上⑥運営協議会、 情報技術センター兼図書館運営協議会 委員

10 名任期14/4～16/3 年1 回⑦職員体制 

 所長１（兼）、係長（兼）１、主事（兼）１、臨時（専）１、（兼）１ 平日は専任の臨時職員が、土曜は兼

任の臨時が担当。日曜はパートタイマーで対応。  人件費（正職員除く） 1,898 千円 ⑧利用

者サービス 図書貸出券交付（地域限定せず。） 図書貸出、貸出予約、コピーサービス、移動

図書（分校1 箇所）、督促、利用者統計、インターネット無料開放端末5 台、DVD3 台 

事業期間  通年 

目 的 

読書を通して人間性豊かな町民の育成

に資する。 

対象者 

 一般町民・在勤者 

事業概要        

○開館時間 図書室使用 

８：３０～１９：００（無人） 

図書貸し出し 

８：３０～２１：００ 

○休館日 

 第１・３月曜日，１２月２９日～１月３日 

事業期間  通年 

 

目 的 

知識を深め、文化感覚の醸成を図るため、図書の整備を進

め、学習の機会と場を身近に提供し読書人口の拡大を図る。 

対象者  全村民 

事業概要 

山村開発センター多目的学習室 

 平成13 年12 月 393 ㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋 128,950 千円 

利用時間 平日 9:00～19:00、土日祝日 9:00～17:00、月曜日

及び年末年始休館 

貸出等業務 パート 2 名交替勤務 平日 15:00～19:00、土日

祝日9:00～17:00 

14 年度 蔵書のパソコン管理整備  貸出等管理ｿﾌﾄ導入 

事業期間  通年 

 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

 
町１００％ 町１００％ 

 

1３年度決算額  ５，８１１千円 ４７５千円  

１４年度予算額  ６，１９０千円 ５１４千円  

備考 

 
 

 



　　施設区分 鶴岡市 藤島町 羽黒町 櫛引町 三川町 朝日村 温海町

中央公民館 1 1 1 1 1 1 1

（別名） 　 農村環境改善センター 農村環境改善センター 山村開発センター ふれあいセンター

地区公民館 (21) 5(うち１館中公併設 ) 4 － 1 4(うち１館中公併設 ) 4（分館併設）

分館 － － － － 三川町文化交流館 － 29

公民館類似施設 156 58 59 21 26 40 －

1 1 (1) (1) (1) －

郷土資料館併設 東田川文化記念館併設 コミュニティセンター内 農村環境改善センター内 山村開発センター内

その他の施設 視聴覚センター 多目的研修センター コミュニティセンター 老人福祉センター 青少年海洋管理センター

女性センター 東田川文化記念館 青少年センター

青年センター 大鳥少年自然の家

海浜児童文化センター

楠公館

文化会館

致道館

大宝館

郷土資料館

メディアルーム図書館（室）

庄内南部地区社会教育施設置状況調査表
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点検

鶴岡市中央公民館 鶴岡市視聴覚センター 鶴岡市女性センター（働く婦人の家） 鶴岡市立図書館

鶴岡市中央公民館設置及び管理条例
鶴岡市視聴覚センター設置及び管理条例

鶴岡市働く婦人の家設置及び管理条例 鶴岡市立図書館設置条例

鶴岡市中央公民館設置及び管理条例施行規則
鶴岡市視聴覚センター設置及び管理条例施行規則

鶴岡市働く婦人の家設置及び管理条例施行規則 鶴岡市立図書館規則
鶴岡市みどり町22番36号 鶴岡市みどり町22番36号 鶴岡市みどり町22番43号 鶴岡市家中新町14番7号

施設規模 昭和24年3月 昭和59年7月 昭和57年4月 大正4年11月
鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 鉄筋コンクリート2階建 鉄筋コンクリート造2階建
敷地5,075　建物延2,667　建築床面積4,392．895
（公民館2,093・視聴覚センター1,354・共同部分946）

敷地5,075　建物延1,726 敷地2,137　建築面積559　建物延964 敷地3,841　建物延2,180
（1Ｆ1,210　2Ｆ970）

１Ｆ　市民ホール、ロビー、談話室、
２Ｆ　第1･2研修室、第1･2会議室、談話室、第1･2和習室、
美術実習室、調理実習室、ホール

1Ｆ　大視聴覚室、
3Ｆ　視聴覚研修室、教材制作室、プラネタリウム室、視
聴覚室、スタジオ、教材編集室、教材保管貸出室、ホー
ル、天体観測ドーム

1Ｆ　研修室、調理実数室、ロビー、託児室、図書室
2Ｆ　会議室、軽運動ホール、講談室、研修室

1Ｆ　一般開架室、調査読書室、こども室、視聴読書室
2Ｆ　講座室、郷土資料室、会議室、史料編纂室、閉架書
庫
　  ★図書収容能力　268,000冊

昭和59年7月新館開館。視聴覚センターと併設。 中央公民館と併設。 移動図書館1台。昭和60年7月新館開館
管理体制 職員 ８人 ７人（兼） ３人 ９人

臨時職員 ２人
非常勤職員
指導員
その他

　

（公民館運営審議会）
公民館運営審議会委員１５名
公民館運営審議会の定例会は、年２回

（視聴覚センター運営審議会）
館長の諮問に応じ，視聴覚センターの
運営方針及び事業の企画実施について調査審議する。

（働く婦人の家運営委員会）
委員会は，委員12名以内をもって組織する。
委員の任期は2年とし，再任を妨げない。
ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（鶴岡市立図書館協議会）
協議会の委員の定数は10名以内とする。
委員の任期は2年とする。ただし，委員に欠員が生じたと
きの補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

使用基準 午前9時～午後10時 午前9時～午後10時 午前9時～午後9時
午前9時30分～午後6時
土曜日及び日曜日は、午前9時30分～午後5時

12月29日～翌年の1月3日 12月29日～翌年の1月3日 日曜日、国民の祝日、12月29日～1月3日
月曜日。国民の祝日。12月29日～1月3日
特別図書整理期間(10日間以内)。年間統計処理日3月31日

公民館使用許可申請書を使用日の10日前までに教育委員会に提
出。
使用日前6か月以上のものはこれを受理しない。

視聴覚センター使用許可申請書を使用日の10日前までに
教育委員会に提出.
視聴覚センタープラネタリウムの観覧を予約する者は，
視聴覚センタープラネタリウム観覧申請書を教育委員会
に提出するものとする。視聴覚センタープラネタリウム
を観覧する者は，プラネタリウム観覧券により観覧料を
納付しなければならない。使用許可申請は，使用日前6か
月以上のものは，これを受理しない。

それぞれに定める利用許可申請書を市長に提出して許可
書等の交付を受けなければならない。

(利用カードの交付)
利用カードの交付を受けようとする者は、利用カード申
込書を館長に提出し、
利用カードの交付を受けなければならない。
利用カードの交付を受けることができる者は、本市又は
庄内地域に居住する者に限る。

時に規定なし 時に規定なし 本市に住所又は勤務先を有する働く婦人及び本市に住所
を有する
勤労者家庭の主婦並びに、市長が適当と認めた者。

時に規定なし

公民館を使用する目的及び方法が、次の各号の一に該当すると
認めるときは、使用を許可しない。
(1)　公の秩序を乱し，公益を害するおそれがあるとき。
(2)　公民館の施設又は附属施設を汚損若しくはき損する
おそれがあるとき。
(3)　公民館の管理又は運営上支障があるとき。

教育委員会は、視聴覚センターを使用する目的及び方法
等が次の各号の一
に該当すると認められるときは使用を許可しない。
(1)　公の秩序を乱し，公益を害するおそれがあるとき。
(2)　視聴覚センターの施設又は附属設備等を汚損若しく
はき損するおそれがあるとき。
(3)　視聴覚センターの管理又は運営上，支障があると
き。

市長は，働く婦人の家を利用しようとする者又は，利用
している
者が次の各号の一に該当する場合は，その利用を許可せ
ず，
又は利用の許可の取消し，若しくは，停止することがで
きる。
(1)　この条例又は規則に違反したとき。
(2)　他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3)　その他働く婦人の家の管理運営上支障のあるとき。

規則等に違反し，又は館長の指示に従わない者若しくは
不都合な行為があると認められる者に対して館長は，図
書館の利用を拒み又は退館を命ずることができる。
利用カードは，他人に貸与または譲渡することができな
い。
これに違反する行為によって生じた図書館の損害につい
ては、利用カードの交付を受けた者が負担しなければな
らない。図書資料の貸出期間は，貸出しの日から2週間以
内。同一人が同時に館外利用できる図書資料の数は，6冊
以内とする。

別紙１ 別表2･3 無料 無料
市民ホール1,400円/1時間　各室150円/1時間 大視聴覚室600円/時間　　その他150円/１時間 料理実習等に使用した光熱費は実費。
次の各号の一に該当するときは，使用料の一部又は
全部を免除することができる。
(1)　公共団体及び法第10条の規定による社会教育関係団体
が，
その目的のために使用するとき。
(2)　その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

次の各号の一に該当するときは，使用料の全部又は一部
を免除することができる。
(1)　国又は地方公共団体が主催し，若しくは共催して行
う行事又は会議のために使用するとき
(2)　その他教育委員会が特に必要あると認めたとき

　
＜13年度実績＞　市民ホール451件　52,710人
                　 各室2,786件　44,594人

＜13年度実績＞　3,237件　97,304人 ＜13年度実績＞　17,235人 ＜13年度実績＞　開館日数２９０日
               入館者数　178,323人　１日平均615人
　　　　　　　　新規図書貸出登録者数　41,371人

有　 有　 有（講座受講料、光熱費等）

・玄関自動ドア機能点検業務　・消防用設備等保守点検
業務　・夜勤員業務　・衛生管理（清掃）業務　・警備
保障業務　・暖房設備保守点検業務

・館内清掃業務委託　・館内警備業務委託　・電気工作
物保安管理業務委託　・エレベーター保守点検業務委託
・空気調和装置点検業務委託　・防災設備保守点検委託

中央公民館、地区公民館管理運営状況調査(鶴岡市）

・清掃及び設備等維持管理・空調機器保守管理
・警備保障業務・消防用施設等保守点検
・舞台照明装置保守点検・舞台吊物装置保守点検

施設名

職員体制

委託

構造

設置条例

位置
設置

面積（㎡）

設備等

備考

使用許可（申請）

使用料（基本使用）

利用者

その他

開館時間

休館日

内規の有無

使用許可制限

利用状況（件数、人数

使用料の減免
使用料（冷暖房料等）
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郷土資料館 鶴岡市青年センター 海浜児童文化セ 楠公館

鶴岡市郷土資料館設置条例 鶴岡市青年センター設置及び管理条例 鶴岡市海浜児童文化センター設置条例 楠公館設置及び管理条例

鶴岡市郷土資料館設置条例施行規則 鶴岡市青年センター設置及び管理施行規則 鶴岡市海浜児童文化センター設置条例施行規則
楠公館設置及び管理条例施行規則

鶴岡市馬場町4番5号（鶴岡公園内） 鶴岡市馬場町11番61号 鶴岡市由良2丁目14－53 鶴岡市大字高坂杉ヶ沢82－1
昭和51年6月1日 昭和46年5月20日 昭和39年5月23日 昭和51年10月
鉄骨鉄筋コンクリート平屋建 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建 平屋 木造平屋
延床面積184.8㎡ 1,167㎡ 敷地3,551㎡　建物495㎡（由良コミセン併用） 敷地1,635㎡　建物，310㎡

　

１Ｆ　事務室、談話室、読書コーナー、調理実習室、
　　　体育レクリエーション室（ホール）、団体事務室
２Ｆ　第1～5研修室、視聴覚室、和修室

展示室、実習室、集会室 講堂、資料室、和室、調理室、
会議室、洗面所、浴室

資料整備の整理のため休館中 由良コミセン併用 昭和１２年建築　記念館転用
９人（兼） ４人（兼） １人（兼） ０人

１人
２人（青年センター指導員） １人（社会教育指導員）

・館内警備業務委託

郷土の文献資料を取り扱う県内最初の文書館的施設として、
旧図書館に隣接して建設された。昭和60年の図書館の移転・
新築に伴い、主要な機能はその2階の郷土史料室に移され、
展示だけを行ってきた。11年度より、展示も郷土資料室に移
し、
本館は資料整理のため休館中。
なお、収蔵庫には、合併町村の役場資料が収めらている。

(運営審議会)
審議会の委員は10名以内とし，次の各号に掲げる者のうちから
教育委員会が委嘱する。
(1)　社会教育委員
(2)　青年を代表する者
(3)　学校教育法第2条に規定する学校の長
(4)　学識経験者及び青年センターの目的達成に協力する各種
団体，機関等を代表する者
2　委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし，補欠委員の
任期は前任者の残任期間とする。

・館内清掃パート１人賃金 ・雪囲い・架払い作業、　屋根雪下ろし作業賃金

午前10時～午後4時まで 午前9時～午後10時
午後1時～午後4時半
午前9時～午後4時半（日曜日・国民の休日）

終日　（使用時間　日帰り使用の場合は午前９時～
午後７時　宿泊使用の場合は午前９時～使用終了日
の午後４時）

月曜日。国民の祝日。12月29日～1月3日
特別図書整理期間(10日間以内)。年間統計処理日3月31日

毎月第2日曜日及び第4日曜日。国民の祝日。12月29日～1月3日 12月1日～3月31日 12月1日～3月31日

資料館の文献等(以下「資料」という。)の利用は、
閲覧票を提出し館内で行う

鶴岡市青年センター使用許可申請書(様式第3号)を使用の5日前
までに教育委員会に提出し，鶴岡市青年センター使用許可書
(様式第4号)の交付を受けなければならない。
2　前項の使用許可申請は，使用日前30日以上のものは，これ
を受理しない。
3　第1項の規定により使用の許可を受けた者が，許可を受けた
事項の一部を変更しようとするとき又は取り消そうとするとき
は，使用日の3日前までに教育委員会に届け出て，その承認を
受けなければならない。

児童文化センターに入館しようとする者は，
入館カード(様式第1号)に所要時間を記載し，館長の許可を
受けなければならない。
－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
児童文化センターの施設を使用しようとする者は，使用許
可申請書(様式第2号)を，使用期日5日前までに提出し，館
長の許可(様式第3号)を受けなければならない。
2　館長は，前項の許可に際し，原状回復その他使用に関し
て必要な条件を附することができる。

使用許可申請書(様式第1号)を，使用期日5日前まで
に，教育委員会に提出し，使用許可書(様式第2号)の
交付を受けなければならない。
2　前項の使用許可申請書は，使用期日前30日以上の
ものは，これを受付ない。

勤労青年など 児童・生徒　など 時に規定なし

資料館の資料で，次に掲げる場合には一般の利用に供さないもの
とする。

(1)　特に重要な資料で損傷し易い等のる勇により、利用に供す
ることが不適当と認めたとき。
(2)　資料館業務の遂行に支障があると認めたとき。
(3)　その他館長が不適当と認めたとき。

次の各号の一に該当するときは，使用の許可を取消し，若しくは変
更し，又は使用を停止することができる。
(1)　この条例に違反し，又はこの条例に基づく指示に従わないと
き。
(2)　使用の許可の条件に違反したとき。
(3)　青年センターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。

次の各号に該当する場合のほか，これを目的外の使用に供せしめ
ないものとする。
(1)　教育文化，社会福祉，産業等の振興を目的とする事業のた
めに公共的団体が使用する場合
(2)　その他児童文化センターの運営に支障ないと認めた場合

教育委員会は，公益を害するおそれがあるとき又は施設
の保全に支障があると認めるときは，使用を許可しない
ことができる。

無料 別紙４ 無料 別表5
冷暖房料金1台　100円/１時間 無料 別表5

　

次の各号の一に該当するときは，使用料の一部又は全部を免除
することができる。
(1)　国及び地方公共団体又は社会教育法(昭和24年法律第207
号)第10条の規定による社会教育関係団体の会合で，公益上必
要と認めたとき。
(2)　その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

次の各号に該当する場合のほか，これを目的外の使用に供
せしめないものとする。
(1)　教育文化，社会福祉，産業等の振興を目的とする事業
のために公共的団体が使用する場合
(2)　その他児童文化センターの運営に支障ないと認めた場
合

市長が特に必要と認めたときは，これを減免するこ
とができる。

休館中 ＜13年度実績＞　ホール290件　13,411人
               その他の研修室　1,109件　19,584人

＜13年度実績＞　総数5,673人
　　　　　　　　小学生2,795人　中学生145人　他2,733人

＜13年度実績＞　9団体　通算18日　34,570人

有 無　

楠公館の建物そのものは、洞春院の敷き地に建って
おり、立地条件や緊急事態への対応を考慮し、住職
に管理を委託している。

・消火器点検業務・青年センター管理委託
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各地区・学区コミュニティセンター 史跡旧致道館【国指定史跡】 大宝館

鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例 史跡旧致道館設置及び管理条例 大宝館設置及び管理条例

鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則 史跡旧致道館設置及び管理条例施行規則 大宝館設置及び管理条例施行規則
別紙 鶴岡市馬場町11番45号 鶴岡市馬場町4番7号
別紙 昭和４７年３月 昭和６３年４月
別紙 木造平屋建 木造2階建

別紙
敷地面積7,034㎡　建物延面積402㎡ 建物延面積511㎡

別紙

受付棟、トイレ、表門、西門、東門、聖廟
講堂、御居間

１F　事務室、展示室、トイレ、保管庫
２F　展示室

別紙 文化１３年建築　旧藩校　文化財資料等展示郷土人物等資料展示

1人 1人

1人 1人
パート１人

鶴岡市コミュニティセンター管理運営委託、鶴岡市行政連絡業務委託

展示人物検討委員会　年1回開催
午前8時30分から午後10時まで。市長は，特別の理由があると認めるときは，前2条
の規定にかかわらず，開館時間を伸縮し，又は休館日若しくは開館日を変更するこ
とができる

午前9時から午後4時30分 午前9時から午後4時30分

(1)毎月の第3日曜日　　(2)12月29日から翌年1月3日まで

月曜日
12月29日から翌年の1月3日までの日

月曜日
12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可等)第5条　センターを条例第1条の設置目的により使用しようとする者
は，センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し，その確認を受けることによ
り，条例第3条第1項の規定による使用の許可を受けたものとみなす。
(目的外使用の許可等)第6条　条例第3条第3項の規定により，センターをその目的
外に使用の許可を受けようとする者は，センター使用許可申請書(様式第2号)を使
用日の5日前までに市長に提出し，センター使用許可書(様式第3号)の交付を受け
なければならない。

観覧以外の目的で使用する場合は、
使用許可申請を行い許可を受けた後、使
用。

　 致道館を観覧しようとする者は，観覧者名
簿
に記しなければならない。

大宝館を観覧しようとする者は，観覧者
名簿に記入しなければならない。

(1)　公の秩序を乱し，公益を害するおそれがあるとき。(2)　センターの施設又は附属設
備をき損するおそれがあるとき。(3)　センターの管理又は運営上支障があるとき。

(観覧者の遵守事項)
観覧者は，次の事項を遵守しなければならな
い。
(1)　史跡の風致を害するおそれのある行為，
又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2)　建物及び附属設備並びに展示資料等を汚
損若しくはき損し，又は滅失するおそれのあ
る行為をしないこと。
(3)　酒気をおびて入館しないこと。
(4)　飲食若しくは喫煙をしないこと。
(5) 許可なく展示資料を撮影しないこと

(観覧者の遵守事項)
観覧者は，次の事項を遵守しなければならな
い。
(1)　有形文化財の風致を害するおそれのある
行為又は他人の迷惑となる行為をしないこ
と。
(2)　建物若しくは附属設備又は展示資料等を
汚損し，若しくはき損し，又は滅失するおそ
れのある行為をしないこと。
(3)　酒気をおびて入館しないこと。
(4) 飲食若しくは喫煙をしないこと

別表 無料 無料
別表　 無し 無し
市長は，次の各号の一に該当するときは，前条ただし書の規定による使用料の全部又は
一部を免除することができる。(1)　国又は地方公共団体が主催し，若しくは共催して行う行
事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。(2)　その他市長が特に必要があると認
めたとき。

　

＜13年度実績＞　入館者　21,275人
◇保存修理中のため、使用許可申請による
　使用なし。

＜13年度実績＞　入館者　17,998人

有 有 有

・清掃業務　・館内整備保障
・風除室設置解体保管業務
・消防設備保守点検

・清掃業務　・構内除雪　・芝生管理業務
・樹木管理業務　・風除室設置解体保管業
務
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藤島町立中央公民館 藤島公民館 東栄公民館

藤島町立公民館設置及び管理等に関する条例 同左 同左

藤島町立公民館規則 同左 同左

藤島町立公民館組織規程 同左 同左

藤島町大字藤島字笹花７３番地 藤島町大字藤島字笹花７３番地 藤島町大字蛸井興屋字水尻26番地の2

施設規模 昭和４５年３月 左施設内に設置されている 同左

鉄筋コンクリート造二階建 左施設内に設置されている 鉄骨平屋建

敷地７，４５５㎡　建物面積１，６２６．７４㎡ 左施設内に設置されている 敷地面積3,740㎡建物面積1526.57㎡

昭和５３年１１月１５日建設 左施設内に設置されている 平成５・６年建設

管理体制 職員 １名
臨時職員 ３名 ２名
非常勤職員 1名 1名
　

　 清掃・管理警備・電気設備点検・消防設備等点検・自動ドア点検・樹木剪定消毒 中央公民館で管理 同左

使用基準 午前9時～午後10時　特別の理由で館長において変更できる。 同左 同左

毎月第２・4月曜日　館長は必要ある場合、年間15日以内臨時休館日を設けられる。 同左 同左

公民館使用申請書を使用3日前までに館長に提出 同左 同左

町民及び町民以外 同左 同左

特になし 同左 同左

別紙 別紙 別紙

別紙 別紙 別紙

公民館の使用料は無料とする。ただし、次に掲げる場合は使用料を徴収する。
（１）公共団体、公共的団体又は法第１０条に規定する社会教育関係団体以外が使用する
とき。
（２）町長において特に必要と認めたとき。

同左 同左

　　　　内規（有・無) 有 有 有

13年度実績　15,010人

＊調査表は、市町村間の事業調整など比較検討するための資料とするものです。

利用状況（件数、人数）

左施設内に設置されている

13年度実績　４３，９９７人

多目的ﾎｰﾙ、研修室1.2、会議室、調理
実習室、図書・談話ｺｰﾅｰ、事務室、体
育館

１階　ホール、ロビー、相談室、会議室、ITルーム　2階　集会室、和会議室、第1・2研
修室、調理室

使用料の減免

社会教育施設管理運営状況調査表（藤島町）

施設名

使用料（冷暖房料等）

使用許可（申請）

利用者

その他

開館時間

休館日

使用料（基本使用）

使用許可制限

住所

設置

設備等

面積（㎡）

備考

職員体制

委託業務

構造

設置条例
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八栄島公民館 長沼公民館 渡前公民館 多目的研修センター 東田川文化記念館

同左 同左 同左 藤島町多目的研修センター条例 東田川文化記念館条例

同左 同左 同左 藤島町多目的研修センター管理規則 東田川文化記念館条例施行規則

同左 同左 同左

藤島町大字八色木字西野102番地の4 藤島町大字長沼字宮前25番地の1 藤島町大字渡前字中屋敷28番地 藤島町大字上藤島字備中下3番地の2 藤島町大字藤島字山の前９９番地

同左 同左 同左 平成９年９月 平成８年７月

木造長鉄葺平屋建 鉄骨折板葺平屋建 鉄骨平屋建 鉄骨平屋建 郡役所　木造平屋建　郡会議事堂　木造２階建　事
務室　木造２階建

敷地面積5,669㎡建物面積911.12㎡ 敷地面積11,813.31㎡建物面積533.23㎡ 敷地面積5,019.69㎡建物面積1405.34㎡ 敷地面積993.06㎡建物面積496.89㎡ 敷地面積4,542.46㎡建物面積512.3　592.6　264㎡

旧東田川郡役所　展示室　和室

旧東田川郡会議事堂　町立図書館　談話室　応接室
郷土資料室　　　事務室　展示室２つ

昭和４７年建設 昭和５４年建設 平成３年１０月３１日建設 旧県普及所

２名（生涯学習係） １名（教育課兼務）
２名 ２名 ２名 １名（財団職員）
1名 1名 1名 館長（財団職員）

財団法人藤島町文化スポーツ事業団で運営
図書館部分は別

同左 同左 同左 なし 清掃業務、日祭日・夜間管理業務、警備業務、消防
（自動ドアなし） （樹木剪定なし） （樹木剪定なし） 設備保守点検業務、樹木等管理業務
（樹木剪定なし）

庄内たがわ農協へ一部貸付（管理とも）
町が水道・下水道料金、農協が電気・ガス
料金を支払う

同左 同左 同左 午前8時30分～午後10時　特別の理由で
所長において変更できる。

午前9時～午後4時30分　図書館４月～９月9：00～
18：00　明治ホール8：30～21：30

同左 同左 同左 毎年12月29日から１月３日　その他所
長が変更できる

毎週月曜日　年末年始

同左 同左 同左 ｾﾝﾀｰ使用申請書を使用3日前までに所長
に提出

東田川文化記念館使用申請書を東田川文化記念館長
に提出

同左 同左 同左 同左 同左

同左 同左 同左 同左 同左

別紙 別紙 別紙 別紙 別紙

別紙 別紙 別紙 別紙 別紙

同左 同左 同左 同左 同左

有 有 有 有 有

13年度実績　9,528人 13年度実績　12,161人 13年度実績　11,626人 13年度実績　637人 13年度実績　12,690人（図書館除く）

ﾎｰﾙ、研修室、集会室1.2.3、和室、多目的ﾎｰﾙ、生活改善実習室1.2、視聴
覚室兼営農研修室、調理実習室、図
書・談話ｺｰﾅｰ、事務室、体育館

大ﾎｰﾙ、集会室1.2、調理室、図書・談
話ｺｰﾅｰ、事務室、資料館、体育館

大ﾎｰﾙ、集会室1.2、研修室、調理室、
図書・展示質、事務室

102



中央公民館

手向地区公民館
（手向地区ふるさとセン

ター） 泉地区公民館（農村環境改善センター）
広瀬地区公民館

（勤労者研修センター）
四小地区公民館

（克雪サブセンター） コミュニティセンター

羽黒町公民館設置条例 羽黒町公民館設置条例 羽黒町公民館設置条例 羽黒町公民館設置条例 羽黒町公民館設置条例 羽黒町コミュニティセンター設置条例

羽黒町公民館管理運営規則 羽黒町公民館管理運営規則 羽黒町公民館管理運営規則 羽黒町公民館管理運営規則 羽黒町公民館管理運営規則 羽黒町コミュニティセンター設置条例施行規則

羽黒町公立公民館当直規程 羽黒町公立公民館当直規程 羽黒町公立公民館当直規程 羽黒町公立公民館当直規程 羽黒町公立公民館当直規程

手向地区ふるさとセンターの設
置及び管理に関する条例

羽黒町農村環境改善センター設置条例
羽黒町勤労者研修センターの設置

及び管理に関する条例
羽黒町克雪サブセンター設置及
び管理条例

手向地区ふるさとセンターの設
置及び管理に関する条例施行規

則
羽黒町農村環境改善センター使用規程

羽黒町勤労者研修センターの設置
及び管理に関する条例施行規則

羽黒町大字荒川字前田元70-6 羽黒町大字手向字黒沢31-1 羽黒町大字荒川字谷地堰11-1 羽黒町大字後田字下田元237 羽黒町大字上野新田字段之松6-羽黒町大字荒川字谷地堰28

施設規模 昭和４１年１２月 昭和４０年 昭和５７年 昭和５０年 平成３年 昭和５７年８月

鉄筋鉄骨コンクリート造二階建 木造平屋建 鉄筋鉄骨コンクリート造二階建 木造平屋建 鉄筋鉄骨コンクリート造平屋建鉄筋鉄骨コンクリート造二階建

敷地3127.68　延床964 敷地4389.32　延床779.81 敷地16982.68　延床2165 敷地3914.43　延床917.15 敷地3385.82　延床325 敷地4894　延床1394

１Ｆ管理人室、事務室、和室
２Ｆ会議室、和室、講堂

事務室、会議室、和室、調理
実習室、講堂

１Ｆ事務室、体育室、調理実習室、和室、農
事研修室　２Ｆ和室、研修室、会議室、相談
室　　他にグランド、ゲートボール場

事務室、図書室、ホール、研
修室、和室、調理実習室 事務室、和室

１Ｆ事務室、談話室、ロビー、応接室、図書室、研修室、
ホール、新郎新婦控室２Ｆ和室、会議室、茶道室

平成９年全面改築 平成５年改修　平成１２年体育室一部増築 平成９年全面改築
管理体制 職員 5人（兼務） 1人 1人（兼務）

臨時職員 １人 1人 2人 1人 1人
非常勤職員 １人 1人 1人 1人
　

　

公民館運営審議会委員８名、公民館運
営審議会の定例会は年２回

公民館運営審議会委員５名、公
民館運営審議会の定例会は年２
回

公民館運営審議会委員５名、公民館運営審議
会の定例会は年２回

公民館運営審議会委員５名、公民
館運営審議会の定例会は年２回

公民館運営審議会委員５名、公
民館運営審議会の定例会は年２
回

使用基準 午前８時３０分～午後１０時 午前８時３０分～午後１０時 午前８時３０分～午後１０時（宿泊可） 午前８時３０分～午後１０時 午前８時３０分～午後１０時 午前８時３０分～午後１０時
１２月２９日から翌年１月３日　　そ
の他館長が休館を必要と認めた日

１２月２９日から翌年１月３日
その他館長が休館を必要と認め
た日

１２月２９日から翌年１月３日　　その他館
長が休館を必要と認めた日

１２月２９日から翌年１月３日
その他館長が休館を必要と認めた
日

１２月２９日から翌年１月３日
その他館長が休館を必要と認め
た日

１２月２９日から翌年１月３日　　その他館長が休館を必要と認め
た日

使用３日前までに本館備え付けの
使用簿に所要事項を記入し館長の
承認を得る

使用３日前までに本館備え付
けの使用簿に所要事項を記入
し館長の承認を得る

使用３日前までに本館備え付けの使用簿に
所要事項を記入し館長の承認を得る

使用３日前までに本館備え付
けの使用簿に所要事項を記入
し館長の承認を得る

使用３日前までに本館備え付
けの使用簿に所要事項を記入
し館長の承認を得る

使用３日前までに本館備え付けの使用簿に所要事項を記入し
所長の許可を得る

制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし
酒類の使用については、公民館運営上
支障のない場合に限り館長が許可す
る。（但し２１：３０まで）使用目
的、条件、使用規定又は職員の指示に
従わない時。あるいは風紀を害し秩序
を乱す行為があったときは使用を停止
し、許可を取消すことがある

酒類の使用については、公民館
運営上支障のない場合に限り館
長が許可する。（但し２１：３
０まで）使用目的、条件、使用
規定又は職員の指示に従わない
時。あるいは風紀を害し秩序を
乱す行為があったときは使用を
停止し、許可を取消すことがあ

酒類の使用については、公民館運営上支障の
ない場合に限り館長が許可する。（但し２
１：３０まで）使用目的、条件、使用規定又
は職員の指示に従わない時。あるいは風紀を
害し秩序を乱す行為があったときは使用を停
止し、許可を取消すことがある

酒類の使用については、公民館運
営上支障のない場合に限り館長が
許可する。（但し２１：３０ま
で）使用目的、条件、使用規定又
は職員の指示に従わない時。ある
いは風紀を害し秩序を乱す行為が
あったときは使用を停止し、許可
を取消すことがある

酒類の使用については、公民館
運営上支障のない場合に限り館
長が許可する。（但し２１：３
０まで）使用目的、条件、使用
規定又は職員の指示に従わない
時。あるいは風紀を害し秩序を
乱す行為があったときは使用を
停止し、許可を取消すことがあ

酒類の使用については、公民館運営上支障のない場合に限り所長が
許可する。（但し２１：３０まで）使用目的、条件、使用規定又は
職員の指示に従わない時。あるいは風紀を害し秩序を乱す行為が
あったときは使用を停止し、許可を取消すことがある

　別紙１ 　別紙１ 　別紙１ 　別紙１ 　別紙１ 　別紙１

石油ストーブ１台につき
移動用　５０円/時
オイルヒーター　１００円/時
これに１０５/１００を乗じる

所定の使用料の額に40/100を
乗じて得た額を当該所定の使
用料の額に加算

所定の使用料の額に40/100を乗じて得た額
を当該所定の使用料の額に加算

所定の使用料の額に40/100を乗じ
て得た額を当該所定の使用料の額
に加算

石油ストーブ１台につき
移動用　５０円/時
オイルヒーター　１００円/時
これに１０５/１００を乗じる

所定の使用料の額に40/100を乗じて得た額を当該所定の使用料の額
に加算

国、公共団体又は社会教育法第１０条
の規定による社会教育関係団体が使用
するとき。その他教育委員会で特に必
要と認めたとき

国、公共団体又は社会教育法第
１０条の規定による社会教育関
係団体が使用するとき。その他
教育委員会で特に必要と認めた
とき

国、公共団体又は社会教育法第１０条の規
定による社会教育関係団体が使用すると
き。その他教育委員会で特に必要と認めた
とき

国や公共団体が使用するとき。町
内企業者や町内企業就労者等が産
業振興に資するために使用すると
き。社会教育法第１０条の規定に
よる社会教育関係団体が使用する
とき。その他教育委員会で特に必
要と認めたとき

国、公共団体又は社会教育法第
１０条の規定による社会教育関
係団体が使用するとき。その他
教育委員会で特に必要と認めた
とき

公益又は公用上特に必要があると認めた場合

　　　　内規（有・無) 無 無 無 無 無 無

792件　8,013人（Ｈ13度） 705件　9,394人（Ｈ13度） 1,755件　31,880人（Ｈ13度） 652件　11,745人（Ｈ13度） 238件　3,647人（Ｈ13度） 757件　24,611人（Ｈ13度）

＊調査表は、市町村間の事業調整など比較検討するための資料とするものです。

施設管理作業、消防用設備等保守点検、清掃業務、冷暖房設
備保守点検

消防用設備等保守点検
施設管理作業、消防用設備等
保守点検

施設管理作業、消防用設備等保守点検、清
掃業務

施設管理作業、消防用設備等
保守点検

施設管理作業、消防用設備等
保守点検

委託業務

構造

設置条例

位置

設置

利用状況（件数、人数）

使用料の減免

面積（㎡）

設備等

備考

使用許可制限

　 社会教育施設管理運営状況調査表（羽黒町)

施設名

使用料（冷暖房料等）

使用許可（申請）

利用者

その他

開館時間

休館日

使用料（基本使用）

職員体制

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������

�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 103



櫛引町農村環境改善センター

櫛引町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

櫛引町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

櫛引町大字上山添字文栄９０番地

施設規模 昭和55年8月30日
鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造り、冷暖房完備

面積（㎡） 敷地面積3,390㎡　建築面積1,559㎡
（１階1,055㎡　２階477㎡　搭屋27㎡）

設備等 １Ｆ　多目的ホール　生活実習室、相談室、控え室、ロビー

　　　事務室

２Ｆ　第１研修室、第２研修室、会議室、講座室、ロビー

塔屋

備考
管理体制 職員 ２人

臨時職員 １人
非常勤職員
　

　 警備保障業務、館内清掃業務、防災設備保守管理業務
空調設備保守管理業務、

手数料 夜間休日管理業務、消火器点検業務、

使用基準 午前８時３０分～午後１０時（特別な理由がある場合は開く）

12月３０日、1月1日～２日

農村環境改善センター使用許可申請書をあらかじめ提出。

別紙１
壇冷房の使用料は、20％加算する。
次に該当する場合は、使用料を減免することができる。ただし宿泊研修及
び設備器具の使用を除く。
(1) 町及び町の機関。

(2) 公共団体及び公共団体的団体。

(3) その他町長が減免を認めたとき。

　　　　内規（有・無)
　　＜13年度実績＞・社会教育活動　427件　 7158人

　　　　　　　　 ・一般会議　  　589件　23,070人

　　　　　　　　　　合　 計　  1,016件　30,223人

＊調査表は、市町村間の事業調整など比較検討するための資料とするものです。

社会教育施設管理運営状況調査(櫛引町)
施設名

使用料（冷暖房料等）

使用許可（申請）

利用者

その他

開館時間

休館日

使用料（基本使用）

設置条例

位置

設置

利用状況（件数、人数）

使用料の減免

使用許可制限

職員体制

委託業務

構造
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三川町農村環境改善センター（三川町公民館） 押　切　公　民　館 三川町文化交流館（ｱﾄｸ先生の館）

三川町農村環境改善センター設置及び管理条例 三川町社会教育条例 三川町文化交流館設置条例

三川町農村環境改善センター設置及び管理条例の施行規則 三川町文化交流館設置規則

三川町大字横山字西田52-1 三川町大字押切新田字豊秋15の1 三川町大字押切新田字三本木118

施設規模 昭和54年3月15日 昭和34年11月24日 昭和11年3月19日

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建て 木造平屋 木造平屋，土蔵2棟

敷地面積　7，050㎡　建物面積　1，490.291㎡ 敷地面積　1548.07㎡　建物面積　438.54㎡ 敷地面積　5,000.44 ㎡　建物面積　54.84㎡

冷暖房設備・音響設備 暖房設備 暖房設備

昭和50年10月増築（集会場124.49㎡）

昭和初期に建築された阿部邸を購入し，平成11年に電気
工事，トイレ・駐車場を整備

管理体制 職員 公民館主事2名

臨時職員 図書事務　1名（年58日）

非常勤職員 公民館長1名，公民館副館長1名，社会教育指導員3名 公民館嘱託職員が交代で勤務　1名　

警備員 警備員3名（日直～土・日曜日・祝祭日，宿直～365日） 管理人(土・日曜日，祝祭日）

　 清掃委託・消防施設点検・音響設備点検・空調設備点検
自家用電気工作物点検・自動ドア点検・ホール空気清浄機
点検・ステージ緞帳等点検

使用基準

8：30～22：00（図書室貸出し　8：30～19：00，利用8：30～
21：00）

8：30～22：00 9：00～17：00

第1・第3月曜日，毎年12月29日～翌年1月3日まで 毎月1日・第3日曜日，毎年12月29日～翌年1月3日まで 毎週月曜日，毎年12月29日～翌年1月3日まで

使用許可申請書を事前に町長に提出し，許可を受ける。
使用許可申請書を事前に教育委員会に提出し，許可を受
ける。

使用許可申請書を事前に教育委員会に提出し，許可を受
ける。

使用許可の制限に該当しない一般住民 使用許可の制限に該当しない一般住民 使用許可の制限に該当しない一般住民
（1）公の秩序を乱し，公害を害するおそれがあるとき。
（2）施設及び付属設備を毀損するおそれがあるとき。
（3）農村センターの管理または運営上支障があるとき。
（4）集会が法令又はこの条例に違反するとき。

（1）公益を害するおそれがあると認めたとき。
（2）施設設備をき損するおそれがあると認めたとき。
（3）集会が法令又はこの条例に違反するものであると
き。（4）その他館の運営上不適当と認めたとき。

（1）公の秩序を乱し，公害を害する恐れがあるとき。
（2）文化交流館及び付属施設を毀損するおそれがある
とき。
（3）文化交流館の管理及び運営上で支障があるとき。
（4）その他教育委員会が不適当と認めたとき。

ﾎｰﾙ午前3,500円，午後5,250円，夜間8,750円，全日17,510円，
会議室午前720円，午後920円，夜間1,230円，全日2,570円

午前１室720円・２室1,030円，午後1室920円・2室1,640
円

一室使用の場合1時間当り500円，2室以上使用の場合1時
間当り550円

30％加算 暖房使用のとき30％加算

　　　　内規（有・無)

内規で町内の社会教育関係の会議，農業関係者の会議は使用料
免除

内規で町内の社会教育関係の会議は使用料免除 内規で町内の社会教育関係の会議は使用料免除

平成13年度　837件，32，492人 平成13年度　354件，5,921人 平成13年度　18件，1，642人

＊調査表は、市町村間の事業調整など比較検討するための資料とするものです。

管理業務委託（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ），消防設備点検，清掃
業務

社会教育施設管理運営状況調査表（三川町)

施設名

職員体制

委託業務

構造

設置条例

位置

設置

使用料（冷暖房料等）

使用許可（申請）

利用者

その他

開館時間

休館日

使用料（基本使用）

利用状況（件数、人数）

使用料の減免

面積（㎡）

設備等

備考

使用許可制限
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朝日村老人福祉センター 朝日村青少年センター 朝日村大鳥少年の家 朝日村山村開発センター 朝日村南部地区公民館

朝日村老人福祉ｾﾝﾀｰ設置条例 朝日村青少年ｾﾝﾀｰ設置条例 朝日村大鳥少年の家設置条例
朝日村山村開発センター設置条例

朝日村公民館条例
朝日村公民館条例

朝日村大字下名川字落合222番地の2 朝日村大字東岩本字野中146番地 朝日村大字大鳥字寿岡112番地 朝日村大字下名川字落合220番地 朝日村大字上田沢字船渡3番の14

昭和60年4月 昭和54年4月 昭和61年4月 昭和58年7月 平成5年12月

RC平屋建設 木造二階建 木造二階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建 木造平屋建（柳式屋根　克雪住宅）

敷地5590.22㎡　建物2207.31㎡
敷地533.025㎡　建物1F496.377
2F373.988㎡　計870.365㎡

敷地19324.96㎡　建物1F1254.24㎡
2F426.44㎡　計1680.68㎡

敷地5,590.22㎡　建物1,481.99㎡ 敷地4,473.34㎡　建物463.75㎡

教育委員会事務室･多目的研修室･第2
研修室･ﾛﾋﾞｰ・調理実習室

1F調理室･談話室･宿泊研修室2･事務
室･廊下　　　2F研修室･資料室･ﾎｰﾙ･
廊下

1F体育館･事務室･厨房･食堂･ﾄｲﾚ・研
修室3　　　　2F研修室4

大集会室、研修室、視聴覚室、和室
2、多目的学習室、情報学習室、事務

室、ロビー

大研修室、講座室、小研修室、受講
室、調理実習室、図書室、事務室

H14.9隣接の開発Cと廊下により連結。 東岩本小学校廃校利用 大鳥小中学校廃校利用
H13.12多目的学習室379.41㎡増築
H14.9老人福祉Cと渡り廊下連結
中央公民館・中部地区公民館併設

水力発電施設周辺地域交付金にて整
備

職 員 2名（併任辞令） 1名（併人辞令） 3名（併任）
臨時職員 2名（事務補助･指導員） 1名 1名（主事併任）
非常勤職員 1名（所長） 1名 1名　（館長）

H14.4から教育委員会管理 青少年C運営審議会（6名）年1回開催 大鳥村づくり協議会（食事運営） 運営審議会（19名）年２回開催
公民館運営審議会（12名）年２回開

催

午前8時30分～午後10時 午前8時30分～午後10時 午前8時30分～午後10時
午前8時30分～午後10時、多目的学習
室は土日祝日は午前9時～午後5時そ
の他の日は午前9時～午後7時

午前9時～午後10時

毎月、第1日曜と第3日曜及び毎年12月
29日～翌年1月3日（但し、施設長が特
に認める場合はこの限りでない）

毎月、第1日曜と第3日曜及び毎年12
月29日～翌年1月3日（但し、施設長
が特に認める場合はこの限りでな
い）

国民の休日･村が定めた休日

毎月、第1日曜と第3日曜及び毎年12
月29日～翌年1月3日、　多目的学習
室は毎週月曜日及び毎年12月29日～
翌年1月3日（但し、所長が特に認め
る場合は変更できる）

特になし

個人の場合は、使用者名簿に記入し入
館。団体の場合は、5日前まで使用申
し込み書を提出し、村長の許可。

使用許可申請書を教育委員会に提出 使用許可申請書を教育委員会に提出
使用許可申請書を提出し、
村長許可

使用許可申請書を教育委員会に提出
教育委員会許可

現状回復と損害賠償義務 現状回復と損害賠償義務 現状回復と損害賠償義務 原状回復と損害賠償義務 施設設備を毀損したとき損害賠償

管理上支障があると認めた時 管理上支障があると認めた時 管理上支障があると認めた時
公益を害する恐れ又は
管理上支障があると認めたとき

公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれが
あるとき、法第23条に反すると認めると

き

別表 別表 別表 別表 別表

暖冷房使用の場合は20％加算 暖冷房使用の場合は20％加算 特に無し
冷暖房使用の場合は使用料の30％加
算

特になし

60歳以上の使用･社福団体の使用･その
他特に認めたとき

社会教育団体の使用･公共的団体の使
用･宿泊使用のとき

無
公共的団体又は設置目的達成のため
の使用、その他村長が必要と認めた
とき

社会教育団体・公共的団体の使用

 内  規 （有・無) 有（規則等） 有（規則等） 有（規則等） 有（管理規則等） 有　（館則等）

各室計　3,342名（13年度実績） 各室計　3,130名（13年度実績） 各室計　7,051名（13年度実績） 921件　24,500人（13年度実績） 年間　約5,000人

消防設備･冷暖房設備･ｷｭｰﾋﾟｸﾙ･自動
ﾄﾞｱ･庭園樹木管理、警備保障、清

掃、　雪囲い、施設管理業務

浄化槽管理、防災設備点検、施設管
理

清掃及び暖房設備保守管理･消防用施
設等保守点検･雪囲い･除排雪

清掃及び暖房設備保守管理･消防用施
設等保守点検･雪囲い･除排雪･警備保
障業務

 委託業務

社会教育施設管理運営状況調査表（朝日村)

 職員体制

清掃及び暖房設備保守管理･消防用施
設等保守点検･自動ﾄﾞｱ保守点検･雪囲
い･除排雪･警備保障業務

施　　設　　名

管理体制

設　置　条　例

 構　　造

 住　　所

 設　　置

 使用料の減免

 面積（㎡）

 使用許可（申請）

 その他

 開館時間

 休館日

 設備等

 使用料（冷暖房料等）

施設規模

 備　　考

 使用料（基本使用）

 使用許可制限

 利用者

使用基準

 利用状況（件数、人数）
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朝日村東部地区公民館 朝日村熊出地区公民館

朝日村防雪センター設置条例
朝日村公民館条例

朝日村公民館条例

朝日村大字大網字土倉211番地 朝日村大字熊出字長表25番地

昭和57年12月 昭和54年11月

木造２階建 木造２階建

敷地2,155㎡　建物379.8㎡ 敷地5,439㎡　建物403.21㎡

研修室、情報管理室、会議室2、台
所、除雪機械格納庫、作業員待機室

大集会室、小集会室、調理研修室、
事務室、会議室、研修室、図書室

基礎集落圏防雪体制整備事業による
大網防雪センター

熊出中部落に譲与
部落公民館として管理運営

１名（主事併任） １名（主事併任）

１名　（館長） １名　（館長）

公民館運営審議会（12名）年２回開
催

午前9時～午後10時

特になし

使用許可申請書を教育委員会に提出
教育委員会許可

施設設備を毀損したとき損害賠償

公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれが
あるとき、法第23条に反すると認めると

き

別表

特になし

社会教育団体・公共的団体の使用

有　（館則等）

年間　約1,822人（13年度実績）

浄化槽管理、防災設備点検、施設管
理
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温海町ふれあいセンター 温海町青少年海洋センター

温海町ふれあいセンター設置条例 温海町青少年海洋センター設置条例 昼　　　　間 夜　　　　間

〃　　　　施行規則 〃　　　　施行規則 ホ ー ル 1時間につき　900円 1時間につき　1,400円

温海町大字温海戊５７７番地１ 温海町大字鼠ヶ関字原海150 そ の 他 の 部 屋 　　　　　　　　300円 　　　　　　　　400円

施設規模 温海町 温海町 放 送 設 備 1回につき 2,500円

ＲＣ４階建て ＲＣ平屋建て 照明設備（ホール） 1回につき 3,300円

2,042㎡ 423.388㎡ 電 動 椅 子 11,000円
1F　　第1・第2・第3研修室　視聴覚
室　実習室

事務室　応接会議室　研修室1・2

2F　　第1・第2会議室　図書室　多目
的ホール　ステージ　事務室

婦人研修室　資料室　調理室
　　　　使用料（青少年海洋センター）

3F　　資料室　母子室　音響調整室
映写室　照明調整室

昼　　　　間 夜　　　　間

管理体制 職員 所長1名（兼務）　職員8名（兼務） 所長1名（兼務） 第 1 研 修 室 1時間につき　510円 1時間につき　850円
臨時職員 1名 そ の 他 の 部 屋 　　　　　　　　170円 　　　　　　　　260円
非常勤職員
　

　 清掃　警備保障　消防設備等点検 消防設備等点検
自家用工作物保安管理　
移動観覧席保守　自動ドア保守点検
舞台機構設備定期保守点検
設備機器保守点検　建物定期点検
エレベータ保守点検
公民館運営審議委員会　年2回（社会
教育委員と兼務）

使用基準 9時～22時 8時30分～22時

毎月第1週と第3週火曜日 毎年12月30日～翌年1月3日まで
原則として3ヶ月前から10日前までに
提出

使用申請書提出

別表のとおり 別表のとおり

なし なし
（１）公共団体が使用するとき
（２）町長が特に必要と認めたとき

（１）公共団体が使用するとき
（２）町長が特に必要と認めたとき

　　　　内規（有・無) なし 有り

平成13年度　1,274件
32,466人

平成13年度　237件
9,417人

＊調査表は、市町村間の事業調整など比較検討するための資料とするものです。

基 本 使 用 料
区 分

区 分
基 本 使 用 料

委託業務

構造

設置条例

位置

設置

利用状況（件数、人数）

使用料の減免

面積（㎡）

設備等

備考

使用許可制限

社会教育施設管理運営状況調査表（温海町)
施設名

使用料（冷暖房料等）

使用許可（申請）

利用者

その他

開館時間

休館日

使用料（基本使用）

職員体制
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点  調整方針 
 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       
該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してください。 

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

 
町村住民以外を対象とした割増

料金については、合併までに町村

民を市民に置き換える。 
 料金体系については、合併後５年

を目途に算定単位を１時間単位、

照明使用料は別に設定するなどの

統一と併せ、適正な受益者負担の

観点から使用料全体の見直しを検

討する。 
 
 

事 業 概 要 

 

小真木原総合体育館 １ 

区分 単位 
使用料

（円） 
摘要 

高 校 生

等以下 
700 

各種競技大会等

以外に使用する場

合 その他 2,100 

高 校 生

等以下 
1,050 

入 場 料

金 を 徴

収 し な

い場合 
その他 3,150 

高 校 生

等以下 
2,100 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

各 種 競

技 大 会

等 に 使

用する場

合 

入 場 料

金 を 徴

収 す る

場合 
その他 6,300 

各種競技大

会等で使用

す る 場 合

は，役員室

及び選手控

室の使用料

を含むもの

とする。 

高 校 生

等以下 
1,570 

平日 

その他 4,720 

高 校 生

等以下 
2,100 

入 場 料

金を徴収

しない場

合 
土曜・日

曜・祝祭

日 その他 6,300 

高 校 生

等以下 
3,150 

平日 

その他 9,450 

高 校 生

等以下 
6,300 

アマチュ

アスポー

ツ以外の

使 用 で

営利を目

的としな

い場合 
入 場 料

金を徴収

する場合 土曜・日

曜・祝祭

日 その他 18,900 

平日 23,600 アマチュアスポー

ツ以外の使用で営

利を目的とする場

合 

土曜・日曜・祝祭

日 

1 時間 

47,200 

専用使

用 

アリーナ 

照明設備   2,100 

アリーナ及

び照明設備

の3分の2，

2 分の 1 又

は 3 分の 1

を専用使用

する場合の

使用料は，

それぞれそ

の3分の2，

2 分の 1 又

は 3 分の 1

の額とし，10

円未満の端

数は，切り

上げる。 

 

 

小真木原総合体育館 ２ 

区分 単位 使用料（円） 摘要 

高校生等以

下 
280 

入場料金を徴収しない場合 

その他 840 

高校生等以

下 
560 

高校生等と

は，高校生，

高専校生，

専門学校生

をいう。 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 
入場料金を徴収する場合 

その他 1,680 

高校生等以

下 
420 

平日 

その他 1,260 

高校生等以

下 
570 

入場料金を徴

収しない場合 
土 曜 ・ 日 曜 

祝祭日 
その他 1,700 

高校生等以

下 
840 

各 幼 児 室

は，各多目

的ホールに

附帯するも

の とし，各

多目的ホー

ルの使用料

に含むもの

とする。 
平日 

その他 2,520   

高校生等以

下 
1,680   

アマチュアス

ポーツ以外の

使用で営利を

目的としない

場合 
入場料金を徴

収する場合 
土 曜 ・ 日 曜 

祝祭日 
その他 5,040 

平日 6,300 アマチュアスポーツ以外の使

用で営利を目的とする場合 土曜・日曜・祝祭日 12,600 

専用使用 第1・第2多目

的ホール 

照明設備 

1 時間 

200 

120m2 以上を

使用する場

合は ， 専用

使用とする。 

個人使用 中学生以下 60 

  高校生等 110 

  

第1・第2 多目的ホール 

その他 

1 人1 回 

210 

1 回とは，2

時間以内の

使用とする。 

中学生以下 110 

高校生等 210 一般使用 

その他 

1 人1 回 

320 

中学生以下 1,100 

高校生等 2,100 

トレーニングルーム 

回数券 

その他 

11 回券 

3,200 

  

 

業務上の課題 
 
使用者の居住地による違い 
 藤島・櫛引・三川・朝日・温海

で実施 
算定単位の違い 
１時間当りのほか、藤島には午

前・午後・夜間別あり 
時間帯による料金差の有無 
体育館等使用料に照明料を含む含

まないの違い 
スポーツ・非スポーツ、プロ・ア

マ別使用料の違いの有無 
 
業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号  合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

事 業 概 要 

 

小真木原総合体育館 ３ 

区分 単位 
使用料

（円） 
摘要 

大会議室 1,050 

第1～第4 会議室 各210 

役員室 1,050 

第1～第4 選手控室 各420 

会食室 1,050 

その他の諸室 

1 時間 

各210 

多目的ホール放送設備 1,050 

アリーナ放送設備 3,150 

移動ステージ 2,100 

電光掲示板 （１組） 1,050 

移動観客席 （１台） 1,050 

フロアーシート一式 

１日 

5,250 

スポットライト一式 １時間 530 

シャワー １ 回 100 

机 （３１脚以上から） 
１０脚毎１

日 
210 

椅子 （１０１脚以上から） 
５０脚毎１

日 
530 

持ち込み電源 
１ｋｗ１時

間 
100 

大会議室 440 

第１～第４会議室 120 

会食堂 620 

役員室  270 

第１～第４選手控室 120 

その他の諸室 120 

アリーナ 10,000 

観客席 10,000 

アリーナと観客席 

冷暖房料 １時間 

12,000 

  

 

 

鶴岡市民プール   

区分 単位 使用料 摘要 

50 メートルプール 11,850 

その他の屋外プー

ル 
5,750 

専用 

屋内温水プール 

1 時間 

17,250 

小中学生 170 

高校生等 360 一般使用 

大人 

1 人1 回 

460 

小中学生 1,530 

高校生等 3,250 

専用以外 

回数券 

大人 

10 回券 

4,150 

時間を単位とするもの

については単位未満

の時間は切り上げる。 

鶴岡市東部運動広場・鶴岡市大山運動広場・鶴岡二中・鶴岡四中グラウンド

夜間照明 

区分 単位 使用料 摘要 

全灯 1,500 

照明設備使用 2 分の 1

灯 

30 分 
750 

使用時間に３０分未満

の端数があるときは、

その端数は３０分とす

る。 

 

鶴岡市小真木原相撲場 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生等以下 240 入場料金を徴

収しない場合 その他 720 

高校生等以下 480 

アマチュアスポ

ーツ使用 入場料金を徴

収する場合 その他 1,450 

平日 2,160 
入場料金を徴

収しない場合 土曜・日曜・祝祭

日 
2,900 

平日 3,600 

その他の用途

使用 
入場料金を徴

収する場合 土曜・日曜・祝祭

日 
4,320 

照明設備使用 

1時間 

240 

放送設備使用 1 日 1,200 

高校生等と

は，高校生，

高専校生，

専門学校生

をいう。 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号  合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

事 業 概 要 

 

鶴岡市体育館 

区分 単位 
使用料

（円） 
摘要 

入場料金を徴収しない場

合 
420 

アマチュアスポーツ使用 

入場料金を徴収する場合 840 

平日 8,400 
営利目的使用 

土曜･日曜･祝祭日 10,100 

平日 1,260 

入場料金を徴収しない場合 土曜･日曜･祝祭

日 
1,580 

平日 2,100 

その

他の

用途

使用 入場料金を徴収する場合 
土曜･日曜･祝祭

日 
2,520 

全灯 1,000 

5 分の 3 灯 600 

競技

場 

電灯

使用 
半灯 500 

ステージ 160 

会議室 

１時間 

110 

シート一式 1 日 1,050 

競技場及

び電灯の2

分の1を使

用す る 場

合の 使用

料 は ， そ

れぞれそ

の 2 分の 1

の 額 と す

る。 

鶴岡市第二体育館 

区分 単位 使用料（円） 摘要 

入場料金を徴収しない場合 300 
アマチュアスポーツ使用 

入場料金を徴収する場合 600 

平日 7,000 
営利目的  使   用 

土曜・日曜・祝祭日 8,400 

平日 900 

入場料金を徴収しない場合 土曜･日曜･祝祭

日 
1,100 

平日 1,500 

その

他の 

用途

使用 入場料金を徴収する場合 土曜･日曜･祝祭

日 
1,800 

電灯使用 

1 時間 

400 

  

 

鶴岡市小真木原陸上競技場 

区分 単位 使用料（円） 摘要 

高校生等以

下 
630 

入場料金を

徴収しない

場合 その他 1,260 

高校生等以

下 
1,260 

アマチュアス

ポーツ使用 入場料金を

徴収する場

合 その他 2,520 

平日 3,800 入場料金を

徴収しない

場合 
土曜･日曜･

祝祭日 
4,500 

平日 6,300 

グランド使用 

その他の用

途使用 入場料金を

徴収する場

合 
土曜･日曜･

祝祭日 
7,560 

第1 会議室 350 

第2 会議室 460 
会議室等専

用 
食堂 

1 時間 

580 

高 校 生 等 と

は，高校生，

高専校生，専

門学校生を

いう。 

中学生以下 70 

高校生等 110 一般使用 

その他 

1 人1 回 

210 

中学生以下 770 

高校生等 1,100 

   

専用以外 

回数券 

その他 

20 回券1 冊 

2,100 

全灯 750 

3 分の 2 灯 500 
室内トレーニングルーム

電灯使用 
3 分の 1 灯 

1 時間 

250 

温水シャワー 1 回 100 

放送設備一式 1,150 

ガスコック 400 

各種設備使

用 

食堂ガス使用 
瞬間湯沸器 

1 時間 

160 

1 回とは，午

前及び午後

そ れ ぞ れ と

する。 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

事 業 概 要 

 

鶴岡市朝暘武道館 １ 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生等以

下 
500 

入場料金を

徴収しない場

合 その他 1,500 

高校生等以

下 
1,000 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 入場料金を

徴収する場

合 その他 3,000 

高校生等以

下 
750 

入場料金を

徴収しない場

合 その他 2,250 

高校生等以

下 
1,500 

アマチュアス

ポーツ以外の

使用で営利を

目的としない

場合 

入場料金を

徴収する場

合 その他 4,500 

平日 11,250 

大武道場，柔

道場，剣道場

及び照明設備

の2分の1を専

用する場合の

使用料は，そ

れぞれ 2 分の

1 の額とし，10

円未満の端数

は切り上げる。 

アマチュアス

ポーツ以外の

使用で営利を

目的とする場

合 

土曜・日曜・祝祭日 22,500   

大武道場 

照明設備 1,000   

高校生等以

下 
360   

入場料金を

徴収しない場

合 その他 1,080 

高校生等以

下 
720 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 入場料金を

徴収する場

合 その他 2,160 

高校生等以

下 
540 

入場料金を

徴収しない場

合 その他 1,620 

     

高校生等以

下 
1,080 

高校生等とは,

高校生,高専校

生，専門学校

生をいう。 
アマチュアス

ポーツ以外の

使用で営利を

目的としない

場合 
入場料金を

徴収する場

合 その他 3,240   

平日 8,100   アマチュアス

ポーツ以外の

使用で営利を

目的とする場

合 

土曜・日曜・祝祭日 16,200   

専用使用 

柔道場剣道場 

照明設備 

1 時間 

460    

鶴岡市朝暘武道館 ２ 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生等以下 600   入場料金を徴

収しない場合 
その他 1,800   

高校生等以下 1,200   

アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 入場料金を徴

収する場合 
その他 3,600   

高校生等以下 900   入場料金を徴

収しない場合 
その他 2,700   

高校生等以下 1,800   

アマチュアスポ

ーツ以外の使

用で営利を目的

としない場合 
入場料金を徴

収する場合 
その他 5,400   

平日 13,500   アマチュアスポ

ーツ以外の使

用で営利を目的

とする場合 
土曜・日曜・祝祭日 27,000   

専用使用 弓道場 

照明設備 

1 時間 

460   

中学生以下 60 

高校生等 110 

個人使用 

柔道場，剣道場，弓道場 

その他 

1 人1 回 

210 

1 回とは，2 時間

以内の使用とす

る。 

役員室 640   

会議室 1,050   

控室 

1 時間 

210   

設備・備品名 単位 使用料  

放送設備一式 470円  

フロアーシート一式 2,500  

移動ステージ 

1日 

1,000  

シャワー 1回 100  

持ち込み電源 1KW1時間 100  

柔道場・剣道場冷暖房料 1,000  

柔道場観覧席・剣道場観覧席冷房料 

各1時間 

400  

弓道場暖房料 1時間 300  

会議室冷暖房料 240  

その他の諸室冷暖房料 

1室1時間 

120  
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行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

事 業 概 要 

 

鶴岡市小真木原野球場 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生等以下 1,100 入場料金を徴

収しない場合 
その他 2,200 

高校生等以下 2,200 

アマチュア

スポーツ使

用 入場料金を徴

収する場合 
その他 

1 時間 

4,400 

高校生等とは，高

校生，高専校生，

専門学校生をいう。 

職業野球使用 

1 日当たりの最高入

場料金(消費税相当

額を含む。)の 300 人

分 に 相 当 す る 額

(264,000 円に満たな

い場合は,264,000円) 

入場料金を徴収しない場合 8,800 その他の用途使

用 入場料金を徴収する場合 
1 時間 

26,400 

グランド使用 

照明設備使用 30 分 3,000 

全面 560 
高校生等以下 

半面 280 

全面 1,680 
専用使用 

その他 
半面 

1 時間 

840 

 

中学生以下 60 

高校生等 
1 人1 回 

110 

1 回とは，2 時間以

内の使用とする。 

     
個人使用 

その他  210  

全灯 500   

第1・第2 室内

練習場 

照明設備使用 
2 分の 1 灯 250   

トレーニングルーム 550   

会議室 

1 時間 

1,050   

ス コ ア ボ ー ド 350 

放 送 設 備 一 式 
１時間 

350 

ピッチングマシーン １台１時間 350 

会議室冷暖房料 440 

その他の諸室の冷暖房料 
１室１時間 

120 

温 水 シ ャ ワ ー １人１回 100 

  

 

鶴岡市小真木原テニスコート 

区分 単位 使用料 摘要 

高校生等以下 180 アマチュアスポーツで競技大

会等以外に使用する場合 
その他 530 

高校生等以下 360 

高校生等とは，

高校生，高専

校生，専門学

校生をいう。 
アマチュアスポーツで競技大

会等に使用する場合 
その他 

1 面1 時間 

1,060 

照明設備使用 30 分 250 

単位未満の時

間は切り上げ

る。 

 

鶴岡市小真木原スケート場 

区分 単位 使用料 摘要 

中学生以下 3,000 

   

高校生等 4,500 
リンク使用 

その他 7,500 

専用使用 

照明設備使用 

1 時間 

2,000 

2分の1を専用

使用する場合

の使用料は，

それぞれの 2

分の 1 の額と

する。 

中学生以下 200 

高校生等 300 

専用以外 

その他 

1 人1 回 

500 

高校生等とは，

高校生，高専

校生及び専門

学校生をいう。 

 

鶴岡市八森山レクリエーション広場 

区分 単位 使用料 摘要 

中学生以下 60   
一般使用 

大人 
1 人1 回 

80 

中学生以下 600 

   回数券 

大人 

11 回券 

800 

中学生以下 960 

スキー用簡易

リフト 

一日券 
大人 

1 人1 日 
1,300 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料条例 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

事 業 概 要 

 

鶴岡市宝田体育館 

施設名 区分 単位 使用料 摘要 
高校生等以下 340 入場料金を徴収しな

い場合 その他 1,000 
高校生等以下 670 

アマチュア

スポーツ使

用 
入場料金を徴収する

場合 その他 2,000 
平日 7,500 営利目的使

用 土曜・日曜・祝祭日 15,000 
高校生等以下 500 平日 
その他 1,500 
高校生等以下 670 

入場料金を

徴収しない

場合 
土曜・日

曜・祝祭

日 
その他 2,000 

高校生等以下 1,000 平日 
その他 3,000 
高校生等以下 2,000 

その他の用

途使用 

入場料金を

徴収する場

合 
土曜・日

曜・祝祭

日 
その他 6,000 

専用使用 

電灯使用 

1時間 

800 

施設及び電灯の

2分の1を使用す

る場合の使用料

は,それぞれの2

分の1の額とし，

10円未満の端数

は切り上げる。 
高校生等とは，

高校生，高専校

生，専門学校生

をいう。 

中学生以下 60 
高校生等 110 

鶴岡市宝田体育

館 

個人使用 

その他 

1人1回 

210 

200m2以上を使

用する場合は，

専用使用とす

る。 
1回とは，2時間

以内の使用とす

る。 
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行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
藤島町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 財団法人 藤島町文化スポーツ事業財団利用料徴収規程・藤島町体育施設条例他 

事 業 主 体 藤島町教育委員会 

事 業 概 要 

 

藤島町武道館施設使用料（単位；円） 

区分 使用料 備考 

  午前 午後 夜間   

 藤島町武道館 4,200 4,200 5,250  電灯を使用する場合は夜

間使用料とする。 

 

藤島町農村環境改善センター使用料（単位；円） 

区分   使用料 使用料の加算 

    午前 午後 夜間   

一階 多目的ホール 4,200 4,200 5,250 

  生活改善実習室 2,100 2,100 3,150 

二階 第1 研修室 1,570 1,570 2,100 

1 冷暖房使用の場合は、使用料の

45％を別途加算する。 

  第2 研修室 1,570 1,570 2,100 

  第3 研修室 1,570 1,570 2,100 

2 祝賀会等で電灯を使用する場合

は、夜間使用料とする。 

  婦人研修室 1,570 1,570 2,100   

 

運動広場照明設備使用料 

  (30 分につき)   

200 ルックス 2,100 藤島町以外の者が使用する場合は、使用料の 30％を加算する。 

100 ルックス 1,050   

 

藤島町民体育館の利用料 

１．主体施設利用料 

  
区              分         利用料 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場合 １時間当り 400円 

上記以外で営利を目的としない場合及び 

町民以外が利用する場合 
１時間当り 2,000円 アリーナ 

営利を目的とする場合 １時間当り 8,000円 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場合 １時間当り 200円 

上記以外で営利を目的としない場合及び 

町民以外が利用する場合 
１時間当り 1,000円 屋内練習場 

営利を目的とする場合 １時間当り 4,000円 

【備考】(1)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 

(2)照明設備を利用する場合は、別記１の照明設備利用料を加算する。 

(3)暖房設備を利用する場合は、別記２の冷暖房設備利用料を加算する。 

(4)アリーナの半面を利用する場合は、利用料及び照明設備利用料は２分の１の額とする。 

(5)高校生以下の者が利用する場合は、利用料は２分の１の額とする。 

 

２．付属施設・設備利用料 

区      分 利   用   料 

トレーニングルーム 1人1回当り 300円 資格取得受講料は、500円とする。 

フリークライミング 1人1回当り 200円 資格取得受講料は、300円とする。 

軽スポーツルーム １時間当り 200円 

スポーツ・文化・学習活動等以外及び町民

以外が利用する場合は500円とする。 

営利を目的とする場合は2,000円とする。 

会議室・研修室 １時間当り 100円 

ステージ １時間当り 100円 

スポーツ・文化・学習活動等以外及び町民

以外が利用する場合は300円とする。 

営利を目的とする場合は1,200円とする。 

その他の施設 １時間当り 1,000円 

ロビー・ギャラリー・ランニングコースを

占有する場合。 

(営利を目的とする場合に限る) 

【備考】(1)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 

(2)冷暖房設備を利用する場合は、別記２の冷暖房設備利用料を加算する。 

(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑを除く) 

(3)高校生以下の者が利用する場合は、利用料は２分の１の額とする。 

(4)主体施設に付随して利用する場合は、主体施設の利用区分を適用する。 

 
３．会員制による年間利用料 
 

フリークライミング（１名当り） トレーニングルーム（１名当り） 
区 分 

一  般 高校生以下 一  般 高校生以下 

個人会員 4,000円 2,000円 7,000円 3,500円 

ファミリー会員(2 名以

上) 
3,000円 1,500円 6,000円 3,000円 

団体・法人会員(10名以

上) 
3,000円 1,500円 6,000円 3,000円 
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行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
藤島町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 財団法人 藤島町文化スポーツ事業財団利用料徴収規程・藤島町体育施設条例他 

事 業 主 体 藤島町教育委員会 

事 業 概 要 

４．個人利用料 

区           分 利用料 

高校生以下 1人1回当り 50円 
アリーナ 

上記以外の者 1人1回当り 100円 
高校生以下 1人1回当り 30円 

屋内練習場 
上記以外の者 1人1回当り 60円 
高校生以下 1人1回当り 30円 

軽スポーツルーム 
上記以外の者 1人1回当り 60円 

【備考】(1)１回当りとは、３時間以内の利用とする。 
(2)町民以外が利用する場合は、利用料の２倍の額とする。 
(3)中学生以下が利用する場合は、無料とする。 
(4)アリーナについては、半面以下の利用とする。 
(5)冷暖房設備を利用する場合は、別記２の冷暖房設備利用料を加算する。 
(6)10名以上の団体の場合には適用しない。 
 

５．定期利用料 
施設利用料算定方法 

(各施設毎の利用区分等により算定した利用料×割当時間×予定される利用日数)
×５０％ 

【備考】(1)定期利用を許可された団体に適用する。 
(2)冷暖房設備を利用する場合は、別記２の冷暖房設備利用料を加算する。 
 

別記１ 照明設備利用料（1時間当り） 
利   用   料 

区     分 
全点灯 半点灯 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場
合 

600円 300円 

上記以外で営利を目的としない場合及び 
町民以外が利用する場合 

1,000円 500円 
アリーナ 

営利を目的とする場合 2,000円 1,000円 
スポーツ・文化・学習活動等に利用する場
合 

200円 100円 

上記以外で営利を目的としない場合及び 
町民以外が利用する場合 

400円 200円 
屋内練習場 

営利を目的とする場合 1,000円 500円 
【備考】(1)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 
 
 

別記２ 冷暖房設備利用料（1基につき1時間当り） 
※アリーナ 1階12基 2階10基 
※ステージ等移動式暖房機  1基 

 ※軽スポーツルーム冷暖房機 3基 
 ※会議室冷暖房機      2基 
 ※研修室冷暖房機      1基 
 ※屋内練習場移動式暖房機  2基 

【備考】(1)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 
 
ふれあいと躍動の広場各施設の利用料 
１．施設利用料 

区      分 利用料 

グランドゴルフ場 
スポーツ・文化・学習活動等の大会等で利用
する場合 

1 コースにつき 
1時間当り 

1,000円 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場合 
1面につき 

１時間当り 
400円 

テニスコート 
上記以外で営利を目的としない場合及び 
町民以外が利用する場合 

１時間当り 800円 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場合 １時間当り   100円 
上記以外で営利を目的としない場合及び 
町民以外が利用する場合 

１時間当り 200円 クラブハウス 

営利を目的とする場合 １時間当り 1,000円 
【備考】(1)グラウンドゴルフ場において１コースとは、東又は西側のそれぞれをいう。 

(2)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 
(3)照明設備を利用する場合は、別記１の夜間照明設備利用料を加算する。 
(4)高校生以下の者が利用する場合は、利用料は２分の１の額とする。 
(5)クラブハウスは、大会等で利用する場合に適用する。（営利を目的とする場合を除く） 
(6)グラウンドゴルフ場及びテニスコートを営利目的で使用する場合は、徴収規程第２条の２ 

       を適用して、利用料を算出する。 
 
【参考】徴収規程第２条の２ 

屋外を営利目的で利用した場合は㎡当り22円（最低徴収額100
円） 
  （グラウンドゴルフ場・テニスコートを含む）  

区     分 利用料 
スポーツ・文化・学習活動等に利用する
場合 

100円 

上記以外で営利を目的としない場合及び
町民以外が利用する場合 

200円 

営利を目的とする場合 400円 



庄内南部地区合併協議会 
117 

様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
藤島町 羽黒町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 財団法人 藤島町文化スポーツ事業財団利用料徴収規程・藤島町体育施設条例他 羽黒町体育施設設置条例等 

事 業 主 体 藤島町教育委員会 羽黒町教育委員会 

事 業 概 要 

２．付属施設・設備利用料 
区      分 利用料 

スポーツ・文化・学習活動等に利用する場
合 

1時間当り 100円 

上記以外で営利を目的としない場合及び
町民 
以外が利用する場合 

１時間当り 200円 
屋外電源 
(国旗掲揚台等) 

営利を目的とする場合 １時間当り 500円 
【備考】(1)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 

(2)高校生以下の者が利用する場合は、利用料は２分の１の額とする。 
別記1 夜間照明設備利用料 

区      分 利用料 
団体 1時間当り 300円 スポーツ・文化・学習活動等で利用

する場合及び営利を目的としない
場合 

個人 1人1回当り 50円 
グランド 
ゴルフ場 

営利を目的とする場合 １時間当り  1,000 円 
【備考】(1)グラウンドゴルフ場において１コースとは、東又は西側のそれぞれをいう。 

(2)利用料を算出する場合、１時間に満たない場合には１時間に引き上げる。 
(3)高校生以下の者が利用する場合は、利用料は２分の１の額とする。 

 

別表第 1 
羽黒町農村環境改善センター使用料 

使用料の額 

種類＼区分 午前 午後 夜間 

大集会室兼体育室 2,800円 2,800円 3,600円 
和会議室1 1,500 1,500 2,000 
和会議室2 2,000 2,000 2,600 
和会議室3 1,500 1,500 2,000 
生活実習室 2,000 2,000 2,600 
農事研修室 2,000 2,000 2,600 
中会議室 1,500 1,500 2,000 
全館 8,500 8,500 8,700 

注書 
1 夜間の使用時間は、午後10時までとする。 
2 使用料の額は、上記別表第1に基づき算出した額に、100分の105を乗じて得た額とする。 
3 営利を目的とする使用に係る使用料の額は、上記の表に掲げる額の3倍の額とする。 
4 冷暖房を使用する場合は、所定の使用料の額(注書第 3 項に該当する場合はその額)に 100 分の 40 を乗じて得
た額を当該所定の使用料の額に加算する。 
5 団体で宿泊研修を行う場合は、所定の使用料の額(注書第4 項により加算された額を含む。)に次の表に掲げる
額を加算する。 
使用者区分 使用の単位 使用料の額 

小学生、中学生、高校生及び学齢に達しない者 250円 
上記以外の者 

1 人 1 泊(素泊

り) 500円 
別表第 2 
夜間照明施設使用料 
種類 基本使用料 1

時間未満 

追加使用料 30
分未満 

備考 

町民グランド夜間照明 3,000 1,500 照明灯を半分以下点灯する場合は左記

金額の1／2の額町民及び町内事業所に

勤務する者以外の使用については左記

金額に1／2を加算した額  
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
羽黒町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 羽黒町体育施設設置条例等 

事 業 主 体 羽黒町教育委員会 

事 業 概 要 

別表 

羽黒町健康管理施設使用料 

基本料金 追加使用料   

昼間 夜間 昼間 夜間 

体育室 1,800 円 2,000 円 300 円 400 円 

注書 

1 基本料金とは、使用時間 4 時間までとする。 

2 追加使用料とは、超過 1 時間毎に追加する額とする。 

3 使用料の額は、上記別表に基づき算出した額に 100 分の 105 を乗じて得た額とする。 

町民体育館使用料 

1 主競技場を占用して使用する場合 

使用料 区分 

時間の単位 午前9：00～

午後5：00 

午後5：00～ 

円 円 アマチュアスポーツに使

用する場合 650 900 

入場料を徴収しない場合 

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 

1,300 1,500 

アマチュアスポーツに使

用する場合 

1,900 2,500 入場料を徴収する場合 

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 

1 時間につき 

3,800 5,000 

電気使用料 1 時間につき250 円。ただし、午後5 時からの使用料は、電気使用料金を

含む。 

① 入場料を徴収する場合とは、入場料又は会費若しくはこれに類する料金を徴し、占用する場合をい

い、入場料を徴収しない場合は、その他の場合をいう。 

② 使用料及び電気使用料を算出する場合で、1 時間に満たない時間は、1 時間に引き上げる。 

③ 中学生以下の者が使用する場合は、使用料及び電気使用料の 2 分の 1 とする。 

④ 主競技場の一部を占用する場合は、使用料及び電気使用料の 2 分の 1 とする。 
 

2 幼児高齢者体育室及びトレーニングルームを占用して使用する場合 

使用料 区分 

時間単位 午前9：00～午

後5：00 

午後5：00～ 

円 円 アマチュアスポーツに使

用する場合 500 600 

入場料を徴収し

ない場合 

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 

1,000 1,200 

アマチュアスポーツに使

用する場合 

1,500 1,800 入場料を徴収す

る場合 

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 

1 時間 

3,000 3,600 

電気使用料 1 時間につき 100 円。ただし、午後 5 時からの使用料は、電気使用料金を含

む。 

① 入場料を徴収する場合とは、入場料又は会費若しくはこれに類する料金を徴し、占用する場

合をいい、入場料を徴収しない場合は、その他の場合をいう。 

② 使用料及び電気使用料を算出する場合で、1 時間に満たない時間は、1 時間に引き上げる。 

③ 中学生以下の者が使用する場合は、使用料及び電気使用料の 2 分の 1 とする。 

④ 幼児高齢者体育室又はトレーニングルームのいずれかのみを占用する場合は、使用料及び

電気使用料の 2 分の 1 とする。  
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
羽黒町 櫛引町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 羽黒町体育施設設置条例等 櫛引町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例・櫛引町都市公園条例 

事 業 主 体 羽黒町教育委員会 櫛引町教育委員会 

事 業 概 要 

3 附属設備を使用する場合 

区分 使用の単位 使用料 摘要 

放送設備 1 時間につき 100 円   

暖房設備   使用料及び電気使用料の

40％の額 

  

温水シャワー 1 人1 回 50 円   

会議室 1 時間につき 200 円   

研修室 1 時間につき 200 円   

年会費 6,000 円 会員として申し込ん

だ者 

トレーニングルーム 

10 回券 3,000 円 1 ケ年有効 

ステージ施設照明施設 1 時間につき 100 円   

フロアーシート 1 本1 回 50 円   

① 使用料を算出する場合で、1 時間に満たない時間は、1 時間に引き上げる。 

② 中学生以下の者が使用する場合は、使用料及び電気使用料の 2 分の 1 とする。 

備考 1 夜間の使用時間は、午後 10 時までとする。 

2 営利を目的とする使用に係る使用料の額は、表に掲げる使用料の 3 倍の額とする。 

別表第 2 

町民テニスコート使用料 

区分 単位 使用料 照明設備使

用料 

円 円 アマチュアスポーツに使用

する場合 400 500 

入場料を徴収しない場合 

アマチュアスポーツ以外に

使用する場合 

800 500 

アマチュアスポーツに使用

する場合 

800 500 入場料を徴収する場合 

アマチュアスポーツ以外に

使用する場合 

一面1 時間 

1,600 500 

① 入場料を徴収する場合とは、入場料又は会費若しくはこれに類する料金を徴することをいう。 

② 使用料を算出する場合で、1 時間に満たない時間は、1 時間に引き上げる。 

③ 中学生以下の者が使用する場合の使用料は2分の1とし、町民以外の者が使用する場合の使用料は2倍と

する。 

④ ③にかかわらず、照明設備使用料は、一面、1 時間、500 円とする。  

櫛引町スポーツセンター使用料      (単位 円) 

(1) 主体施設使用料 

料金 区分 

単位 午前8：30 

～午後5：00 

午後5：00 

～午後9：30 

アマチュアスポーツに使用する場合 800 1,000 

営利を目的としない場合 1,500 2,000 

入場料を徴

収しない場

合 
アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 7,000 8,000 

アマチュアスポーツに使用する場合 2,000 3,000 

営利を目的としない場合 4,000 5,000 

入場料を徴

収する場合 アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 

1時間 

10,000 15,000 

アリーナ 

電気使用料 1時間 1,000円加算2分の1使用は500円加算 

アマチュアスポーツに使用する場合 200 300 

営利を目的としない場合 400 600 

入場料を徴

収しない場

合 
アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 2,000 2,200 

アマチュアスポーツに使用する場合 500 800 

営利を目的としない場合 1,000 1,200 

入場料を徴

収する場合 アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 

1時間 

2,500 4,000 

武道場 

電気使用料 1時間 200円加算 

アマチュアスポーツに使用する場合 300 400 

営利を目的としない場合 500 700 

入場料を徴

収しない場

合 
アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 2,500 3,000 

アマチュアスポーツに使用する場合 800 1,000 

営利を目的としない場合 1,500 2,000 

入場料を徴

収する場合 アマチュアスポ

ーツ以外に使

用する場合 
営利を目的にする場合 

1時間 

4,000 6,000 

クレーコート 

電気使用料 1時間 300円加算 

2分の1使用は150円加算 
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行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
櫛引町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 櫛引町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例・櫛引町都市公園条例 

事 業 主 体 櫛引町教育委員会 

事 業 概 要 

(2) 附属施設使用料 

料金 

営利を目的としない場合 

区分 使用の単位 

午前8：30 
～午後5：00 

午後5：00 
～午後9：30 

営利を目的とする場
合 

摘要 

合宿室 1時間 200 250 1,000  

軽スポーツコーナー 〃 200 250 500  

2時間以内 200(1人当たり)  中学生 100円 トレーニングルーム 

年会費 5,000(1人当たり)   

放送設備 1時間 100 500  

ステージ施設照明 1時間 100 1,500  

温水シャワー 1人1回 50   

暖冷房設備  使用料の20％の額 使用料の30％の額  

(3) 宿泊料 

区分 料金 摘要 

小・中学生 1人 300円 

一般(高校生以上) 1人 500円 

調理室を利用する場合 1団体2,000円加算 

1 1人1泊の額とする(寝具・食事は含まない) 
2 使用できる団体は概ね10人以上とする 

(4) 備考 
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費など料金を徴収し使用する場合をいい、「入場料を徴収しない場

合」とは、その他の場合をいう。 
2 使用料を算出する場合、1時間未満は1時間に引き上げる。 
3 中学生以下の者が使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。 
4 町外の諸団体が使用する場合は、使用料の2倍の額とする。 

5 アリーナ、クレーコートの一部を使用する場合、使用料の2分の1の額とする。 
 

総合運動公園使用料 別表第1(第8条関係) 
施設名 単位 使用料 備考 

陸上競技場(サッカー場を含
む。) 

多目的広場 

野球場 

1時間 500円 

大会・イベント等に使用する場合
は 
1日 2,000円半日 1,000円 と
する。 

使用時間が30分未満の場合は1時間の2分の1とし、30分を超え1時間未満の場合
は1時間とみなす。 

 

別表第2(第8条関係) 
施設名 区分 単位 使用料 

4基 4,600円 野球場 

1基 1,150円 

4基 3,200円 多目的広場 

1基 800円 

照明設備一式 1,000円以内 

音響設備一式 

1時間 

500円以内 

野外ステージ 

◎照明設備、音響設備とも使用した機種及び数量により算定した使用料とする。 
持込の器材がある場合も同様の算定による料金とする。 

○使用料には、別表第1の使用料を含むものとする。 
○町内在住者又は在勤者以外の使用の場合は、5割増とする。 
○使用時間が30分未満の場合は1時間の2分の1とし、30分を超え1時間未満の場合は1時間とみなす。  
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行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
櫛引町 三川町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 櫛引町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例・櫛引町都市公園条例 三川町体育施設の設置及び管理運営に関する条例 

事 業 主 体 櫛引町教育委員会 三川町教育委員会 

事 業 概 要 

別表第3(第8条関係)      (単位 円) 
施設名 区分 単位 使用料 

平日 3,000 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 3,500 

平日 5,000 

陸上競技場(サッカー場を含む。) 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

6,000 

平日 3,000 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 3,500 

平日 5,000 

多目的広場 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

6,000 

平日 3,000 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 3,500 

平日 5,000 

野球場 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

6,000 

平日 1,000 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 1,200 

平日 1,500 

イベント広場(東) 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

2,000 

平日 1,000 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 1,200 

平日 1,500 

野外ステージ(芝スタンドを含む。) 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

2,000 

平日 600 入場料金を徴収
しない場合 土曜・日曜・祝祭日 700 

平日 1,000 

ゲートボールコート 

入場料金を徴収
する場合 土曜・日曜・祝祭日 

1時間 

1,200 

照明設備等を使用する場合は、別表第2の使用料を加算する。  

三川町体育施設使用料金 
第１ 団体使用の場合（１時間当たり）   （単位；円） 

体育・レクリェーションに使
用する場合 

体育・レクリェーション以外
に使用する場合 

区 分 
種 類 

昼 間 夜 間 昼 間 夜 間 
全館 720 円 1,030 円 2,060 円 3,390 円 
柔道場 410 720 1,330 2,260 

町

民

武

道 剣道場 410 720 1,330 2,260 
 
町民運動場 
 

１単位 
（２時間３０

分） 
1,330 

１単位 
（１時間３０

分） 
820 

１単位 
（２時間３０

分） 
4,120 

１単位 
（１時間３０

分） 
2,470 

町民プール 1,330 － － － 
勤労者体育施
設 
（テニスコート） 

 1 面1 時間 300 円 

勤労者体育施
設 
（クラブハウス） 

 1 人1 時間 150 円 

１ 夜間時間は、１８時から２１時３０分までとする。 
２ 放送設備を使用する場合は、１回につき 2,670 円を加算する。 
 

第2 個人使用の場合（町民武道館及び町民プール） 

高校生以下 一   般 備   考 

無  料 130 円 1回につき（4時間以内） 

適用（第１、第２について） 
１ 町内の社会体育団体が使用する場合は、無料とする。 
２ この適用を受けようとする団体は、教育委員会に登録しなければならない。 
 
第３ 夜間照明設備使用の場合 
 ３０分 

まで 
30 分
を超え
60 分
まで 

60 分
を超え
90 分
まで 

90 分を
超え 120
分まで 

120 分を
超え 150
分まで 

150 分
を超え
180 分
まで 

 
備   考 

全点灯 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 
80 灯以上を点灯した場合
とする。 

半点灯 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 
60 灯以上を点灯した場合
とする。 

1 基当た
り 

400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 
半点灯の場合は左記の金
額の１／２とする。 

１ 町内在住者又は在勤者以外の使用の場合は、３０％を加算する。 
２ １使用時間限度を１時間３０分とする。 
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専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
三川町 朝日村 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 三川町体育施設の設置及び管理運営に関する条例 朝日村体育施設設置条例 

事 業 主 体 三川町教育委員会 朝日村教育委員会 

事 業 概 要 

 
第４ 屋内多目的運動施設（アスレなの花）使用料（１時間当たり） 

体育・レクリェーションに使用
する場合 

体育・レクリェーション以外に
使用する場合 

区 分 
 
 
種 類 

町在住又は
町在勤す る
者 

町在住又は
町在勤する
者以外 

町在住又は
町在勤する
者 

町在住又は
町在勤する
者以外 

全   面 1,200 円 1,800 円 3,600 円 5,400 円 

半   面 600 円 900 円 1,800 円 2,700 円 

３分の１面 
（テニスコート１面） 

400 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

４分の１面 
（ゲートボールコート１

面） 
300 円 450 円 900 円 1,350 円 

壁打ちテニス（１人当た
り） 

100 円 
150 円   

１ 放送設備を使用する場合は、１回につき 2,000 円を加算する。 
２ トレーニングルームの使用は無料とする。 
３ ミーティングルームの使用は無料とする。だだし、営利を目的とする使用については１時間
当たり３００円を徴収する。 
４ アリーナ使用で営利を目的として使用する場合は「体育・レクリェーション以外に使用する場
合」 
の２倍とする。 
 
第５ 町民体育館の団体利用の場合（１時間当たり使用料） 

体育・レクリェーションに使用す
る場合 

体育・レクリェーション以外に
使用する場合 

区 分 
 
種 類 町在住又は町

在勤する者 
町在住又は町
在勤する者以
外 

町在住又は
町在勤する
者 

町在住又は
町在勤する
者以外 

全   面 1,200 円 1,800 円 3,600 円 5,400 円 
半   面 600 円 900 円 1,800 円 2,700 円 
4 分の１面 300 円 450 円 900 円 1,350 円 

１ 放送設備を使用する場合は、１回につき 2,000 円を加算する。 
２ 営利を目的として使用する場合は「体育・レクリェーション以外に使用する場合」の２倍とす
る。 
３町内会の社会体育団体が使用する場合は無料とする。ただし、適用を受けようとする団
体は教育委員会に登録しなければならない。 
 
第６ 町民体育館の個人使用の場合 

高校生以下 一   般 備   考 
無  料 100 円 1 回につき（4 時間以内）  

朝日村体育施設使用料 

施設名 使用料（円） 

午前9 時～午後5 時 
区分 

使用の単位 電気を使用

しない場合 

電気を使用

する場合 

午後5時～

午後10 時 

アマチュアスポーツに使用する場

合 
650 900 900 

入場料を徴

収しない場

合 上記以外に使用する場合 1,300 1,800 1,800 

アマチュアスポーツに使用する場

合 
1,900 2,500 2,500 

体育館主競技

場を占用して

使用する場合 入場料を徴

収する場合 
上記以外に使用する場合 

1 時間当た

り 

3,800 5,000 5,000 

  

アマチュアスポーツに使用する場

合 
300 400 400 

入場料を徴

収しない場

合 上記以外に使用する場合 600 700 700 

アマチュアスポーツに使用する場

合 
900 1,100 1,100 

体育レクリエ

ーション室を

占用して使用

する場合 
入場料を徴

収する場合 
上記以外に使用する場合 

1 時間当た

り 

1,700 2,000 2,000 

  

区分 使用単位 使用料（円） 

アマチュアスポーツに使用する場合 100 
放送設備 

上記以外に使用する場合 

1 時間当た

り 300 

アマチュアスポーツに使用する場合  
使 用 料 の

30％の額 
暖房設備 

上記以外に使用する場合  
使 用 料 の

50％の額 

アマチュアスポーツに使用する場合 100 
温水シャワー 

上記以外に使用する場合 
1 人1 回 

200 

アマチュアスポーツに使用する場合 200 
会議室 

上記以外に使用する場合 400 

アマチュアスポーツに使用する場合 100 
ステージ施設照明設備 

上記以外に使用する場合 

1 時間当た

り 

500 

アマチュアスポーツに使用する場合 50 

付属設備を使

用する場合 

フロアシート 
上記以外に使用する場合 

1 本1 回 
100 

村 民 体 育

館使用料 

備考 

（1）主競技場の一部を占用する場合の使用料は、2 分の 1 の額とする。 

（2）村外の諸団体の使用料は、倍額とする。 

（3）次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。 

ア 村内の公共的団体が使用するとき。 

イ 村社会教育団体が使用するとき。 

ウ ア、イのほか特に認めたとき。 

（4）｢入場料｣とは、入場料、会員若しくはこれに類する料金をいう。  
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３ － ０４７ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
朝日村 温海町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料 体育施設使用料 

根 拠 法 令 等 朝日村体育施設設置条例 温海町体育施設設置条例・施行規則 

事 業 主 体 朝日村教育委員会 温海町教育委員会 

事 業 概 要 

 

朝日村体育施設使用料 

施設名 区分 使用料 摘要 

村内 1 単位1,500 円 

村外 1 単位3,000 円 
1 単位は 3 時間とする 

備考           

次の各号の一に該当するときは減免することができる。 

(１)村内の公共的団体が使用するとき。 

(２)村社会教育関係団体が使用するとき。 

村民運動場

使用料 

(３)前2 号のほか特に認めたとき。 

  

使用料 摘要 

全点灯料金 
60 分まで 3,000 円、以後 30 分を超えるごと

に、1,500 円を加算する。 

半点灯料金 
60 分まで 1,500 円、以後 30 分を超えるごと

に、750 円を加算する。 

村内に在住又は在勤する者

以外の使用料は、100 分の

50 を加算した額とする。 

備考           

夜間照明設

備使用料 

特に必要と認めたときは、減免することができる。 

  

テニスコート 照明設備 
区分 

使用の単位 使用料(円) 使用の単位 使用料(円) 

村内に在住又は在勤する者

が使用する場合 
400 500 

上記以外のものが使用する

場合 

1 面1 時間 

800 

1 時間 

750 

備考           

次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。ただし、照明設備使用

料についてはこの限りではない。 

ア村内の公共的団体が使用するとき。 

イ村社会教育団体が使用するとき。 

村民テニス

コート使用料 

ウア、イのほか特に認めたとき。  

 

○温海町体育施設設置条例 別表 

1 施設使用料 

施設名 区分 単位 金額 備考 

町内 1 時間 700 円 グランド 

町外 1 時間 1,400 円 

放送設備 1 時間 270 円 

スコアボード 1 時間 270 円 

個人 1 回 160 円 更衣室 

団体 1 回 1,600 円 

温海町総合運動場 

照明設備 30 分 1,500 円 

テニスコート 1 時間 550 円 

ゲートボールコー

ト 

1 時間 550 円 

個人 1 回 160 円 

温海町湯見ケ代運動

場 

更衣室 

団体 1 回 1,600 円 

1 入場料を徴収する場合のグラン

ド使用料は、当該使用料に5割を加

算した額とする。 

2 照明設備で半灯使用の場合は、

当該使用料の 2 分の 1 の額とする。 

3 更衣室使用料には、シャワーの

使用を含むものとする。 

4 テニスコート及びゲートボールコ

ートの使用は、1 面当たりの額とす

る。 

 

2 用具使用料 

区分 単位 金額 備考 

テニスラケット 1 本 170 円 

テニスシューズ 1 足 160 円 

ゲートボール用具 1 式 320 円 

1 使用は、1 回

当たりの額とす

る。  
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３－０４８ 合併協定項目  ランク  

課題・問題点 

 

 

 

 

調整方針 

 

 

 

 

一部事務組合等 公共的団体 使用料 手数料 補助金等 付属機関等 電算システム 
関連項目 

       
該当する付票がある場合は〇印を記入の上、付票を作成してください。 

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
鶴岡市 

具体的な調整内容 

事 務 事 業 名 体育施設使用料の減免 

根 拠 法 令 等 鶴岡市体育施設使用料減免に関する内規 

事 業 主 体 鶴岡市教育委員会 

□ 合併まで調整するもの 

■ 経過措置が必要なもの 

□ 従来通り行うもの 

(内容) 

各町村住民を対象としている減免措置については、合

併までに町村民を市民に置き換える。 
減免対象範囲や減免率については、適正な受益者負担

の観点から合併後５年を目途に見直しのうえ統一する。 

業務上の課題 
様式４に記載のとおり 

事 業 概 要 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

 

体育施設使用料減免に関する内規 
 鶴岡市体育施設使用料条例第４条の規定による使用料の減免については、この基準によるものとする。 
1. 市、市教育委員会が主催及び共催する事業、又は次の各号に該当するものは全額免除する。 

① スポーツ少年団本部、小学校体育連盟、中学校体育連盟が主催するもの。 
② 高等学校体育連盟、高等学校野球連盟が主催する地区大会以上のもの。 

2. 市内の小中学校、養護学校、幼稚園、保育園の教育、保育のために使用する場合は全額免除する。 
3. 市、市教育委員会が後援する事業、又は市体育協会加盟団体の主催する事業は、設備使用料を除く会場使用料の２分の１を免除する。但し、小中学生、高校生等を対象とする事業

は全額免除する。 
4. 市スポーツ少年団に登録している単位スポーツ少年団で使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料を全額免除する。 

5. 市内小中学生対象のスポーツ登録団体として市教育委員会に登録を認められた団体の活動で使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料を全額免除する。 
6. 高校、高専、高等養護学校、専門学校の授業、部活動等で使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料の３分の２を免除する。但し、体育施設使用料に高校生等以下の区分があ

る施設は除く。 
7. 社会人のスポーツ登録団体として市教育委員会に登録を認められた団体の活動で使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料の２分の１を免除する。 
8. 障害者団体が使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料の２分の１を免除する。但し、市民プールは全額免除する。 
9. ６０歳以上で構成されているアマチュアスポーツ団体等が使用する場合は、設備使用料を除く会場使用料の２分の１を免除する。 
10. 前各項により２分の１、３分の２を免除する場合の使用料の積算については、１時間単位の施設使用料のそれぞれ２分の１、３分の１の額とし、１０円未満は切り上げるものとする。 
11. この内規に定めのない事項については、別途決裁によるものとする。 

  附 則   この内規は、平成３年４月１日から施行する。 
  附 則   この内規は、平成１３年９月１日から施行する。 
  附 則   この内規は、平成１４年６月１日から施行する。 

 
 

業務の形態 
窓口部門・管理部門・施策部門 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 

1３年度決算額 なし 

１４年度予算額 なし 

備考 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３－０４８ 合併協定項目  ランク  

 
現                                                        況 

記 載 事 項 
藤島町 羽黒町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料の減免 体育施設使用料の減免 

根 拠 法 令 等 施設利用減免に関する内規  

事 業 主 体 藤島町教育委員会 羽黒町教育委員会 

事 業 概 要 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

別表４ 

藤島町ふれあいと躍動の広場・藤島町町民体育館利用料減免区分 

利    用    内    容 
施設利用

料 

電 気 

料 

暖 房 

料 
備                           考 

事業団主催 免 除 免 除 免 除 共催を含む。 

藤島町主催 免 除 免 除 免 除 共催を含む。 

藤島町教育委員会主

催 
免 除 免 除 免 除 共催を含む。 

事業団・藤島町・藤島

町教育委員会後援 

100％又は

50% 

100％又

は50% 
 

国又は県が主催する場合は

100%。それ以外の場合は 50%。 

町体育協会主催事業 50% 50%   

町体育協会加盟団体 

主催事業 
50% 50%     

町スポーツ少年団本部

主催事業 
免 除 免 除   

町スポーツ少年団活動 免 除 免 除   

公共的団体 50% 50%   

町社会教育関係団体 50% 50%   

学校教育活動 100％ 100％  
幼稚園、保育園等の教育・保育

を含む。 

小中高体連等が主催

する地区大会以上の大

会 

100％ 100％   

身体障害者団体の活

動 
100％ 100％   

【備考】（１）営利を目的として利用する場合には適用しない。 

（２）学校教育活動については、町内の各学校等に適用する。 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

体育施設使用料減免に関する内規 

町民体育館 
区分 主催 

アリーナ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 会議室 テニスコート 
体育センター 町民会館体育室 

町内 無料 無料 無料 無料 無料 無料 
幼稚園など 

町外 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 無料 全額 

町内 無料 無料 無料 無料 無料 無料 
小学校 

町外 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 全額 全額 

町内 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町外 

町内参加有り 
無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町外 

スポ少 

町内参加なし 
２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 全額 全額 

町内 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町外 

町内参加有り 
無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町外 

中学校 

町内参加なし 
２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 ２分の１減免 全額 全額 

町内 全額 全額 無料 全額 無料 無料 

町外 全額 全額 全額 全額 全額 全額 高校 

大会 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町内 体協加盟 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町内 体協加盟なし 全額 全額 無料 全額 無料 無料 

町外（体協加盟参加あり） 全額 全額 全額 全額 全額 全額 

町外大会（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ除く） 全額 全額 全額 全額 全額 全額 

町外小・中含む 全額 全額 全額 全額 全額 全額 

社会人 

町内外のボランティア団体 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

町内 全額 全額 無料 全額 無料 無料 
法人 

町外 全額 全額 全額 全額 全額 全額 

町内集落   無料 無料 無料 無料 無料 無料  

負 担 割 合 

(国・県・その他) 
 

 

1３年度決算額 なし なし 

１４年度予算額 なし なし 
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様式３ 

行政現況調査票  項目個表 

専門部会名 教  育 分 科 会 名  スポーツ 大項目 教 育 中項目 スポーツ 小項目 スポーツ施設 細項目 スポーツ施設使用料 

管理番号 ０８３－０４８ 合併協定項目  ランク  

 

現                                                        況 
記 載 事 項 

櫛引町 三川町 朝日村 温海町 

事 務 事 業 名 体育施設使用料の減免 体育施設使用料の減免 体育施設使用料の減免 体育施設使用料の減免 

根 拠 法 令 等 総合運動公園、スポーツセンター使用規則内規 三川町体育施設の設置及び管理運営に関する条例 朝日村体育｣施設設置条例 温海町体育施設設置条例･施行規則 

事 業 主 体 櫛引町教育委員会 三川町教育委員会 朝日村教育委員会 温海町教育委員会 

事 業 概 要 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

１．減免申請のあった場合 

（１）主催が小体連、中体連の場合、申請のあった全額を免除

する。 

（２）主催が県、県教委、櫛引町、櫛引町各課、櫛引町教委の

場合、申請のあった全額を免除する。 

（３）県、県教委（教育事務所）、櫛引町各課、櫛引町教委、以

上と同等もしくは準ずる機関が後援に入っている場合、

全てについて免除の申請があった場合、使用料、電気

使用料の半額を免除する（従って使用料金表の町民分と

なる）。 

（４）本町各団体と他市町村との交歓試合（会）の場合、その団

体が他市町村に行った場合の受け入れ市町村の扱いと

の釣り合いを考慮の上相談で決定する。 

（５）合宿、練習、試合等で本町各団体への指導等、本町体育

振興、技術向上に貢献があるような場合なにがしかの減

免をする。その範囲程度については貢献度との関わりが

あるので関係者との相談で決める。 

（６）建設省その他本町と関わりのある諸機関が、本町、町各

課等を通して申請のあった場合は町民と同じ扱いをす

る。 

（７）高体連、高野連のみの主催で全額免除の申請の場合、

使用料免除、電気料半額免除で町民の場合と同じ金額と

する。 

（８）上記に該当しない場合はその都度課長、教育長と相談す

る。 

２．減免申請のなかった場合 

（１）上記１に該当する場合でも減免申請のない場合は全額の

料金を徴収する。 

３．その他 

（１）大会終了後の申請は原則として受け付けない。 

 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

 

町民体育館・町民運動場・町民武道館及び町民プールの

減免 
町内の社会体育団体が使用する場合は無料とする。ただし、
適用を受けようとする団体は教育委員会に登録しなければな
らない。 
 

公立学校体育施設開放の減免 

公益又は公共用に使用するとき 

町内の社会体育団体が使用するとき 

その他町長が特に認めたとき 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

村民体育館 

（1）主競技場の一部を占用する場合の使用料は、2 分の 1 の

額とする。 

（2）村外の諸団体の使用料は、倍額とする。 

（3）次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免すること

ができる。 

ア村内の公共的団体が使用するとき。 

イ村社会教育団体が使用するとき。 

ウア、イのほか特に認めたとき。 

（4）｢入場料｣とは、入場料、会員若しくはこれに類する料金を

いう。 

 

村民運動場 

次の各号の一に該当するときは減免することができる。 

(１)村内の公共的団体が使用するとき。 

(２)村社会教育関係団体が使用するとき。 

(３)前2 号のほか特に認めたとき。 

 

夜間照明 

特に必要と認めたときは、減免することができる。 

村民テニスコート 

次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することがで

きる。ただし、照明設備使用料についてはこの限りではない。 

ア村内の公共的団体が使用するとき。 

イ村社会教育団体が使用するとき。 

ウア、イのほか特に認めたとき。 

 

・目 的 体育施設使用料減免措置の確認 

温海町体育施設設置条例 

(使用料の免除) 

第6 条 

 町長は、次の各号の一に該当するときは、前条の規定による使

用料の全部または一部を免除することができる。 

公共団体が使用するとき 

その他町長が必要と認めたとき 

温海町体育施設設置条例施行規則 

(使用料の免除) 

第6 条 

 条例第6 条の規程により、使用料の免除を受けようとする者は、

体育施設使用料免除申請書(様式第 5 号)を町長に提出しなけれ

ばならない。 

内規 

総合運動場(野球場) 

全額免除(但し、照明設備使用料は除く) 

町内小中高等学校の使用料(部活動・授業など) 

町内スポーツ少年団の使用料 

町内公民館(分館)の使用料 

※野球・ソフトボールなどの公民館事業 

半額を免除するもの(但し、照明設備使用料は除く) 

町外の小中高等学校の使用料(部活動・授業など) 

鶴岡市野球連盟主管の大会に係る使用料 

登録団体 

登録団体とは、町野球連盟、町ソフトボール協会、その他町内の

団体で年間登録団体として登録した団体 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ使用料として構成員一人当り600円を年間登録料として納

付する。 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ使用料以外については使用時間に応じた施設使用料を

納付する。(照明設備など) 

湯見ケ代運動場(テニスコート) 上記同様に扱う 

負 担 割 合 

(国・県・その他) 

    

1３年度決算額 なし なし なし なし 

１４年度予算額 なし なし なし なし 




